
【判例ID】 28323292

【判示事項】 【事案概要】

東日本大震災における福島第一原発での放射能汚染事故により、居住

地からの避難を余儀なくされたとする一審原告らが、一審被告東京電

力に対し原賠法３条１項又は民法７０９条に基づき、及び、一審被告

国に対し国賠法１条１項に基づき損害賠償を求めた件の控訴審におい

て、東京電力に対する請求については、一部認容又は全部棄却とさ

れ、国に対する請求については、一部認容とした原審の判断が取り消

され、一審原告らの請求が棄却された事例。

【裁判年月日等】 令和６年１月２６日／東京高等裁判所／第１民事部／判決／令和１年

（ネ）３２９２号／令和１年（ネ）５０００号

【事件名】 福島第一原発事故損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

【裁判結果】 原判決一部変更、一部取消、控訴一部棄却、附帯控訴一部棄却

【裁判官】 志田原信三　田中孝一　吉田純一郎

【審級関連】 ＜第一審＞平成３１年２月２０日／横浜地方裁判所／第５民事部／判

決／平成２５年（ワ）３７０７号／平成２５年（ワ）５０５０号／平

成２６年（ワ）９６７号／平成２６年（ワ）５１８１号／28282481

【出典】 D1-Law.com判例体系

【重要度】 1

■28323292

東京高等裁判所

令和１年（ネ）第３２９２号／令和１年（ネ）第５０００号

令和０６年０１月２６日

当事者の表示　別紙当事者目録１から３までに各記載のとおり（以下、別紙当事者目録１記載

の当事者（以下「一審原告ら」という。）については、同目録記載の「原告番号」により表記

する。）

主文

１　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ１と記載のある「原告番号」欄

記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴（当審における請求拡張分を含む。）又は附帯

控訴並びに一審被告東電の同一審原告らに対する控訴について

（１） 別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ１と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの控訴又は附帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

（２） 一審被告東電は、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ１と記載のある「原告番号」

欄記載の一審原告らに対し、同一審原告らに係る同表の「当審認容額（元本）」欄記載の金員

及びこれに対する平成２３年３月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

（３） 別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ１と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの一審被告東電に対するその余の請求（当審における請求拡張分を含む。）をいずれも棄却

する。

（４） 一審被告東電の別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ１と記載のある「原告番号」欄

記載の一審原告らに対する控訴をいずれも棄却する。
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２　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ２と記載のある「原告番号」欄

記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴又は附帯控訴並びに一審被告東電の同一審原告

らに対する控訴について

（１）　一審被告東電の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

（２）　一審被告東電は、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ２と記載のある「原告番号」

欄記載の一審原告らに対し、同一審原告らに係る同表の「当審認容額（元本）」欄記載の金員

及びこれに対する平成２３年３月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

（３）　別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ２と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの一審被告東電に対するその余の請求をいずれも棄却する。

（４）　別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ２と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの一審被告東電に対する控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。

３　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ３と記載のある「原告番号」欄

記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控訴

について

（１）　一審被告東電の控訴に基づき、原判決中、一審被告東電の敗訴部分をいずれも取り消

す。

（２）　上記部分につき、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ３と記載のある「原告番号」

欄記載の一審原告らの各請求をいずれも棄却する。

（３）　別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ３と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの一審被告東電に対する控訴をいずれも棄却する。

４　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ０と記載のある「原告番号」欄

記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控訴

について

別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ０と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審

被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控訴をいずれも棄却する。

５　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＢ１と記載のある「原告番号」欄

記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴について

（１）　別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＢ１と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

（２）　一審被告東電は、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＢ１と記載のある「原告番号」

欄記載の一審原告らに対し、同一審原告らに係る同表の「当審認容額（元本）」欄記載の金員

及びこれに対する平成２３年３月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

（３）　別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＢ１と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの一審被告東電に対するその余の請求をいずれも棄却する。

６　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＢ０と記載のある「原告番号」欄

記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴について

別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＢ０と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審

被告東電に対する控訴をいずれも棄却する。

７　一審被告東電の、一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＣ２と記載のあ

る「原告番号」欄記載の一審原告らに対する控訴について

（１）　一審被告東電の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

（２）　一審被告東電は、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＣ２と記載のある「原告番号」

欄記載の一審原告らに対し、同一審原告らに係る同表の「当審認容額（元本）」欄記載の金員
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及びこれに対する平成２３年３月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

（３）　別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＣ２と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告

らの一審被告東電に対するその余の請求をいずれも棄却する。

８　一審被告東電の、一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＣ０と記載のあ

る「原告番号」欄記載の一審原告に対する控訴について

一審被告東電の別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＣ０と記載のある「原告番号」欄記載の一

審原告に対する控訴を棄却する。

９　一審原告ら（原告番号２１－１～同２１－３、同２２－３の一審原告を除く。）の一審被

告国に対する控訴（当審における請求拡張分を含む。）又は附帯控訴並びに一審被告国の一審

原告ら（別紙認容額等一覧表の「原審認容額（元本）」欄に「０円」と記載されている一審原

告を除く。）に対する控訴について

（１）　一審被告国の控訴に基づき、原判決中、一審被告国の敗訴部分をいずれも取り消す。

（２）　上記部分につき、一審原告ら（別紙認容額等一覧表の「原審認容額（元本）」欄に

「０円」と記載されている一審原告を除く。）の請求をいずれも棄却する。

（３）　一審原告ら（原告番号２１－１～同２１－３、同２２－３の一審原告を除く。）の一

審被告国に対する控訴（当審における請求拡張分を含む。）及び附帯控訴をいずれも棄却す

る。

１０　訴訟費用（控訴費用及び附帯控訴費用を含む。）は、次のとおりとする。

（１）　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ０及びＢ０と記載のある

「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴に係る控訴費用は各一審原告の

負担とし、一審被告東電の同「分類」欄にＡ０及びＣ０と記載のある「原告番号」欄記載の一

審原告らに対する控訴に係る控訴費用は一審被告東電の負担とする。

（２）　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ１、Ａ２、Ｂ１及びＣ２と

記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する訴えに係る訴訟費用（控

訴費用及び附帯控訴費用を含む。）は、第１、２審を通じて、それぞれ同表の「訴訟費用東電

負担割合」欄記載の割合を一審被告東電の負担とし、その余を各一審原告の負担とする。

（３）　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ３と記載のある「原告番

号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する訴えに係る訴訟費用（控訴費用を含む。）

は、第１、２審を通じて、各一審原告の負担とする。

（４）　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＢ０及びＢ１と記載のある

「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告国に対する控訴に係る控訴費用は各一審原告の負

担とする。

（５）　一審原告らのうち、別紙認容額等一覧表の「分類」欄にＡ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ｃ

０、Ｃ２及びＤと記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告国に対する訴えに係

る訴訟費用（控訴費用及び附帯控訴費用を含む。）は、第１、２審を通じて、各一審原告の負

担とする。

１１　この判決の第１項、第２項、第５項及び第７項の各（２）は、この判決が一審被告東電

に送達された日から１４日が経過したときは、仮に執行することができる。ただし、一審被告

東電が、同部分に係る別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の一審原告らに対し、同一審

原告らに係る同表の「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは、一審被告東電は、当該

一審原告との関係で、その仮執行を免れることができる。

目次

　　事実及び理由
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第１章　控訴の趣旨等及び事案の概要

　第１節　控訴の趣旨等

　　第１　一審原告らの控訴の趣旨等

　　第２　一審被告東電の控訴の趣旨

　　第３　一審被告国の控訴の趣旨

　第２節　事案の概要等

　　第１　事案の概要

　　第２　原判決の概要及び控訴等の経緯

　　第３　前提となる事実等

第２章　当審における当事者の主張

　第１節　経済産業大臣による規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となるか否か

について

　　（一審原告らの主張）

　　第１　規制権限不行使の違法性の判断枠組み

　　第２　原子炉施設における津波対策に関する法令の趣旨、目的及び権限の性質について

　　第３　本件事故の予見可能性について

　　第４　本件事故の回避可能性について

　　（一審被告国の主張）

　　第１　規制権限不行使の違法性の判断枠組み

　　第２　本件事故の予見可能性について

　　第３　本件事故の回避可能性について

　第２節　一審原告らの損害について（総論）

　　（一審原告らの主張）

　　第１　精神的損害に対する賠償について

　　第２　財産的損害に対する賠償について

　　第３　弁済の抗弁について

　　（一審被告東電の主張）

　　第１　精神的損害に対する賠償について

　　第２　財産的損害に対する賠償について

　　第３　弁済の抗弁について

　第３節　一審原告らの個別の損害について（各論）

　　第１　一審原告１ら（一審原告１－１～同１－５）について

　　第２　一審原告２ら（一審原告２－１、同２－２）について

　　第３　一審原告４ら（一審原告４－１～同４－５）について

　　第４　一審原告５ら（承継前一審原告５－１、一審原告５－２～同５－５）について

　　第５　一審原告６ら（一審原告６－１～同６－５）について

　　第６　一審原告７ら（一審原告７－１、同７－２）について

　　第７　一審原告９ら（一審原告９－１～同９－４）について

　　第８　一審原告１０について

　　第９　一審原告１１ら（一審原告１１－１～同１１－４）について

　　第１０　一審原告１２ら（一審原告１２－１～同１２－４）について

　　第１１　一審原告１３ら（一審原告１３－１、同１３－２）について

　　第１２　一審原告１４ら（一審原告１４－１、同１４－２）について

　　第１３　一審原告１５ら（一審原告１５－１、同１５－２）について
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　　第１４　一審原告１６について

　　第１５　一審原告１７について

　　第１６　一審原告１８ら（一審原告１８－１～同１８－５）について

　　第１７　一審原告１９ら（一審原告１９－１、同１９－２）について

　　第１８　一審原告２０ら（一審原告２０－１～同２０－５）について

　　第１９　一審原告２１ら（一審原告２１－１～同２１－３）について

　　第２０　一審原告２２ら（一審原告２２－１、承継前一審原告２２－２、一審原告２２－

３、同２２－４）について

　　第２１　一審原告２３ら（一審原告２３－１～同２３－５）について

　　第２２　一審原告２４ら（一審原告２４－１～同２４－３）について

　　第２３　一審原告２５ら（一審原告２５－１、同２５－２、承継前一審原告２５－３）に

ついて

　　第２４　一審原告２６ら（承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２～同２６－５）に

ついて

　　第２５　一審原告２７ら（一審原告２７－１、同２７－２）について

　　第２６　一審原告２８について

　　第２７　一審原告２９について

　　第２８　一審原告３１ら（一審原告３１－１、同３１－２）について

　　第２９　一審原告３３ら（一審原告３３－１、同３３－２）について

　　第３０　一審原告３４について

　　第３１　一審原告３５ら（一審原告３５－１～同３５－５）について

　　第３２　一審原告３６ら（一審原告３６－１～同３６－３）について

　　第３３　一審原告３７ら（一審原告３７－１～同３７－３）について

　　第３４　一審原告３８について

　　第３５　一審原告３９ら（承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２、承継前一審原告

３９－３）について

　　第３６　一審原告４０ら（一審原告４０－１、承継前一審原告４０－２、一審原告４０－

３～同４０－７）について

　　第３７　一審原告４１ら（一審原告４１－１～同４１－５）について

　　第３８　一審原告４２について

　　第３９　一審原告４３ら（一審原告４３－１～同４３－４）について

　　第４０　一審原告４４ら（一審原告４４－１、同４４－２）について

　　第４１　一審原告４５ら（一審原告４５－１～同４５－５）について

　　第４２　一審原告４６ら（一審原告４６－１、同４６－２）について

　　第４３　一審原告４７ら（一審原告４７－２、同４７－３）について

　　第４４　一審原告４８ら（一審原告４８－１～同４８－４）について

　　第４５　一審原告４９ら（一審原告４９－１～同４９－５）について

　　第４６　一審原告５０ら（一審原告５０－１～同５０－３）について

　　第４７　一審原告５１ら（一審原告５１－１～同５１－４）について

　　第４８　一審原告５２について

　　第４９　一審原告５３ら（一審原告５３－１～同５３－５）について

　　第５０　一審原告５４について

　　第５１　一審原告５５について

　　第５２　一審原告５６ら（一審原告５６－１、同５６－２）について
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　　第５３　一審原告５７ら（一審原告５７－１～同５７－５）について

　　第５４　一審原告５８ら（一審原告５８－１～同５８－５）について

　　第５５　一審原告５９について

　　第５６　一審原告６０ら（承継前一審原告６０、一審原告６０－２）について

　　第５７　一審原告６１ら（一審原告６１－１～同６１－５）について

第３章　当裁判所の判断

　第１節　一審被告東電に対する原賠法３条１項に基づく請求又は不法行為に基づく請求の可

否について

　第２節　経済産業大臣による規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となるか否か

について

　　第１　認定事実等

　　第２　規制権限不行使の違法性の判断枠組みについて

　　第３　一審被告国の損害賠償責任の有無について

　第３節　一審原告らの損害について（総論）

　　第１　認定事実

　　第２　原子力損害等について

　　第３　財物損害について

　　第４　精神的損害に対する賠償について

　　第５　その他の損害に対する賠償について

　　第６　弁済の抗弁について

　第４節　一審原告らの損害について（各論）

　　第１　一審原告１ら（一審原告１－１～同１－５）について

　　第２　一審原告２ら（一審原告２－１、同２－２）について

　　第３　一審原告４ら（一審原告４－１～同４－５）について

　　第４　一審原告５ら（承継前一審原告５－１、一審原告５－２～同５－５）について

　　第５　一審原告６ら（一審原告６－１～同６－５）について

　　第６　一審原告７ら（一審原告７－１及び同７－２）について

　　第７　一審原告９ら（一審原告９－１～同９－４）について

　　第８　一審原告１０について

　　第９　一審原告１１ら（一審原告１１－１～同１１－４）について

　　第１０　一審原告１２ら（一審原告１２－１～同１２－４）について

　　第１１　一審原告１３ら（一審原告１３－１、同１３－２）について

　　第１２　一審原告１４ら（一審原告１４－１、同１４－２）について

　　第１３　一審原告１５ら（一審原告１５－１、同１５－２）について

　　第１４　一審原告１６について

　　第１５　一審原告１７について

　　第１６　一審原告１８ら（一審原告１８－１～同１８－５）について

　　第１７　一審原告１９ら（一審原告１９－１、同１９－２）について

　　第１８　一審原告２０ら（一審原告２０－１～同２０－５）について

　　第１９　一審原告２１ら（一審原告２１－１～同２１－３）について

　　第２０　一審原告２２ら（一審原告２２－１、承継前一審原告２２－２、一審原告２２－

３、同２２－４）について

　　第２１　一審原告２３ら（一審原告２３－１～同２３－５）について

　　第２２　一審原告２４ら（一審原告２４－１～同２４－３）について
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　　第２３　一審原告２５ら（一審原告２５－１、同２５－２、承継前一審原告２５－３）に

ついて

　　第２４　一審原告２６ら（承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２～同２６－５）に

ついて

　　第２５　一審原告２７ら（一審原告２７－１、同２７－２）について

　　第２６　一審原告２８について

　　第２７　一審原告２９について

　　第２８　一審原告３１ら（一審原告３１－１、同３１－２）について

　　第２９　一審原告３３ら（一審原告３３－１、同３３－２）について

　　第３０　一審原告３４について

　　第３１　一審原告３５ら（一審原告３５－１～同３５－５）について

　　第３２　一審原告３６ら（一審原告３６－１～同３６－３）について

　　第３３　一審原告３７ら（一審原告３７－１～同３７－３）について

　　第３４　一審原告３８について

　　第３５　一審原告３９ら（承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２、承継前一審原告

３９－３）について

　　第３６　一審原告４０ら（一審原告４０－１、承継前一審原告４０－２、一審原告４０－

３～同４０－７）について

　　第３７　一審原告４１ら（一審原告４１－１～同４１－５）について

　　第３８　一審原告４２について

　　第３９　一審原告４３ら（一審原告４３－１～同４３－４）について

　　第４０　一審原告４４ら（一審原告４４－１、同４４－２）について

　　第４１　一審原告４５ら（一審原告４５－１～同４５－５）について

　　第４２　一審原告４６ら（一審原告４６－１、同４６－２）について

　　第４３　一審原告４７ら（一審原告４７－２、同４７－３）について

　　第４４　一審原告４８ら（一審原告４８－１～同４８－４）について

　　第４５　一審原告４９ら（一審原告４９－１～同４９－５）について

　　第４６　一審原告５０ら（一審原告５０－１～同５０－３）について

　　第４７　一審原告５１ら（一審原告５１－１～同５１－４）について

　　第４８　一審原告５２について

　　第４９　一審原告５３ら（一審原告５３－１～同５３－５）について

　　第５０　一審原告５４について

　　第５１　一審原告５５について

　　第５２　一審原告５６ら（一審原告５６－１、同５６－２）について

　　第５３　一審原告５７ら（一審原告５７－１～同５７－５）について

　　第５４　一審原告５８ら（一審原告５８－１～同５８－５）について

　　第５５　一審原告５９について

　　第５６　一審原告６０ら（承継前一審原告６０、一審原告６０－２）について

　　第５７　一審原告６１ら（一審原告６１－１～同６１－５）について

　第５節　結論

　　事実及び理由

第１章　控訴の趣旨等及び事案の概要

第１節　控訴の趣旨等

第１　一審原告らの控訴の趣旨等
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　１　一審原告ら（下記２の一審原告及び原告番号２１－１～同２１－３、同２２－３の一審

原告を除く。）の控訴の趣旨

　（１）　原判決中、原告番号２０－４の一審原告（以下「一審原告２０－４」といい、他の

一審原告らについても同様に表記する。）、一審原告２０－５、同２３－３、同２６－４、同

２６－５、同２８、同３１－２、同４０－３、同４０－４、同４０－６、同４１－２、同４５

－２、同４５－３、同４８－１～同４８－３、同５６－１、同６１－３～同６１－５に係る部

分を取り消す。

　（２）　原判決中、上記（１）の一審原告ら以外の一審原告ら（下記２の一審原告及び一審

原告２１－１～同２１－３、同２２－３を除く。）敗訴部分をいずれも取り消す。

　（３）　一審被告東電及び一審被告国は、上記（１）の一審原告らに対し、連帯して、同一

審原告らに係る別紙認容額等一覧表の「一審原告控訴部分（拡張請求を含む）」欄記載の各金

員及びこれに対する平成２３年３月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

　（４）　一審被告東電及び一審被告国は、上記（２）の一審原告らに対し、連帯して、同一

審原告らに係る別紙認容額等一覧表の「一審原告控訴部分（拡張請求を含む）」欄記載の各金

員及びこれに対する平成２３年３月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

　２　一審原告４－１～同４－５、同１５－１、同１５－２、同３４、同３５－１～同３５－

５、同４４－１、同４４－２、同５３－１～同５３－５、同５８－１～同５８－５の附帯控訴

の趣旨

　（１）　原判決中、上記一審原告ら敗訴部分をいずれも取り消す。

　（２）　一審被告東電及び一審被告国は、上記一審原告らに対し、連帯して、同一審原告ら

に係る別紙認容額等一覧表の「一審原告控訴部分（拡張請求を含む）」欄記載の各金員及びこ

れに対する平成２３年３月１１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

　３　一審原告１６の附帯控訴の趣旨

　（１）　原判決中、一審被告国に関する一審原告１６敗訴部分を取り消す。

　（２）　一審被告国は、一審原告１６に対し、５００万円及びこれに対する平成２３年３月

１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　一審被告東電の控訴の趣旨

（一審原告２０－４、同２０－５、同２３－３、同２６－４、同２６－５、同２８、同３１－

２、同４０－３、同４０－４、同４０－６、同４１－２、同４５－２、同４５－３、同４８－

１～同４８－３、同５６－１、同６１－３～同６１－５以外の一審原告らに関し）

　１　原判決中、上記一審原告らに関する一審被告東電敗訴部分をいずれも取り消す。

　２　上記部分につき、上記一審原告らの一審被告東電に対する請求をいずれも棄却する。

第３　一審被告国の控訴の趣旨

（一審原告２０－４、同２０－５、同２３－３、同２６－４、同２６－５、同２８、同３１－

２、同４０－３、同４０－４、同４０－６、同４１－２、同４５－２、同４５－３、同４８－

１～同４８－３、同５６－１、同６１－３～同６１－５以外の一審原告らに関し）

　１　原判決中、上記一審原告らに関する一審被告国敗訴部分をいずれも取り消す。

　２　上記部分につき、上記一審原告らの一審被告国に対する請求をいずれも棄却する。

第２節　事案の概要等

（以下、略称は、本判決において新たに定めるもののほかは、原判決の例による。）

第１　事案の概要

　１　事案の要旨

　一審原告らは、本件事故により放出された放射性物質によってその当時の居住地が汚染さ
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れ、同居住地から避難せざるを得なかったなどと主張する被災者又はその承継人であり、一審

被告東電は、福島第一原発を設置し運営する会社である。

　本件は、一審原告らが、一審被告東電及び一審被告国において福島第一原発の敷地高を超え

る津波の到来を予見することが、平成１４年末時点において、又は、平成２０年８月（遅くと

も平成２１年９月）の時点までの間に可能であったなどとした上で、これらの各時点で必要な

津波防護対策を施していれば、本件事故を回避することが可能であったにもかかわらず、一審

被告東電は必要な津波防護対策を怠り、また、経済産業大臣は、一審被告東電に対し、電気事

業法（平成２４年法律第４７号による改正前のもの。以下同じ）に基づき、上記津波防護対策

に向けた規制権限を行使することを怠ったため、本件事故が発生するに至り、一審原告らがそ

れぞれ損害を被った旨主張して、〈１〉一審被告東電に対しては、不法行為に基づく損害賠償

又は原賠法３条１項に基づく損害賠償として（選択的請求）、〈２〉一審被告国に対しては、

国賠法１条１項に基づく損害賠償として、一審原告らに生じた損害（精神的損害として、避難

生活に伴う慰謝料１人当たり月額３５万円、いわゆるふるさと喪失・生活破壊慰謝料１人当た

り２０００万円、財物損害として不動産損害、家財損害その他の各種損害の合計額の一部金

（明示の一部請求））及びそれぞれの請求額に対する本件事故発生日である平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号による改正前の民法。以下同じ）所定の

年５分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求めた事案である。

　なお、一審原告らが主張する損害の額は、それぞれ原判決第５分冊の「損害一覧表」の「算

定金額」欄各記載のとおりであり、一審原告らは、これらの損害のうち、同一覧表の「請求

額」欄に記載の額を内金として請求しているが（明示の一部請求）、更にその一部について、

控訴の対象としている。

　２　原審口頭弁論終結日後の承継関係等

　（１）　訴訟承継

　承継前一審原告３９－１及び承継前一審原告３９－３が死亡し、いずれについても、一審原

告３９－２が訴訟承継した（なお、以下、一審原告３９－２のみをいう場合であっても、同人

のみでなく上記承継前一審原告を含めていう場合であっても、「一審原告３９ら」ということ

がある。原審において承継が生じている他の一審原告についても同様である。）。

　（２）　訴えの取下げ等

　ア　一審原告３については、一審原告３及び一審被告らが各控訴をしたが、一審原告３が訴

えを取り下げ、一審被告らがこれに同意した。

　イ　一審原告８－１、同８－２、同３２－２については、いずれも、当事者は控訴又は附帯

控訴をせず、同一審原告らに関する原審の判断が確定した。

　ウ　一審原告１６については、一審被告らが各控訴をし、一審原告１６が附帯控訴をした

が、一審被告東電が控訴を取り下げたため、一審原告１６の一審被告東電に対する請求につ

き、原審の判断が確定した。

　エ　一審原告２１－１～同２１－３、同２２－３については、一審被告らが各控訴をした

が、上記各一審原告らは控訴又は附帯控訴をしなかった。

　オ　一審原告３２－１については、一審被告らが各控訴をしたが、一審原告３２－１が訴え

を取り下げ、一審被告らがこれに同意した。

第２　原判決の概要及び控訴等の経緯

　原審は、一審原告らの一審被告東電に対する選択的請求のうち不法行為に基づく損害賠償請

求及び同選択的請求のうち原賠法３条１項に基づく損害賠償請求並びに一審被告国に対する国

賠法１条１項に基づく損害賠償請求について、一審原告８－１、同８－２、同２０－４、同２

０－５、同２３－３、同２６－４、同２６－５、同２８、同３１－２、同３２－２、同４０－

３、同４０－４、同４０－６、同４１－２、同４５－２、同４５－３、同４８－１～同４８－
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３、同５６－１、同６１－３～同６１－５の一審被告らに対する各請求をいずれも棄却し、そ

の余の一審原告らの一審被告らに対する各請求（一審被告東電については、原賠法３条１項に

基づく損害賠償請求）を一部認容し、同一審原告らのその余の各請求をいずれも棄却する旨の

判決をした。

　一審原告ら（ただし、別紙認容額等一覧表の「一審原告控訴部分（拡張請求を含む）」欄に

金額の記載のある者）は、原判決に対し、不服の範囲を敗訴部分の一部に限定して、控訴し、

又は、附帯控訴した。また、一審原告５２、同５７－１及び同５７－２は、当審において、請

求を拡張した。

　一審被告東電及び一審被告国は、原判決のうち、原審がその請求を棄却した上記一審原告ら

以外の一審原告らに関し、それぞれ敗訴部分を不服として、控訴した。

第３　前提となる事実等

　１　前提となる事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次の２のとおり補正し、後記

第２章で当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決第１分冊「事実及び理由」中の

第２章・第２節（前提となる事実）、第３章（争点及びこれに関する当事者の主張）に記載の

とおりであるから、これらを引用する。

　２　原判決の補正

　（１）　原判決●１－１３頁８行目の「第四次」を「第五次」と改め、同頁９行目の「９」

の次に「、４９７」を加える。

　（２）　原判決●１－４５頁４行目の「予見可能性」を「予見可能」と改める。

　（３）　原判決●１－７５頁３行目の「いうべきある。」を「いうべきである。」と改め

る。

　（４）　原判決●１－２１３頁３行目の「困難とあり」を「困難であり」と改める。

　（５）　原判決●１－３０２頁２行目の「適示」を「摘示」と改める（以下同じ。）。

　（６）　原判決●１－３２１頁３行目の「５４円」の次に「については」を加える。

　（７）　原判決●１－３２３頁４行目の「あったとから」を「あったから」と改める。

（以下、証拠番号における枝番の記載は省略することがある。）

第２章　当審における当事者の主張

第１節　経済産業大臣による規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となるか否かに

ついて

（一審原告らの主張）

第１　規制権限不行使の違法性の判断枠組み

　国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的

や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸

脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係に

おいて、国賠法１条１項の適用上違法となるものと解するのが相当である（〈１〉最高裁平成

元年１１月２４日第二小法廷判決・民集４３巻１０号１１６９頁（宅建業者訴訟）、〈２〉最

高裁平成７年６月２３日第二小法廷判決・民集４９巻６号１６００頁（クロロキン薬害訴

訟）、〈３〉最高裁平成１６年４月２７日第三小法廷判決・民集５８巻４号１０３２頁（Ｈじ

ん肺訴訟）、〈４〉最高裁平成１６年１０月１５日第二小法廷判決・民集５８巻７号１８０２

頁（水俣病関西訴訟）、〈５〉最高裁平成２６年１０月９日第一小法廷判決・民集６８巻８号

７９９頁（Ｉアスベスト訴訟）参照）。

　したがって、本件においても、経済産業大臣による規制権限の不行使の違法性を判断するた

めには、当該規制権限を定めた法令の趣旨、目的、権限の性質等に照らして、全ての具体的な

事情を検討する必要があるのであって、本件訴訟において問題となる「予見可能性」も、規制

権限不行使について国賠法１条１項の違法性を判断する前提としての考慮要素である以上、そ

10/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



の内実は、規制権限を定めた法令の趣旨・目的等に照らして定められることに留意する必要が

ある。一審被告国が主張するように、本件における具体的な事情を度外視して、原子力規制機

関が設定した審査又は判断の基準が不合理であるか、又はその基準への適合性の判断が不合理

であるかをみれば足りるとすることはできない。

第２　原子炉施設における津波対策に関する法令の趣旨、目的及び権限の性質について

　１　原子力基本法（平成２４年法律第４７号による改正前のもの。以下同じ）

　原子力基本法は、基本方針として、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、

安全の確保を旨」とすると規定（２条）していた。

　２　炉規法（平成２４年法律第４７号による改正前のもの。以下同じ）

　炉規法１条は、同法が原子力基本法の精神にのっとり、原子力による災害を防止すること等

を目的とする旨規定し、同法２４条１項は、実用発電用原子炉の設置には経済産業大臣の許可

を必要とすること、設置許可に当たっては原子炉施設の位置、構造及び設備が原子炉による災

害の防止上支障がないものであることが必要であることなどを規定していた。

　３　電気事業法

　電気事業法１条は、同法が電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共

の安全を確保し、環境の保全を図ることを目的とする旨規定していた。そして、同法３９条１

項は、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準

に適合するように維持しなければならない旨規定し、同条２項は、事業用電気工作物の技術基

準を定める経済産業省令の要件の１つとして、事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又

は物件に損傷を与えないようにすることが必要である旨規定し、同法４０条は、経済産業大臣

は、事業用電気工作物が同法３９条１項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと

認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用

電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命

じ、又はその使用を制限することができる旨規定していた。

　これを受けて、上記技術基準として、平成１７年経済産業省令第６８号による改正前の発電

用原子力設備に関する技術基準を定める省令４条１項は、原子炉施設等が津波等により損傷を

受けるおそれがある場合は、防護施設の設置等の適切な措置を講じなければならない旨規定

し、上記改正後の同項は、原子炉施設等が想定される津波等の自然現象により原子炉の安全性

を損なうおそれがある場合は、防護措置等の適切な措置を講じなければならない旨規定してい

た。

　４　権限の性質

　これらの原子力基本法、炉規法及び電気事業法の目的並びに電気事業法３９条、４０条の趣

旨に鑑みると、経済産業大臣の有する技術基準適合命令を発する規制権限は、原子炉の性質

上、原子炉施設の安全性が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の

生命、身体に重大な危害を及ぼし、深刻な災害を引き起こすおそれがあることに鑑み、基本設

計について安全性が審査された上で設置許可処分が行われて稼働を開始した原子炉施設につい

ても、その後の時の経過により進展した最新の科学的知見等に照らして、技術基準への適合性

を通じて安全性を審査する必要があり、審査の結果、原子炉施設が技術基準に適合しないとき

には技術基準適合命令を発することによって、原子炉施設の事故等がもたらす災害により直接

的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を保護する趣旨

で、経済産業大臣に付与されていたものと解される。

　そして、この規制権限は、上記の趣旨によれば、上記周辺住民等の安全の確保を主要な目的

として、最新の科学的知見等を踏まえて、適時にかつ適切に行使されるべき性質のものであっ

た。

第３　本件事故の予見可能性について
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　１　原審について

　原審は、一審被告国における本件事故の予見可能性について、平成２１年９月の時点におい

て認められる旨説示しており、その点については正当であるものの、他方、同月以前（平成１

９年４月の時点）については、「福島第一原発の敷地レベルを超える津波の到来可能性は、一

審被告国にとってはいまだ抽象的な域を脱していなかった」（原判決●３－１６頁）としてそ

の予見可能性を否定しているが、この点については首肯し難い。

　２　平成１４年末時点－三陸沖から房総沖にかけての長期評価

　（１）　原審は、平成１４年７月の長期評価の見解は、津波地震の発生領域を三陸沖北部か

ら房総沖の海溝寄りという長大な海域に設定するという工夫を施して、その発生確率を一応定

量化したものであって、具体的な波源モデルを設定するための材料はもとより十分ではなく、

そのような状況下において、仮定的な数値に基づいて津波シミュレーションを実施したとして

も、その結果示されるリスクは、過大であることも過小であることもあり得、過小に評価され

た場合はその後の安全対策が不要であるかのような外形を作出することにもなりかねないなど

として、津波シミュレーションを行う必要性を否定している。しかし、万が一にも津波による

全電源喪失事故を発生させてはならないという視点に立つならば、その時点における最新の知

見に基づいて津波シミュレーションを実施し、そのシミュレーション結果に基づいて、原子力

発電所の敷地・設備が現状で安全であるか否かを検証することは可能であり、行わなければな

らないはずである。そして、最新の知見によって対策を講じるというのは、時間の経過により

知見が進展して、従来の知見との間に有意な差が認められた場合には、今度は、その時点にお

ける知見に基づいて対策を講じなければならないということを当然に含意しており、一度対策

を講じればそれで免責されるというような筋合いのものではない。これらに照らせば、津波シ

ミュレーションを行う必要性を否定した原審の上記説示は失当である。

　（２）　そして、長期評価は、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどの地点であっても

Ｍ８クラスのプレート間地震（津波地震）が起こり得るという内容のものであるところ、

〈１〉津波地震が巨大な低周波地震であるとの知見が確立していたこと、〈２〉低周波地震

（津波地震）が、日本においても世界においても、海溝寄りに固有に発生するとの知見が確立

していたこと、〈３〉三陸沖北部から房総沖にかけての日本海溝沿いは、南北を通じて連続し

た一つのプレートであること、〈４〉日本海溝寄りで、実際に、過去４００年に３回の津波地

震（慶長三陸地震（１６１１年）、延宝房総沖地震（１６７７年）、明治三陸地震（１８９６

年））が発生していることに照らせば、長期評価の上記内容には、地震学上の合理的な根拠が

認められるというべきものであった。

　（３）　保安院は、平成１４年７月の長期評価の公表後、分科会のメンバーであったＫ教授

の意見につき、一審被告東電を通じて間接的に確認しただけで、長期評価の見解を規制に取り

込むことをせず、確率論的手法に取り入れたとして、津波防護対策としては何もしないことと

同じ態度をとった。しかし、保安院は、自ら必要な調査を尽くし、一審被告東電に指示するな

どすべきであったのであり、そうすれば、平成１４年末時点において、平成２０年東電試算と

同様の結果を得られたはずであり（波高の数値は、海抜１０ｍ（以下、海抜高はＬ港工事基準

面を基準とした数値である。）の敷地高である福島第一原発で、後記平成２１年報告では約

８．６ｍから約８．９ｍまでとされた。）、地震による津波が福島第一原発の敷地高（１０

ｍ）を超える可能性は容易に想定される状況であったから、一審被告国において、平成１４年

末時点には、長期評価の見解に基づき、福島第一原発に敷地高を超える津波が到来することが

予見可能であったといえる。

　３　平成２０年８月（遅くとも平成２１年９月）時点－平成２１年報告

　（１）　平成２０年８月の時点

　産業技術総合研究所は、平成２０年５月、「宮城県沖地震における重点的調査観測」の平成
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１９年度成果報告書（甲Ｃ１０５）を公表した。これを受けて、保安院が、一審被告東電に対

し、同報告書に記載のある貞観津波に関するＫ論文（平成２０年）の「モデル８」及び「モデ

ル１０」に基づく津波推計を指示していれば、遅くとも平成２０年８月頃には上記津波推計結

果の報告が受けられたものと考えられる。そうすると、一審被告国（保安院）は、同月には、

貞観地震と同規模の地震の発生によって福島第一原発の敷地高を超える津波が到来する可能性

があることを予見することができたというべきである。

　（２）　平成２１年９月の時点

　一審被告東電は、貞観津波に関するＫ論文（平成２０年）において、津波堆積物調査を踏ま

えたシミュレーションに基づく貞観地震の波源モデルが提示されたことに基づき、関連会社

に、貞観地震に基づく波高の試算を行わせたところ、平成２０年１１月、取水口前面位置にお

ける最大水位上昇量について、「モデル８」より「モデル１０」の方が有意に大きく、７．１

ｍ前後との結果を得た（丙Ｂ１１６・右下通し番号５９５～５９７頁）。そして、一審被告東

電は、平成２１年３月、上記の結果に基づき、平均潮位から計算した取水口前面の波高を８．

７ｍ前後と試算して（甲Ｂ３２の２・右下通し番号７７４４頁）、同年９月、保安院に対し、

これに関する資料を提供した（平成２１年報告）。

　そうすると、一審被告国においては、同月、貞観津波に関するＫ論文（平成２０年）で示さ

れた波源モデルに基づいて試算した結果、波高が９ｍ近くに及ぶことを認識し、これに対して

津波評価技術に従ってパラメータスタディを実施すれば、福島第一原発の敷地高（海抜１０

ｍ）を超える可能性があることを容易に想定できる状況であったといえる。このことによれ

ば、一審被告国においては、遅くとも上記の平成２１年９月の時点において、福島第一原発の

敷地高を超える津波の到来について予見可能性があったといえる。

　４　令和４年最高裁判決について

　この点に関し、最高裁令和４年６月１７日第二小法廷判決・民集７６巻５号９５５頁（以下

「令和４年最高裁判決」という。）は、経済産業大臣において、規制権限を行使して一審被告

東電に対して適切な防護措置を講ずることを義務付けていた場合には、長期評価に基づいて想

定される最大の津波が福島第一原発に到来しても本件敷地への海水の浸入を防ぐことができる

ように設計された防潮堤・防波堤等の構造物（以下「防潮堤等」という。）を設置するという

措置が講じられた蓋然性が高いところ、平成２０年東電試算により試算された津波（以下「本

件試算津波」という。）と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるものとし

て設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことを主眼に置いたもの

となる可能性が高く、一定の裕度を有するように設計されるであろうことを考慮しても、本件

津波の到来によって大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことができるものにはならな

かった可能性が高いなどとして、一審被告国の責任を否定している。

　しかし、令和４年最高裁判決は、弁論主義の要請から、当該事件の当事者の主張に顕れてい

た平成２０年５月以前における事情を踏まえて判断されたものというべきであるところ、本件

訴訟においては、同年８月（遅くとも平成２１年９月）までの時点の規制権限不行使の違法が

問題となっているのであるから、本件訴訟の争点は、令和４年最高裁判決が判断していない部

分を含むものというべきである。そして、貞観津波の知見による平成２０年８月（遅くとも平

成２１年９月）の時点での規制権限不行使を問題とする本件訴訟では、その時点で、防潮堤等

以外の措置が実施された蓋然性が高く、かつ、それによって本件事故を回避できた可能性が高

いものであるから、そうである以上、上記３に照らし、一審被告国の責任を否定することはで

きないものである。

第４　本件事故の回避可能性について

　１　原審について

　原審は、平成２１年９月時点において、波高についての定量的評価はいまだ未成熟な段階で
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あったとして、本件における結果回避措置として、定量的評価を前提としない措置である非常

用電源設備の高所移設のみを、可能な結果回避措置として位置付けた。

　しかし、原審が、非常用電源設備の高所移設を結果回避措置として位置付けたこと自体は妥

当であるものの、一審被告らにおいて、その時点における最新の知見に基づいて、敷地高を超

える津波の到来が予見できたとすれば、正にその時点における最新の知見に基づいて波高を定

量的に評価して津波対策を実施すべきであったものであるから、原審が、定量的評価を前提と

する水密化の措置を、可能な結果回避措置として位置付けなかったことは、失当である。

　２　水密化の措置について

　（１）　水密化の措置による結果回避可能性

　本件事故については、次に照らせば、建屋と非常用電源設備につき水密化の措置を採ること

により結果を回避できた可能性があったといえる。

　すなわち、まず、福島第一原発の１号機から４号機までの各原子炉（以下、併せて「本件各

原子炉」という。）に係る原子炉建屋、タービン建屋等の主要な建屋（以下「主要建屋」又は

「建屋」という。）への浸水経路や浸水状況をみると、建屋の外壁は本件津波で破壊されず、

建屋内部の間仕切り壁もかなりの浸水防護機能を果たしており、また、主要な浸水経路となっ

た「大物搬入口」と「入退域ゲート」も、津波対策が全く講じられていなかったにもかかわら

ず、一定の防護機能を果たしていた。

　具体的には、「大物搬入口」は、開放されていた４号機と異なり、１号機から３号機は既設

のものでも相応の防護機能を果たしていたものであり、これが水密扉に取り替えられていれ

ば、建屋内への浸水を防止することができたと考えられる。また、「入退域ゲート」も、それ

自体水密化することも可能であったと思われるが、建屋内の一部への浸水を許容したとして

も、非常用電源設備等が設置されているエリアを間仕切り壁や建屋内の水密扉で防護すること

は、十分可能であったといえる。さらに、建屋の地下１階への主たる浸水経路となった「給気

ルーバ」や「機器ハッチ」についても、機能上、嵩上げすることや、建屋の外壁と同程度の強

固な外壁で囲う等の防護措置も考えられ、そのような構造になっていれば、本件津波に耐えら

れたと考えられる。

　そして、本件津波による浸水経路は、一審被告東電における平成２０年２月１６日の会議時

において水密化の措置が検討されていた浸水経路と一致していたのであるから、事前に想定可

能であったものであり、これらの箇所に実際に水密化等の措置を講じていれば、間仕切り壁以

上の防水効果が発揮され、本件事故を回避できた蓋然性が高いということができる。

　なお、水密化等の措置により、本件事故を回避できた蓋然性が高いことについては、保安院

が、本件事故直後（平成２３年３月３０日）の「福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた

他の発電所の緊急安全対策の実施について」と題する指示（甲Ｃ６０）の中で、敷地を超える

津波に対する具体的対策の例として、「（設備の確保）防潮堤の設置　水密扉の設置　その他

必要な設備面での対応」というように、防潮堤の設置と並んで、水密扉の設置を挙げていたこ

とからも裏付けることができる。

　（２）　本件試算津波を前提として講じられる結果回避措置

　そして、長期評価に基づく平成２０年東電試算により試算された津波（本件試算津波）によ

る浸水深についてみると、敷地南側で浸水深５．７０７ｍ、４号機原子炉建屋付近で２．６０

４ｍ、同タービン建屋付近で２．０２６ｍ、共用プール建屋（運用補助共用施設）付近では約

５ｍの浸水深となっている。

　このことに、津波工学者のＮの供述内容（甲Ｃ１８６の１・通し頁４０頁）を併せれば、本

件試算津波を前提とした場合、少なくとも５ｍの浸水深に耐えられるだけの津波対策が講じら

れたはずであるといえ、より具体的には、これを阻止できる高さの防潮堤等の設置に先立ち、

又は、それと共に、〈１〉５ｍの浸水深に耐えられる「大物搬入口」「入退域ゲート」「給気
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ルーバ」「機器ハッチ」等の水密化が講じられ、〈２〉タービン建屋の内部において非常用電

源設備が配置されているエリアの水密化が講じられたはずであり、これらの措置により、本件

事故の結果を回避することが可能であったといえる。

　（３）　本件事故以前における水密化の措置の実例等

　本件事故以前において、原子炉施設において、津波対策として建物等の水密化の措置が採ら

れていた実例や基準が複数あることも、同措置を採ることにより本件事故の結果を回避するこ

とが可能であったことを裏付けるものである。

　すなわち、本件事故以前に、日本原電のＯ原子力発電所においては、長期評価を前提とし

て、盛土による敷地への浸水防止措置に合わせて、建物等の水密化の措置が採られており（丙

Ｂ１８４・２０５～２０８頁）、中部電力のＱ原子力発電所においても同様であった。また、

フランスのＲ原子力発電所（丙Ｂ２０２の２・１０枚目）、米国のＴ原子力発電所（甲Ｂ３・

１２９頁）、スイスのａａ原子力発電所においても、本件事故以前に、建物等の水密化の措置

が採られており、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）の安全基準その他の諸外国の規制においても同

措置が含まれていた。

　３　非常用電源設備の高所移設について

　（１）　原審が正当に説示するとおり、非常用電源設備の高所移設は、本件事故に係る結果

を回避するために採ることが可能な措置であったといえる。

　すなわち、平成２０年東電試算において、タービン建屋及び共用プール建屋付近はいずれも

浸水深が約５ｍであったことを受け、空冷式非常用ＤＧや配電盤を３５ｍ盤の高台に設置する

ことが可能であったことは、専門家の立場からの、証人ａｂの証言、同人らの意見書（甲Ｂ３

５、丙Ｂ１４９）等により明らかである。また、このような措置は、中部電力の「Ｑ原子力発

電所の安全対策強化の取り組み」（平成２５年）（甲Ｂ３７）中の「Ｑ原子力発電所における

津波への対応」で、ガスタービン発電機や緊急時配電盤の高台設置が挙げられていることや、

１９７９年（昭和５４年）に、台湾のａｃ原子力発電所において、発電機の高所設置がポンプ

室の水密化と共にされていたこと（甲Ｂ３５）などからして、本件事故時の技術水準において

現実的に採り得るものであった。

　（２）　一審被告国の主張に対する反論

　ア　一審被告国は、原子炉建屋の地下１階に設置された原子炉への注水設備であるＨＰＣＩ

に対する浸水防止措置を何ら行わないまま、非常用電源設備のみを高所移設するように規制権

限を行使しても、本件事故の結果を回避できなかった旨主張する。

　しかし、１号機ないし４号機の建屋におけるＨＰＣＩが、本件津波により被水していたこと

はそもそも明らかになっておらず、実際、３号機については、ＨＰＣＩが直流電源を駆動源と

して起動していたものである。そうすると、一審被告国の上記主張は理由がない。

　イ　一審被告国は、非常用電源設備を移設した場合、配線の構成が複雑になり、給電先との

位置関係・距離関係に照らして運用面での信頼性が低下する旨主張する。

　しかし、ケーブル等の設備について、ａｄほか意見書（２）（甲Ｂ８の２・５頁）には、

「一般にケーブルや配管は、それ自体としては十分に可撓性があって、地震動による破損を耳

にしたことはない。一般の石油プラントなどにおいても、多種多様な配管やケーブルが敷設さ

れているが、末端の接続点における故障はあっても、中間点における故障はほとんど聞かな

い。」と記載されていることに照らせば、ケーブルの末端の防水処理及び補強をしておけば、

地震津波によるケーブルの損傷は防止することができたと考えられ、原審が判示するとおり、

これらが技術的に不可能であるとうかがわせるような証拠も見当たらない。そうすると、一審

被告国の上記主張は理由がない。

　ウ　一審被告国は、非常用ディーゼル発電機を高台に移設することは機能面・技術面から可

能であったとする適切な根拠はなく、また、３５ｍ盤は地盤が弱いことからすると、規制上、
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最高Ｓクラスの耐震安全性を備えることができず、移設できなかった可能性がある旨主張す

る。

　しかし、非常用ディーゼル発電機を収納する場合、床の外形が３０ｍ×２０ｍ程度の小ぶり

な電気室で足り、内部の機器荷重も小さいので、その設置も容易にでき、かつ、耐震性も十分

に確保できると考えられる。また、３５ｍ盤の地盤を強固にすることが必要であるとしても、

地盤改良や人工岩盤（マンメイドロック）を設けて杭で支える工事も可能であり、高台の斜面

も、物理的に補強することができ、非常用電源設備の高所移設を結果回避措置として講じる際

に、必要に応じてこれらの地震動対策を行うことも想定の範囲内である。そうすると、一審被

告国の上記主張は理由がない。

（一審被告国の主張）

第１　規制権限不行使の違法性の判断枠組み

　本件における経済産業大臣による規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となるの

は、炉規法や電気事業法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、権限を行使すべきで

あったとされる当時の具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著し

く合理性を欠く場合に限られるところ、規制権限の不行使が「許容される限度を逸脱して著し

く合理性を欠く」というためには、経済産業大臣が、規制権限を行使しなければならない状

況、すなわち、作為義務を負っている状況にあったにもかかわらず、その規制権限を行使しな

かったといえなければならないから、少なくとも、規制権限の行使を正当化するだけの予見可

能性と結果回避可能性があったことが必要であると考えられる。

　この点、原子力基本法及び炉規法が想定する原子力発電所の安全性は、絶対的安全性ではな

く、いわゆる相対的安全性を意味すると考えられる。そして、原子力規制機関は、設置許可処

分時だけでなく、同処分後も、原子力発電所が上記安全性を確保できているか否かの判断につ

いて専門技術的裁量を有していると解される。そうすると、使用開始後の原子炉施設に関する

原子力規制機関の規制権限不行使の適否の審理判断については、その当時の科学技術水準に照

らし、〈１〉使用開始後の原子炉施設に関して用いられた安全性の審査又は判断の基準に不合

理な点があるか否か、〈２〉当該原子炉施設がその基準に適合するとした原子力規制機関の判

断の過程に看過し難い過誤、欠落があるか否か、という二段階の観点から行われるべきであ

る。

　しかし、原審は、実質的にみれば、このような二段階の審査によらず、原子力発電所の安全

性について独自の判断を下し、これをもって行政判断に置き換えるような審査（判断代置審

査）を行って、一審被告国の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があるとの結論

に至ったものであり、不当である。

第２　本件事故の予見可能性について

　１　原審について

　原審は、平成２１年報告（平成２１年９月）の試算結果（海抜８．６ｍ～８．９ｍ）が、福

島第一原発の敷地高（海抜１０ｍ）まであと１ｍ余りに迫る高さのものであったことを指摘

し、このように想定津波に対する事実上の裕度が実質的に喪失されたことにより、安全対策上

考慮すべき地震の範囲を、貞観地震や、長期評価の見解（三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄

りの領域において地震が発生するというもの）にまで拡大する必要が生じていたとして、この

ことからすると、一審被告国は、平成２１年９月の時点で、本件事故の発生を予見することが

できたといえるとしたが、次に照らして、誤りである。

　２　貞観津波に関する知見に基づく予見可能性について

　平成２１年報告がその前提とする貞観津波に関する知見は、平成２１年報告がされた平成２

１年９月時点はもとより、本件事故当時も、津波堆積物調査の範囲が想定される波源の断層モ

デルの長さを包含するほど広範囲に及んでいないなどの点で、地震像の全体を把握し、特定地
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点における津波の高さを定量的に検証できる条件がそろっていたとはいえず、当該知見に基づ

いて推定した波源モデルを施設の設計に取り入れることが可能となるには至っていなかった。

　そのため、保安院は、一審被告東電の耐震バックチェック中間報告書（平成２０年３月）に

対する評価に際し、一審被告東電に対し、貞観津波に関する知見を設計に取り入れさせること

はせず、更なる津波堆積物調査を行うことを前提に、その後の自主的な対応等を促したもので

あって、かかる保安院の措置は、できる限り信頼性の高い波源モデルを構築した上で、これを

用いて津波評価技術における基準断層モデルを設定し、不確かさを適切に考慮した津波評価を

実施して必要な津波対策を講じるという考え方からすると、合理性を有するものであったとい

える。

　そうすると、貞観津波に関する知見や、それを前提にした平成２１年報告を根拠に、一審被

告国が、本件事故時以前に、福島第一原発の主要建屋の敷地高（海抜１０ｍ）を超えて津波が

到来するのを予見することができたとか、予見する義務があったなどということはできない。

　３　長期評価の見解に基づく予見可能性について

　また、長期評価の見解は、三陸沖北部の海溝寄りの領域から房総沖の海溝寄りの領域までを

一体とみなすものであるところ、保安院は、平成１４年８月、同見解については、三陸沖の海

溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域が近似性のある領域であることを示す地震地体構造

の知見として、審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付けられたものと

は評価することができないと判断していた。そして、同月以降も、長期評価の見解を裏付ける

科学的根拠を示した見解は発表されておらず、かえって、これと矛盾する科学的根拠を示した

見解が発表されていた状況にあり、長期評価の見解は、地震本部、中央防災会議及び土木学会

における様々な専門家の議論においても、科学的根拠を伴った科学的知見であるとは評価され

ていなかった。そして、保安院においても、引き続き、ＪＮＥＳや耐震バックチェックなどを

通じて継続的に地震や津波に対する科学的知見を調査していたものの、長期評価の見解は、規

制に取り入れるだけの客観的かつ合理的根拠に裏付けられていないとの状況に変化は生じてい

ないと判断していた。

　そうすると、原子力規制機関たる保安院としては、長期評価の見解について、規制に取り入

れるだけの客観的かつ合理的根拠が伴っていると評価される状況に至っていないと判断してい

たものであり、その判断は、長期評価の見解が公表された平成１４年７月当時の科学的知見及

びそれ以後の科学的知見の進展状況に照らして合理的であったということができるから、経済

産業大臣が、福島第一原発について、津波に対する安全性の審査又は判断の基準の適合性に変

化は生じていないと評価して規制権限を行使しなかったことが、許容される限度を逸脱して著

しく不合理であると評価される余地はない。一審被告国が、長期評価を根拠に、福島第一原発

の主要建屋の敷地高（海抜１０ｍ）を超えて津波が到来することを予見することができたと

か、予見する義務があったなどということはできない。

第３　本件事故の回避可能性について

　１　結果回避措置はドライサイトの維持に尽き、回避可能性は認められないことについて

　結果回避可能性があるというためには、規制権限の不行使が問題となっている時点で、当該

結果回避措置を採ることが物理的に可能であることだけでなく、当時の確立した科学的・工学

的知見によって、当該結果回避措置が問題となっている被害を回避できる措置として導かれる

状況にあったことが必要というべきである。

　しかるところ、福島第一原発において、本件事故前の科学的・工学的知見に照らし、敷地高

を超える津波が予見された場合に規制上の措置として導かれる対策は、ドライサイトコンセプ

トの考え方（安全上重要な全ての機器が原子炉設置（変更）許可申請書等に記載された津波の

水位より高い場所に設置されることなどによって、それらの機器が津波で浸水するのを防ぎ、

津波による被害の発生を防ぐという考え方）に基づき、防潮堤等を設置することにより主要建
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屋等の存在する敷地への津波の遡上そのものを阻止するということに尽きていたものであって

（甲Ｂ４の２・２３頁、丙Ｂ４１・１４頁、１７頁、丙Ｂ４３・６頁～７頁、丙Ｂ４４、丙Ｂ

５１・４４頁、丙Ｂ７３、丙Ｃ１２６・２０頁、丙Ｃ１２７・３８頁～４０頁、丙Ｃ１２９・

２０～２４頁）、結果回避措置として、防潮堤等の設置に代わり、それ以外の措置（非常用電

源設備の高所設置、主要建屋の水密化の措置等）が導かれることはあり得ない。

　また、本件試算津波によれば、津波の浸入が想定され、防潮堤等の設置が求められるのは、

福島第一原発の敷地（１０ｍ盤）の南側及び北側のみであったから、仮に、当該箇所に防潮堤

等があったとしても、本件試算津波よりはるかに規模が大きく、しかも敷地東側からも浸入し

てきた本件津波に対しては、敷地への大幅な浸入を防ぐことはできなかったと考えられる。

　２　原審の説示の概要

　原審は、平成２１年報告（平成２１年９月）及びそれ以降の時点で採り得る結果回避措置

は、津波が敷地高を超えた場合の浸水高に関するリスクの定量的評価を前提としない非常用電

源設備の全部又は一部の３５ｍ盤への移設のみであり、かかる結果回避措置を採った場合、遅

くとも、本件津波発生の前である平成２２年末までには、移設を実現することができ、そうで

あれば、本件事故を回避することが可能であった旨説示する。この点、原審は、〈１〉非常用

電源設備全体を３５ｍ盤に移設する場合の、配線の構成の複雑化や、給電先との位置関係・距

離関係に照らした運用面での信頼性の低下のおそれについては、一般の石油プラントなどにお

いても、配線の構成が複雑であり、給電先と場所的に離隔している場合があるが、運用上の問

題は特に生じないとされていること（ａｄ氏らの意見（甲Ｂ８））、また、〈２〉空冷式Ｄ／

Ｇ及び配電盤を３５ｍ盤に移設する場合も、本件事故後、他の原子力発電所において、大型の

ガスタービン発電機等を高台に設置するという措置が講じられているが、耐震上の問題がある

とは報告されていないこと、さらに、〈３〉直流電源設備を３５ｍ盤に移設する場合も、本件

事故前において、福島第一原発の３号機では直流電源設備が他の電源設備から分離して設置さ

れていたことなどに照らし、非常用電源設備の全部又は一部を３５ｍ盤へ移設することが技術

的に不可能であったとはうかがわれない旨を説示する。

　しかし、上記１及び後記３に照らし、原審のいう結果回避措置は、機能面・技術面その他か

ら、可能であったとはいえないものである。

　３　原審のいう結果回避措置（非常用電源設備の高所移設）への反論

　（１）　まず、仮に、非常用電源設備の移設を行わせる場合であっても、結果を回避するこ

とができる客観的・合理的根拠があるかどうかを判断するためには、津波に関する定量的な評

価が必須となるのであり、これを行わせることなしに、非常用電源設備の移設を講じさせるこ

とはできなかったはずであるから、定量的評価を行うことなしに結果回避措置を講じるよう規

制権限を行使することができた旨の原審の説示は誤りである。

　（２）　また、仮に非常用電源設備の高所移設の措置のみを講じたとしても、敷地高を大幅

に超え建屋に到達し得るような津波が到来した場合には、建屋内への浸水が生じるため、建屋

内に設置してある電気により制御される機器類等（例えば、原子炉注水設備であるＲＣＩＣや

ＨＰＣＩ等）の通電部が被水により地絡・短絡し、その機能を喪失することになると考えられ

る。そうすると、ＨＰＣＩ等に対する浸水防止措置がないまま、単に非常用電源設備のみを防

護するように規制権限を行使したとしても、結果を回避することが可能であったとみることは

できない。

　（３）　さらに、原審は、非常用電源設備全体の３５ｍ盤への移設に関し、石油プラントの

設計に従事していたａｄ氏らの意見（甲Ｂ８）を取り上げるが、そもそも石油プラントと原子

炉施設とでは設備の構造が全く異なるのであるから、上記移設について、石油プラントにおい

て講じることが可能であったからといって、直ちに、原子炉施設においても講じることが可能

であったということはできない。原子炉施設である福島第一原発における非常用電源設備を３
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５ｍ盤へ移設した場合、配線の構成が複雑になり、給電先との位置関係・距離関係に照らして

運用面での信頼性が低下することとなる。

　（４）　加えて、原審は、空冷式Ｄ／Ｇ及び配電盤の３５ｍ盤への移設に関し、本件事故

後、他の原子力発電所の高台にガスタービン発電機が設置されていることを挙げるが、他の原

子力発電所の高台と福島第一原発の３５ｍ盤とではそもそも地盤の立地条件が異なっており、

他の原子力発電所の例が福島第一原発に直ちに当てはまるものではなく、非常用ディーゼル発

電機を高台に移設することが機能面・技術面から可能であったとする適切な根拠はない。そし

て、非常用ディーゼル発電機は、本件事故当時、最高のＳクラスの耐震安全性を備えることが

規制上要求されていたものであるところ、一審被告東電が、福島第一原発の立地地点の本来の

地盤（３５ｍ盤）の上部が比較的崩れやすい砂岩であったため、安定した基礎を得る目的で地

盤を掘り下げて主要建屋の地盤（海抜１０ｍ）を造成したことに照らすと、上記３５ｍ盤に移

設する非常用ディーゼル発電機を収納する建屋が、前記の規制要求を満たす耐震安全性を確保

できたとは容易にはいい難い。

　（５）　なお、原審は、直流電源設備の３５ｍ盤への移設に関し、本件事故前において、福

島第一原発の３号機では直流電源設備が他の電源設備から分離して設置されていたことを挙げ

るが、３５ｍ盤と１～４号機建屋までは、直線距離にしておよそ３００メートルあることに照

らすと、３５ｍ盤に直流電源設備を移設する場合には、電気抵抗を軽減するため、より太い

ケーブルを敷設し、電圧降下を見込んで新たに電圧の高い蓄電池を設置するなどの対策が必要

となり、費用面・期間面において合理的とはいえず、その他、地下トレンチと原子炉建屋との

間に新たに貫通部を開口させることなど、技術的な課題が多くあり、実際に可能かどうかも明

らかでない。

　４　水密化の措置について

　（１）　一審原告らは、本件事故については、水密化の措置により結果を回避できた可能性

があったといえる旨主張するが、次の（２）に照らし、ドライサイトの維持によらず、津波が

敷地に浸入することを容認した上で建屋等の水密化を行うことは、津波に対する原子炉施設の

安全性を確保できるだけの合理性、信頼性のある対策とはいえなかったものであり、一審被告

国の規制機関において、そのような対策を是認することはあり得なかったといえ、上記措置に

よる結果回避可能性があったということはできない。

　（２）　すなわち、仮に、敷地への津波の浸入を容認した上で建屋等の全部の水密化を行う

こととした場合には、防潮堤等を設置する場合と同様に、想定津波水位や波力等を適切に評価

した上で水密化設計や強度設計を行い、敷地内の陸上構造物をモデル化した上で、詳細な数値

計算を行うことになるが、敷地内に浸入した津波は構造物等による反射や集中等の影響によっ

て複雑な挙動となるところ、漂流物の衝突力に関する評価手法も確立されておらず、前面に障

害物がない防潮堤等と異なり、相対的に計算結果の精度が低くならざるを得なかった。

　また、主要建屋が存在する敷地内にそのまま浸入する津波に対して安全上重要な機器の全部

を防護するという建屋等の全部の水密化は技術的に確立しておらず、津波対策として建屋等の

全部の水密化を講ずるべきとの見解を有する専門家もおらず（丙Ｂ４１・１５頁、丙Ｂ１１

０・９６頁、丙Ｂ１８５・４１～４６頁）、津波の波力や漂流物の影響を直接受ける海側に面

した大物搬入口のような大面積の扉の水密化についても技術的に確立していなかった。

　なお、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）の安全基準その他の諸外国の規制においても、ドライサ

イトの維持に加えて建屋等の全部の水密化を要求するものや、建屋等の全部の水密化のみに

よって敷地に越流した津波の対策を講ずるべきとするものはなく、一審原告らが主張する我が

国や諸外国における建屋等の水密化の実例（日本原電のＯ原子力発電所、中部電力のＱ原子力

発電所、フランスのＲ原子力発電所、米国のＴ原子力発電所、スイスのａａ原子力発電所な

ど）は、いずれも局所的・部分的な水密化を実施した事例や自主的対応の事例等であって、規
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制要求に基づき津波の敷地への浸入を容認した上での全面的な水密化が行われたことはない。

第２節　一審原告らの損害について（総論）

（一審原告らの主張）

第１　精神的損害に対する賠償について

　１　原審の認容額の不十分性

　一審原告らは、本件事故により一審原告らが被った精神的損害については、避難生活の労苦

に伴う慰謝料（避難慰謝料）と、従前の生活基盤が破壊され、又は毀損・変容させられたこと

に対する慰謝料（ふるさと喪失・生活破壊慰謝料）とに区分して算定するのが相当であり、避

難慰謝料については月額３５万円を下ることはなく、ふるさと喪失・生活破壊慰謝料について

は２０００万円を下ることはないと主張した。これに対し、原審は、〈１〉本件事故により一

審原告らの重要な人権が広範かつ複雑な態様で侵害されたとし、〈２〉一審原告らが生活基盤

（本件平穏生活４要素）を喪失したことに着目して「ふるさと喪失慰謝料」を認め、〈３〉原

賠審が定めた中間指針等の不合理を是正する見地から一審原告らの賠償額を算定した。

　原審は、上記の点においては正当であり、維持されるべきであるが、他方、その認容した具

体的な慰謝料額等は、一審原告らの被った被害の実相に照らし、不十分なものにとどまってい

る。具体的には、次のとおりである。

　２　原審の説示の誤り

　（１）　原審は、避難指示等が出された時点で確定的に損害が発生したとみて、ふるさと喪

失慰謝料のみ認めるが、本件事故による一審原告らの精神的苦痛を正当に評価し算定するとい

う見地からは不十分であって、ふるさと喪失慰謝料にとどまらず、避難の継続中にも経時的に

権利侵害及び損害が発生していることを認め、避難の継続期間に応じた精神的苦痛も正当に評

価し算定するべきである。

　（２）　原審は、帰還困難区域の一審原告らについて、交通事故による損害賠償の算定基準

を示した「赤い本」の死亡慰謝料との対比等から、慰謝料は１５００万円にとどまるとする

が、被害の実相に照らしていまだ不十分であり、原審がこれに準じる形で損害算定を行った、

居住制限区域、避難指示解除準備区域の一審原告らの慰謝料についても、同様に不十分であ

る。

　（３）　原審は、ふるさと喪失慰謝料は、避難指示等の対象とされた区域についてのみ認め

られるとし、また、避難指示解除までに要した期間により慰謝料額に差を設けているが、誤り

である。すなわち、政府による避難指示等は、社会的影響等を重視した政策的見地からの判断

であったというべきであり、避難指示等の有無や避難指示等の期間をもって慰謝料の有無や額

を区別する合理的理由は全くない。後記３のとおり、避難指示等対象区域以外の区域であって

も放射線による被ばくのリスクが存在し、同区域の一審原告らについても、本件平穏生活４要

素が侵害されているのであるから、その程度に応じ、ふるさと喪失慰謝料を認めるべきであ

る。

　３　放射線被ばくについて

　（１）　放射線の健康への影響につき、放射線医学や疫学研究上の専門的知見は直接的な基

準とならないと解すべきである旨の原審の説示は、放射線の健康への影響についての司法判断

の在り方として誤りであるところ、放射線の健康への影響に関する科学的知見の到達点に立て

ば、避難指示等対象区域以外の区域に居住していた一審原告らであってもなお、生命に関わる

健康への重大な影響は否定できず、社会通念上、避難の相当性は十分に肯定できるから、避難

指示等対象区域の内外によって慰謝料額に差異を設けるべきではなく、また、同一審原告らの

避難の継続についても、合理性を有するものである。

　（２）　この点、一審被告東電は、放射線による発がんリスクの増加は、地上１ｍ地点にお

ける空間線量で測定した、年間１００ｍＳＶ以下の低線量被ばくでは、他の要因による発がん
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のリスクに隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明するこ

とは難しいとして、同１００ｍＳＶ以下の放射線の健康への影響を実質的に認めず、その結

果、避難やその継続の相当性を否定するが、次に照らして、放射線の健康への影響は、避難指

示等対象区域の内外を問わず認められるものといえるのであって、一審被告東電の上記主張は

失当である。

　ア　内部被ばく（体内に取り込まれた放射性物質（線源）による被ばく）は、外部被ばく

（放射性物質（線源）が体外にある場合）と異なり、比較的少量の放射性微粒子を摂取したに

すぎない場合であっても重大な障害を引き起こすおそれがあるなど、危険性が高いとする知見

がある。これによれば、放射線の健康への影響を正しく把握するためには、内部被ばくの原因

となる、地表面及び土壌の汚染状況を踏まえなければならないところ、地表面の空間線量は、

地上１ｍ地点における空間線量を相当程度上回っている。

　イ　放射線の健康への影響のうち、脱毛、白内障、皮膚障害等を生じさせるものをいう確定

的影響と対比して、がん、白血病を発症したり、遺伝性影響をもたらしたりする確率的影響に

しきい値はなく、僅かな被ばくによっても健康への影響は生じるとする考えをＬＮＴモデル

（直線しきい値なしモデル）というところ、かかるＬＮＴモデルが、広く支持されるに至って

いる。

　すなわち、放影研による、広島、長崎の原爆被ばく者の最新の疫学調査であるＬＳＳ第１４

報（甲共４）は、放射線被ばくと固形がん死亡のリスクについては、線形の線量反応関係が示

されたとし、全米科学アカデミー報告（２００６）は、発がんリスクは低線量域でもしきい値

なく線形で連続しているとし、ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）は、放射線防護の目的上、

単純かつ合理的な仮定としてＬＮＴモデルを採用するとし（丙共３１・４頁参照）、ＵＮＳＣ

ＥＡＲ（国連科学委員会）２０００年報告（甲共１１３の１・１６～１７頁）もＬＮＴモデル

を支持するとし、ａｅらによる「小児へのＣＴスキャン被ばくと白血病、脳腫瘍のリスク」

（甲共１７）も、ＬＮＴモデルを裏付けている。

　４　加害行為の悪質性等による慰謝料の増額について

　一審被告東電は、本件事故に至るまで、長期評価、貞観地震や津波の知見を津波対策に活か

す機会が何度もあったにもかかわらず、保安院に抵抗し、いかに規制をすり抜け、これを回避

するかに労力を注ぎ、本件事故を惹起させたものであって、一審被告東電の津波対策のけ怠は

悪質であり、本件事故後の賠償手続における対応も著しく不誠実であるから、一審原告らに対

する慰謝料額は、相応に増額されるべきである。

第２　財産的損害に対する賠償について

　１　不動産損害について

　原審は、避難指示等対象区域外においては、現に避難をしなかった者は同種の財産権を利用

して生活しており、ある財産が放射能に曝露していたという事実のみでは、財産権侵害があっ

たとまで認めることはできず、同区域外における不動産損害は認められないとする。

　しかし、前記第１の３に照らせば、避難指示等対象区域の内外で、一審原告らを区別するこ

とは不合理であり、仮に原判決の説示を前提としても、避難指示等対象区域と近接し生活圏が

同一であるにもかかわらず、一切不動産損害が認められないとするのは不当である。

　２　住居確保損害について

　原審は、住居確保損害は、同種同等の財産を取得するのに必要な額を超えて、避難後の住居

地において新たに住宅を購入するために必要となった費用であり、不動産の交換価値（時価）

そのものを構成する要素とはいえず、不法行為法の枠組みの中での物的損害として認められな

いとする。

　しかし、本件事故前の交換価値（時価）で財産的損害を算定することは、一審被告らの不法

行為によって、一審原告らがその財物の市場における交換を強制されることを意味し、不合理
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であるし、従前の生活基盤を失わせ、別の場所において生活基盤を構築せざるを得ないという

本件事故の被害実態を考慮すれば、本件事故による財産的損害に対しては、一審原告らがそれ

ぞれの移転先において生活基盤を回復できるだけの賠償（当該移転地での生活基盤の再取得価

額の賠償）がされなければならないことは明らかであって、住居確保損害が認められなければ

ならない。

　３　家財損害について

　原審は、避難指示等対象区域外においては、そもそも家財損害は認められないとし、また、

避難指示等対象区域における家財損害の額についても、当該家財道具と同種同等の財産を取得

するのに必要な額（時価）をもって評価すべきであり、新たに同種の家財道具を取りそろえる

ために必要な額は、当該家財道具の交換価値そのものを構成する要素とはいえないとして、低

額な損害（単身赴任・１０万円、夫婦又は親子２人暮らし・１世帯当たり２０万円・３人暮ら

し以上・１世帯当たり４０万円）しか認めていない。

　しかし、前記第１の３に照らせば、避難指示等対象区域の内外で、一審原告らを区別するこ

とは不合理である。また、原審の家財道具の損害の算定は、低額にすぎるというべきであっ

て、全国の平均的な家財所有額に基づく賠償が認められるべきであり、具体的には、損害保険

料率算定機構が公的統計資料等を用いて算出した算定表（４０４万円～１８７８万円）を用

い、世帯主の年齢と世帯人数に応じて算定した金額を認めることが相当かつ合理的である。

　４　就労不能損害について

　原審は、避難指示等対象区域の一審原告らについては、原則として減収分が損害に当たると

しつつ、避難指示等対象区域外の一審原告らについては、本件事故後１年間に限り就労不能損

害が認められるなどとするが、前記と同様に、避難指示等対象区域の内外で、一審原告らを区

別することは不合理である。

第３　弁済の抗弁について

　１　原審の説示について

　原審は、一審被告東電への直接請求手続及び原賠センターでのＡＤＲ手続（以下併せて「直

接請求等」といい、個別にいうときは「直接請求」、「ＡＤＲ」という。）において慰謝料増

額事由が認められて金員が支払われた一審原告らについて、慰謝料増額事由による慰謝料の増

額を認めない一方、上記のように慰謝料増額事由により増額された金員を、既払金として差し

引いているが、このような取扱いは、上記増額分だけ認容額が減ることとなり、不当である。

　２　弁済の抗弁に対する反論

　一審被告東電は、直接請求等において一審原告らに支払われた既払金を、費目等の如何を問

わず、その生じた損害全体に対する弁済として充当すべきであり、また、世帯の構成員の間で

も同様に充当すべきであり、さらに、一審原告らが明らかに過大な賠償金を受領しているとき

には、同様に充当すべきであるなどと種々主張するが、いずれも失当である。

　すなわち、そもそも異なる費目間の充当は、法的に認められない。また、一審被告東電は、

直接請求等において、一審原告らとの間で、費目及び損害額の下限を定める合意をして、金員

の支払を行っているところ、当事者の意思を合理的に解釈すれば、当該合意は、民法上の和解

契約、片面的清算合意又は当該費目に限って弁済するものであり他の費目に充当したりするこ

とはしないとの合意であると解される。さらに、一審被告東電において、実損害額が既払金額

よりも低く、既払金額を他の損害賠償の項目に充当すると主張することは、信義則に反する。

　そして、世帯の構成員間での充当についても、上記の合意があることに加えて、同一世帯の

構成員であっても、その精神的苦痛は各人ごとに生じるものであり、ある世帯構成員に対する

賠償によって他の世帯構成員が利益を受ける関係になく、世帯の代表者は、当該世帯の構成員

全員分の賠償金を代理して受領したにすぎない。また、一審原告らが明らかに過大な賠償金を

受領した事実も認められない。
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（一審被告東電の主張）

第１　精神的損害に対する賠償について

　１　総論

　一審原告らの個別の事情に係る各自の精神的苦痛は、中間指針等を踏まえた一審被告東電の

各既払金により十分慰謝されているといえ、一審原告らの主張は失当である。しかるに、原審

は、本件事故により一審原告らの生活利益にどのような侵害が生じ、それが本件事故後、どの

ように回復されるに至ったかなどの一審原告ら各自の個別具体的な事情について何ら考慮せず

に、一律に、本件平穏生活４要素の喪失等の総論的、抽象的な説示のみから具体的な慰謝料額

を認定し、その慰謝料額が、中間指針等を踏まえた一審被告東電の各既払額を超えるとしてい

るものであって、誤っている。

　２　ふるさと喪失慰謝料に関する誤りについて

　（１）　帰還困難区域

　原審は、全てのふるさと喪失慰謝料の基準とする、帰還困難区域におけるふるさと喪失慰謝

料について、前記「赤い本」の後遺障害別等級第５級（１眼が失明し、他眼の視力が０．１以

下となったものや、１上肢又は１下肢の用を全廃したもの等）の場合の後遺障害慰謝料額１４

００万円をも上回る額である、１５００万円とするのが相当であるとする。

　しかし、原審は、本件事故においては、上記区域からの避難者に身体障害が生じているもの

でもなく、また、本件平穏生活４要素が恒久的に失われたわけでもないにもかかわらず、上記

損害の算定をしていることに照らし、誤っており、上記慰謝料については、中間指針等を踏ま

えた一審被告東電による既払額１４５０万円を上回る額は認められない。

　（２）　居住制限区域及び避難指示解除準備区域

　ア　居住制限区域及び避難指示解除準備区域については、従前の裁判例で認められた額と対

比しても、中間指針等を踏まえた一審被告東電による既払額８５０万円を上回る慰謝料は認め

られない。

　イ　原審は、居住制限区域（避難指示解除までに５年以上要した区域。以下単に「５年以

上」などと表記する。）について、帰還困難区域に匹敵するとして、ふるさと喪失慰謝料の額

を１３００万円とするのが相当であるとする。

　しかし、居住制限区域では、帰還困難区域とは異なり、放射線量が年間２０ｍＳＶを大きく

下回ることが確認されて避難指示が解除され、帰還することが可能となっており、実際にも相

当数の住民が帰還していることに照らせば、このような居住制限区域（５年以上）を、現在も

帰還の見通しが立たず帰還不能と評価し得る帰還困難区域に匹敵するとするのは前提に誤りが

あり、上記慰謝料の額は過大である。

　ウ　原審は、避難指示解除準備区域（５年以上）について、本件平穏生活４要素の喪失の程

度は居住制限区域（５年以上）のそれに匹敵するとして、ふるさと喪失慰謝料の額を１２００

万円とするのが相当であるとし、居住制限区域（５年未満）について、避難指示解除までに５

年以上を要した区域ほどではないとしても、相当程度の本件平穏生活４要素の喪失があったと

して、ふるさと喪失慰謝料の額を１０００万円とするのが相当であるとし、避難指示解除準備

区域（５年未満）について、居住制限区域（５年未満）に匹敵するとして、ふるさと喪失慰謝

料の額を９００万円とするのが相当であるとする。

　しかし、上記アのとおり、居住制限区域（５年以上）のふるさと喪失慰謝料の額が過大であ

る以上、原審の算定した上記ふるさと喪失慰謝料の額は、そのいずれについても正当性が認め

られない。

　（３）　ａｆ市による一時避難要請区域

　原審は、ａｆ市による一時避難要請区域については、避難要請が出され、本件平穏生活４要

素が喪失されたとする一方、平成２３年４月２２日には避難要請が解除されていることなどか
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ら、ふるさと喪失慰謝料を１５０万円とするのが相当であるとする。

　しかし、避難要請は強制力のあるものではなく、約１箇月の要請で本件平穏生活４要素の喪

失が生じるとはいえず、上記慰謝料については、中間指針等を踏まえた一審被告東電による既

払額７０万円を上回る額は認められない。

　３　自己決定権侵害慰謝料に関する誤りについて

　（１）　原審は、緊急時避難準備区域、屋内退避区域、自主的避難等対象区域については、

放射性物質による健康被害におびえることなく自己の住所又は居所を自由に決定し当地で生活

する権利に対する侵害があったと観念できるとして、緊急時避難準備区域につき２５０万円、

屋内退避区域につき１５０万円、自主的避難等対象区域につき３０万円（子供及び妊婦につい

ては１００万円）等の自己決定権侵害慰謝料を認めているが、次のとおり、これらの慰謝料の

認定は、いずれも相当でない。

　（２）　緊急時避難準備区域

　緊急時避難準備区域については、避難指示区域と異なり、当初より年間積算線量が２０ｍＳ

Ｖ（３．８μＳＶ／時）を超えることが見込まれず、平成２３年７月時点で放射線量はおおむ

ね１．９μＳＶ／時以下に低減し（乙共１３７・５頁）、具体的な健康被害が生じるおそれは

なく、その区域指定は本件事故から約６箇月後の同年９月３０日には解除された。これらに照

らせば、当該区域の一審原告らの慰謝料については、中間指針等を踏まえた一審被告東電によ

る既払額１８０万円（平成２４年８月３１日までを対象とする。）を上回る額は認められな

い。

　（３）　屋内退避区域

　屋内退避区域については、本件事故から約１箇月後の平成２３年４月２２日にその指定が解

除され、緊急時避難準備区域の指定も受けなかったことからすると、屋内退避区域の一審原告

らの放射線による健康不安等についての権利侵害の程度は重大なものとはいえず、当該区域の

一審原告らの慰謝料については、中間指針等を踏まえた一審被告東電による既払額７０万円を

上回る額は認められない。

　（４）　自主的避難等対象区域

　自主的避難等対象区域については、現に避難した居住者の割合も、１％に満たない自治体が

ほとんどであり（乙共１６０）、一般人を基準に考えた場合に、原審のいう自己決定権が侵害

されたとはいえず、少なくとも、中間指針等を踏まえた一審被告東電による既払額（本件事故

日から平成２３年４月２２日までの期間に対応する慰謝料８万円及び追加的費用４万円。な

お、子供及び妊婦については、同年１２月までを対象に慰謝料４０万円、追加的費用２０万

円、更に平成２４年８月末までを対象に慰謝料８万円、追加的費用４万円）を上回る額は認め

られない。

　４　加害行為の悪質性等による慰謝料の増額について

　一審原告らは、一審被告東電の津波対策のけ怠の悪質性や本件事故後の対応の不誠実性から

すれば、慰謝料が増額されるべきであると主張するが、そもそも、令和４年最高裁判決の説示

に照らせば、一審被告東電の対応のいかんによって、本件事故又はそれと同様の事故が発生し

なかったであろうという関係を認めることはできず、本件事故の回避可能性はなかったもので

あるし、一審被告東電の本件事故後の対応が不誠実であったということもない。

第２　財産的損害に対する賠償について

　１　不動産損害について

　原審は、不動産損害について、不動産の交換価値を算出するに当たり、固定資産税評価額を

基礎として、それに一定の係数（帰還困難区域は土地につき２倍、建物につき３倍（築３０年

以上の場合は５倍）、居住制限区域（５年以上）は土地につき１．８倍、建物につき２．５倍

（築３０年以上の場合は４倍）、居住制限区域（５年未満）は土地につき１．２倍、建物につ
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き１．８倍（築３０年以上の場合は２．５倍）、避難指示解除準備区域（５年以上）は土地に

つき１．５倍、建物につき２倍（築３０年以上の場合は３倍）、避難指示解除準備区域（５年

未満）は土地につき１倍、建物につき１．５倍（築３０年以上の場合は２倍））を乗じた額を

損害として認めている。

　しかし、かかる原審の説示は、固定資産税評価額に乗じる係数の根拠が不明であり、固定資

産税評価額に上記係数を乗じることで交換価値を求めることができる根拠はない。一般に、固

定資産税評価額は、土地は公示価格の７０％程度であり（乙共３３７。一審被告東電が行って

いる自主賠償も、実際に土地の固定資産税評価額に１．４３倍を乗じて時価を算定することと

している。）、また建物は再建築価格の５０～７０％程度であるとされるところ（乙共３３

８）、原審が示す係数を乗じると、上記区域の不動産に対する賠償額（交換価値算定額）は、

実際には時価を優に超えるものとなってしまい、不合理である。また、原審は、毀損割合を区

域ごとで分けるのではなく、土地・建物の客観的価値の算定に当たり、福島第一原発からの距

離や放射線の影響に応じて「固定資産税評価額」に対する土地・建物の価格の倍率に差異を設

けて相違を生じさせており、この点でも不合理である。

　２　その他の損害（住居確保損害、家財損害、就労不能損害等）について

　一審被告東電は、一審原告らが主張するその他の損害（住居確保損害、家財損害、就労不能

損害）に対し、中間指針等を踏まえ、自主賠償基準に基づき、被害者支援という政策的見地か

ら時価賠償を超える支払をし（住居確保損害）、損害の事実についての具体的な主張立証がな

くても定額の支払をし（家財損害）、本件事故後の収入の一定範囲について特別の努力により

得られた収入として賠償金から控除せずに支払をする（就労不能損害）など、実損害額を超え

る支払をしており、一審原告らの賠償請求が認められる余地はない。

第３　弁済の抗弁について

　１　費目間での弁済充当について

　（１）　一審原告らの各請求に対しては、次の各点に照らせば、財産的損害か精神的損害

か、いかなる費目かを問わず、一審原告ら各自が主張する損害の全項目に対し、既賠償額の総

額をもって、弁済の抗弁に係る主張が認められるべきである。

　ア　すなわち、一審原告らは、本件事故という１つの不法行為により生じた損害を様々な費

目に分けて主張しているが、本件事故という同一の不法行為により生じた財産上の損害と精神

上の損害に関しては、その賠償の請求権は実体法上の請求権としては１個であり、訴訟物の個

数としても１個である（最高裁昭和４８年４月５日第一小法廷判決・民集２７巻３号４１９

頁）。また、一審原告らに生じた損害は、財産的損害としても精神的損害としても評価できる

ものがあるなど、両者は截然と区別できるものではなく、両者の区別は曖昧なものである。

　イ　また、慰謝料には財産的損害賠償を補完する機能があるとされるところ、一審原告らの

財産的損害に対する賠償は、被害者にとって有利な賠償を行うという視点から行われ、賠償の

水準が十分であることによりその精神的苦痛も慰謝されている。

　ウ　さらに、一審被告東電は、多数の被害者に対する迅速な救済という観点から、原子力損

害に該当する可能性の高いものから順次提示されてきた中間指針等を踏まえ、賠償基準を順次

公表し、これに基づく請求の受付と賠償を行うことで、最終的に本件事故により生じた各一審

原告の損害総額に満つるように、順次請求の受付と賠償を行ってきた。

　そして、直接請求における請求書には、既払の賠償金額と実損害額が異なる場合には精算す

る旨が記載されており、このことからすると、当事者の合理的意思としても、特定の項目に対

するものとして賠償されていても、その項目にかかわらず、損害全体に対する弁済として支払

われる趣旨であったといえるし、このように解しないと、一審被告東電は、特定の項目に過払

が生じた場合に不当利得返還請求の別訴又は反訴を提起しなければならず、一審原告らにとっ

ても応訴の負担が生じることになり、紛争の早期解決に資さないこととなる。

25/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



　（２）　また、原審は、避難慰謝料を、生命・身体の自由、生存権、財産権の侵害に係る損

害に対する賠償として、ふるさと喪失慰謝料を、財産権等の侵害に係る損害に対する賠償によ

り回復されない平穏生活利益や居住、移転の自由の侵害に係る損害に対する賠償として位置付

けている。そうすると、少なくとも、一審被告東電による既払額のうち、財産権等の侵害に係

る損害に対する賠償の範囲を超えて平穏生活利益や居住、移転の自由の侵害に対する補填とし

て支払われたものや、「名目」上は生命・身体の自由、生存権、財産権の侵害に係る損害に対

する賠償とはいえないものであっても、生命・身体の自由、生存権、財産権の侵害に係る損害

に対する填補の趣旨を含むものについては、原審が認める避難慰謝料やふるさと喪失慰謝料に

対応する弁済として充当されるべきであることは明らかである。

　このような点からすれば、損害の性質や支払の趣旨からいって、一審被告東電が支払った一

審原告らの住居確保損害に係る賠償金や、家財や就労不能損害に対する各賠償金のうち実損害

額を超える分については、一審原告らの避難慰謝料及びふるさと喪失慰謝料に対する弁済とし

て充当することが認められるべきである。

　２　建物とその敷地間での弁済充当について

　原審は、建物について損害として認定された額を超えて支払を行っている場合に、土地の損

害として賠償された額に不足があってもそれに対する弁済の充当を認めていない。

　しかし、自宅不動産として土地と建物を一体で保有している場合には、全体で一つの不動産

として価値をみるのが実態にかない、土地と建物の価格をどのように割り振るかは通常問題に

ならないのであるから、一方の弁済を他方の弁済として認めない理由はない。

　３　就労不能損害に係る弁済について

　原審は、就労不能損害について、裁判所の認定する期間と異なる期間の既払額について充当

対象としていないが、誤りである。

　例えば、一審原告４６－１に対して、一審被告東電は、平成２３年３月１１日から同年１２

月３１日までの分として２９万８８９６円を、平成２４年１月１日から同年１２月３１日まで

の分として２９万８８９６円をそれぞれ支払っているところ、原審は、当該一審原告について

本件事故後１年間（平成２４年３月まで）に限り就労不能損害が認められるとし、その上で一

審被告東電が平成２４年１月～１２月分の就労不能損害として支払った２９万８８９６円につ

いて、平成２４年１月～３月までの３箇月分に按分した７万４７２４円の限度で弁済として認

めている。

　しかし、就労不能損害は、本件事故という同一の原因事実によって生じた単一の利益侵害で

あり、賠償対象期間に応じて実体法上別個の請求権が成立するものではない。そうすると、原

審が本件事故との相当因果関係を否定した期間に係る賠償として支払われた既払金であって

も、原審が認定した就労不能損害に全て充当すべきものである。

　４　世帯構成員間での弁済充当について

　世帯の構成員の１人（世帯主等）である一審原告らに対してされた支払であったとしても、

次の各点に照らせば、同支払は、世帯の構成員全員の損害に充当されるべきである。

　すなわち、同一世帯の構成員は生活基盤を共にし、被侵害利益を共通にしているのであるか

ら、ある世帯構成員に対する賠償により、他の世帯構成員も利益を受ける関係にあるというべ

きであり、そうである以上、一審原告らが所属する世帯に対してされた賠償に過払が生じた場

合、当該過払分は、同一世帯構成員の損害の弁済に充てられるべきである。

　また、一審被告東電は、世帯の代表者から、当該世帯の構成員全員分の賠償金の一括請求を

受け、当該代表者に対して当該世帯の構成員全員分の賠償金を支払っているから、かかる代表

者に対する支払は当該世帯の構成員全員に発生した損害を填補するものと考えるのが当事者の

合理的意思に合致するし、このように解さないと、一審被告東電は、特定の項目に過払が生じ

た場合に不当利得返還請求の別訴又は反訴を提起しなければならず、一審原告らにとっても応
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訴の負担が生じることになり、紛争の早期解決に資さないこととなる。

　５　明らかに過大な賠償について

　一審原告らにおいて、実態と異なる被害状況の申告をしていた場合など、一審被告東電が自

主賠償基準で賠償する趣旨に沿わず、一審原告らが明らかに過大な賠償金を受領している場合

にも、超過分につき、他の費目や同一世帯構成員の損害への弁済による充当が認められるべき

である。

第３節　一審原告らの個別の損害について（各論）

　以下においては、一審原告らについて、前記のとおり一審原告番号で呼称するとともに、複

数人で１個の世帯等を形成する場合には、各一審原告ら個人を指称する場合には枝番を付し、

世帯等の全員を指すときは、一審原告番号の後に「ら」を付して呼称する（例：「一審原告１

－１」、「一審原告１ら」。なお、訴訟承継が生じている場合で、一審原告番号の後に「ら」

を付して呼称しているときは、一審原告の地位と訴訟承継人の地位を併有している者を含

む。）。

　一審原告らの損害（各論）に関する当事者の主張の要旨は、以下のとおりであり、一審原告

らは、いずれも、原審の認定額や、一審被告東電の既払金は、一審原告ら各自が被った慰謝料

を填補するには不十分である旨主張している。

　また、以下に特段摘示しない場合も含め、一審原告ら及び一審被告東電の双方は、いずれ

も、相手方の主張を争っており、一審被告東電は、一審原告ら各自に関して、個別の多数の費

目を挙げて実損害額を超える賠償ないしはその可能性があると主張している。

　さらに、一審被告国においては、いずれの一審原告らについても、その各請求を争いつつ、

一審原告らの個別の損害については、一審原告１６に対して一審被告東電が１８９８万９２１

９円を支払ったとして弁済の抗弁を主張していることを除き、いずれも一審被告東電の主張を

援用しているものであって、以下、個別には記載しない（ただし、一審原告１６については、

一審被告東電及び一審被告国から各控訴がされ、一審原告１６から各附帯控訴がされたとこ

ろ、一審被告東電が控訴を取り下げたため、一審原告１６の一審被告東電に対する請求につ

き、原審の判断が確定していることから、一審原告１６と一審被告国の主張を記載する。）。

第１　一審原告１ら（一審原告１－１～同１－５）について

（一審原告１らの主張）

　１　慰謝料額が低額にすぎること

　一審原告１らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域内）で生活していたとこ

ろ、本件事故及びその後の避難の継続により、一審原告１－１（夫）及び同１－２（妻）は仕

事やその人間関係を失い、同１－３、同１－４及び同１－５（子供ら）は学校からの転校を余

儀なくされ、生活が一変したものであり、このような生活全てを失ったことによる慰謝料は、

原審が認めた金額（認定額は各自１３００万２０００円（弁護士費用を除いた額。以下同

じ）、認容額は各自４９２万２０００円）では低額にすぎるというべきである。

　２　一審被告東電の主張に対する反論

　（１）　一審被告東電は、一審原告１－２は本件事故によって退職を余儀なくされたもので

はないと主張するが、次に照らして失当である。

　すなわち、一審原告１－２は、本件事故の影響で、福島での生活ができなくなり、●●●の

福島工場の職場が、●●●の職場に変わったものであり、通勤時間も以前の３倍以上の片道１

時間３０分となり、避難生活に伴う●●●主な原因として、勤務先を平成２４年４月１５日付

けで自己都合退職することになったものであり、大きな精神的苦痛を被った。

　（２）　また、一審被告東電は、一審原告１－３～同１－５につき、居住地における社会人

や学生としての生活に慣れ、平穏な生活を取り戻していた旨主張するが、次に照らして失当で

ある。
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　すなわち、一審原告１－３～同１－５は、いずれも新しい環境に馴染むため苦労し（一審原

告１－３は貧血になり２年弱程度通院していた。）、兄弟姉妹３人の部屋が狭い１室だけとな

り互いにストレスを感じる環境での生活を余儀なくされるなど、原審のいう本件平穏生活４要

素を喪失したのであり、避難後の変化によって、喪失したものが治癒されるようなことはな

い。

　（３）　さらに、一審被告東電は、一審原告１らのａｇ町の自宅については、平成２９年４

月１日に避難指示が解除されており既に帰還が可能であるとして、平成３０年４月以降におい

ては侵害状態が継続しているとはいえない旨の主張をするが、次に照らして失当である。

　すなわち、避難指示の解除は一審被告らの側が一方的に行ったものであり、また、ａｇ町に

ついては未だ復興がされているとはいえない状況であることや、放射線の汚染の恐怖からも、

一審原告１らの避難の継続には相当の理由があるというべきである。

（一審被告東電の主張）

　１　一審原告１らの避難生活等の状況

　一審原告１らは、本件事故前後を通じ、家族５人で共に生活しており、平成２３年４月７日

には、一審原告１－２（妻）の出身地であり同１－１（夫）、同●●●賃貸住宅を確保して、

安定的な生活基盤を確保しており、本件事故当時、中学生であった同１－３（長女）、同１－

４（長男）、小学生であった同１－５（二女）も、それぞれ、居住地における社会人や学生と

しての生活に慣れ、平穏な生活を取り戻していた（甲個の１・８頁、１０頁）。

　この点、反対尋問を経ていない陳述書に依拠して一審原告１らに有利な事情を認定すること

は、実情に即しない内容が入り込む類型的な危険が存し、許されない（他の反対尋問を経てい

ない一審原告らの陳述書についても同様である。）。

　２　平成３０年４月の避難終了について

　他方、一審原告１らのａｇ町の自宅の存する区域については、平成２９年４月１日に避難指

示が解除され、ａｇ町の放射線量や復興状況を踏まえると、客観的には既に帰還が可能な状態

となっている。

　そうすると、少なくとも上記から１年が経過した平成３０年４月以降においては、一審原告

１らが、本件事故により避難の継続を余儀なくされているとは評価できない。

　３　損害額について（一審被告東電の既払額を超えないこと）

　以上に照らし、一審原告１らについて、本件事故に起因して生じたと考え得る損害額は、中

間指針等を考慮した一審被告東電の既払金（世帯合計７６１７万６４３２円）を超えるもので

はない。

　（１）　一審被告東電は、直接請求等において、一審原告１らに対し、避難帰宅費用や一時

立入費用、検査費用、避難先住居の賃料等その他の実費に加え、就労不能損害、家財の財物損

害などの名目での支払をしており、慰謝料としての支払額を除くと、その合計額は３２８８万

７１４６円となる。

　（２）　一審被告東電は、上記（１）のほか、一審原告１らのそれぞれに対し、各８５２万

円の慰謝料を支払っているところ、前記（１）の一連の支払は、一審原告１らの本件事故によ

る精神的苦痛を緩和し、本件事故前に享受していた平穏な生活を取り戻す一助になるものであ

るから、仮に一審原告１らについて上記の額（各自８５２万円）を超える慰謝料額が認定され

たとしても、これに対しては、前記（１）の支払のうち、実損害額を超える支払部分（後記

４）から充当すべきである。

　（３）　そうすると、一審原告１らについては、前記既払金を超える未払の損害はないこと

に帰する。

　４　実損害額を超える賠償を受けていること

　（１）　一審原告１－１は、本件事故日から平成２６年２月２８日までの期間を対象とし
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て、就労不能損害１１７２万２９６８円の支払を受けている（乙共４９４、５２０・３頁）。

　しかし、一審原告１－１は、●●●として、平成２４年１２月に１１万３７１１円（乙個１

の３）、平成２５年１月に１３万３９５１円（乙個１の４）の収入を得ており、また、平成２

５年２月から平成２６年２月までの間においても、金額は不明であるものの転業によって得た

収入が存在しているが（甲個の１・１１頁）、一審被告東電は、これらについては、特別の努

力があったものとして、控除しない取扱いをしていたものであり、同額については、実損害額

を超えるものとなっている。

　（２）　一審原告１－２は、本件事故日から平成２６年２月２８日までの期間を対象として

就労不能損害５４１万７７８４円の支払を受けている（乙共４９４、５２０・３頁）。

　しかし、一審原告１－２は、本件事故前は●●●の福島工場において、本件事故後は●●●

において勤務しているところ、本件事故の前後を通じ、給与も同水準であり、平成２４年４月

１５日付けの勤務先の退職も、自己都合退職であって、本件事故と相当因果関係はない（乙個

の１の５頁、６頁、１２頁）。それにもかかわらず、一審被告東電は、本件事故後の就労に

よって得た収入のうち、１７４万６３２８円について、特別の努力があったものとして、控除

しない取扱いをしていたものであり、同額については、実損害額を超えるものとなっている。

第２　一審原告２ら（一審原告２－１、同２－２）について

（一審原告２らの主張）

　１　精神的損害について

　一審原告２らの次のような状況に照らせば、原審が認めた慰謝料額（各自１３００万６００

０円）は低額にすぎるというべきである。

　（１）　一審原告２－１は、本件事故による避難により生きがいであった建設会社をやむな

く退職し、現在は７０代でａｈでの就職も困難となっており、一審原告２－２は、親戚の経営

するスーパーでの仕事を失っており、ともに生活の見通しが全く立たない深刻な先行き不安に

陥っている。また、一審原告２－１は、ａｇ町での町内会や同僚とのゴルフ等の交流による楽

しみを失い、一審原告２－２は、近所付き合いや親戚付き合い、パッチワークや生け花のクラ

ブを通じた地域の人達との交流を失うなど、ともに、ａｇ町での地域生活を喪失して心身の状

態の悪化を来たしている。

　（２）　一審原告２らの居住していたａｇ町（帰還困難区域を除く。）については、平成２

９年３月３１日、避難指示が解除され、現在まで３年以上が経つが、本件事故により放出され

た放射性物質により空間放射線量の高い状態が続いており、地域住民全体及び近隣住民の帰還

も進まず（甲個２の３０、３１）、インフラ等の整備も進まない状態で、到底帰還が見込めな

いような状態が続いている。

　そのような中でも、一審原告２－１は、●●●（甲個２の２７）や●●●を立ち上げ、校歌

祭を実施し、ふるさとへの想いを大切にしているが、一審原告２らは、上記のような状況によ

り、帰還の目途が全く立たない先行き不安の中、日々不便な生活を続けることを強いられ、多

大な精神的苦痛を被っている。

　２　財産的損害について

　（１）　原審は、一審原告２－１の長女は、予定どおり子の就学に合わせて●●●マンショ

ン（一審原告２－１と上記長女が共有するａｈ市内のマンション）に転居することが可能であ

り、一審原告２らが●●●マンションに居住することとしたのは、本件事故によるものという

よりは、一審原告２ら及びその長女一家が保有する財産を有効に活用すべく検討した結果であ

るから、一審原告２－１が長女に支払った●●●マンションの賃料は、本件事故に基づく損害

とは認められないとするが、次に照らして、誤りである。

　（２）　一審原告２らが●●●マンションに避難し、これを継続することとなった経緯は次

のとおりである。
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　すなわち、一審原告２らは、本件事故後の平成２３年３月１７日に一旦長女宅（長女の夫所

有のマンション）に避難した後、同年４月下旬頃に●●●マンションに避難した。ところで、

長女一家は、その子供（一審原告２らの孫）の小学校の入学（平成２３年４月）に合わせて●

●●マンションに転居し、長女の夫所有のマンションは第三者に貸し出して賃料収入を得る予

定であり、子供（一審原告２らの孫）の小学校の入学手続も、●●●マンションが所在する学

区で申請していた。そして、当初は、一審原告２らの避難期間は短期にとどまると考えられて

いたことから、長女一家は元のマンションに継続して居住し、子供の通学先の小学校も変更し

なかったが、一審原告２らの避難生活が長期に及ぶに至り、長女の子供は長距離の通学を余儀

なくされ、通学時の交通安全や友人との繋がり等に不便を来たし、情緒不安定な点が散見され

る結果となり、一審原告２らと長女との間にも亀裂が生ずるに至った。

　（３）　以上の経緯に照らせば、予想に反した一審原告２らの避難期間の長期化によって、

長女一家は、●●●マンションに転居できず、そのため、元のマンションの賃料収入も得られ

ない上、子供も情緒不安定となるに至っているものであって、一審原告２らの●●●マンショ

ンへの転居につき、長女の●●●マンションへの転居も可能であったところ財産の有効活用の

見地から検討した結果であるなどとして、上記賃料が本件事故による損害に当たることを否定

することはできない。

（一審被告東電の主張）

　１　一審原告２らの避難生活等の状況

　本件事故前から、ａｈ市内に、一審原告２らの長女夫婦や孫が居住していたところ、一審原

告２らは、平成２３年３月１５日からは共に長女宅で生活し、同年４月下旬からは共に一審原

告２－１が２分の１の共有持分を有するａｈ市内の●●●マンションで生活している。また、

一審原告２－１（夫）については、本件事故後も、勤務先から復帰を打診され、単身赴任によ

る復帰もあり得る状況であって、その後、復帰を断念して退職したとしても、本件事故によっ

て退職を余儀なくされたものとはいえず、さらに、ＮＰＯでの活動を通じて避難者との交流や

情報交換を行うなどの活動もしている。また、一審原告２－２（妻）については、本件事故時

には専業主婦であり、同人がａｇ町で職場や学校に準じた組織等における活動等に従事してい

たとの主張・立証はなく、同人がそうした活動等を喪失したとはいえない。これらによれば、

本件事故後、一審原告２らは、ａｈ市内での生活を続け、時が経過する中で、その精神的苦痛

も徐々に緩和され、軽減されたと考えられる。

　２　平成３０年３月の避難終了について

　他方、一審原告２らのａｇ町の自宅の存する区域については、平成２９年３月３１日に避難

指示が解除されており、ａｇ町の放射線量や復興状況を踏まえると、客観的には既に帰還が可

能な状態となっている。

　そうすると、少なくとも上記時点から１年が経過した平成３０年４月以降においては、一審

原告２らが、本件事故により避難の継続を余儀なくされているとは評価できない。

　３　損害額が、一審被告東電の既払額を超えないこと

　以上に照らし、一審原告２らについて、本件事故に起因して生じたと考え得る損害額は、一

審被告東電の既払金（世帯合計７３７９万６５０５円）を超えるものではない。

　（１）　一審被告東電は、直接請求等において、一審原告２らに対し、避難帰宅費用

（〈１〉長女に支払った賃料相当額、〈２〉駐車場賃料を含む。）や一時立入費用、検査費用

その他の実費に加え、就労不能損害（一審原告２－１が身体障害者等級４級であることを考慮

して平成２３年３月から平成２８年２月までの損害として約１９００万円を支払ってい

る。）、生命身体的損害、家財や自宅の土地建物の財物損害などの名目での支払をしており、

慰謝料としての支払額を除くと、その合計額は５６７５万６５０５円となる。

　そして、一審原告２らの財産的損害に係る請求については、次の４のとおりであるが、仮に
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費目によっては既払額を超える損害額が認定されたとしても、これに対しては、他の費目の実

損害額を超える支払部分から充当すべきである。

　（２）　一審被告東電は、これらに加えて、一審原告２らのそれぞれに対し、各８５２万円

の慰謝料を支払っているところ、前記（１）の一連の支払は、一審原告２らの本件事故による

精神的苦痛を緩和し、本件事故前に享受していた平穏な生活を取り戻す一助になるものであ

る。そうすると、仮に一審原告２らについて、上記の額（各自８５２万円）を超える慰謝料額

が算定されたとしても、これに対しては、前記（１）の支払のうち、実損害額を超える支払部

分（後記４）から充当すべきである。

　（３）　そうすると、一審原告２らについて、前記既払金を超える未払の損害はないことに

帰する。

　４　財産的損害について

　（１）　自宅の土地について

　一審原告２－１は、自宅土地について１３６８万８０００円の損害が発生したとするが、一

審被告東電は、自宅土地の損害として５６９万６２０４円を支払済みであり、損害額は、これ

を超えるものではない。この点、原審は、自宅土地の財産的損害は固定資産税評価額の１．８

倍である旨説示し、一審被告東電の既払金を超える損害を認定するが、誤っている。

　（２）　長女に支払った賃料相当額について

　一審原告２－１は、長女と共有している●●●マンションへの居住について、長女に支払っ

た賃料相当額４４０万円（月額８万円、平成２３年１２月から平成２８年６月までの５５箇月

分）について損害が発生したとする。

　しかし、そもそも親子間で一審原告２－１が主張するとおりに賃料が支払われたという事実

を確認できる証拠はない上、仮に当該事実があるとしても、同人も法的には●●●マンション

について占有権原を有していることなどに照らすと、上記賃料の支払は、本件事故と相当因果

関係のある損害であるともいえない。この点、原審も、上記賃料の支払を損害と認めていな

い。

　なお、一審被告東電は、ＡＤＲを通じ、平成２３年５月１日から平成２９年１０月３１日ま

での長女に対する賃料相当額の名目で、３８２万８０００円（計算式：月額１１万２０００円

×共有持分２分の１×７８箇月－既払であった宿泊謝礼分５４万円）を支払済みであるとこ

ろ、上記３８２万８０００円については、他に既払金を超える賠償義務が認められた損害項目

がある場合には、これに対する弁済としての充当がされるべきである。

　（３）　駐車場賃料について

　一審原告２－１は、●●●マンションにおいて自家用車を駐車するために駐車場賃料の支出

を余儀なくされたとして、７７万５０００円（月額１万２５００円、平成２３年５月から平成

２８年６月までの６２箇月分）の損害が発生したとするが、同人による駐車場賃料の支払につ

いては、立証を欠いており、認められない。原審は、一審原告２－１が避難に伴い自家用車の

保管場所を新たに確保する必要があり、そのために駐車場賃料を支払ったとして、７７万５０

００円の損害を認めているが、不当である。

　なお、一審被告東電は、ＡＤＲを通じ、平成２４年６月１日から平成２９年１０月３１日ま

での駐車場賃料の名目で、月額１万２５００円を支払済みであるところ（乙個２の１の１及び

２）、仮に本件訴訟において、一審原告２らにつき、一定の範囲で本件事故との相当因果関係

が認められる損害があるとしても、上記支払がこれに充当されることは明らかである。

第３　一審原告４ら（一審原告４－１～同４－５）について

（一審原告４らの主張）

　１　避難生活の継続の苦痛について

　一審原告４らが被った避難生活の継続に伴う苦痛は、ふるさと喪失慰謝料にとどまるもので

31/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



はなかった。すなわち、一審原告４－１（妻）は、思春期の子供３人（一審原告４－３～４－

５）を連れての避難を余儀なくされた。また、一審原告４らは、神奈川県ａｉ町に所在する一

審原告４－２（夫）の実家（以下「ａｉ町の実家」という。）や同町の賃貸アパートでも、神

経をすり減らす不自由な生活を強いられ、それぞれのキャリア形成の観点からも、退職（一審

原告４－１）、転職（一審原告４－２）、内定取消し（一審原告４－４）など、大きな影響を

被った。

　なお、一審被告東電は、一審原告４－２は避難の事実がないとするが、同人は、ａｇ町に住

民登録があり、ａｊ営業所に勤務しながらも、頻繁に、福島県内のａｋ事業所を訪れており、

一審原告４－２がａｇ町の自宅にいた日数は、年間３６５日のうち２１３日（約６割）にもな

り、光熱費等の契約も全て一審原告４－２の名義でされていたのであって、その生活の本拠は

ａｇ町にあったものである。

　２　慰謝料額が低額にすぎること

　一審原告４らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域内であるが、地理的にも、

生活圏の観点からも、実質的には帰還困難区域に当たるというべきである。）に居住し、地域

の行事への参加などａｇ町の地域社会に溶け込み、豊かな自然の中で生活してきたが、このよ

うな、長年にわたり依拠し、信頼を寄せ、生活の礎としてきたふるさとを本件事故によって喪

失させられたものであって、このことによる慰謝料は、原審が認めた金額（各自１３００万

円）では低額にすぎるというべきである。

（一審被告東電の主張）

　１　一審原告４らの避難生活等の状況

　一審原告４らについては、次に照らし、全く土地勘のない場所に避難したものではなく、本

件事故後の避難状況によるその苦痛は、限定的であったといえ、このことは、慰謝料額の算定

の上で考慮されるべきである。

　すなわち、まず、一審原告４らは、一審原告４－１（妻）が所有する自宅で生活していた

が、一審原告４－２（夫）は、平成１５年頃、ａｊ市内の職場へ転勤となり、東京の大学に通

う一審原告４－３（長男）と共に、ａｉ町の実家で単身赴任生活を送っていた（このように、

一審原告４－２は、そもそも避難の事実がない。なお、一審原告４－３は、大学卒業間近とな

り、平成２３年２月半ば頃からａｇ町に戻っていたが、本件事故後、ａｉ町の実家に戻っ

た。）。

　そして、一審原告４－１（妻）、同４－４（長女）及び同４－５（二女）は、本件事故後、

福島県内の知人親類宅への避難を経て、平成２３年３月１５日から、ａｉ町の実家で生活し、

同年１０月２４日から、ａｉ町の賃貸アパートで生活していた（甲個４の１・３～７頁）。

　２　平成２７年の避難終了について

　また、一審原告４らは、平成２７年、ａｉ町の実家を建て替えて、家族がそろって新たな自

宅での生活を開始しているから、この頃までには、避難生活を終了したとみることができる。

　３　損害額について（一審被告東電の既払額を超えないこと）

　以上に照らし、一審原告４らについて、本件事故に起因して生じたと考え得る損害額は、中

間指針等を考慮した一審被告東電の既払金（世帯合計１億０３１１万９０５１円）を超えるも

のではない。

　（１）　一審被告東電は、直接請求等において、一審原告４らに対し、避難帰宅費用や一時

立入費用、検査費用、その他の実費に加え、就労不能損害、生命身体的損害、家財や自宅の土

地建物の財物損害、住居確保損害などの名目での支払をしており、慰謝料としての支払額を除

くと、その合計額は６１６４万５０５１円となる。

　（２）　一審被告東電は、上記（１）のほか、一審原告４－１、４－３、４－４、４－５に

対し、各８５０万円の慰謝料を、一審原告４－２にはａｉ町に単身赴任中であったことを踏ま
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えて４２５万円の慰謝料をそれぞれ支払っているところ、前記（１）の一連の支払は、一審原

告４らの本件事故による精神的苦痛を緩和し、本件事故前に享受していた平穏な生活を取り戻

す一助になるものであるから、仮に一審原告４らについて上記の額を超える慰謝料額が認定さ

れたとしても、これに対しては、前記（１）の支払のうち、実損害額を超える支払部分（後記

４）から充当すべきである。

　（３）　そうすると、一審原告４らについては、前記既払金を超える未払の損害はないこと

に帰する。

　４　実損害額を超える賠償をしていること

　（１）　一審原告４らは、一審被告東電から、ａｉ町の実家の建て替えについて、住居確保

費用の名目で９２３万５０２４円の支払を受けているところ（乙共４９４、５２０・３頁）、

当該支払は、財物損害の額を超えて新規の資産取得費用を填補するものであるから、その全額

が、実損害額を超えるものである。

　（２）　一審原告４－４は、一審被告東電から、内定先に就職できなかったことについて、

就労不能損害（平成２３年４月～平成２７年２月）の名目で６１７万１６００円の支払を受け

ている。しかし、一審原告４－４による減収の立証はない上、一審原告４－４は、本件事故か

ら約１年を経過した時点で既に正社員として就職しており、就職活動により内定先の収入を超

える収入を得ることが可能であったから、内定先に就職できなかったことにつき、本件事故と

の相当因果関係は認められない。また、上記の点を措いたとしても、一審原告４－４は、正社

員として就職し収入（平成２４年２月から平成２６年２月まで３０１万２８８６円）を得てい

るが、一審被告東電は、これについては、特別の努力があったものとして上記就労不能損害か

ら控除しない取扱いをしていた。

　そうすると、上記６１７万１６００円又は３０１万２８８６円については、実損害額を超え

るものとなっている。

第４　一審原告５ら（承継前一審原告５－１、一審原告５－２～同５－５）について

（一審原告５らの主張）

　１　避難慰謝料について

　承継前一審原告５－１は、ａｌ町の自宅（帰還困難区域）に居住していたところ、本件事故

時点で９０歳という高齢であったにもかかわらず、受入れ可能な避難所が見つからず夜通しの

避難を強いられ、避難所でも不衛生で狭隘な避難所生活を強いられ精神的苦痛を被ったもので

あることに照らすと、原審の認定する避難慰謝料の額（１７万円）は低額にすぎる。

　２　ふるさと喪失慰謝料について

　承継前一審原告５－１は、昭和５１年にａｌ町の自宅を終の棲家と決めてから、３０年以上

かけて築いてきた人間関係や農作物等と共にある生活を奪われ、本件事故の直前に行った自宅

の整備工事も無駄となったまま、４年以上の歳月を神奈川県で過ごし、特別養護老人ホームで

死去するに至った。

　また、承継前一審原告５－１は、平成２３年３月２６日、避難所から一審原告５－４宅に避

難したが、上記のような過酷な避難を余儀なくされたことにより、体力が低下し、同年４月２

９日、そのリハビリ中に転倒して右上腕部を骨折し、その後、平成２７年７月５日に死亡する

まで、骨が接合しないまま過ごすことを余儀なくされた（原審は、これについて、生命身体損

害（慰謝料）として２０万円を認めるのみである。）。

　これらに照らすと、原審の認定するふるさと喪失慰謝料の額（１５００万円）は低額にすぎ

る。

　３　弁済について

　原審は、承継前一審原告５－１の生命身体侵害に係る慰謝料に対する既払金として１万５０

５０円を控除する。しかし、その内訳は、一審原告５らが本件訴訟で請求していない交通費１
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万２０５０円及び文書料３０００円の実費である。このように、上記１万５０５０円の支払は

慰謝料としての支払ではなく、費目が異なる以上、弁済に当たらず、控除されるべきではな

い。

（一審被告東電の主張）

　１　承継前一審原告５－１の避難生活等の状況

　承継前一審原告５－１は、本件事故から２週間後である平成２３年３月２６日には、避難所

等での生活を脱し、以後は、ａｈ市内の一審原告５－４宅で暮らすようになり、平穏な生活を

回復している。また、承継前一審原告５－１は、転倒事故を経て、平成２４年５月１６日、特

別養護老人ホームに入居することとなったが、同ホームでの生活をもって、避難生活と評価す

ることもできない。すなわち、原審が説示するとおり、転倒事故については様々な要因が考え

られ、本件事故及びそれに伴う避難生活がなければ転倒事故がなかったとまでいうことはでき

ず、特別養護老人ホームへの入所後も、必要な介護サービスを日々受けられる環境下で一審原

告５－４や孫など親族のサポートも継続的に受けながら引き続き生活していたものであり、避

難により平穏な生活を害される状態にあったとは評価できない。

　これらの事情は、慰謝料額の算定の上で考慮されるべきである。

　なお、原審は、本件事故による承継前一審原告５－１の生命・身体に対する直接の侵害が

あったとして、ふるさと喪失慰謝料とは別に、２０万円の慰謝料を認めているが、上記のとお

り、本件事故と転倒事故等との間に相当因果関係があったとはいえないから、当該判断は不当

である。

　２　死亡後の期間を含めた慰謝料の支払

　承継前一審原告５－１は、平成２７年７月５日に死去したが、一審被告東電は、死亡後であ

る同年８月から平成２９年５月までの慰謝料の名目でも、承継前一審原告５－１に対するもの

として２８６万円を支払っており、承継前一審原告５－１に対する慰謝料としての支払額は合

計１６７７万円となっている。これらの支払額は、承継前一審原告５－１の精神的苦痛を慰謝

するものとして十分な額であるといえる。

　３　実損害額を超える賠償をしていること

　一審被告東電は、ＡＤＲを通じて、承継前一審原告５－１に対し、移住のための住居確保費

用を含む財物賠償として、土地につき１０９０万５４０４円、建物につき１８９６万８３９０

円を支払っており（乙個５の６）、原審が認定した土地及び建物の財物損害の額（合計１２７

４万９０５０円）を超える支払をしているから、その超過分である６２１万９３４０円は、実

損害額を超える支払となっており、同額は、認定損害額に充当されるべきである。

　４　弁済について

　承継前一審原告５－１について、本件事故に起因して生じたと考え得る損害は、少なくとも

被告東電の既払金（合計５５１３万３２７９円）を超えるものではなく、実損害額を超える支

払が、認定損害額に充当されるべきである。

　なお、原審は、承継前一審原告５－１につき、生命身体侵害に係る慰謝料２０万円を認めて

いるが、上記２０万円以外の慰謝料１５１７万円と、一審被告東電が支払った慰謝料１６７７

万円との差額分があるのに、これを上記２０万円に充当しておらず、不合理である。

第５　一審原告６ら（一審原告６－１～同６－５）について

（一審原告６らの主張）

　１　慰謝料額について

　一審原告６らは、一審原告６－１（夫）がａｈ市に出稼ぎに行っていたほか、ａｍ市の広い

一戸建ての自宅（屋内退避区域）で快適な生活を送っていたが、本件事故によって、一審原告

６－１のａｈ市の居住先に避難し、それ以後、古くて狭い集合住宅での劣悪な生活環境での避

難生活を強いられることとなった。そして、本件事故後の避難生活の中で、一審原告６－２
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（妻）は、２年以上も不眠症となり、●●●一審原告６－３（長男）及び一審原告６－４（長

女）は、いずれも新しい環境に適応できず苦しい思いをし、本件事故当時７１歳であった一審

原告６－５（妻の父）は、避難自体が精神的、身体的に負担となり、大事にしていた芝生の手

入れも諦めざるを得なくなった。また、一審原告６－１（夫）も、本件事故のため●●●こと

ができなくなり、平成２９年に運送会社に正社員として採用されるまで、他社の契約社員とし

て不安な毎日を過ごすなど、避難生活の継続に伴い、心身の状態が悪化した。

　これらに照らすと、原審の認定する自己決定権侵害慰謝料等の額（１５０万円ないし１５１

万円）は低額にすぎる。

　２　財産的損害について

　（１）　原審は、一審原告６らについて、ふるさと喪失損害が認められない以上、不動産に

関する損害や、家具・生活雑貨の購入費、一審原告６－５の住居費等も損害として認められな

いとするが、失当である。すなわち、屋内退避区域に居住していた一審原告６らについても、

被ばくの状況等に照らし、自己決定権侵害慰謝料とは別に、ふるさと喪失損害が認められるべ

きである。

　（２）　原審は、レンタカー代以外の交通費について、客観的な証拠がないとするが、失当

である。すなわち、一審原告６－１がａｍ市の自宅に行ったことは事実であり、その頻度（平

成２３年１０月以降、平成２５年７月までに１３回）等からしても、原審における一審原告６

－１本人のその旨の供述は、十分信用できるものである。

（一審被告東電の主張）

　次に照らせば、一審原告６らについて、本件事故に起因して生じたと考え得る損害額は、一

審被告東電の既払金（世帯合計６２５万３２１１円）を超えるものではない。

　１　実損害額を超える賠償をしていること

　（１）　一審原告６－１の日常生活阻害慰謝料７４万円の支払について

　一審原告６－１は、●●●、本件事故当時は、ａｈ市のアパートに居住して同市の会社に勤

務していた（甲個６の９・３～４頁、甲個６の１・３頁）。このように、一審原告６－１が、

本件事故の７年前から、その大半を東京で過ごしてきたという経緯からすれば、同人は、本件

事故がなくてもａｈ市等での生活を継続したであろうと考えられ、一審原告６－１が本件事故

により日常生活を阻害されたと認めることはできない。そうすると、一審被告東電が、一審原

告６－１に対して、精神的損害や追加的費用の名目で支払った合計７４万円（乙共４９４、５

２０・８頁）については、実損害額を超える支払となっているから、他の費目等に充当すべき

である。

　（２）　一審原告６－１の住宅などの補修・清掃費用３０万円の支払について

　一審原告６－１は、一審被告東電から、住宅などの補修・清掃費用として３０万円の支払を

受けているが、同人が供述するカビ発生やシミ・ホコリ・砂等の流入は本件津波による可能性

があり、実際に、清掃等のために３０万円の費用を要したこともうかがわれない。そうする

と、上記３０万円（乙共４９４、５２０・８頁）については、実損害額を超える支払となって

いるから、他の費目等に充当すべきである。

　２　一審原告６－２～同６－５のａｈ市への転居は、本件事故ではなく、本件津波が原因で

あること

　一審原告６らのａｍ市の自宅は、平成２３年３月下旬になっても水道やガスなどのライフラ

インの復旧の目途が立っておらず（甲個６の１・６頁）、その自宅周辺は、本件津波により甚

大な被害を受けていたものである。そうすると、一審原告６－２～同６－５は、本件事故の有

無にかかわらず、ａｍ市の自宅周辺が本件津波によって甚大な被害を受けたために、ａｈ市に

居住していた一審原告６－１のところへ転居したものと考えられ、当該転居と本件事故との間

に相当因果関係はないというべきである。
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　３　一審原告６らの避難生活等の状況

　一審原告６－１、同６－２及び同６－５については神奈川県での居住歴があるとみられ、全

く見知らぬ土地に避難したものではなく、本件事故後の避難状況によるその苦痛は徐々に軽減

され、平穏な生活を取り戻したものといえるから、このことは、慰謝料額の算定の上で考慮さ

れるべきである。

第６　一審原告７ら（一審原告７－１、同７－２）について

（一審原告７らの主張）

　１　慰謝料額について

　原審は、自己決定権侵害慰謝料として、一審原告７－１につき６０万円、同７－２につき１

００万円を認めたが、次に照らし、低額にすぎる。

　すなわち、本件事故時、一審原告７らは、ａｎ市の自宅に居住し、その居住地は避難指示等

がない区域（自主的避難等対象区域）であったものの、一審原告７－１は、とりわけ子供（一

審原告７－２。本件事故当時１２歳）に対する放射線被ばくによる健康への影響を避けるた

め、一審原告７－２を連れて避難せざるを得ず、地域での生活状況が避難により一変し、人生

設計や目標等が根底から覆され、大きな心の傷を負ったものである。

　前記のとおり、ＬＮＴモデルには十分な科学的根拠があり、低線量であるからリスクがない

とはいえず、また、避難指示の基準となった年間２０ｍＳＶという値は、ＩＣＲＰの年間被ば

く許容量の２０倍、放射線管理区域等の４倍に相当する値であり、避難指示の有無で健康への

影響の有無を区別する合理的理由はない。

　したがって、避難指示がない区域であっても、放射線被ばくによる健康への影響のリスク

は、一審原告７らの主観にすぎないものではなく、客観的に認められるものというべきであ

り、その避難や、その後の避難生活の継続には、相当性があったということができ（甲個７の

１・１０頁）、一審原告７らが主張する上記損害は、いずれも理由があるものである。

　２　一審被告東電の主張について

　一審被告東電は、一審原告７らの避難は、一般にみられる通常の転居やそれに伴う生活の変

化と大差がなく、同人らに対し、既に、ＡＤＲを通じ１２４万１７００円を支払っており、同

人らにはこれを超える損害は生じていない旨主張するが、次に照らして、失当である。

　すなわち、一審原告７－１は、自らの意に反して故郷を出て、避難当初は●●●の下に避難

するなど苦渋の選択をし、その後も避難先での生活の維持に精一杯で一時帰宅もままならず、

また、同７－２は、多くの友人と共に中学校に進学する環境から引き離され、避難先の環境に

馴染めずに苦労している。このように、両者共に、長期間苦しい避難生活を送らざるを得な

かったものであり、それによって生活の全てが一変し、人生設計や目標等が根底から覆される

に至っているものである。

（一審被告東電の主張）

　一審原告７－１は、子供の健康への影響に対する不安をいうが、子供の健康への影響に対す

る漠然とした主観的な不安を考慮して慰謝料を肯定することはできない。

　一審原告７らの避難は、自主的避難等対象区域からの避難であるところ、同避難は、本件事

故を契機とはしているものの、避難による不安の解消と避難に伴う苦痛や不便をあらかじめ比

較して避難の当否を決定できるなど、その実情としては、一般にみられる通常の転居やそれに

伴う生活の変化と大差がないものである。

　また、一審被告東電は、一審原告７らに対し、ＡＤＲを通じ１２４万１７００円を支払って

おり、これは、中間指針等の定める包括慰謝料の支払として、世帯内の不安や経済的負担を補

填する趣旨で支払われているものである。

　さらに、一審原告７らは、一時立入費用、家財に係る賠償も求めるが、次に照らし、いずれ

も失当である。すなわち、前者については、同人らは客観的な証拠を提出しておらず、自らの
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選択に基づく転居に伴う結果であるから通常生ずべき損害には当たらない。また、後者につい

ても、同人らは客観的な証拠を提出しておらず、ａｎ市の自宅から家財を持ち出すことも可能

であったのにそれをしないまま片付けが間に合わなかったために廃棄したにすぎず（甲個７の

３・２頁）、それに伴い新たに購入した家財の購入費用について、本件事故との相当因果関係

は認められない。

第７　一審原告９ら（一審原告９－１～同９－４）について

（一審原告９らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　一審原告９らは、本件事故によって、その約４年前に完成したばかりのａｇ町の自宅（帰還

困難区域）を後にして狭小な避難先での生活を余儀なくされたものであるから、避難を余儀な

くされたことへの慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、平成１９年に建築した一審原告９らの自宅は、一審原告９－２（妻）の実家に近

く、同９－１（夫）の勤務先へ通勤可能であり、また、陽の当たる南面に居住スペースを配置

し、２階には家族４名全員で布団を並べて就寝することのできる２０畳の大部屋が設けられる

など、一審原告９らの想いが込められた建物であったのに、一審原告９らは、僅か４年間で立

ち去ることを強制され、その後、神奈川県内の狭小な避難先での生活を余儀なくされたもので

ある。

　２　原審の認定する慰謝料が不十分であること

　原審は、一審原告９らについて、各自１５００万円のふるさと喪失慰謝料を認めたが、次に

照らして、その額では不十分である。

　すなわち、一審原告９－１は、本件事故後も、家族と別居してａｍ市の勤務先で勤務を続け

たが、神奈川県に避難した妻子と別々に暮らすことに限界を感じ、妻子が暮らす地域周辺に、

中途入社扱いという不利な条件で、転職することを余儀なくされている。また、一審原告９ら

は、想いを込めた自宅を見るために防護服を着用しなければならない環境となり、本件事故以

前の生活に戻ることができるかどうか等の不安が継続した。

（一審被告東電の主張）

　１　慰謝料額は既払金を超えないこと

　一審被告東電は、一審原告９らに対し、総額１億３９２７万０４６９円の賠償を行ってい

る。そして、そのうち慰謝料は、一審原告９－１につき１４７４万円、一審原告９－２につき

１４７６万円、一審原告９－３及び９－４につき各１４８４万円であり、その余は、避難帰宅

費用、一時立入費用、検査費用、その他の実費に加え、就労不能損害、家財及び不動産の財産

損害に係る賠償である。

　一審原告９らの慰謝料は、次の２～４の各事情に照らしても、上記既払金を超えるものでは

ない。

　２　一審原告９らの避難生活等の状況

　一審原告９らは、次に照らせば、その避難生活上の苦痛が徐々に軽減され、平穏な生活を取

り戻しているといえる。

　すなわち、一審原告９－１（夫）は、本件事故当時はａｍ市の外郭団体で勤務していたが、

本件事故後もａｍ市内の親戚宅に居住しながら勤務を継続していた（甲個９の１・４～５

頁）。他方、一審原告９－２（妻）は、子供（一審原告９－３、同９－４）と共に、ａｏ市の

親戚宅を経て、平成２３年３月１５日、ａｈ市の一審原告９－２の妹宅に避難した（甲個９の

１・６頁）。

　その後、一審原告９－１は、ａｍ市の上記勤務先を退職して東京都ａｐ区の同種民間団体に

転職し、同年１０月、ａｈ市ａｑ区のアパートを借りて他の一審原告９らと同居するに至り、

家族４人での安定した生活を回復している（甲個９の１・５～６、９頁）。
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　３　平成３０年６月の避難の終了

　一審原告９らは、平成３０年６月、一審被告東電からの住居確保費用を含む賠償金により、

ａｈ市ａｑ区のマンション（１０階建の７階部分７８．９０ｍ
2
）を購入し、同所に入居してお

り（乙個９の７、同９の８）、遅くとも当該時点をもって、避難生活を終了したとみることが

できる。なお、ａｇ町の上記自宅は、令和２年６月８日に解体されている（乙個９の９）。

　４　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告９らに対し、新規資産の取得費用として５４５万１９４８円を支

払い、また、一審原告９－１の前記転職による減収分として、平成２６年２月までに転職先で

得た収入（合計９８３万３３２６円）について控除せずに支払い（乙共４９４、５２０・１

３～１４頁）、さらに、同９－２の内職収入の喪失分（合計２６９万８３２５円）について、

内職自体は自宅でも可能であり本件事故と相当因果関係がないにもかかわらず支払っている。

これらは、いずれも実損害額を超える賠償に当たるものであるから、慰謝料に弁済として充当

されるべきである。

第８　一審原告１０について

（一審原告１０の主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　一審原告１０については、次に照らせば、避難についての慰謝料が別途認められるべきであ

る。

　すなわち、一審原告１０（本件事故時６６歳）は、本件事故により、平成２３年３月１２

日、その自宅（ａｒ町、居住制限区域）から、着の身着のままで避難することを余儀なくさ

れ、適切な情報が与えられないまま、同月１５日まで、自宅より放射線量が高いａｒ町ａｓに

滞在し、同月２６日に長女のアパートに避難するまで、合計５箇所もの避難所に滞在し、プラ

イバシーのない劣悪な環境の下、嘔吐、歯肉炎等の体調不良に悩まされながら、過酷な避難生

活を送ることを余儀なくされたものである。

　２　原審の認定した慰謝料の額が低額であること

　原審は、一審原告１０の自宅が居住制限区域（５年以上）にあるとして、ふるさと喪失慰謝

料１３００万円を認定するが、次に照らせば、その額は低額にすぎるというべきである。

　すなわち、一審原告１０は、本件事故前は、先祖伝来の土地上の自宅で、近所の実家の弟夫

婦や友人と交流し、自宅の約１００坪の家庭菜園でキュウリ、ナス等の野菜の収穫等を楽しみ

つつ、●●●の仕事をし、美しい自然の中、地域社会で協力しながら生活していた。しかし、

一審原告１０は、本件事故により、友人や親戚と離れ離れになり、仕事も失い、家庭菜園は除

染作業により表土が削られて不可能となるなど、上記の全てを失い、令和元年１０月から自宅

も解体せざるを得ない状況に至ったものである。

　３　一審被告東電の主張に対して

　（１）　一審被告東電は、一審原告１０が、本件事故後、それまで離れて暮らしていた長女

と同居できるようになったことや、平成２６年４月、●●●に購入したマンションで生活して

いることなどを指摘し、その慰謝料額は、一審被告東電の既払金を超えない旨主張するが、次

に照らし、失当である。

　すなわち、一審原告１０は、長女が一人暮らしをしていた狭いワンルームの居宅に、長女の

一人の時間を奪ってしまい申し訳ないとの気持ちを持って生活せざるを得なかったものであ

り、このことに照らせば、長女との同居が直ちに一審原告１０の精神的苦痛を大きく緩和した

ものとはいえず、また、前記のとおり、一審原告１０が失ったものの大きさを考えれば、同人

が新たな地で新生活を始めたからといって、その喪失が回復されるものではない。

　（２）　一審被告東電は、一審原告１０が、平成２４年１０月から就労していることを挙げ
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て、同月以降の収入分は、就労不能損害と認められない旨主張するが、上記就労は、一審原告

１０が、●●●その特別な努力により実現したものであるから、上記主張は失当である。

（一審被告東電の主張）

　１　一審原告１０の避難生活等の状況

　一審原告１０は、本件事故後、次のとおり、長女と同居し、平成２４年１０月から５年間、

●●●仕事に就くなど、平穏な生活を送っていたものであり、一審被告東電の既払金（慰謝料

６１２万円を含め、合計５８１９万６９２２円）を超えて賠償すべき損害があるとは認められ

ない。

　すなわち、一審原告１０は、本件事故後の平成２３年３月２６日、避難所に迎えに来た長女

と合流し、長女の住む東京都ａｐ区のアパートを経て、同年５月１６日に長女と共にａｔ市の

旧公務員住宅に移転した。その後、一審原告１０は、平成２６年４月、長女が結婚を期に●●

●で暮らし始めたことを契機に、長女の家族の近隣で暮らすため、一審被告東電による賠償金

を元手にローンを組まずに●●●のマンションを購入し、長女の家族との接点を持ちながら暮

らしていた。また、一審原告１０は、平成２４年１０月から５年間にわたり、●●●という名

称のレストランに就職し、●●●仕事に従事していた。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審原告１０は、本件事故後の平成２４年１０月から５年間にわたり、●●●という名称の

レストランに就業し、月約１０万円の収入を得ていたが（原審における一審原告１０の本人調

書８頁）、これは、本件事故前の収入（平成２２年は７７万５１２０円）を上回っているか

ら、本件事故の前後を通じて一審原告１０に減収はないといえ、同人に本件事故に起因して就

労不能損害が発生したとは認められない。

　しかるに、一審原告１０は、平成２４年４月～平成２６年２月分の就労不能損害として、２

００万３４１５円の支払を受けているから（乙共４９４、５２０）、このうち、少なくとも●

●●に就職した後の平成２４年１０月以降の分の支払（１４８万０７８５円（計算式：２００

万３４１５円÷２３箇月（就労不能損害の対象期間）×１７箇月（●●●就労期間）））は、

実損害額を超える支払を受けているものといえ、慰謝料等に弁済として充当すべきである。

第９　一審原告１１ら（一審原告１１－１～同１１－４）について

（一審原告１１らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告１１らに関し、自己決定権侵害慰謝料（一審原告１１－１（夫）、同１１

－２（妻）につき各６０万円、同１１－３（長男）、同１１－４（二男）につき各１００万

円）を認めたが、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告１１－３、同１１－４（子供）は、避難先での学校に馴染めず、自宅に

引き籠もりがちになってしまい、また、神奈川県の借上住宅である古いアパートでの生活は、

本件事故前の一軒家での伸び伸びとした生活と異なり、少しでも物音を立てると隣人から苦情

を言われるなど、非常に窮屈で精神的に疲弊するものであった。

　このような状態の中、一審原告１１－２（妻）は、自分がいない間に子供が隣人とトラブル

になってはいけないと常に緊張感を強いられ、家族の将来の不安に気を病み、体調を崩してお

り、また、一審原告１１－１（夫）は、家族の生活の糧が自身の収入しかないという責任感か

ら、専ら職場と自宅を往復する日々を過ごし、本件事故以前は活発に行っていた地域との交流

もない単調な生活に疲弊していた。

　以上のとおり、一審原告１１らの家族が本件事故により被った損害は、自己決定権侵害慰謝

料にとどまるものではなく、避難を余儀なくされたことによる様々な精神的苦痛があったもの

である。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること
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　原審が認めた慰謝料額は、次のとおり、一審原告１１らが本件事故によって避難を余儀なく

され多大な精神的苦痛を被っていることに照らし、低額すぎるものである。

　すなわち、一審原告１１らは、本件事故を受けて、〈１〉まず子供（一審原告１１－３、同

１１－４）のみが、ｂａ市の自宅（借家）から、一審原告１１－１のａｔ市の実家に避難し、

〈２〉その２週間後、子供が福島県の父母（一審原告１１－１、同１１－２）の下に戻り、そ

の後、平成２３年５月、一審原告１１らは自宅（借家）を退去して一審原告１１－２の福島県

の実家へ転居し、その後、〈３〉東京に就職先の決まった父（一審原告１１－１）が先に東京

に転居した後、〈４〉ａｈ市の借上住宅に母と子供（一審原告１１－２、同１１－３、同１１

－４）が避難し、〈５〉その後、父（一審原告１１－１）が上記借上住宅に合流するという、

一時は一家離散ともいえるような経緯で避難をしているものであって、このことは、慰謝料額

を算定する上で、十分考慮されるべきである。

　そして、一審原告１１－３（長男）が、本件事故直後にグラウンドの土壌汚染を警戒して野

球クラブを脱退した際、チームメイトから「逃げた」「裏切り者」と言われるなど、子供（一

審原告１１－３、同１１－４）は、避難先の借上住宅で、福島県の友人らに対して後ろめたい

気持ちを抱えながら生活し、父母（一審原告１１－１、同１１－２）は、避難先で学校に馴染

めず引き籠もりがちになってしまった子供を見て、このまま避難を継続するべきか、今後の経

済的な不安にどう対処すべきか等常に悩まざるを得なかったという事情も、同様に十分考慮さ

れるべきである。

　３　一審被告東電の主張に対する反論

　一審被告東電は、本件事故と一審原告１１らの避難との間には相当因果関係がない旨主張す

るが、一審原告１１らが家族で避難した理由は、本件事故による影響から子供の生命身体を守

るためであり、上記主張は失当である。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える損害がないこと

　一審被告東電は、一審原告１１らに対し、直接請求等を通じ、合計３７８万８１５４円を支

払っており、これを超える慰謝料が発生したとは認められない。一審原告１１らが、自主的な

避難に伴う苦痛や不便を被ったとしても、これらは上記既払金により十分補填されているとい

える。

　２　相当因果関係がないこと

　一審原告１１らは、本件地震により自宅（借家）が激しく損傷して大家から退去を求められ

たため、当該自宅を退去せざるを得なくなり、かつ、一審原告１１－１の退職により生活の基

盤を失った。そのため、同一審原告らは、再度、生活の基盤を整えるために一家で都市部へ転

居したものであって、当該転居と本件事故との間に相当因果関係があるとは認められない。

第１０　一審原告１２ら（一審原告１２－１～同１２－４）について

（一審原告１２らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告１２らに関し、自己決定権侵害慰謝料（一審原告１２－１（妻）につき６

０万円、同１２－２（夫）につき３０万円、同１２－３（長女）、同１２－４（長男）につき

各１００万円）を認めたが、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきであ

る。

　すなわち、本件事故により、一審原告１２－１（妻）及び同１２－２（夫）の子供（一審原

告１２－３（当時２歳）、同１２－４（当時１歳））は、低線量放射線による被ばくという被

害を受けた。そして、一審原告１２－１（妻）は、更なる被ばくによる健康被害への心配か

ら、福島（ｂｂ市）に残った一審原告１２－２（夫）に説得され、上記子供と共に見知らぬ土

地（神奈川県）へ避難し、これによって、ゆとりのある一軒家の生活から、狭い集合住宅で近
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隣に気兼ねしながらのストレスの多い生活を余儀なくされ、福島の親戚や友人らとの関係にも

多大な影響が生じた。

　また、一審原告１２－１と子供（同１２－３、同１２－４）は、平成２６年３月末、福島

（ｂｂ市）に戻り、一審原告１２らは一旦同居生活に戻った。しかし、福島（ｂｂ市）に残っ

た一審原告１２－２は、本件事故後半年程度経った頃から、●●●これを原因として、一審原

告１２－１は、子供を連れて家を出て、一審原告１２－２と再び別居するに至っており、その

生活基盤が破壊されている。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、上記のような、一審原告１２らの被った様々な被害、とりわけ、

被ばくによる健康被害の現実的可能性や、同１２－２の体調不良及び一審原告１２らの別居生

活による生活基盤の破壊という状況に照らせば、低きにすぎるものである。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える損害がないこと

　一審被告東電は、一審原告１２らに対し、直接請求等を通じ、合計３１３万９７２８円を支

払っており、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。一審原告１２らが、自主的な

避難に伴う苦痛や不便を被ったとしても、これらは上記既払金により十分補填されているとい

える。

　また、一審原告１２らが主張する一審原告１２－２の●●●については、同人が本件事故の

前後を通じて自らが経営する会社の社長として仕事を続けており、また、その症状や原因につ

いては何ら客観的な証拠が提出されていないから、そもそも慰謝料の発生が基礎付けられてい

るとはいえない。

　２　相当因果関係がないこと

　一審原告１２らは、本件事故当時、本件地震により倒壊し取り壊されることになったｂｂ市

ｂｃ町の酒屋兼自宅（乙個１２の６）を生活の本拠としていたものであり、一審原告１２－

１、同１２－３、同１２－４の神奈川県への転居は、本件地震の被害により自宅を失った状況

の下、賃料のかからない自宅を確保するために行われたものであるから、本件事故との間で相

当因果関係が認められない。この点、一審原告１２らの主張は、自宅の倒壊を曖昧にしたま

ま、神奈川県への転居等を逐一本件事故と結びつけるものであり、理由がない。

第１１　一審原告１３ら（一審原告１３－１、同１３－２）について

（一審原告１３らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、ふるさと喪失慰謝料（避難指示解除準備区域（５年以上））として、一審原告１３

－１、同１３－２につき各１２００万円を認めたが、本件事故による避難生活に係る慰謝料が

別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告１３らは、ａｆ市の自宅において、有機農業、「ふれあい広場」の立ち

上げ等、充実した生活を過ごしていたにもかかわらず、本件事故により、長期間の終わりの見

えない避難生活を送ることになり心身が疲弊し、毎日をただやり過ごすしかない状況に追い詰

められ、また、高齢（両名とも、本件事故時６８歳）となり先の生活の見通しが全く立たない

深刻な先行き不安に陥っているものである。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、次に照らして、低きに失するものである。

　（１）　原審は、一審原告１３らの自宅がａｆ市の避難指示解除準備区域にあるとして、同

市の居住制限区域等に自宅のあった他の一審原告らよりも低額のふるさと喪失慰謝料を認定す

るが、不合理である。すなわち、一審原告１３らの自宅から居住制限区域までは１キロメート

ルと離れておらず、生活圏も同じであり、避難指示の解除日（平成２８年７月１２日）も同一
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であることなどに照らせば、ａｆ市における両者の区別は無意味である。

　（２）　一審原告１３らは、生存権を含むあらゆる権利を侵害されるという被害を被ったも

のであり、また、一審原告１３ら代理人が測定したところ、その自宅では高い放射線量（玄関

脇の雨樋下の地表で、年間２６．６０４ｍＳＶ）を検出しており、また、同人らにおいて、脳

梗塞や認知症を患いその体力も衰えた中で、帰還者も３割にとどまり商店も病院も元に戻って

いないａｆ市ｂｄ区の自宅に帰って生活することは、不可能である。

　３　一審原告１３－１の財物損害（土地建物）について

　原審は、一審原告１３－１が所有しているａｆ市ｂｅ区（以下略）所在の土地１筆及び建物

２棟（原判決●５－３８頁。「一審原告１３－１不動産」という。）について、緊急時避難準

備区域に所在していることを理由に損害賠償を認めなかったが、不動産損害の賠償が認められ

ている避難指示解除準備区域から数百メートルしか離れておらず、全く損害が認められないの

は不合理であり、ＡＤＲでの状況（甲１３の５２）も考慮すれば、一審原告１３－１不動産の

価格は３０００万円を下ることはないから、これに弁護士費用３００万円を合わせた３３００

万円が損害額となる。

（一審被告東電の主張）

　１　損害額が既払額を超えないこと

　一審被告東電は、一審原告１３らに対し、直接請求等を通じ、合計６３６３万９７６６円

（一審原告１３らの各慰謝料８５５万円を含む。）を支払っており、また、これに加え、賃

料、食費増加費用、一時立入費用等として３８３万６０８２円を支払っているところ、次の

２、３に照らせば、一審原告１３らに、これらを超える慰謝料が発生するとは認められない。

　２　精神的苦痛は徐々に軽減され平穏な生活を取り戻していること

　一審原告１３－１（夫）、同１３－２（妻）は、それぞれ神奈川県及び東京都の出身であ

り、ａｈ市での約２１年間にわたる生活を経て、平成１５年に、ａｆ市ｂｄ区の自宅（避難指

示解除準備区域）に転居して生活するようになったものの、本件事故後である平成２３年３月

１９日以降、長年の居住歴を有するａｈ市ｂｆ区に戻り、一戸建てを賃借し、二女と同居する

など、成人した子供と近い距離にて生活するようになったものである。これらに照らすと、一

審原告１３らは、子供との距離が本件事故以前よりも近いものとなり、親戚や知人、友人との

人的つながりもある中で、長年の居住歴を有するａｈ市ｂｆ区における生活を通じ、本件事故

後における時の経過により生活も落ち着き、避難生活に伴う精神的苦痛も徐々に緩和され、平

穏な生活を取り戻していったと考えられる。平成２８年７月１２日に避難指示が解除された後

も、一審原告１３らがａｆ市に帰還していないのは、その年齢や二女一家と同居している生活

状況等を踏まえた選択の結果であり、現在も避難を余儀なくされているということはできな

い。

　３　実損害額を超える十分な支払がされていること

　一審被告東電の支払のうち、一審原告１３らの居住地（ａｆ市ｂｄ区）の避難指示が解除さ

れた、平成２８年７月１２日から平成２９年１２月分までの賃料相当分及び自宅不動産に係る

支払、因果関係が不明な中でもＡＤＲの和解案を受諾して支払った生命身体的損害に係る１０

万円の支払、家財の損害としての４２５万円の支払などについては、実損害額を超える支払で

あるから、これらについては、一審原告１３らの他の損害（慰謝料）に充当されるべきであ

る。

　４　一審原告１３－１の財物損害（土地建物）について

　一審原告１３－１不動産について、損害賠償を認めなかった原審の結論は正当であり、同一

審原告の主張は、理由がない。

第１２　一審原告１４ら（一審原告１４－１、同１４－２）について

（一審原告１４らの主張）
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　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告１４らに関し、自己決定権侵害慰謝料（緊急時避難準備区域からの避難）

として、一審原告１４－１（夫）、同１４－２（妻）につき各２５０万円を認めたが、本件事

故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告１４らは、本件事故により、静かな住環境で、●●●の仕事もあったａ

ｆ市●●●の自宅での生活を失い、平成２３年４月１４日から、地縁もなく古く狭い神奈川県

の雇用促進住宅で、長期間の避難生活の継続を余儀なくされている。そして、当該避難生活に

おいて、一審原告１４－１は、●●●の仕事もなくなり、生きがいを喪失している。他方、ａ

ｆ市の自宅から数百メートルの場所に除染した物質を詰めたフレコンバックが山積みにされて

いるなど、同自宅周辺は安全な環境とはいえず、一審原告１４らが令和２年に同自宅に戻った

のは、コロナウイルスによる感染の懸念があったことによるものであり、一時的な帰宅にすぎ

ない。

　２　原審の認定した慰謝料等が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、一審原告１４らが、自然の中で無農薬の農業を行い、一審原告１

４－１が●●●の技術を活かしつつ、充実した老後の生活を送るという同人らの夢を実現すべ

く、東京の自宅を売却して、その売買代金や退職金等によって、ａｆ市に不動産を購入し、●

●●に同市に移住したという経緯があることを何ら考慮しないものであり、低額にすぎるもの

である。

　なお、一審被告東電は、一審原告１４らにとって、神奈川県等が長年住み慣れた地であるこ

とを指摘し、避難生活の継続を否定する旨の主張をするが、上記の経緯に照らし、一審原告１

４らにとってのふるさとの地はａｆ市であって、上記主張には理由がない。

（一審被告東電の主張）

　１　損害額が既払額を超えないこと

　一審被告東電は、一審原告１４らに対し、直接請求等により、合計１２０９万１９３７円

（一審原告１４－１の慰謝料２３４万円及び●●●に係る逸失利益４４９万４１５４円、一審

原告１４－２の慰謝料２３６万６０００円を含む。）を支払っているが、次の２、３に照ら

し、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。

　２　長年住み慣れた神奈川県で平穏な生活を送っていること

　一審原告１４らは、長年住み慣れた神奈川県で、本件事故後である平成２３年４月６日以

降、雇用促進住宅で平穏な生活を回復していた。一審原告１４らが、令和２年に●●●の自宅

に戻るまでの間、神奈川県等での生活を継続したのは、神奈川県や東京都が、一審原告１４ら

にとって、長年（一審原告１４－１（３０年以上）、同１４－２（６０年以上））住み慣れた

地であり、一審原告１４－１が、本件事故後、東京都内で●●●を学ぶために夜間学校に通学

したことを含めて、本件事故後における生活状況を踏まえた判断の結果というべきであって、

長期間にわたって平穏な生活を害された状況にあったと評価することはできない。

　３　実損害額を超えた支払をしていること

　一審原告１４－１は、平成２４年７月には、●●●学校への通学を開始したとみられ、この

ことに鑑みると、同人は、就労不能を余儀なくされた状態だったとはいえない可能性がある。

しかし、一審被告東電は、それにもかかわらず、一審原告１４－１に対し、同人がａｆ市で営

んでいた●●●平成２３年３月～平成２５年１２月に係る逸失利益の名目で４４９万４１５４

円を支払った。そうすると、上記支払は、実損害額を超えた支払となっているといえ、他の損

害等（慰謝料）に弁済として充当すべきである。

第１３　一審原告１５ら（一審原告１５－１、同１５－２）について

（一審原告１５らの主張）

　原審は、一審原告１５ら（いずれも本件事故時７７歳）につき、ａｒ町の居住制限区域（５
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年以上）からの避難であるとして、ふるさと喪失慰謝料（各１３００万円）、避難慰謝料（各

３万８０００円）、入院慰謝料（一審原告１５－２につき２０万円）を認めたが、次の諸点に

照らし、不十分である。

　すなわち、一審原告１５らは、本件事故のため、着の身着のままで避難し、寒い中、プライ

バシーのない辛い避難所生活を送り、平成２１年に胃がん手術のため胃を切除していた一審原

告１５－２は、激しい腹痛により入院し、急性膵炎と診断されるなどした（甲個１５の１・資

料２）。同人らは、平成２３年４月１０日、ａｔ市の二男宅に避難し、その後、同市のアパー

トに入居し、平成２９年１月、ａｆ市の復興住宅に転居したが、一審原告１５－１は、避難生

活中、農作業をすることがなくなり足腰が弱り、白内障を患い、両膝を手術するなどし、同１

５－２も農作業や孫の世話などの生きがいを失い足腰が弱るなど、ともに体調が悪化してい

る。

　また、一審原告１５らは、ａｒ町で近所であった長男家族とも、本件事故により、離れ離れ

となり交流する生活を失ったほか、避難指示がされている間、自宅への立入りも制限され、盗

難の被害に遭ってしまい、近所の長男宅も、屋根が腐り雨水が屋内に浸水するなどの状況と

なった。

　さらに、一審原告らは、部落の祭りや交流が盛んだった地域との繋がりも失い、ふるさとを

失った。自宅の放射線量は高く（１μＳＶ）、自宅前の田の中ほどに大量の汚染物が野積みさ

れている状態であるなど、避難指示が解除されたとはいっても、自宅に戻って安心して生活す

ることができる状況にはない。

（一審被告東電の主張）

　１　損害額が既払額を超えないこと

　原審は、一審原告１５ら（ａｒ町の居住制限区域に居住）各自につき、ふるさと喪失慰謝料

１３００万円を認め、一審被告東電の弁済金を控除するなどして４９３万８０００円を認容し

たが、次の２～４に照らし、本件事故に起因して生じたと考え得る損害に係る賠償金は、一審

被告東電の既払金（世帯合計６５８１万７６１０円）を超えるものではなく、一審被告東電が

既払金を超えて支払をすべき損害金はないというべきである。

　２　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され平穏な生活を取り戻していること

　一審原告１５らは、本件事故後は、平成２３年４月１０日以降、ａｔ市の二男宅で過ごし、

同年８月２８日からは夫婦で同市内のアパートへ転居しているところ（甲個１５の１・７

頁）、もともと二男も暮らしているａｔ市内での生活を通じ、その後の時の経過によって、そ

の精神的苦痛も徐々に緩和され、軽減したと考えられる。

　３　復興住宅に入居し、避難が終了していること

　一審原告１５らの元居住地では、平成２９年３月３１日、避難指示が解除されているとこ

ろ、一審原告１５らは、同年１月２９日からａｆ市の復興住宅（間取りは３ＬＤＫ。乙個１５

の４）へ転居して現在まで生活を送っており（甲個１５の４・９頁）、元の自宅については取

り壊している。このことに照らすと、一審原告１５らにおいて、復興住宅に入居した後の生活

は、本件事故によって平穏な生活を害される状況にあったとはいえない。

　４　家財や生命・身体的損害の名目で十分な支払がされ、実損害額を超える支払がされてい

ること

　一審被告東電は、一審原告１５らに対し、家財に係る財物損害の名目で、その世帯構成を踏

まえた定額の賠償として４４５万円を支払うとともに、避難先における家財等の物品購入費、

あるいは生活必需品購入費として、１９万７１２１円を支払っており、十分な支払をしている

といえる。

　また、一審被告東電は、一審原告１５－２に関し、本件事故前にり患した疾病の術後フォ

ローを含めて、本件事故との因果関係が不明な疾病に関し、入通院慰謝料及び通院交通費等の
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名目で、平成２３年９月１日から同年１１月３０日までの期間につき４万１５００円（乙個１

５の５の１～２）、同年１２月１日から平成２４年２月２９日までの期間につき１万３４００

円（乙個１５の６の１～２）、同年３月１日から同年５月３１日までの期間につき４万７５５

０円（乙個１５の７の１～２）の合計１０万２４５０円を支払っている。

　これらの支払は、本件事故との因果関係が不明な疾病に係る支払であり、実損害額を超える

支払となっているから、他の損害（慰謝料）に弁済として充当されるべきである。

第１４　一審原告１６について

（一審原告１６の主張）

　原審は、一審原告１６につき、慰謝料額を９０３万２０００円とするのが相当であり、一審

被告東電により８５２万円が弁済されているとしてこれを控除した上、弁護士費用５万円を加

えた５６万２０００円（元金）及び遅延損害金を認容したが、上記慰謝料額は不十分であり、

５００万円が増額されるべきである。

（一審被告国の主張）

　一審原告１６の損害に関する上記主張は争う。なお、仮に損害額が認定されるとしても、一

審被告東電は、一審原告１６に対し、合計１８９８万９２１９円を支払っているから、弁済と

して充当されることとなる。

第１５　一審原告１７について

（一審原告１７の主張）

　１　原審の認める避難慰謝料（２万２０００円）は不十分であること

　一審原告１７は、本件事故によって、ａｇ町の自宅（帰還困難区域）から、車中泊やｂｇで

の宿泊を余儀なくされたほか、約半年間にわたる茨城県ｂｈ市の親戚宅への避難の間に、同市

と、その後の避難予定地であるａｔ市、実家のある福島県（ｂｉ村）、元妻の避難先であった

千葉県との間を、移動ルートによって生死が分かれるかもしれないとの精神的圧力の下で荷物

を持って長距離移動することを余儀なくされた。

　これらに照らせば、原審の認定した避難慰謝料（２万２０００円、１１日分）は不十分であ

る。

　２　原審の認定する慰謝料が不十分であること

　原審は、一審原告１７について、１５００万円のふるさと喪失慰謝料を認めたが、次に照ら

して、その額では不十分である。

　すなわち、一審原告１７は、本件事故時、当時の妻と同居し、実家に住む両親は車で３０分

程度の場所に居住し、地域の人間関係もあったものであるが、本件事故により、それらの生活

が全て崩壊し、当時の妻とは離婚し、親族以外とは全く会うことができなくなった。そして、

現在も、本件事故以前の生活に戻ることができるかどうかの不安と、現在形成しつつある幾多

の関係と過去の関係とのいずれかを取捨選択しなければならないときが来るのではないかとの

不安が継続しているものである。

　この点、一審被告東電は、本件事故時、一審原告１７が居住していた借家が、本件地震によ

る半壊状態のため既に取り壊されており、本件事故がなくとも自宅外での生活を余儀なくされ

たはずである旨主張するが、本件事故による帰宅困難区域への指定が原因で取り壊しとなった

ものであって、本件事故がなければ、修理の上、当該借家で居住を再開することも可能であっ

たものである。

　３　財産的損害について

　一審原告１７には、その請求する就労不能損害の全額が認められるべきである。この点、一

審被告東電は、一審原告１７は、本件事故から３年が経過した平成２６年３月以降も本格的な

就職活動を行っておらず、就労不能損害が認められるべきではない旨主張するが、同人は、離

婚後、独り身であり、福島への帰還と避難先であるａｔで定職を探すことの選択に悩み、早急
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に定住先を決めかねる環境にあったことに照らし、同人が本格的な就職活動を行わなかった点

に責められるべき落ち度はない。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える損害がないこと

　一審被告東電は、一審原告１７に対し、直接請求等を通じ、合計３２５０万７９９３円を支

払っており、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。一審原告１７に対しては、次

の２から４までに照らし、実損害額を超える十分な支払がされており、本件訴訟で認容される

べき損害はない。

　２　本件事故と避難との相当因果関係がない可能性が否定できないこと

　本件事故時、一審原告１７が居住していた借家は、本件地震による半壊状態のため既に取り

壊されており、一審原告１７は、本件事故がなくとも自宅外での生活を余儀なくされ、他所へ

移住した可能性も否定できない。

　３　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平成２８年春には避難生活と評価すべき状態を脱

していること

　一審原告１７は、平成２３年８月２６日、単身でａｔ市のマンションへ転居し、福島県ｂｉ

村に帰還した一審原告１７の両親が平成２６年頃福島への帰還を勧めても、ａｔ市の方が仕事

を得やすいと考えて、同市内での生活を継続したものである。また、一審原告１７は、平成２

８年春頃から、知り合った女性と同居し、同年６月からマッサージチェーン店で勤務を開始

し、平成２９年３月には、一審被告東電が支払った賠償金を原資に、自らマッサージサロンの

経営を開始している。

　これらによれば、一審原告１７の避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平穏な生活を取り戻

し、平成２８年春頃には、避難生活と評価すべき状態を脱していたといえる。

　４　財産的損害について

　一審原告１７は、本件事故から３年が経過した平成２６年３月以降も、本格的な就職活動を

行っていないことに照らすと、再就職をした平成２８年６月までの間（２８箇月）の就労不能

損害を半額であれ認めた原審の説示は誤りである。

　また、一審原告１７は、平成２４年夏前から平成２５年春頃まで、知人の会社で正社員とし

て勤務し、給料２０万円を一度受け取ったとするところ（原審における一審原告１７の本人調

書２０～２１頁）、それ以上に給料を受け取らなかった事実及びその経緯は必ずしも明らかで

ないが、少なくとも一審原告１７が避難先で就労し得ない状況にあったとはいえず、上記２０

万円に相当する一審被告東電の支払は、実損害額を超える支払となっているから、他の損害費

目に充当すべきものである。

第１６　一審原告１８ら（一審原告１８－１～同１８－５）について

（一審原告１８らの主張）

　１　原審の認める避難慰謝料（６０００円）は不十分であること

　一審原告１８らは、本件事故の４年前に購入したａｇ町の自宅（居住制限区域（５年以

上））に居住していたが、本件事故によって、同自宅から避難し、平成２３年３月１５日から

同月下旬までの間、家族が離れ離れとなる生活を余儀なくされ、また、神奈川県ａｊ市に避難

した後も、平成２５年１２月までの間、手狭な共同住宅での生活を強いられ、ストレスや被ば

くの不安感を抱えて、心身の状態や家族間の関係が悪化した。

　これらに照らせば、原審の認定した避難慰謝料（６０００円、３日分）は不十分である。

　２　原審の認定する慰謝料が不十分であること

　原審は、一審原告１８ら各自について、１３００万円のふるさと喪失慰謝料を認めたが、次

に照らして、その額では不十分である。

　すなわち、一審原告１８－１（夫）は、本件事故により、●●●仕事や地元の消防団の仲間
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等との繋がりを失い、同１８－２（妻）は、清掃員としての仕事や野菜を調理し家族に振る舞

う喜びを失った。また、同１８－３（長女）、同１８－４（長男）は、転校を余儀なくされ同

級生との繋がり等を失い、特に同１８－３は引き籠もり状態となり、同１８－５（同１８－１

の父）は、バイクや自転車の店舗を廃業し自宅の隣地での野菜の収穫の断念を余儀なくされ

た。このように、一審原告１８らは、ａｇ町における生活基盤を喪失し、精神的苦痛を受け続

けたものである。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える損害がないこと

　一審被告東電は、一審原告１８らに対し、合計１億３０１５万６０９３円（一審原告１８－

３及び１８－４の各慰謝料８６０万円、その余の各一審原告らに対する各慰謝料８５２万円を

含む。）を支払っており、次の２、３に照らし、これを超える慰謝料が発生するとは認められ

ない。

　２　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平成２８年３月には避難を終了していること

　一審原告１８らは、平成２３年４月下旬から神奈川県ａｊ市内のアパートを、平成２５年１

２月からは同市内にある一軒家をそれぞれ借りて、いずれも家族５人で生活し、平成２８年３

月には、神奈川県ｂｊ市に一戸建ての住宅を購入して転居し、現在も家族５人で生活してい

る。

　これらに照らせば、一審原告１８らにおける避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、同人らは

徐々に平穏な生活を取り戻したものといえ、また、一審原告１８らは、平成２８年３月以降、

ｂｊ市の住宅購入により平穏生活利益を侵害されておらず、遅くとも同月頃までには、その避

難生活を終了したとみることができる。

　３　財産的損害について

　（１）　原審は、一審被告東電が一審原告１８－１の家財に係る財物損害の名目で支払った

５７０万円のうち、家財の損害として４０万円のみ認めている。

　しかし、原審は、上記５７０万円から４０万円を控除した５３０万円を他の損害項目に充当

すべきであるのに、これをしておらず、誤っている。

　（２）　一審被告東電は、一審原告１８らに対し、平成２８年３月のｂｊ市の住宅購入につ

いて、住居確保費用の名目で１３２２万２７２５円を支払っている。

　しかし、当該支払は、財物損害の額を超えて新規の資産取得費用を填補するものであるか

ら、上記の全額が、実損害額を超える支払となっており、他の損害項目に弁済として充当すべ

きである。

　（３）　一審被告東電は、一審原告１８－２の平成２３年５月から平成２６年２月までにお

ける就労不能損害の名目で５１０万円を支払っている。

　しかし、一審原告１８－２の厚生年金保険加入記録によれば、同人の平成２４年３月におけ

る標準報酬月額は１３万４０００円であったことからすれば、同人は、平成２４年３月から平

成２６年２月までの期間内に合計３２１万６０００円（計算式：１３万４０００円×２４箇

月）の収入を得ていると考えられるから、５１０万円のうち同額については、実損害額を超え

る支払となっているといえ、他の損害項目に弁済として充当すべきである。

第１７　一審原告１９ら（一審原告１９－１、同１９－２）について

（一審原告１９らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　一審原告１９らについては、原審は、自己決定権侵害慰謝料（一審原告１９－１（母）につ

き６０万円、同１９－２（長男）につき１００万円）を認めたが、次のような避難生活の実情

に照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告１９らは、本件事故時、一審原告１９－１は３１歳、同１９－２は６歳
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であり、福島県ａｍ市の自宅で生活していたが、本件事故の発生により、一審原告１９－２の

被ばくによる健康被害を心配して、平成２３年３月１６日から同年１１月９日まで一審原告１

９－１のａｈ市の実家に避難し、一審原告１９－１の両親や弟との５名での共同生活を余儀な

くされた。そして、一審原告１９らは、同日以降は、神奈川県の借上住宅に居住しているが、

平成３１年３月、住宅補助が打ち切られ、経済的に苦しい生活を送ってきた。

　また、一審原告１９－１は、平成２３年３月末、看護師として勤務していた市立病院で退職

の手続を行った際、神奈川県への避難について謝罪をさせられたり同僚から嫌味を言われたり

し、親しかった同僚との音信も途絶え、不眠症やりんご症となるなど体調が悪化した。同１９

－１は、平成２３年５月から、神奈川県内の私立病院で看護師として稼働を開始したが、以前

の勤務先よりも収入が減少し、広汎性発達障害と診断された同１９－２の不登校に対応するた

め欠勤も増え、平成２８年１月、上記病院を退職するに至った。

　さらに、同１９－２は、平成２３年４月から、ａｈ市の小学校に入学したが、平成２５年

頃、広汎性発達障害と診断され、いじめを受けて不登校となり、チック症状や痙攣が発現する

などし、また、平成２７年１０月まで、同１９－１の夫（同１９－２の父）がａｍ市の実家で

生活していたため、父と会えるのが月に１回程度という生活を送り、寂しい思いをしていた。

なお、同１９－１の夫は、平成２７年１０月以降、一審原告１９らと神奈川県で生活している

が、非正規の従業員の職しか見つからず、不安な生活を送っている。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　上記１に照らせば、一審原告１９らにつき、自己決定権侵害にとどまらない生活基盤の破

壊・変容が生じているということができるから、原審の認定した慰謝料額は、低額にすぎる。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告１９らに対し、避難慰謝料名目で、合計８４万円（原告１９－１

につき１２万円、同１９－２につき７２万円）を支払っており、これを超える慰謝料が発生す

るとは認められない。

　すなわち、一審原告１９らが被ったと主張する自主的な避難に伴う苦痛や不便は、上記既払

金により十分補填されているというべきであり、また、一審原告１９らが神奈川県での生活を

続けているのは、少しずつ学校に通えるようになってきた一審原告１９－２の環境を変えるの

は不安があること、障害を抱える子供に対するａｍ市の支援体制が不明であること、同１９－

１の実家が避難先と同じａｈ市ａｑ区にあることなどを踏まえた一審原告１９らの判断の結果

であるといえ、一審原告１９らの神奈川県での生活の継続をもって、本件事故により通常生ず

べき損害に当たるとはいえない。

　また、一審原告１９らは、同１９－１の市立病院の退職時のいきさつや、同１９－２の病状

等についても述べるが、そのいずれについても、法律上保護される利益の侵害に当たるか疑義

があり、仮に何らかの侵害があるとしても、本件事故との間に因果関係があることは何ら明ら

かでないものにすぎない。

第１８　一審原告２０ら（一審原告２０－１～同２０－５）について

（一審原告２０らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　一審原告２０ら（本件事故時、ｂｋ町に居住）については、原審は、ふるさと喪失慰謝料

（避難指示解除準備区域（５年未満））として、同２０－１～２０－３（夫、妻、長女）につ

き各９００万円を認めたが、次に照らして、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認め

られるべきである。

　すなわち、一審原告２０らは、本件事故発生直後から、計７回にわたる転居を繰り返したも

のであるが、とりわけ、同２０－２は、本件事故時、妊娠７箇月で、同２０－３は、僅か２歳

であり、そのような中で、胎児や子供への被ばくによる健康不安を抱えながらの逃避行を余儀
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なくされ、神奈川県の公営住宅やアパートでも、子供が近所迷惑とならないよう気疲れする

日々を送り、平成２８年３月下旬、ようやくａｍ市内に新居を建築して転居したものである。

また、一審原告２０－１は、本件事故時の勤務先を解雇され、神奈川県で新たな資格を取り介

護の仕事に就いたが、その後も複数回の転職を余儀なくされ、安定した職業生活を営むことに

支障が生じていたものである。

　２　一審原告２０－４、同２０－５の慰謝料を認めるべきであること

　原審は、一審原告２０－４（二女。平成２３年（以下略）生）、同２０－５（三女。平成２

５年（以下略）生）につき慰謝料の発生を否定したが（同２０－４については、仮に慰謝料が

発生しているとしても一審被告東電の既払額を超えないとした。）、次に照らして、誤りであ

る。

　すなわち、一審原告２０－４（二女）は、本件事故時、権利能力を有する胎児であり、他の

家族と共に本件事故を経験し、家族全体として、ふるさとであるｂｋ町や、祖父母との交流と

切り離され、流浪する不安定な生活を余儀なくされている。また、同２０－５（三女）につい

ても、家族全体として、ふるさとであるｂｋ町や、祖父母との交流と切り離され、ふるさとを

喪失していると評価し得ることは同様である。

　３　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めたふるさと喪失慰謝料の額（各９００万円）は、次に照らして、低額にすぎるも

のである。

　すなわち、まず、原審は、避難指示解除までの期間が５年以上か５年未満かで慰謝料額を区

別するが、一審原告２０らのｂｋ町の居住地は、避難指示解除までの期間が５年以上であるａ

ｇ町と直線距離で僅か１．５キロメートルしか離れておらず、一審原告２０らの生活圏がａｇ

町であったことに照らしても、不合理である。

　また、原審は、本件事故時、一審原告２０－２が妊娠中であり、また、避難期間中、同２０

－３～同２０－５がいずれも幼い女児であって放射線感受性が高く低線量被ばくによる健康被

害を受ける可能性が高いことを考慮していない。

　さらに、一審原告２０らのｂｋ町の自宅は、福島第一原発から直線距離で約１５キロメート

ルの位置にあり、廃炉作業の中で事故再発のおそれもあるほか、ｂｋ町は、避難指示により町

を離れた町民の多くが帰還しておらず、住民構成も大きく変わり、親族や地元の親しい人達と

の交流は完全に失われ、帰還できる状況にない。

　４　避難生活が終了したとはいえないこと

　一審被告東電は、一審原告２０らが居住していたｂｋ町の自宅につき、平成２７年９月５日

避難指示が解除され、その空間放射線量も年間１ｍＳＶ（毎時０．２３μＳＶ）を下回ってい

ることから、遅くとも避難指示解除後相当期間が経過した平成３０年３月末には、避難が終了

している旨主張する。

　しかし、一審原告２０らの自宅周辺の放射線量は、本件事故前は、毎時０．０５μＳＶで

あったのに、平成３０年３月末の時点では、毎時０．１２μＳＶもあり（甲個２０の４）、ま

た、その住所地の土壌のセシウム１３７、１３４の量は、１平方メートル当たり１６万７００

０ベクレルという、放射線管理区域の４倍以上に達しているのであって、一審原告２０－３～

同２０－５がいずれも幼児であり低線量被ばくによるがんなどの発症リスクがあることを考え

れば、一審原告２０らがｂｋ町に帰還するという選択肢は考え難いものである。

　このように、一審原告２０らは、ｂｋ町に戻れずやむを得ずにａｍ市に自宅を購入して転居

したのであるから、避難生活が終了したとはいえない。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える損害がないこと

　一審被告東電は、一審原告２０らに対し、直接請求を通じ、９６７２万５４４２円を支払っ
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ている（乙共３３６、４９４）。

　当該支払に係る損害項目の中には、避難帰宅費用、一時立入費用、検査費用、その他の実費

に加え、就労不能損害、家財や自宅の土地建物の財物損害との名目での支払、住居確保損害名

目での支払が含まれており、精神的損害としての支払額を除いても、合計５６２６万５４４２

円となる。これら一連の支払が、一審原告２０らの本件事故による精神的苦痛を緩和し、本件

事故前に享受していた平穏な生活を取り戻す一助になったことは明らかである。

　また、以上に加え、一審被告東電は、一審原告２０らに対し、精神的損害として、合計４０

４６万円を支払っている。すなわち、一審原告２０－１に対しては８５０万円、同２０－２に

対しては８９０万円（上記８５０万円に加えて、妊婦であったことを踏まえた増額分として４

０万円）、同２０－３に対しては８９８万円（上記８５０万円に加えて、自主的避難等対象区

域への滞在等に係る慰謝料として４８万円）、同２０－４に対しては８６８万円（出生後の期

間に係る８２０万円に加えて上記４８万円）、同２０－５に対しては出生後の期間に係る５４

０万円をそれぞれ支払っている。

　しかし、そもそも一審原告２０－４及び同２０－５は、本件事故後に出生したのであるか

ら、平穏生活利益が存在せず、また、これを措いたとしても、一審原告２０らが本件事故によ

り被った精神的損害は、次の２、３に照らし、一審被告東電の上記既払金を超えるものとは評

価し得ない。

　２　精神的苦痛が徐々に緩和され、軽減されたこと

　一審原告２０らについては、本件事故直後を含め、家族が離散した時期はほとんどなく、ａ

ｈ市内の親族のマンションに避難し、平成２３年４月２９日から、同市内において家族３名で

生活していた。また、一審原告２０らは、平成２７年３月下旬以降は、ｂｋ町に隣接し、土地

勘のある福島県ａｍ市へ転居し、平成２８年３月下旬、同市内に住居を新築して転居してい

る。

　これらによれば、一審原告２０らは、時の経過によって、生活が落ち着くにつれて、避難先

で生活することに伴う精神的苦痛は徐々に緩和され、軽減されたものと考えられる。

　３　避難生活の終了について

　一審原告２０らが居住していたｂｋ町の自宅については、平成２７年９月５日、避難指示が

解除され、その空間放射線量も、年間１ｍＳＶを下回り、医療機関や商業施設も稼働を始めて

おり、遅くとも避難指示の解除から相当期間経過後である平成３０年３月末には、同町へ帰還

して生活を再開できる客観的状況にあったといえ、その頃、一審原告２０らの避難生活は終了

したものといえる。そのような中でも一審原告２０らがｂｋ町に帰還せずにいるのは、一審原

告２０らの現在の生活状況や既に福島県ａｍ市に自宅を購入したことなどを踏まえた選択の結

果であり、同人らが本件事故により避難の継続を余儀なくされているとは評価し得ない。

第１９　一審原告２１ら（一審原告２１－１～同２１－３）について

（一審被告東電の主張）

　１　精神的苦痛が徐々に緩和され、避難生活が終了したこと

　ｂｌ市は、一審原告２１－１（同２１－２、同２１－３の子供）の出生地であり、同２１－

２（同２１－１の父）の実家もあって、親族も居住する地であるところ、一審原告２１らは、

平成２３年４月、同市の借上住宅を確保して転居し、平成２７年２月頃、同市内に一戸建ての

住宅を購入して転居し、家族３人で生活している。

　そうすると、一審原告２１らは、その避難生活上の苦痛は徐々に軽減され平穏な生活を取り

戻し、上記の平成２７年２月頃をもって、避難生活を終了し、それ以降は、平穏生活利益を侵

害されていないとみることができる。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告２１らに対し、合計９７０５万６４７８円（一審原告２１－１～
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同２１－３の各慰謝料８５２万円を含む。）を支払っているが、これを超える慰謝料が発生す

るとは認められない。

　また、一審被告東電の上記支払のうち、一審原告２１－２への住居確保損害としての支払

（２２８５万９３３６円）、一審原告２１－３（同２１－１の母）への就労不能損害としての

支払の一部（平成２３年３月１１日から同年１１月３０日までの期間の分のうち４０万３２０

０円、同年１２月１日から平成２４年５月３１日までの期間の分のうち２６万８８００円、同

年６月１日から平成２７年２月２８日までの期間の分のうち１４７万８４００円）は、実損害

額を超える支払となっている。

　さらに、原審は、家財損害として４０万円を認めたが、これを前提としても、一審被告東電

が一審原告２１－１の家財に係る財物損害の名目で支払った５１０万円から上記４０万円を控

除した４７０万円は、実損害額を超える支払となっている。

　そうすると、これらの実損害額を超える支払となっているものその他その可能性のあるもの

は、他の損害項目に弁済として充当すべきである。

（一審原告２１らの主張）

　一審被告東電の上記主張は、いずれも争う。

　一審原告２１らは、平成２７年４月に新居を購入したが、これは、福島に戻ることができる

見通しが立たず、一審原告２１－２及び同２１－３が高齢で、借上住宅での生活が苦痛を更に

増大させることに鑑みてやむを得ず行った選択であって、上記新居の購入により精神的苦痛が

緩和されるものではない。

第２０　一審原告２２ら（一審原告２２－１、承継前一審原告２２－２、一審原告２２－３、

同２２－４）について

（一審原告２２らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告２２ら（一審原告２２－１（子）、承継前一審原告２２－２（母）。以

下、この２人のことを「一審原告２２ら」ということがある。）について、ふるさと喪失慰謝

料（帰還困難区域）として、各自１５００万円を認めたが、後記２のとおり、不十分であるほ

か、次に照らして、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告２２－１、●●●及び承継前一審原告２２－２は、平成２３年３月１６

日、神奈川県ｂｊ市の一審原告２２－４宅（一審原告２２－１の妹宅）に避難したが、一審原

告２２－１は、本件事故のため、仕事を失い、平成２３年５月に就いたフォークリフトの仕事

も、以前の仕事と扱う品物が違い期待されたように仕事ができず、平成２４年２月８日に退職

するに至った。また、一審原告２２－１は、本件事故により、豊かな自然と触れ合い、友人と

山菜取りや海釣りをし、承継前一審原告２２－２と野菜作りの畑仕事をするなどの楽しみや生

きがいを失い、足腰を鍛える機会が減り持病の糖尿病が悪化した。

　また、承継前一審原告２２－２は、避難先の神奈川県の娘宅で、平成２３年４月２２日ま

で、●●●と共に生活することを余儀なくされ、神奈川県では山菜取りの機会もなく、提供を

受けた畑での野菜作りもうまくいかずに生きがいを失い、体力が落ちて歩けなくなり、平成２

９年５月２９日、死亡するに至った。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めたふるさと喪失慰謝料（各１５００万円）は、次に照らして、低きに失するもの

である。

　すなわち、一審原告２２－１は、本件事故により、その自宅については、いまだ帰還困難区

域の指定が解除されず、荒れた状態で屋根も抜けてしまい居住不可能な状態となっており、ま

た、同人は、上記のように、豊かな自然と触れ合い、山菜取りや野菜作りをする楽しみや生き

がいを失い、以前のような平穏な生活を取り戻すことが不可能となり、さらに、長年にわたる
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避難生活により、以前からり患していた糖尿病の数値が悪化し、また、本件事故による環境の

急激な変化によって、●●●との関係性が悪化して修復不可能な関係へと陥り、離婚に至るこ

とを余儀なくされている。

　また、承継前一審原告２２－２は、先祖の地であり６０年以上も生活を続けてきたａｇ町に

戻りたいと強く願っていたが、その思いは叶わず、避難先の神奈川県では、山菜取りや畑仕事

を通じた近所の住民との交流も一切なく、本件事故のためその生活が一変してしまい、楽しみ

を奪われたまま亡くなるに至っている。

（一審被告東電の主張）

　次の１、２に照らすと、一審原告２２らにつき、既払金（合計１億５０６７万２９７２円）

を超える損害はないというべきである。

　１　本件事故後早期に過酷な避難状況から脱していること

　一審原告２２らは、平成２３年３月１６日には、身内である妹（娘）宅に移転することがで

き、その後、妹の夫の知り合いから、同人らのために畑を用意してもらうなどの支援も受けて

おり、過酷な避難状況から脱している。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告２２らに対し、次のとおり、実損害額を超える可能性がある支払

をしており、その分は、他の損害項目に弁済として充当すべきである。

　（１）　一審被告東電は、承継前一審原告２２－２に対し、生命・身体的損害の入通院慰謝

料（１４万２８００円）、通院実費・証明書類取得費（１０万５４６０円）を支払っている

が、承継前一審原告２２－２の年齢（本件事故時８５歳）、診断書において因果関係は不明と

されていること（乙個２２の１）などに照らせば、上記合計２４万８２６０円については、実

損害額を超える支払となっている可能性がある。

　（２）　一審被告東電は、一審原告２２－１に対し、生命・身体的損害の入通院慰謝料（２

５万６２００円）、通院実費・証明書類取得費（６万３１７０円）を支払っているが、診断書

において因果関係は不明とされていること（乙個２２の２）などに照らせば、上記合計３１万

９３７０円のうち１８万９１７０円については、実損害額を超える支払となっている可能性が

ある。

　（３）　一審被告東電は、一審原告２２－１に対し、就労不能損害として１４３９万４４３

８円を支払っているが、一審原告２２－１がフォークリフトの仕事に就労していたとする期間

（平成２３年５月分から平成２４年２月分まで）のほか、就労していなかったことの立証がさ

れていないその後の期間を含めた賠償として支払っているものであって、実損害額を超える支

払となっている可能性がある。

第２１　一審原告２３ら（一審原告２３－１～同２３－５）について

（一審原告２３らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告２３－３を除く一審原告２３らについて、ふるさと喪失慰謝料（居住制限

区域（５年以上））として、各自１３００万円を認め、一審原告２３－３には、上記慰謝料を

認めなかったが、後記２のとおり、不十分ないしは誤っているほか、次に照らして、本件事故

による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告２３らは、本件事故により、一審原告２３－１（夫）と同２３－３（長

女。本件事故当時１８歳、専門学校生）が利用していた同２３－１の約５５ｍ
2
の一人暮らし用

の社宅に、５人で住むことを余儀なくされ、特に同２３－３及び同２３－４（二女。本件事故

当時１７歳）は、年頃の女性であり互いにプライバシーを確保できない状態での生活を強いら

れ、精神的苦痛を受けた。
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　また、一審原告２３－２（妻）は、●●●していたところ、●●●もでき、経営も安定し生

きがいであったのに、本件事故のため、●●●を閉鎖し避難せざるを得ず、精神的苦痛を受け

た。

　さらに、一審原告２３－２、２３－４、２３－５（三女）は、着の身着のまま、寒さの中で

飲まず食わずの避難を強いられ、体育館の避難所では一睡もできず、その後の道中でも渋滞と

余震にみまわれ、一審原告２３－１の社宅に着くまで、本件事故直後という特殊な状況で長距

離の移動を余儀なくされ、精神的苦痛を受けた。

　２　原審の認定した慰謝料が不十分であること

　原審が認めたふるさと喪失慰謝料（各１３００万円）は、次に照らして、低きに失する。

　すなわち、一審原告２３らは、長期にわたりａｒ町の自宅に帰還できないことが分かり、い

つまでも一審原告２３－１の一人暮らし用の社宅に家族で住み続けるわけにもいかず、終の棲

家と思っていたａｒ町の自宅に戻ることをあきらめ、平成２３年１１月９日、ａｍ市に自宅を

購入するに至ったものであり、本件事故により、大切な思い出のある場所や地域のコミュニ

ティを町ごと取り上げられたかのような状態に追い込まれた。また、一審原告２３－５は、本

件事故当時小学生であり、学年の途中に住み慣れた場所から離れ既に人間関係が出来上がって

いる避難先の学校に一人転校し、一から人間関係を構築せざるを得なかった。

　３　一審原告２３－３にも慰謝料が認められるべきであること

　一審原告２３－３に慰謝料が認められないとした原審の判断は、次に照らして、誤りであ

る。

　すなわち、一審原告２３－３は、本件事故当時、ａｈ市内にある同２３－１の社宅を利用し

て専門学校に通学していたが、同２３－１と同様に、社宅とａｒ町の自宅（実家）との間を頻

繁に行き来しており、卒業後はａｒ町で就職することを想定していた。このように、一審原告

２３－３は、本件事故時、その生活の本拠はａｒ町にあり、本件事故によりａｒ町の自宅（実

家）を失ったことで、精神的苦痛を受けたものである。

　４　一審原告２３－２の●●●について

　一審原告２３－２の●●●について一審被告東電の支払分を超えないとする原審の判断は、

次に照らして、誤りである。

　すなわち、一審被告東電が一審原告２３－２に対して支払った逸失利益及び営業損害（将来

分）の２２２３万２２１３円及び財産損害（償却・棚卸資産）６０万円は、●●●賠償額とし

て不足しているものである。

　５　一審原告２３－１の土地、建物、家財に係る各損害について

　原審は、一審原告２３－１において、その土地につき固定資産税評価額の１．８倍の４３７

万３３９５円、建物につき固定資産税評価額の２．５倍の１０３４万２４７３円、家財につき

４０万円の損害を被った旨認定するが、低額にすぎる。同土地については、更に１２１６万３

５３１円が、同建物については、更に９０８万５３９４円が、同家財については更に１２９５

万円が、増額して認定されるべきである。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える損害の不発生

　一審被告東電は、一審原告２３らに対し、合計１億２６０５万９８９８円（一審原告２３－

１の慰謝料１２０万円、同２３－２の慰謝料８５２万円、同２３－３の慰謝料８９２万円、同

２３－４及び同２３－５の各慰謝料９００万円を含む。）を支払っているが、次の２、３に照

らし、一審原告２３らに、これを超える慰謝料が発生するとは認められず、次の４に照らし、

その実損害額を超える支払をしており、その分は、一審原告２３らの他の損害項目に弁済とし

て充当されるべきである。

　２　一審原告２３－１及び同２３－３について避難の事実がないこと
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　一審原告２３－１（夫）は、本件事故当時、その勤務先があるａｈ市内の社宅において、同

２３－３（長女）と共に生活していたものであり、両名についてはそもそも避難の事実がな

い。

　したがって、一審被告東電が両名に対し支払った１５５４万２２５８円（１２０万円及び１

４３４万２２５８円）は、実損害額を超える支払となっており、一審原告２３らの他の損害項

目に弁済として充当されるべきであって、一審原告２３－１につきふるさと喪失慰謝料（１３

００万円）を認めた原審の判断は、誤りである。

　すなわち、一審原告２３－１は、避難者として、平成２５年２月までの２４箇月間に係る慰

謝料の名目で１２０万円の支払を受けているが、同人は、本件事故の約７年前からａｈ市で居

住し、かつ、ａｈ市から通勤しており、本件事故当時、生活の本拠がａｒ町の自宅にあったと

みることはできず、避難を余儀なくされたとは評価し得ない。

　また、一審原告２３－３も、避難者として、慰謝料等９３６万５４００円、賃料分４９７万

６８５８円（合計１４３４万２２５８円）の支払を受けているが、同人は、本件事故当時、都

内の専門学校に通っており、避難の事実がなく、一審被告東電の上記の額の支払は、一審原告

２３－２（妻）による、一審原告２３－３が、本件事故時、ａｒ町の実家に居住しており共に

避難したとの虚偽の申告によるものである。

　３　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平成２４年５月頃には避難を終了していること

　一審原告２３らにおいては、次の生活状況等に照らせば、避難先において徐々に平穏な生活

を取り戻していることがうかがわれ、同人らにおいては、遅くとも平成２４年５月頃までに

は、避難生活を終了したとみることができる。

　すなわち、一審原告２３－２（妻）、同２３－４（二女）及び同２３－５（三女）は、平成

２３年３月１３日、ａｈ市の同２３－１（夫）の社宅（同人の単身赴任先で、同２３－３（長

女）と共に暮らしていた。）に避難したが、同２３－１及び同２３－３は、本件事故の前後を

通じて上記社宅で暮らし、同２３－４は、キャンパスが変わったものの本件事故前と同じ通信

制の高校へ通い、同２３－２及び同２３－５は、平成２４年５月から、前年１１月に新たに購

入したａｍ市の新居に転居して生活しているものである（同２３－５は、ａｍ市の小学校に

通っている。）。

　４　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告２３らに対し、次のとおり、実損害額を超え、又は超える可能性

がある支払をしている。

　（１）　住居確保費用

　一審原告２３－１は、一審被告東電から、住居確保費用の名目で２３２１万１７８３円の支

払を受け、ａｈ市内の新築マンションを購入しているが、同２３－１は、従前社宅で暮らして

いたにすぎないのに、これにより住居を拡充したこととなり、本件事故前の生活の平穏を取り

戻すための住宅確保費用の支払の趣旨に沿わないものとなっており、同額は、実損害額を超え

る支払となっている。

　（２）　●●●の逸失利益

　一審原告２３－２は、一審被告東電から、●●●の逸失利益として２１５０万０３７８円の

支払を受けているが、同２３－２は、本件事故後、ａｍ市で●●●を再開し利益を得ていたに

もかかわらず、これを考慮することなく上記支払がされているものであって、同額は、実損害

額を超える支払となっている。

　（３）　就労不能損害

　一審原告２３－４は、一審被告東電から、就労不能損害として平成２６年２月分まで支払を

受けているが、同２３－４は、平成２６年２月分まで勤務先から１０７万６１８７円の給料の

支払を受けており、同額は、実損害額を超える支払となっている。
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　（４）　生命・身体的損害

　一審原告２３－３は、一審被告東電から、生命・身体的損害として７万５４００円の、同２

３－４も同損害として４万７５５０円の、同２３－５も同損害として１万６５５０円の各支払

を受けているが、これらは、いずれも診断書において因果関係が不明とされているにもかかわ

らず支払われたものであり、上記各支払額は、いずれも実損害額を超える支払となっている可

能性がある。

　５　弁済について

　原審は、家財損害として４０万円を認めたが、これを前提としても、一審被告東電が一審原

告２３－１の家財に係る財物損害の名目で支払った５２５万円から上記４０万円を控除した４

８５万円は、他の損害項目に弁済として充当すべきである。

第２２　一審原告２４ら（一審原告２４－１～同２４－３）について

（一審原告２４らの主張）

　原審は、一審原告２４らについて、ふるさと喪失慰謝料（居住制限区域（５年以上））とし

て各自１３００万円を、避難慰謝料として各自１万円をそれぞれ認めたが、次の１、２に照ら

し、いずれも不十分である。

　１　避難生活に係る慰謝料について

　一審原告２４らは、次のとおり、避難生活において、大変な苦痛、不安、怒り、ストレスな

どを経験した。すなわち、一審原告２４らは、ａｇ町の自宅から、避難所への滞在を経て、空

き家になっていた●●●一審原告２４－２の実家に避難したが、貧弱な情報開示の下で、放射

線汚染の行く末や今後の生活等の先行きの不安を抱えたまま、着の身着のままで避難せざるを

得なかったものである。また、一審原告２４らは、●●●空き家に、おおむね、約２年間居住

したが、その修繕等、居住可能な状態にするために大変な苦労をし、ａｇ町の自宅との往復に

も疲弊し、その後、一審原告２４－３の就職先があった●●●マンションに転居したが、狭い

居住空間でストレスが溜った。そして、一審原告２４らは、一審被告東電との不動産の賠償交

渉に怒りを覚え、また、一審原告２４－１がその定年退職後にａｇ町で実現しつつあった自家

用農業を諦めて、●●●に、ａｇ町での土地面積（６００坪）の４分の１にすら満たない狭い

自宅を購入するという無念の決断をせざるを得なかった。

　２　ふるさと喪失慰謝料について

　（１）　一審原告２４らの居住区域は、その生活状況（自宅土地は帰還困難区域から約４０

メートルの距離であり、生活圏、友人らの居宅も帰還困難区域にあること）、福島第一原発と

の距離（約７．５キロメートルであること）などからして、帰還困難区域の地域に該当するも

のであったから、これを前提とした慰謝料額が認められるべきである。

　（２）　一審原告２４らは、一審原告２４－１の定年退職後の夢を実現すべくａｇ町に移住

して３年も経たないうちに、膨大な労力と日数を費やし丁寧に開拓した畑や庭園、広大な土地

や豊かな自然環境を喪失した。また、一審原告２４らは、先行きの見えない不安等により、一

審原告２４－１は●●●等を、同２４－２は●●●等を患うなど心身ともに不健康な状態とな

り、避難生活のため老後の貴重な時間を失った。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告２４らに対し、合計９９０１万２２６１円（各慰謝料８５２万円

を含む。）を支払っており、次の１、２に照らし、これを超える慰謝料が発生するとは認めら

れない。

　１　避難生活上の苦痛は徐々に緩和されたこと

　一審原告２４らは、同２４－３が勤務先の寮で約１年間生活していた以外は、本件事故の前

後を通じ、おおむね共に居住しており、また、●●●は、一審原告２４－２の実家があった場

所であり、一審原告２４－１の故郷は●●●であって、親戚等も首都圏に居住していた。
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　このような状況の下で、一審原告２４らにおいては、平成２３年３月１７日以降は一審原告

２４－２の実家●●●で、平成２５年３月以降は●●●で、平成２８年１１月以降は●●●の

自宅での生活を開始しており、その後の時の経過によって、その精神的苦痛も徐々に緩和さ

れ、平穏な生活を取り戻したものといえる。

　２　平成３０年３月末には避難を終了していること

　一審原告２４らが居住していたａｇ町の自宅については、平成２９年４月１日、避難指示が

解除されており、その空間放射線量も多くの地点で年間１ｍＳＶ（毎時０．２３μＳＶ）を下

回っており、避難指示の解除から相当期間経過後である平成３０年３月末には、ａｇ町に帰還

して生活を再開できるという客観的状況にある。そうすると、一審原告２４らは、遅くとも上

記平成３０年３月末までには、その避難生活を終了したものとみることができる。そして、そ

れ以後も、一審原告２４らがａｇ町に帰還せずにいたとしても、それは、●●●の居宅購入等

の状況を踏まえた同人らの選択の結果によるものというべきであって、上記時点以後、一審原

告２４らが、その平穏生活利益の侵害を余儀なくされているなどと評価することはできない。

第２３　一審原告２５ら（一審原告２５－１、同２５－２、承継前一審原告２５－３）につい

て

　以下、一審原告２５らというときは、一審原告２５－１、同２５－２を指す意味で用いるほ

か、同人らに承継前一審原告２５－３を含めた意味で用いることがある。

（一審原告２５らの主張）

　原審は、一審原告２５らについて、ふるさと喪失慰謝料（居住制限区域（５年以上））とし

て各自１３００万円を、避難慰謝料として一審原告２５－１、同２５－２につき各自６０００

円をそれぞれ認めたが、次の１、２に照らし、いずれも不十分である。

　１　避難生活に係る慰謝料について

　一審原告２５ら（一審原告２５－１（夫、●●●）、同２５－２（主婦））は、ａｇ町の自

宅で生活し、将来的には、●●●の小学校に勤務する長男と、ａｇ町で同居する予定であった

が、本件事故によりこれができなくなり、老後の人生設計ができず、先行きの不安を感じつつ

生活せざるを得なかった。また、一審原告２５らは、本件事故の後、ａｔ市の長男のアパート

に転居して避難生活を送ったが、ａｇ町の自宅に比べ狭小であり、一審原告２５－１は趣味の

フルート演奏ができず、同２５－２は収納スペースの小ささ等のため精神的ストレスを感じ

た。

　また、承継前一審原告２５－３（一審原告２５－１の父）は、本件事故当時、９３歳と高齢

であり、一審被告東電においても要介護者等の精神的損害に対する賠償額の増額として、その

死亡時（平成２８年３月２８日、一審原告２５－１が単独で相続）まで８９万５０００円（１

箇月当たり１万５０００円）が支払われていることに照らすと、承継前一審原告２５－３に対

し、居住地域における一律の慰謝料額しか認めなかった原審の判断は、誤りである。

　２　ふるさと喪失慰謝料について

　一審原告２５らは、本件事故により、老後の人生設計の変更を余儀なくされ、それまでａｇ

町で享受していた豊かな自然を失い、お彼岸や区の運動会、お茶に寄るなどの地域の人々との

付き合いもなくなり、大きな孤独感を感じている。

　すなわち、一審原告２５－１は、生きがいにしていた●●●職を失い、避難先（ａｔ市）で

は就職することも、趣味であったフルートを演奏することもできず、同２５－２も、来客の絶

えないにぎやかな家庭の中で自慢の料理を振る舞っていた生活から、訪れる人のない孤独な生

活に様変りしてしまったものである。

　また、承継前一審原告２５－３は、避難先（ａｔ市のアパートの２階）で狭い階段の昇降が

困難であったため外出が難しく、歩行不能となり、野菜作りの生きがいを失って平成２７年夏

頃から体調を悪化させ、平成２８年３月２８日、一度もａｇ町に戻ることなく死亡するに至っ
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た。

　なお、一審原告２５－１、同２５－２において、平成３１年４月３０日、東京都ｂｍ市に転

居したのは、汚染水の処理、廃炉作業等の問題が残る中で、ａｇ町の自宅の敷地内の放射線量

が安心できる数値でないことなどを受け、ａｇ町に戻らないことを苦渋の選択として決断した

ものであり、このことによる精神的苦痛も、慰謝料額を考慮する上で斟酌されるべきである。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告２５らに対し、合計１億４５８０万２８５０円（一審原告２５－

１、同２５－２につき各慰謝料８５２万円、一審原告２５－３につき慰謝料９４１万５０００

円を含む。）を支払っており、次の１、２に照らし、これを超える慰謝料が発生するとは認め

られない。

　１　避難生活上の苦痛は徐々に緩和されたこと

　一審原告２５らは、本件事故の前後を通じて、おおむね共に生活し、避難後は、同２５－１

の長女、弟、長男など、その親族とより近接した環境で生活しており、避難先のａｔ市のア

パートで生活する中で、時の経過によって、その精神的苦痛も徐々に緩和され、平穏な生活を

取り戻したものといえる。

　２　平成３０年３月末には避難を終了していること

　一審原告２５らが居住していたａｇ町の自宅については、平成２９年４月１日、避難指示が

解除されており、その空間放射線量も多くの地点で年間１ｍＳＶ（毎時０．２３μＳＶ）を下

回っており、避難指示の解除から相当期間経過後である平成３０年３月末には、ａｇ町に帰還

して生活を再開できるという客観的状況にある。そうすると、一審原告２５らは、遅くとも上

記平成３０年３月末までには、その避難生活を終了したものとみることができる。そして、そ

れ以後も、一審原告２５らがａｇ町に帰還せずにいたとしても、それは、ａｔ市での生活状況

やｂｍ市の新居購入計画を踏まえた同人らの選択の結果によるものというべきであって、上記

時点以後、一審原告２５らが、その平穏生活利益の侵害を余儀なくされていると評価すること

はできない。

第２４　一審原告２６ら（承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２～同２６－５）につい

て

　以下、一審原告２６らというときは、一審原告２６－２～同２６－５を指す意味で用いるほ

か、承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２、同２６－３を指す意味で用いることがあ

る。

（一審原告２６らの主張）

　原審は、承継前一審原告２６－１（夫）、一審原告２６－２（妻）、同２６－３（長男）に

ついて、ふるさと喪失慰謝料（帰還困難区域）として各自１５００万円を認め、避難慰謝料と

しては、承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２につき各自７万５０００円をそれぞれ認

め、同２６－３につき認めなかったが、次の１から３までに照らし、同２６－３については、

誤りであり、承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２については、承継前一審原告２６－

１が要介護状態にあったことなど増額事由に当たることを考慮せず、居住地域に基づく一律の

賠償額しか認めていないなど、いずれも慰謝料額が不十分である。

　１　承継前一審原告２６－１について

　承継前一審原告２６－１は、腎臓病のため、平成１１年頃から週３回の血液透析を受け、平

成１２年には身体障害者手帳（１級）を取得するなど、症状は年々悪化し、平成２０年には膀

胱癌を患うなど、長年にわたり闘病生活を送っていた。

　このような中、承継前一審原告２６－１は、本件事故により、ａｌ町の自宅（帰還困難区

域）から、各避難所を転々とすることを余儀なくされ、透析治療を受ける医療機関が見つから

ずに生命の危険に晒され続け、いつ治療先が見つかるかという不安・恐怖の中で過ごさざるを
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得ず、透析治療の受入先が見つかった後も、従前に比べ透析時間が短く、避難中の衣食住も不

十分で、不自由な避難生活を強いられ、これらによる精神的苦痛を被った。

　また、その後、承継前一審原告２６－１は、ｂｌ市の借上住宅に避難し、闘病生活を続けた

が、入退院を繰り返す中で衰弱が進行し、平成２７年７月２８日、転移性脳腫瘍のため死亡し

た。承継前一審原告２６－１は、ａｌ町で育ち、近隣住民や親族との地域コミュニティを形成

していたのに、本件事故により、当該コミュニティが喪失し、生活基盤そのものが失われ、ｂ

ｌ市で闘病生活を送らざるを得ず、これらによる精神的苦痛も被った。

　２　一審原告２６－２について

　一審原告２６－２は、承継前一審原告２６－１と共に避難し、同人の血液透析のための医療

機関が見つからず同人が生命の危険に晒され続ける傍らに寄り添っていたことで著しい恐怖

心、不安感を感じ、これらによる精神的苦痛を被った。

　また、一審原告２６－２は、ａｌ町で、近隣住民や親族との地域コミュニティを形成してい

たのに、本件事故により、当該コミュニティが喪失し、生活基盤そのものが失われ、ｂｌ市

で、承継前一審原告２６－１の介護や付添いに追われることとなったものであり、現在も、先

行きの不安や劣悪な生活環境による精神的苦痛を被り続けている。

　３　一審原告２６－３について

　一審原告２６－３は、地域の消防団に所属し、地域住民との交流も深く、地縁のあるａｌ町

で生活し続けることを望んでいたにもかかわらず、本件事故により、当該コミュニティが喪失

し、生活基盤そのものが失われ、先行きの見通しが立たず、現在はａｍ市に居住し、先行きの

不安や不安定な就労状況による精神的苦痛を被り続けている。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告２６らに対し、合計８２２５万５８５０円（承継前一審原告２６

－１の慰謝料１５５４万円、同２６－２の慰謝料１５２２万５０００円及び同２６－３の慰謝

料１４５２万円を含む。）を支払っているが、次の１、２に照らし、これを超える慰謝料が発

生するとは認められない。

　１　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され平穏な生活を取り戻していること

　承継前一審原告２６－１及び一審原告２６－２は、平成２３年５月１日、ｂｌ市内の借上住

宅での生活を開始したところ、ｂｌ市は、同２６－２の姉が居住し、親族（承継前一審原告２

６－１の子供）も茨城県や東京都等の近隣の都県に居住していた。他方、一審原告２６－３

は、同年４月１０日、勤務先の指示を受けてｂｎ市へ転居し、同年７月からｂｏ市、平成２４

年８月から●●●で勤務し、その後、平成２８年９月に結婚して、ａｍ市内へ移住し、●●●

の商工会で勤務している。

　このように、一審原告２６らは、避難先において、それぞれ生活を開始し、平穏な生活を取

り戻していたことがうかがわれる。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告２６らに対し、次のとおり、実損害額を超える可能性がある支払

をしているから、他の費目（慰謝料等）に弁済として充当すべきである。

　（１）　生命・身体的損害

　承継前一審原告２６－１は、一審被告東電から、生命・身体的損害として支払を受けている

が、このうち、２３７万０４７５円については、本件事故前からの既往症である慢性腎不全に

関する賠償であり、通院証明書や診断書において因果関係が不明とされているにもかかわらず

支払われたものであって、上記支払額は、実損害額を超える支払となっている可能性がある。

　また、一審原告２６－２は、一審被告東電から、生命・身体的損害として１３万９０００円

の支払を受けているが、これは、発症時期が不明の高血圧・脂質異常症・糖尿病に関する賠償

であり、通院証明書や診断書において因果関係が不明とされているにもかかわらず支払われた
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ものであって、上記支払額は、実損害額を超える支払となっている可能性がある。

　（２）　就労不能損害

　一審原告２６－３は、一審被告東電から、就労不能損害として平成２６年２月分まで支払を

受けているが、同２６－３は、同月まで勤務先から合計７７１万４７７４円の給料の支払を受

けており、同額は、実損害額を超える支払となっている。

第２５　一審原告２７ら（一審原告２７－１、同２７－２）について

（一審原告２７らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告２７らについて、自己決定権侵害慰謝料（一審原告２７－１（母）につき

６０万円、同２７－２（長女）につき１００万円）を認めたが、次のような避難生活の実情に

照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告２７らは、本件事故時、一審原告２７－１が●●●、同２７－２が●●

●であり、ｂｐ市の自宅で生活していたが、本件事故の発生により、●●●の元夫宅に避難

し、その後、借上住宅等での生活を経て、平成２４年２月２５日から、神奈川県ｂｑ市のア

パートで暮らし始めた。

　しかし、一審原告２７－１は、元夫と離婚して実家で子供（同２７－２）と２人で生活しよ

うとしていた矢先に、本件事故のために、生活設計を変えなければならなくなり、本件事故直

後、離婚協議中の元夫の●●●の自宅に一時同居することを余儀なくされるなど精神的ストレ

スが増幅し、現在も、同２７－１の実家付近の放射線量が高いことなどから、同２７－２の身

体への影響等を考えると、実母からの福島に戻ってきてほしいとの要望を無視し続けざるを得

ず、亡父の病床に付き添うことができなかったなど、福島に帰りたくても帰ることができない

苦痛が続いている。

　また、一審原告２７－２は、ｂｑ市のアパートで同２７－１と２人暮らしをする中で、なぜ

祖父母と一緒にいられないのかと寂しさから泣くことも度々あり、指しゃぶりなど精神的に不

安定な行動を示すようになっており、それまでの環境から引き離されたことによる不安や恐怖

を感じていたことがうかがえる。また、同２７－２は、●●●のとき、甲状腺検査において嚢

胞が発見されており、同２７－１は、これが悪化する可能性に不安を抱いている。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、次に照らせば、低額にすぎるものである。

　すなわち、一審原告２７－１は、元夫と離婚をして、同２７－２●●●と、自然に囲まれた

ｂｐ市の実家やその付近で新たな生活をしていこうとしていた矢先に、本件事故のため、ｂｐ

市から避難せざるを得なくなり、同市での生活基盤を喪失させられたものである。そして、同

２７－１の生活は一変し、避難の事実を告げた福島の友人との関係は悪化し、同２７－２を実

家付近の公園で遊ばせることもできなくなり、避難先の神奈川県には、家族や親戚、知り合い

等、身近に頼れる人が全くおらず、先行きの不安を抱きながらの生活を余儀なくされている。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える損害がないこと

　一審被告東電は、一審原告２７らに対し、ＡＤＲを経て、合計３２４万４２７８円（一審原

告２７－１の慰謝料８万円、同２７－２の慰謝料３２万円を含む。）を支払っているが、これ

を超える慰謝料が発生するとは認められない。

　一審原告２７らが被ったと主張する自主的な避難に伴う苦痛や不便は、上記既払金により十

分補填されているというべきであり、また、一審原告２７らが神奈川県での生活を続けている

のは、一審原告２７－２の父である同２７－１の元夫の同県での居住や、同２７－２の幼稚

園、小学校入学等を踏まえた一審原告２７らの判断の結果であるといえ、これをもって本件事

故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない。
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　２　一審原告２７らの指摘は、慰謝料の発生を基礎付けるとはいえない事情であること

　一審原告２７らは、一審原告２７－２に嚢胞が発見され、不安を抱いていることを指摘する

が、当該嚢胞は、本件事故と事実的因果関係があるとは認められないほか、健康な人にも見つ

かることも多い良性のもの（液体が溜まった袋状のもの）であって、細胞がないためがんにな

ることがなく、同２７－１も、嚢胞は甲状腺細胞の中にある泡のようなもので特に問題がない

ことや、放射線被ばくが問題とならない地域で検査をしても、嚢胞は同程度の比率で発見され

ることなどを認識している（原審における同２７－１の本人調書９頁）。

　このような中で、一審原告２７－１が主張する上記不安は、身体的被害の発生に対する漠然

とした抽象的な危惧感にとどまるから、法律上保護される利益の侵害と評価されるものではな

い。

　また、一審原告２７－１は、避難の事実を告げた福島の友人との関係が悪化した旨述べる

が、自主的避難等対象区域で生活することについて一定期間不安を抱いたという利益侵害の内

容及び態様に照らして、通常そのような事態に至るということはできず、通常生ずべき損害に

当たるということはできない。

第２６　一審原告２８について

（一審原告２８の主張）

　原審は、その居住地を理由に一審原告２８の慰謝料請求を認めなかったが、誤りである。

　すなわち、一審原告２８は、父が死亡した平成２０年頃から、３週間に１回程度帰省して、

母が行っていたａｒ町の実家の家業である不動産賃貸業を本格的に手伝うようになった。そし

て、一審原告２８は、同家業に係るａｈの物件の明渡しに係る案件も担当し、平成２３年１月

には、休暇の取りやすい会社に一時的に転職し、同家業に係る不動産賃貸業の拡大路線を実現

すべく、遅くとも平成２６年１月には、福島に移住して家業を本格的に引き継ぐ予定であっ

た。また、同人は、１９歳までａｒ町の実家で生活し、実家に多くの私物もあり、人間関係等

の生活基盤も、ふるさとである同町に相当程度残されていた。これらに照らせば、一審原告２

８は、慰謝料を認められた単身赴任者や学生と何ら変わるところはなく、一審原告２８につい

て本件事故による慰謝料の発生が認められるべきである。

（一審被告東電の主張）

　一審原告２８の上記主張は、争う。

第２７　一審原告２９について

（一審原告２９の主張）

　原審は、ふるさと喪失慰謝料等１４００万４０００円（居住制限区域の居住者に認めた１３

００万円より１００万円多い額とした。）を認め、また、自宅土地について既払金を超える損

害を認めたが、不十分である。

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　一審原告２９は、本件事故時、ｂｒ町の会社事務所からａｈ市の県営住宅に至るまで、被ば

くや先行きへの不安等を抱えながら苦労して避難し、ａｈ市に避難した後も、身近に同様な避

難者がおらず精神的に辛い日々を過ごし、ａｇ町の自宅への帰還の見込みが分からず多大なス

トレスを受けつつ過ごすことを余儀なくされたものであり、これによれば、避難生活に係る慰

謝料が別途認められるべきである。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、次に照らせば、低額にすぎるものである。

　すなわち、本件事故時、一審原告２９のａｇ町の居宅は、居住制限区域にあったが、帰還困

難区域とは数十メートルしか離れておらず、極めて近接していたものであったことに照らせ

ば、一審原告２９にも、帰還困難区域の居住者に認めた１５００万円と同額の慰謝料が認めら

れるべきである。
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　一審原告２９のａｇ町の自宅近辺では、相当高い放射線量が計測され、避難指示が平成２９

年４月１日に解除されてから３年以上経過した現在でも、一審原告２９の自宅近辺の住民はほ

とんどａｇ町に帰還しておらず、生活のための基盤も失われたままであり、一審原告２９は、

帰還したくてもできない状況にある。

　また、一審原告２９が生まれ育ち思い出の詰まった同自宅は、ガラスが割られ粗大ごみが投

げ込まれるなど荒れ放題のまま、令和２年３月、取壊しとなるに至り、一審原告２９は多大な

精神的苦痛を受けた。

　一審原告２９は、平成１９年６月、父が死亡した後、実家の土地建物を相続し、そこを終の

棲家として暮らしていくことを決め、本件事故が発生するまで、生まれ故郷であるａｇ町での

生活を送っていたが、本件事故により、このような生活が奪われ、生まれ故郷での親族や友

人・知人との人間関係を奪われた。

　一審原告２９にとって、長男も社会人となって独立し不在となったａｈ市の県営住宅での予

期せぬ生活は、本件事故さえなければ決してなかったものであり、長男が子供の頃にはあった

学校等を通じての人間関係も、本件事故当時には希薄となってしまっており、一審原告２９

は、一人自宅に籠もることが多い生活となってしまっている。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告２９に対し、合計４２８６万９５０２円（慰謝料８５２万円を含

む。）を支払っているところ、自宅土地につき既払金を超える損害を認めた原審の判断は誤り

であり、また、次の１、２に照らし、慰謝料も含め、既払金を超える損害はないというべきで

ある。

　１　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され平穏な生活を取り戻していること

　一審原告２９（ａｇ町出身）は、高校卒業後、約３０年間を神奈川県で生活し、離婚後は単

身で子育てを終えた後、平成１８年から、大学進学の決まった長男をａｈ市の県営住宅に残

し、ａｇ町の実家（居住制限区域）に転居し、本件事故時は、同実家（一審原告２９所有）に

おいて、単身で生活していた。一審原告２９は、本件事故を受け、平成２３年３月２０日、

元々長男と居住していたａｈ市の上記県営住宅に戻り、同年４月、長男が就職のため長崎県へ

転居した後は、上記県営住宅において単身で生活を続けている。

　これによれば、一審原告２９においては、長年住み慣れたａｈ市において、本件事故の５年

前まで暮らしていた従前の県営住宅に戻ったにすぎず、これをもって避難ということは疑義が

ある上、かかる従前の県営住宅における生活を通じて、一審原告２９の精神的苦痛は、ごく短

期間のうちに軽減・解消されたものというべきである。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告２９の平成２３年３月から平成２６年２月までにおける就労不能

損害の名目で４６９万３６９８円を支払っているところ、一審原告２９は、平成２４年１２月

から株式会社●●●に就職し、少なくとも合計１５１万３２１８円の収入を得ており、同額に

ついては、実損害額を超える支払となっているから、他の費目（慰謝料等）に弁済として充当

されるべきである。

第２８　一審原告３１ら（一審原告３１－１、同３１－２）について

（一審原告３１らの主張）

　原審は、一審原告３１－１には、ふるさと喪失慰謝料１３００万円（居住制限区域、５年以

上）、避難慰謝料２０００円を認め、同３１－２には、同人が本件事故時ａｈ市内に居住して

大学に通学していたとしてふるさと喪失慰謝料を認めなかったが、次のとおり、同人について

は、誤りであり、同３１－１については、慰謝料額が不十分である。

　１　一審原告３１－２につき慰謝料が認められるべきであること

　一審原告３１－２は、本件事故時、ａｈ市に居住し同市内の大学に通っていたものの、ａｒ
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町の実家において同人の部屋も変わらずに残っており、ａｒ町内に存在する合計１０筆の土地

やこれらの土地上の合計６筆の建物を同３１－１らと共同相続し、将来的に実家のあるａｒ町

に戻って兄弟とともに、不動産賃貸事業、シェアハウス事業の運営を引き継ぐことを考えてい

た。このことからすれば、同３１－２は、ａｒ町内においても生活の基盤が存在していたとい

うべきであり、同町における、平穏生活権ないし居住、移転の自由の侵害を観念することが合

理的かつ相当であるから、同人につき慰謝料が認められるべきである。

　２　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　一審原告３１－１は、平成２３年３月１２日、ａｒ町からの指示を受けて、着の身着のまま

で、放射線の高い地域であるａｓに所在する小学校へ避難させられるとともに、自宅の飼犬２

匹を放置させられ、さらには、ａｈ市の避難先でも「ａｍ」ナンバーであったために自動車に

いたずらをされ、狭小な住環境下でのストレスにより家族関係が悪化し、長男が長期の避難生

活により生きる力を失い縊死するに至るなど、精神的苦痛を被った。これらによれば、同３１

－１につき、ふるさと喪失慰謝料とは別途、避難生活に係る慰謝料が認められるべきである。

　３　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、形式的に避難指示等の区域割により賠償額の区別をしており不合

理である。すなわち、一審原告３１－１の生活歴や生活圏等は、その生活状況等に照らし、居

住地であったａｒ町にとどまらず、同人が生まれ育った地であって、その事業経営に係る賃貸

不動産の一部も所在していたａｌ町などを含め、より広範な地域であったとみるべきである。

そうすると、一審原告３１－１がその生活基盤を喪失した実態は、帰還困難区域からの避難者

の場合と変わらないというべきであるから、同区域と同額の慰謝料額が認められるべきであ

る。

　４　一審被告東電の主張について

　（１）　一審被告東電は、一審原告３１－１の世帯に対し、慰謝料を含む約３億円を支払っ

ているとして、これら一連の支払が、一審原告３１－１の本件事故による精神的苦痛を緩和し

たなどと主張するが、失当である。

　すなわち、上記支払は飽くまで一審被告東電が本件事故により一審原告３１－１に与えた経

済的損失を賠償するものに過ぎず、賠償金の性質上、同人の精神的苦痛を緩和するものとはな

らない。

　（２）　一審被告東電は、一審原告３１－１が平成２９年１０月にａｈ市で購入した住居で

の生活を開始して避難生活を終了した旨主張するが、失当である。

　すなわち、一審原告３１－１は、長期間にわたり、ａｒ町に帰還できない状態を余儀なくさ

れ、避難指示が解除されても、放射性物質の影響、ａｒ町の帰還率の低さ、管理できないまま

放置された不動産の現状等から、ａｒ町において不動産賃貸事業を再開することは難しく、見

通しは立たないと考えたものである。そして、帰還できない以上は、避難先における生活を安

定させる必要があることから、ａｈ市に現在の住居を取得したにすぎず、これにより避難生活

が終了したとみることは不合理である。

（一審被告東電の主張）

　１　一審原告３１－２について

　一審原告３１－２は、本件事故時、ａｈ市で一人暮らしをしながら大学に通学していたもの

であり（甲個３１の１・５頁、甲個３１の４）、避難等対象区域に居住していた事実はなく、

避難行動や避難生活を強いられた事実もないから、慰謝料が発生しないとした原審の判断は、

相当である。

　２　一審原告３１－１について

　（１）　一審原告３１－１は、本件事故後、ａｈ市内で複数の居住用物件を購入し、繰り返

し転居しているところ、平成２９年１０月、ａｈ市の戸建て住宅を購入して転居し、現在に
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至っており、遅くとも同月には、避難生活を終了したとみることができる。

　（２）　一審原告３１－１は、令和元年１２月、一審被告東電から、上記（１）の物件の住

居確保費用として７９２万９９３５円の支払を受けているところ、同支払は、財物損害の額を

超えて新規の資産取得のための費用に係るものであるから、実損害額を超える支払であるとい

え、他の損害項目に弁済として充当されるべきである。

　（３）　一審原告３１－１は、令和２年１０月、一審被告東電から、更に別の物件の住居確

保費用として８８５万９７１２円の支払を受けているところ、同人は同物件に居住しておら

ず、前記（１）の物件を取得してから３年後の新居の取得であって本件事故との相当因果関係

もなく、上記支払は、実損害額を超える支払であるといえ、他の損害項目に弁済として充当さ

れるべきである。

　（４）　一審原告３１らは、直接請求等を通じ、合計３億０４９３万６２２４円の支払を受

けているところ、これら一連の支払は、一審原告３１－１の本件事故による精神的苦痛を緩和

し、同人が平穏な生活を取り戻す一助となったといえる。

　（５）　一審原告３１－１は、長男の●●●について指摘するが、その詳細な経緯は不明で

あり、本件事故との因果関係は認められない。

第２９　一審原告３３ら（一審原告３３－１、同３３－２）について

（一審原告３３らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告３３らについて、自己決定権侵害慰謝料（一審原告３３－１（母）につき

６０万円、同３３－２（長男）につき１００万円）を認めたが、次のような避難生活の実情に

照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告３３－１は、地域で開業医をしていた父の下で育ち、地元に密着して充

実した日々を送っていたところ、福島第一原発での水素爆発を知り、被ばくを恐れて、着の身

着のままでタクシーに飛び乗り、同３３－２を連れて避難を余儀なくされ、避難先である神奈

川県の７畳のワンルームマンションという狭小な環境の下、母と反抗期の息子とでの生活を強

いられた。そして、同３３－１は、福島県での親しい人間関係も失い、神奈川県でも、同３３

－２の同級生の保護者から「避難者ばかりずるい。」などと心無い発言をされ、精神的・身体

的負担や経済的負担による心労が積み重なり、ストレスにより過呼吸発作、帯状疱疹等を発症

し、また、同３３－２も、ａｔ市の中学校で避難者であることから嫌がらせやいじめを受ける

など数々の悔しい思いをし、自宅を売却した際、勉強机や本棚等が乱雑に処分されるのを見て

大泣きし無気力状態に陥るなどしたものであって、これら自体が、一審原告３３らの避難生活

の過酷さを示すものである。

　２　原審の認定した慰謝料額は不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、ｂｐ市内で測定した際の放射線量の高さや、ＡＤＲの提示に係る

和解案の額の低さ、一審原告３３らが、被ばくを恐れた母子の自然な判断や行動がＡＤＲの手

続で理解してもらえないと感じたこと等から孤独感や被差別感を受けて、精神的苦痛を被って

いることに照らせば、低額にすぎるものであって、一審被告東電の既払金で慰謝されるもので

はない。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告３３らに対し、避難慰謝料名目で、合計８４万円（一審原告３３

－１につき１２万円、同３３－２につき７２万円）を支払っており、これを超える慰謝料が発

生するとは認められない。

　すなわち、一審原告３３らが被ったと主張する自主的な避難に伴う苦痛や不便は、上記既払

金により十分補填されているというべきであり、また、一審原告３３らが神奈川県での生活を

続けているのは、一審原告３３－２が神奈川県の中学校、高校に進学し、関東圏の大学への進
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学を希望していること、福島の自宅等を既に売却していること、複数の親族が首都圏に居住し

ていることなどを踏まえた一審原告３３らの判断の結果であるといえ、上記苦痛や不便をもっ

て本件事故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない。

　また、一審原告３３らは、同３３－１が同３３－２の同級生の保護者から「避難者ばかりず

るい。」との心無い発言をされ、同３３－２が中学生のとき嫌がらせやいじめを受けるなどし

ていた旨主張するが、これらは、当該言動を行った第三者が責任を負うべきものであり、本件

事故との相当因果関係が認められるものではない。

第３０　一審原告３４について

（一審原告３４の主張）

　１　原審の認定した住所に誤りはないこと

　（１）　本件事故当時、一審原告３４の生活の本拠は飽くまでａｆ市ｂｄ区所在の自宅にあ

り、この点に関する原審の認定を変更すべき理由はない。

　すなわち、一審原告３４は、●●●以降、ａｆ市ｂｄ区●●●所在の自宅において、夫及び

夫の両親と共に居住してきた（甲個３４の２・住民票）。そして、平成●●年には、ａｆ市ｂ

ｅ区●●●に学習塾●●●を開設し（甲個３４の３・証明書）、ｂｄ区の自宅から通って稼働

するようになった。

　ところで、一審原告３４の経営する学習塾では、受験期や学期末が近くなると、夜遅くの授

業等終了後、そのまま学習塾の１階で寝泊まりすることもあったが、学習塾には、洗濯機など

も置いておらず、同所はあくまで一時的に寝泊まりする場所にすぎず、例えば洗濯物はｂｄ区

の自宅に持ち帰って洗濯していたほか、家具や衣類等についても基本的にはｂｄ区の自宅に置

いてあり（甲個３４の８、９）、学習塾の１階には寝泊まりに必要な限度で衣類等を持ち込む

にとどまっていた。

　そして、本件事故が発生した平成２３年３月１１日当時も、学習塾の生徒達にとって受験期

から卒業・学年末を迎える時期であったため、一審原告は学習塾に寝泊まりすることが多く

なっており、その中で本件事故に遭遇したものである。

　（２）　一審被告東電は、被害概況申出書（乙個３４の１）、仮払補償金請求書（乙個３４

の２）、一審原告３４との架電内容、陳述書（甲個３４の１）を取り上げるなどして、原審の

住所の認定は誤っている旨主張する。

　しかし、被害概況申出書（乙個３４の１）については、一審原告３４は、本件事故によって

学習塾の経営に関して被害が発生したことから、その被害について申し出るため、「業種・職

業」欄に「自営業（学習塾）」と、「被害にあわれたご住所」欄に学習塾の所在するｂｅ区●

●●の住所を記載した上で、学習塾に係る財産的損害について申し出たものにすぎない。ま

た、仮払補償金請求書（乙個３４の２）についても、繁忙期における一審原告３４の生活状況

を踏まえ、本件事故当時は繁忙期にあり同人が学習塾に寝泊まりすることも多く、そのような

中で、本件事故発生時も同人が学習塾で被災したことから、ａｆ市ｂｄ区の住所に「非居住」

である旨の丸印を付けたものにすぎない。

　また、一審被告東電は、一審原告３４との架電内容も根拠として挙げるが、同人には、架電

内容等に関する記憶は残っていないし、仮にｂｅ区●●●が住所である旨を述べた架電内容で

あったとしても、それは、避難生活によって、夫（及びその両親）とも別々の生活を余儀なく

されている当時の状況を表現したものであったと考えられる。さらに、一審原告の陳述書（甲

個３４の１）には、本件事故前の自宅における生活についても必要かつ十分な範囲で具体的に

記述されているから（３～４頁等）、この点に関する一審被告東電の主張も失当である。

　２　原審の認定した慰謝料額は不十分であること

　一審原告３４に生じた精神的損害は、次のとおり甚大であり、原審の認容額は、不十分であ

る。
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　すなわち、一審原告３４は、過酷な避難生活により、その精神状態は現在も思わしくなく、

平成２８年４月、主治医からは、中等度うつ病エピソードとの診断を受け、通院治療の継続を

余儀なくされている状態にある（甲個３４の４）。そして、ａｆ市ｂｄ区の一審原告３４の自

宅周辺で帰還している家族は全体の半分以下であることなどから、やむなく令和元年１月まで

に、上記自宅を取り壊してｂｅ区内に転居するに至り、その生活の本拠も失われてしまったと

ころである。

　なお、一審原告３４は、ａｆ市ｂｄ区に居住していたものの、その生活圏は、帰還困難区域

や居住制限区域と重なっていたことに照らせば、これらの区域の避難者と同程度の慰謝料の額

が認められるべきである。

（一審被告東電の主張）

　１　原審の認定した住所は誤りであること

　原審は、一審原告３４は、本件事故の際、ａｆ市ｂｄ区内の自宅（夫の実家。避難指示解除

準備区域）において夫及びその両親と共に生活していたとして、ふるさと喪失慰謝料１２００

万円を認めたが、次の諸点に照らせば、同人は、実際には、ａｆ市ｂｅ区●●●（緊急時避難

準備区域）に居住していたことが明らかであるから、原審の認定する上記慰謝料額は、前提を

誤っている。

　すなわち、一審原告３４が本件事故後に提出した被害概況申出書（乙個３４の１）には、福

島県ａｆ市ｂｅ区●●●（緊急時避難準備区域）の住所が記載され、同住所に所在する塾の建

物の利用目的は、居住用とされ（乙個３４の１２）、同人のクレジットカードの返済口座の金

融機関も、ａｆ市ｂｅ区所在の支店のものであったのに対し（乙個３４の１３）、同人の夫が

提出した仮払補償金請求書（乙個３４の２）には、一審原告３４がａｆ市ｂｄ区の自宅に「非

居住」であったと記載されていた。また、同人は、平成２３年５月１３日の一審被告東電に対

する架電（乙個３４の１４）において、●●●自らは●●●年前（平成●●年）よりａｆ市ｂ

ｅ区●●●に自宅兼職場（学習塾、甲個３４の３）を構え、●●●と申し出ていた。さらに、

一審原告３４の陳述書（甲個３４の１）をみても、本件事故時におけるａｆ市ｂｄ区における

生活状況の具体的な記述に乏しく、本件事故発生時の状況に関する記述も、ａｆ市ｂｅ区での

出来事に限られている。

　２　慰謝料額について

　一審被告東電は、直接請求手続においては、一審原告３４の住民票上の住所がａｆ市ｂｄ区

であったという形式的な理由により、同人に対し、８５２万円の慰謝料その他を支払ったもの

であるが、上記のとおり、同人は、実際には、ａｆ市ｂｅ区●●●に居住していたものであ

り、また、一審原告３４がａｈ市での生活を継続せざるを得ない客観的事情も見当たらないこ

とからすれば、その精神的苦痛は、飽くまで平成２３年９月３０日までの期間についてその自

宅が緊急時避難準備区域に指定されたことに起因して生じ得る日常生活阻害の程度に応じて、

適切に算定される額を超えるものではない。すなわち、一審原告３４の自宅所在地において

は、避難指示は出されておらず、本件事故後の放射線量も避難指示区域よりはるかに低く、平

穏な生活を送る利益の侵害の程度もはるかに小さかったものである以上、一審被告東電の上記

支払は、全て実損害額を超える支払となっているというべきである。

第３１　一審原告３５ら（一審原告３５－１～同３５－５）について

（一審原告３５らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　一審原告３５らについては、原審は、居住制限区域（５年以上）からの避難に当たるとし

て、ふるさと喪失慰謝料各１３００万円を認めたが、次のような避難生活の実情に照らせば、

本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告３５らは、消防団の詰所での滞在を経て、平成２３年４月２５日からｂ
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ｓ市の市営住宅（３ＤＫ）に入居したが、ａｒ町の自宅と比べ、物理的・空間的に極めて窮屈

かつ不自由な生活を余儀なくされた上、ａｒ町で従事していた仕事先を退職することを余儀な

くされ、又は就業先、進学先の選択を狭められるなど、キャリア形成に当たって大きなマイナ

スの影響を受けた。

　まず、一審原告３５－１（夫）は、ＡＤＲや訴訟対応のため、福島での仕事を辞め、神奈川

県でも正社員を諦め契約社員となることを余儀なくされるなど、キャリア上の大きな葛藤に長

期間悩まされ、うつ病となって診療内科等に通院し、平成２５年１０月から平成２７年４月ま

では仕事も外出もできない状態となり、平成２６年１０月には身体表現性疼痛障害及び軽うつ

状態と診断された。また、一審原告３５－２（妻）は、持病の関係で１～２箇月に１回程度の

通院をしていたが、仕事を辞めて神奈川県に避難し、慣れない病院への通院を余儀なくされ、

同３５－１のうつ病等のため仕事をする余裕もなく、相談できる友人もいない生活であった。

さらに、一審原告３５－３（長女）は、福島県で仕事をする希望があり神奈川県で正社員とし

ての就職に踏み切れず、同３５－４（長男）も福島県で仕事をするか神奈川県で仕事をするか

の葛藤があり、同３５－５（二女）も、全く友人・知人のいないａｈ市の高校に進学すること

を余儀なくされた。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審は、一審原告３５らにつき居住制限区域からの避難であるとして慰謝料を算定するが、

本件事故前における一審原告３５らの生活状況等からすれば、帰還困難区域からの避難と同様

に評価すべきである。

　すなわち、一審原告３５らの自宅は居住制限区域に属していたが、最寄りの帰還困難区域ま

では１キロメートル（徒歩２０分未満）の距離にあり、同人らは、そのような地に居住し、豊

かな自然の中、ａｒ町の地域社会で充実した生活を送ってきた。しかし、本件事故によって、

同人らが生活の礎としてきたこのような地域社会は壊滅し、平成２９年３月３１日に居住制限

区域に関する避難指示が解除された後も、そのような地域社会が元に戻ってはいないものであ

る。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告３５らに対し、合計１億５３６２万００８５円（慰謝料各８５０

万円を含む。）を支払っているところ、次の１、２に照らし、慰謝料も含め、既払金を超える

損害はないというべきである。

　１　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され平穏な生活を取り戻していること

　一審原告３５らは、平成２３年３月２０日以降、一審原告３５－１にとっての出身地であ

り、親戚や友人・知人も多く、人脈もある神奈川県ｂｓ市において、親戚が用意した消防団の

詰所で生活し、また、同年４月２５日以降はｂｓ市内の市営住宅で生活しており（甲個３５の

１・５～６頁）、このような地縁のある神奈川県内での生活を通じ、その後の時の経過によっ

て、その精神的苦痛も徐々に緩和され、軽減したと考えられる。

　２　新居の取得や就職に伴う独立によって、避難生活を終了していること

　一審原告３５－５は、平成２８年４月から就職に伴ってｂｔ市で生活しており（甲個３５の

１・３、７頁）、この頃に避難生活を終了している。また、一審原告３５－１ないし同３５－

４は、平成２９年８月、福島県ａｍ市内に新居を取得しており（乙個３５の１０）、この頃ま

でには避難生活を終了している。

　３　実損害額を超える支払がされていること

　（１）　一審被告東電は、一審原告３５らに対して、上記の新居購入につき、住居確保費用

の名目で３５９７万４４９９円を支払っているところ、かかる支払は財物損害の額を超えて新

規の資産取得費用を填補するものであり、その全額が実損害額を超える支払であるから、他の

損害項目に弁済として充当すべきである。
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　（２）　一審被告東電は、その他も、賃料や家財損害等の名目で十分な支払をしており、そ

の中には、実損害額を超える支払となっているものが含まれている。

第３２　一審原告３６ら（一審原告３６－１～同３６－３）について

（一審原告３６らの主張）

　１　一審原告３６－１の平成２４年３月の転居は避難に当たること

　原審は、一審原告３６ら（福島県ｂａ市に居住）について、一審原告３６－１の避難の事実

は認められないとした上で、それを前提として自己決定権侵害慰謝料３０万円のみを認めてい

るが、誤りである。

　確かに、本件事故後、一審原告３６－１（母）はｂａ市から転居しておらず、同３６－２

（長女）、同３６－３（二女）がａｔ市の親戚宅に避難したものであるが、その後両名は、平

成２３年４月、ｂａ市の自宅に戻り、同３６－１の夫を含め、親子４人での生活に戻った。そ

して、一審原告３６－１は、同月下旬頃から、本件事故による被ばくから逃れるため、ｂａ市

から転居することを考え始めたが、その夫が、勤務先が廃業したことにより失業したこと、同

３６－１も、勤務先のａｈ営業所に直ちに欠員がない状況であったこと、同３６－２、同３６

－３の避難先での進学先（大学、高校）を決める必要があったことなどのため、すぐには転居

できなかった。しかし、一審原告３６－１は、同３６－２の甲状腺に嚢胞が見つかったことな

どから、放射線の影響による子供の健康に不安を抱き、転居の準備を加速させ、同３６－２、

同３６－３が大学、高校にそれぞれ進学する時期（平成２４年３月）に、神奈川県への転居を

実行したものである。

　このような経過をみれば、一審原告３６－１の上記転居は、本件事故による避難に当たるも

のである。

　２　避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきであり、認容額も不十分であること

　原審は、一審原告３６らについて、自己決定権侵害慰謝料として、３０万円（同３６－１

（母））、各１００万円（同３６－２（長女）、同３６－３（二女））を認めたが、次のよう

な避難生活の実情に照らせば、別途、本件事故による避難生活に係る慰謝料が認められるべき

である上、上記慰謝料の認容額も不十分である。

　まず、一審原告３６らは、同３６－２、同３６－３の被ばくによる健康被害のため、ｂａ市

の自宅に戻りたくても戻れない状況にある。すなわち、一審原告３６－２は、平成２７年３月

の検査でＡ２（嚢胞の数は２個以上）とされ、同３６－３も、同年４月の検査でＡ２（嚢胞の

数は２個以上）とされたところ、これらは、同３６－２、同３６－３が自宅にいたときに放射

線に晒された影響であると考えざるを得ず、同３６らは、強度の不安や恐怖を感じている。ｂ

ａ市の自宅は、玄関の回りだけ除染がされたが、放射線量の髙い屋根や雨樋、ウッドデッキは

除染がされずそのままになっており、ｂａ市の自宅付近では現在も放射線量の高いホットス

ポットが存在している。

　また、一審原告３６－１の夫は、高齢の母の存在等から転居に賛成せず、母子のみで転居し

た。そのため、避難生活において、●●●が生じ、同３６－１は、夫の経済的援助を受けられ

ず、同３６－１の就業により生活しつつ子供達の教育費も捻出しており、多大な経済的負担を

負うとともに先行きに強い不安を感じ、ストレスから不眠や胃痛に悩まされている。さらに、

一審原告３６－２は、避難直後、精神的なストレスから体調を崩し、同３６－３は、仲の良

かった友人との関係が絶たれ、避難生活の中、精神的に不安定となり、心身に影響が出てい

る。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告３６らに対し、合計４８３万７５６０円を支払っているところ、

一審原告３６らが指摘する各事情は、次の１ないし３のとおり、既払金において十分考慮され

ているか、又は、それ自体が慰謝料の発生を基礎付けるものとはいえない事情である。
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　１　子供の健康への影響に対する不安について

　一審原告３６－１は、子供である同３６－２及び同３６－３の健康を不安視して避難を継続

している旨主張し、同３６－１の陳述書（甲個３６の１、３６の４）には、同３６－２及び同

３６－３の放射線被ばくについて不安を抱いていた旨の記載がある。

　しかし、一審原告３６－１は、正当な理由がないまま、当審の本人尋問期日に出頭しなかっ

たため、一審被告東電は当該記載部分について反対尋問ができておらず、また、同３６－２の

ブログの記載（乙個３６の１～２０）に照らしても、当該記載部分は信用することができな

い。

　また、一審被告東電による支払は、飽くまで親である一審原告３６－１の不安や経済的負担

を正面から評価したものであり、別途、子供達（同３６－２、同３６－３）の健康への影響に

対する漠然とした不安を考慮して親固有の慰謝料を肯定し得るものではない。さらに、一審被

告東電の上記支払は、中間指針追補の定める包括慰謝料の支払であり又はそれを包含するもの

であって、世帯内の不安や経済的負担を補填する趣旨で支払われているものである。

　これに加えて、ｂａ市の平成２４年４月１日の空間放射線量は、０．３８μＳＶ／時であ

り、健康への影響が何ら考えられない状況になっていたこと、一審原告３６－１の夫は、ｂａ

市の自宅に暮らしながら仕事をしており、妻である同３６－１も東京で働いている中で、貯金

を切り崩しているという同３６－１の陳述については、客観的裏付けを欠いていること（な

お、仮にそのような状況にあるとしても、それは夫の勤務先が廃業して失職し、再就職の結

果、給料が大幅に減少したことによる。甲個３６の１・５頁）にも鑑みれば、同３６－１が主

張する上記不安等は、既払金により十分補填されているというべきである。

　２　自主的な避難に伴う苦痛や不便について

　一審原告３６らは、避難に伴う不便や苦痛を被った旨主張するが、自主的避難等対象区域の

住民による避難は、避難による不安の解消と避難に伴う苦痛や不便をあらかじめ比較検討して

避難の当否を決定することができ、避難後の帰還も自由であって、実際にも、一審原告３６ら

は、そのような比較検討を経て、一審原告３６－１の夫を自宅に残して母子が避難する選択を

し、避難後も上記自宅と行き来していたことなどからすれば、その実情としては一般にみられ

る通常の転居やそれに伴う生活の変化と大差がなく、通常生ずべき損害は、一審被告東電の既

払金により十分補填されているといえる。その上で、一審原告３６らが神奈川県での生活を続

けているのは、子供達が順調に進学や就職をしていること、神奈川県内での生活が落ち着いた

こと（甲個３６－１・８頁）など、家庭内の事情や生活状況をも踏まえた判断の結果であり、

たとえそれが苦痛や不便を伴うと仮定しても、本件事故により通常生ずべき損害に当たるとは

解し得ない。

　３　一審原告３６－２、同３６－３の甲状腺検査の結果について

　一審原告３６らは、同３６－２、同３６－３の甲状腺検査で嚢胞が発見され成長しているこ

とについての懸念を述べる。

　しかし、嚢胞はがん化するものではなく、健康な人にも見つかることの多い良性のものであ

り、成長に伴って甲状腺検査における判定が変わることもあるのであって、これらについては

甲状腺検査の結果に関するパンフレットを通じて広く周知されている。そうすると、上記甲状

腺検査の結果をもって、一審原告３６－２、同３６－３が放射線作用により健康被害を被った

とか、将来その恐れがある程度に被ばくしたとは認められず、同３６－１が抱いている上記の

懸念は、身体的被害の発生に対する漠然とした抽象的な危惧感にとどまり、法律上保護される

利益の侵害と評価されるものではないから、上記の点をもって、慰謝料の発生が基礎付けられ

るものとはいえない。

第３３　一審原告３７ら（一審原告３７－１～同３７－３）について

（一審原告３７らの主張）
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　原審は、一審原告３７らについて、ふるさと喪失慰謝料として各１３００万円、避難慰謝料

として各４０００円を認めたが、いずれも不十分である。

　１　避難生活に係る慰謝料が不十分であること

　次の事情に照らせば、原審の認めた避難生活に係る慰謝料は、不十分である。

　一審原告３７－１（父）及び同３７－２（長女）は、本件事故発生後、十分な情報も得られ

ないまま、●●●同３７－２の長男（一審原告３７－３。当時３歳）と共に、約４箇月間、各

地のホテル、親族宅、避難所、民間アパート、テラスハウスを転々とする避難生活を強いら

れ、●●●が悪化し、平成２３年７月、神奈川県の借上住宅に転居した後も、多大な精神的ス

トレスが継続した。

　すなわち、一審原告３７－１は、避難生活によって持病の●●●を悪化させ、避難生活での

ストレス、無力感等から●●●のため入院治療を余儀なくされ、平成２４年６月には、●●●

などした。また、同３７－２は、避難先での生活環境、精神的ストレス、一時帰宅作業等か

ら、既往症である●●●を悪化させるとともに、継続する避難生活の中で、同３７－３に関す

る対応を日々迫られ、●●●に苦しんだ。さらに、一審原告３７－３は、本件事故による避難

生活が長引く中、●●●を生じ、また周囲の十分な理解や協力、●●●を長らく受けられない

まま、●●●を受ける機会が著しく遅れることとなった。

　２　ふるさと喪失慰謝料が不十分であること

　一審原告３７らは、ａｒ町というふるさと及びそこでの平穏な生活や生活の支えとなる人的

コミュニティ等を失い、上記１のとおり、避難先での環境の激変による身体的負荷、先の見え

ない避難生活の長期化による精神的ストレスにより、健康・●●●面に多大な影響を受けたも

のであって、これに照らせば、原審の認めたふるさと喪失慰謝料は、不十分である。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告３７らに対し、合計６３１３万１３１８円（慰謝料各１３００万

４０００円を含む。）を支払っているところ、次の１、２に照らし、慰謝料も含め、既払金を

超える損害はないというべきである。

　１　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平成２８年３月から福島県において生活し、平穏

な生活を取り戻していること

　一審原告３７らは、その避難生活上の苦痛が徐々に軽減され、平成２８年３月から福島県に

おいて生活するようになったものであって、同月から平穏な生活を取り戻していたものといえ

る。

　すなわち、一審原告３７－２及び同３７－３は、平成２３年７月、神奈川県●●●市内の借

上住宅での生活を始め、同３７－１も、同年９月から合流した（甲個３７の１、３７の２）。

その後、一審原告３７らは、平成２８年３月、●●●市の復興支援住宅に転居し（甲個３７の

５４、３７の５５）、福島県において生活するようになった。そして、令和２年３月、一審原

告３７－２の●●●に伴い、同３７－１はａｒ町の町営住宅で、同３７－２、同３７－３は、

福島県●●●で生活している（甲個３７の５４、３７の５５）。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、次のとおり、一審原告３７らに対し、実損害額を超える支払をしているか

ら、他の費目に対する弁済として充当すべきである。

　すなわち、まず、一審被告東電は、一審原告３７－１に対し、●●●に係る生命・身体的損

害として合計６０００円を支払っているが（乙共４９４、５２０）、上記●●●が本件事故に

起因するものかは明らかでなく（乙個３７の１）、上記支払は、実損害額を超える支払となっ

ている可能性がある。

　また、一審被告東電は、一審原告３７－２に対し、就労不能損害として、平成２２年におけ

る収入が平均月額９万３４７５円であることを前提に、平成２３年３月１１日から平成２６年
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１２月３１日までの期間につき、４２０万６３７５円を支払っているが（乙共４９４、５２

０）、上記期間における同人の就労状況は明らかでなく、上記支払は、実損害額を超える支払

となっている可能性がある。

第３４　一審原告３８について

（一審原告３８の主張）

　原審は、一審原告３８について、自己決定権侵害慰謝料として３０万円を認めたが、次の事

情に照らせば、同人は、自己決定権侵害にとどまらない生活基盤の破壊や変容を受け、避難生

活における精神的苦痛を受けており、その額では不十分である。

　すなわち、一審原告３８は、ａｎ市の自宅付近の放射線量が高い数値を示したことから、生

命・身体の安全を確保するため、平成２４年１月、ｂｓ市への転居を余儀なくされたものであ

り、これは、避難指示がされた区域からの避難と何ら違いはない。また、一審原告３８は、本

件事故により、平成２３年５月、勤務先の風評被害による売上減少が原因で失職し、その後

も、転職を繰り返す中で、体調不良、●●●に陥り、また、長男及び三男に、●●●本件事故

に起因する、将来の生活や健康に関する不安を増大させられた。さらに、一審原告３８は、本

件事故による避難により、自然と共生する生活や、長年交際してきた友人らとの関係を失い、

避難をしなかった父や妹とも溝が生じ、自主避難者とされることからの苦しみを負うことを余

儀なくされた。

　一審原告３８は、福島県外での生活を続けているが、福島県に戻ったからといって、元の状

態に戻るものではなく、同人が避難後の家庭内の事情や生活状況を踏まえて福島県外での生活

を続けていることをもって、本件事故との間の相当因果関係が否定されることにはならない。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告３８に対し、合計●●●を支払っているところ、次に照らし、同

人について、慰謝料の発生が基礎付けられる事情はなく、既払金を超える損害はないというべ

きである。

　すなわち、一審原告３８は、本件事故以降も、ａｎ市に滞在し、本件事故前と同じ勤務先で

の仕事を再開したが、平成２３年５月、勤務先を解雇され、その後の就職活動に時間がかか

り、ｂｓ市での就職が決まったため、平成２４年１月、単身で、ｂｓ市に転居するに至ったも

のであって、このような経緯や避難時期を踏まえると、上記転居が、本件事故を原因とするも

のとは認められない。その上で、一審原告３８が、福島県外での生活を続けているのは、●●

●家庭内の事情や生活状況等を踏まえた判断の結果であるといえ、上記の生活の継続が、本件

事故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない。

第３５　一審原告３９ら（承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２、承継前一審原告３９

－３）について

　承継前一審原告３９－１、同３９－３については、いずれも、原審の口頭弁論終結後に死亡

し、一審原告３９－２が、承継前一審原告３９－１、同３９－３を相続したため、本件に係る

両者の訴訟関係を承継する手続をした。そのため、一審原告３９－２のみが当審における当事

者となっているが、以下、同人のみを指すときであっても、「一審原告３９ら」という場合が

あるほか、承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２、承継前一審原告３９－３を併せて

「一審原告３９ら」という場合がある。

（一審原告３９らの主張）

　原審は、一審原告３９らについて、避難指示解除準備区域（５年以上）からの避難に当たる

ことを理由に、ふるさと喪失慰謝料として各１２００万円及び避難慰謝料として承継前一審原

告３９－１（夫）及び一審原告３９－２（妻）につき各２万６０００円、承継前一審原告３９

－３（長女）につき１万円を認めたが、次の１、２に照らし、いずれも不十分である。

　１　避難生活に係る慰謝料の額が不十分であること
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　次のとおり、承継前一審原告３９－１（本件事故時７７歳）及び一審原告３９－２（本件事

故時７０歳）において、長期間にわたり過酷な避難生活を強いられ、心身の状態が悪化し、承

継前一審原告３９－３において、精神的に不安定な状態での避難生活を強いられたことなどに

照らせば、原審が認めた避難生活に係る上記慰謝料の額は不十分である。

　すなわち、承継前一審原告３９－１は、平成２７年９月、骨髄性異形症候群等にり患し、平

成２９年１月１４日からは、急性骨髄性白血病により入院生活を余儀なくされ、医師から、本

件事故による被ばくの影響を否定できないとの説明を受け、平成３０年１２月３日、死亡する

に至った。また、一審原告３９－２は、本件事故による避難後、胃腸の状態が悪化し、不眠症

状にも悩まされ、週に１回の頻度で精神科に通院して治療を受けることを余儀なくされた。さ

らに、承継前一審原告３９－３は、本件事故後、ａｆ市の小学校の避難所に避難し、●●●そ

の被った精神的苦痛は計り知れないものであった。

　２　ふるさと喪失慰謝料の額が不十分であること

　次のとおりの事情に照らせば、原審が認めたふるさと喪失慰謝料の額は不十分である。

　すなわち、一審原告３９らは、出生から避難までのほぼ全ての期間において、ａｆ市で、学

業をし、親戚や知人・友人との交流をし、仕事をし（承継前一審原告３９－１、一審原告３９

－２は織物業を、承継前一審原告３９－３は新聞配達をしていた。）、退職後は余暇を過ごす

などしてきたものであり、その期間は、避難開始時において、承継前一審原告３９－１につい

ては７７年間、一審原告３９－２については７０年間、承継前一審原告３９－３については３

８年間にも及ぶものであるところ、本件事故により、これまでに築いてきた人生、生活や人的

つながりの一切を失ったものであり、一審原告３９らが被った精神的苦痛は筆舌に尽くしがた

いものである。

　そして、承継前一審原告３９－１は、きのこ採りという楽しみ（甲個３９の１・８頁）も失

い帰郷することが叶わないまま死亡し、一審原告３９－２は、夫と共に再びａｆ市で穏やかな

生活を過ごすことも叶わなくなり深い喪失感及び絶望感を味わうこととなり、承継前一審原告

３９－３は、●●●に至ったものである。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告３９らに対し、合計２億０５９２万８２２１円（慰謝料に関し、

承継前一審原告３９－１（夫）につき９３２万５０００円、一審原告３９－２（妻）につき９

１３万円、承継前一審原告３９－３（長女）につき９７８万円を含む。これらは、要介護、介

護に係る慰謝料として増額されている。）を支払っているところ、次の１、２に照らし、既払

金を超える損害はないというべきである。

　１　早期に生活基盤を回復し、平成２９年１１月には避難を終了していること

　承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２は、ａｆ市内の小学校や、ｂｐ市内の高等学校

の避難所を経て、平成２３年４月２日にはａｔ市内の市営住宅に入居し、以後は同所で４年近

く居住しており、生活基盤を回復している。

　また、承継前一審原告３９－３も、一旦両親と別れて東京都の友人宅に避難した後、上記市

営住宅に両親と共に入居した。

　その後、承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２は、平成２７年５月、二男の居住する

ａｈ市に転居し、平成２９年１１月、同市ａｑ区に自宅を新築して入居することにより、避難

を終了したものである。

　また、承継前一審原告３９－３は、ａｈ市に転居せずにａｔ市の市営住宅で生活を続けてい

たが、それは、●●●、既に成人している同人の判断によるものであるから、上記事情をもっ

て、避難生活が継続していることにはならない。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　承継前一審原告３９－１は、一審被告東電から、住居確保費用として合計８２０６万１８２
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４円の支払を受けているが、これは、上記のａｈ市ａｑ区の自宅のほかに、マンション●●●

の取得分も含まれており、実損害額を超える支払となっているものであるから、その支払分は

他の費目に弁済として充当されるべきである。

　３　その他

　承継前一審原告３９－１は、平成２０年１２月頃に遭った交通事故のため、以前ほどは出歩

かなくなったとしており（甲個３９の１・３～４頁）、本件事故により、ａｆ市に居住してい

た際に楽しんでいたキノコ採りや自然の中での散歩ができなくなったという陳述（甲個３９の

１・８頁）は採用し難い。さらに、同３９－１は、本件事故以前は、近隣住民との交流を楽し

んでいたとするが、具体的にどのような交流があったのかについては明らかでない。

第３６　一審原告４０ら（一審原告４０－１、承継前一審原告４０－２、一審原告４０－３～

同４０－７）について

　承継前一審原告４０－２については、原審の口頭弁論終結前に死亡したため、原審におい

て、一審原告４０－１、同４０－７が、それぞれ２分の１の割合で相続し、本件に係る承継前

一審原告４０－２の訴訟関係を承継する手続をした。そのため、原審及び当審において、当事

者は、一審原告４０－１、同４０－３～同４０－７であるが、以下、これらの一審原告らを

「一審原告４０ら」という場合があるほか、一審原告４０－１、承継前一審原告４０－２、一

審原告４０－３～同４０－７を併せて「一審原告４０ら」という場合がある。

（一審原告４０らの主張）

　原審は、一審原告４０らに係る慰謝料について、承継前一審原告４０－２（祖母）につきａ

ｒ町の自宅（居住制限区域、５年以上）からの避難であるとして、ふるさと喪失慰謝料１３０

０万円及び避難慰謝料８０００円を、一審原告４０－１（母）、同４０－５（二女）につきａ

ｆ市ｂｅ区（緊急時避難準備区域）からの避難であるとして自己決定権侵害慰謝料各２５０万

円を（一審原告４０－１については加えて避難慰謝料８０００円を）、一審原告４０－３（長

男）につきａｆ市ｂｅ区（緊急時避難準備区域）からの避難であるが本件事故当時の滞在状況

を考慮するとして自己決定権侵害慰謝料１２５万円をそれぞれ認めたが、いずれも不十分であ

る。また、原審は、その余の一審原告４０らにつき慰謝料が認められないとするが、失当であ

る。

　１　承継前一審原告４０－２について

　承継前一審原告４０－２は、障害等級１級の身体障害者（心臓弁膜症）であり（甲個４０の

１０）、本件事故により、ａｒ町の自宅から東京都ｃａ区に避難した後は、狭い居室で強いス

トレスに晒されるなど過酷な避難生活を強いられ、上記疾病のため家族の手助けがなければ外

出することもできず、福島県に戻れないことについて非常に悔しがったまま、平成２７年５月

１８日、死亡するに至ったものであって、その慰謝料額が増額されるべきであるし、また、Ａ

ＤＲを通じて支払われた慰謝料増額分９９万円については、既払額として控除すべきではな

い。

　２　一審原告４０－４について

　原審は、一審原告４０－４（同４０－１の夫）の慰謝料請求に理由がないとするが、失当で

ある。すなわち、同４０－４は、本件事故当時、ｃｂ町で単身赴任中であったものの、帰省先

（ａｆ市ｂｅ区ないしａｒ町）に対して、平穏生活権に係る利益を享受する基盤を有していた

から、損害の発生を否定する理由はない。また、同人は、平成２４年３月までの単身赴任期間

が終われば、一審原告４０－１とａｒ町の家で一緒に暮らす予定であったから、同月以降につ

いては、同人は、ａｒ町から避難していたと評価すべきである。

　３　一審原告４０－５について

　原審は、一審原告４０－５（長女）がａｆ市ｂｅ区（一審原告４０－１の●●●住宅）に居

住していた旨説示する。しかし、同人は、本件事故当時、採用内定を得た●●●病院への就職
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に向け、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅からａｒ町の家に荷物を移動させており、平成２３年８月

から、ａｒ町の家に転居することになっていたから、同月以降については、ａｒ町から避難し

ていたと評価すべきである。

　４　一審原告４０－６について

　原審は、一審原告４０－６（二女）の慰謝料請求に理由がないとするが、失当である。すな

わち、一審原告４０－６（二女）は、本件事故当時、学業のために一時的に福島を離れていた

が、生活の基盤はａｒ町又はａｆ市ｂｅ区にあり、平成２４年４月からは、●●●高校の●●

●教師として勤務し、ａｒ町の家から通勤する予定であったから、同月以降については、ａｒ

町から避難していたと評価すべきである。

　５　一審原告４０－１、４０－３について

　一審原告４０－１（母）、同４０－３（長男）は、本件事故当時、ａｆ市ｂｅ区の●●●住

宅に居住していたが、同住宅は、一審原告４０－４が●●●を退職すれば退去することになる

一時的な住まいであり、同人らは、遅くとも平成２３年８月には、ａｒ町の家に住むことに

なっていたから、同月以降は、同人らは、ａｒ町から避難していたと評価すべきである。

　また、一審原告４０－３は、本件事故により、同４０－１と同じ住居から避難を余儀なくさ

れたというべきで、自己決定権侵害慰謝料を原則的な額の２分の１とした原審の判断は不当で

ある。また、同４０－３は、東京都ｃａ区の狭い居室で強いストレスに晒されるなど過酷な避

難生活を強いられ、平成２６年４月、●●●にり患していると診断され（甲個４０の１１）、

浪人後に合格して通学していた大学も退学を余儀なくされたものであるから、これらは、同人

に対する慰謝料の増額事由として考慮されるべきである。

（一審被告東電の主張）

　１　実損害額を超える支払をしていること

　（１）　一審被告東電は、一審原告４０らに対し、合計７５５０万２７５４円（平成２４年

８月まで１８箇月分の避難慰謝料各１８０万円のほか、一審原告４０－１につき同４０－２を

介護していたこと等による慰謝料増額分２４９万円を含む。）を支払っており、既払金を超え

る慰謝料が発生するとは認められず、また、仮に発生する分があるしても、次のとおり、実損

害額を超える支払となっている分があるから、同支払分を、他の費目に弁済として充当すべき

である。

　（２）　上記（１）の支払額には、一審原告４０－５に対する２２６万６７５６円及び一審

原告４０－６に対する２１７万２０００円が含まれるが、これらはいずれも住民票上の住所地

がａｆ市ｂｅ区にあるという形式的な理由によって支払われたものであるところ、後記のとお

り、実際の住所地ではなかったのであるから、上記支払は、全て実損害額を超えるものとなっ

ている。

　（３）　一審被告東電は、一審原告４０－１に対し、ＡＤＲを通じ、新規資産の取得費用で

ある住居確保費用を含む不動産賠償の名目で、１０６７万３１４５円を支払っているほか、同

４０－１～４０－３に対し、本件事故と因果関係のない疾病に係る名目の支払をしており、こ

れらは全て、実損害額を超える支払となっている。

　（４）　一審被告東電は、一審原告４０－５に対し、本件事故との関係について同人自身も

「関係わからない」（乙個４０の６）と申告している歯科治療の通院実費３万円を含め、合計

２２６万６７５６円を支払っているところ（乙共４９４、５２０・６２～６４頁）、当該支払

について、実損害額を超える損害となっている。

　（５）　一審被告東電は、一審原告４０－６に対し、本件事故との因果関係が不明な通院実

費５０００円を含め、合計２１７万２０００円を支払っているところ（乙共４９４、５２０・

６２～６４頁）、当該支払について、実損害額を超える損害となっている。

　２　日常生活の阻害について
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　（１）　一審原告４０－３は、本件事故時、県外の大学に進学する予定であったから、本件

事故に係る避難による日常生活阻害の程度は小さい。

　（２）　一審原告４０－４は、本件事故時、ｃｂ町で単身赴任していたから、本件事故に係

る避難により日常生活を阻害されたとみることはできない。

　（３）　原審は、一審原告４０－５は、本件事故時、ａｆ市ｂｅ区内の緊急時避難準備区域

に居住していたとして、自己決定権侵害慰謝料２５０万円を認めているが、住民票上の住所地

がａｆ市ｂｅ区であったにすぎない。そして、同人は、実際には、東京都ｃｃ市において居住

していたものであるから（乙個４０の５、甲個４０の１７・１５頁。ａｆ市ｂｅ区の自宅に

「非居住」とされている。）、本件事故に係る避難により日常生活を阻害されたとみることは

できない。

　（４）　一審原告４０－６は、本件事故時、住民票上の住所地はａｆ市ｂｅ区であったもの

の、神奈川県ａｔ市において居住していた（乙個４０の５、甲個４０の１・６頁、甲個４０の

１７・１頁）。この点、一審原告４０－６は、本件事故時、一時的に、福島県ｃｄ市ｃｅの友

人宅におり、平成２３年３月１３日から同月２６日まで同４０－４の単身赴任先に滞在した

が、その後、ａｔ市での生活を再開した（甲個４０の１・８頁）。したがって、同４０－６が

本件事故に係る避難により日常生活を阻害されたと認めることはできない。

　３　平穏な生活を取り戻していること

　次に照らせば、原審が慰謝料を認めた一審原告４０－１（母）、承継前一審原告４０－２に

ついても、避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平穏な生活を取り戻しているといえる。

　すなわち、一審原告４０－１、承継前一審原告４０－２は、一審原告４０－３（長男）、同

４０－５（長女）と共に、平成２３年４月９日、東京都ｃａ区（以下略）の賃貸住宅に入居

し、同４０－５（長女）は、平成２４年１２月、結婚してｃｆ市に転居している（甲個４０の

１３）。そして、一審原告４０－１（母）、同４０－４（父）は、平成２７年７月、同４０－

３（長男）、同４０－６（二女）と共に、東京都ｃａ区に自宅を購入して転居している（乙個

４０の７、同４０の８、同４０の１２）。

第３７　一審原告４１ら（一審原告４１－１～同４１－５）について

（一審原告４１らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告４１らについて、自己決定権侵害慰謝料（一審原告４１－１（父）、同４

１－２（母）につき各６０万円、同４１－３（長男）、同４１－４（長女）、同４１－５（二

女）につき各１００万円）を認めたが、次のような避難生活の実情に照らし、本件事故による

避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告４１らは、本件事故後、同４１－１の母の居宅（神奈川県ｃｇ市）に避

難し、一度ｃｄ市に戻った後、神奈川県ｃｈ市に転居したが、ｃｈ市の居宅は劣悪な生活環境

であり、その後も引越しを繰り返さざるを得ず、また、何ら邪魔にならない駐車を警察に通報

されるなど嫌がらせを受けるなどし、いつ福島に安心して帰れるかも分からない先行きへの不

安を抱えながら避難生活を送らざるを得ず、さらに、同４１－３（長男）が避難当初いじめを

受け、強い精神的ストレスのため不登校が増えるなど、子供への悪影響も大きかった。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、次の諸点に照らせば、低額にすぎるものであって、一審被告東電

の既払金で慰謝されるものではない。すなわち、一審原告４１らにおいては、本件事故のた

め、福島に居住する一審原告４１－２の親族との関係にひびが入り、同４１－１、同４１－２

は失職し、豊かな自然環境に囲まれた生活や地域のコミュニティを失い、本件事故に係る被ば

くによる健康不安を抱えることを余儀なくされている。

（一審被告東電の主張）
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　一審被告東電は、一審原告４１らに対し、包括慰謝料等として合計２４７万４１００円を支

払ったことに加え、一審原告４１－１の経営する会社の営業損害等として６０６万５０５３円

を支払っており、一審原告４１らに、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。

　すなわち、一審原告４１らが被ったと主張する自主的な避難に伴う苦痛や不便は、上記既払

金により十分補填されているというべきであり、また、同人らが神奈川県での生活を続けてい

るのは、同４１－１が神奈川県で再就職したことや、同４１－３～４１－５が進学しているこ

と（甲個４１の１・１２頁）などを踏まえた一審原告４１らの判断の結果であるといえ、上記

苦痛や不便をもって本件事故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない。

　また、一審原告４１らは、同４１－３～同４１－５の健康不安の懸念について主張するが、

同人らが、本件事故による放射線により健康被害を被ったとも、将来その恐れがある程度の被

ばくをしたとも認められず、同４１らが主張する上記懸念は、身体的被害の発生に対する漠然

とした抽象的な危惧感にとどまり、法律上保護される利益の侵害と評価されるものとはいえな

い。

第３８　一審原告４２について

（一審原告４２の主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告４２（本件事故時６６歳）について、自己決定権侵害慰謝料として３０万

円を認めたが、次のような避難生活の実情に照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が

別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告４２は、本件事故後である平成２４年１月、ａｎ市の自宅から神奈川県

ｃｉ市のアパートに避難し、同所で単身での避難生活を送っていたが、狭く劣悪な環境であっ

たため、心身の健康を害し、狭心症、不安神経症等との診断を受けた。また、同人は、駐輪中

の自転車に嫌がらせを受けるなどし、孫娘のいじめの被害にも心を痛めていたばかりか、賃料

収入やパート収入が途絶えて年金のみの生活となり、貯蓄を切り崩すなど経済的に苦しい生活

を送った。さらに、同人は、平成２８年１１月から同市の長女宅に転居した後も、故郷である

ａｎ市への帰還の見込みはほぼ絶望的な状態であり、先行きの見通しが立たない不安を抱えな

がらの生活を余儀なくされている。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、次の諸点に照らせば、低きに失するものであって、一審被告東電

の既払金で慰謝されるものではない。すなわち、一審原告４２は、生まれ育った故郷であるａ

ｎ市で、実家近くに２階建てのアパート兼自宅を建て、賃料収入を得ながら、その一室で穏や

かに暮らし、また、ヘルパー３級の資格も取得してヘルパー業務のパート収入も得ており、こ

れらが生きがいであり生活の根幹を支える糧でもあったところ、本件事故により、これらをい

ずれも失い、自己決定権の侵害にとどまらず、故郷におけるその生活基盤が破壊され変容され

てしまったものである。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告４２に対し、慰謝料１２万円等を支払っているところ、次に照ら

し、同人について、慰謝料の発生が基礎付けられる事情はなく、既払金を超える損害はないと

いうべきである。

　すなわち、一審原告４２は、本件事故以降もａｎ市に滞在しており、その後、その経営する

アパートが全て空き室となったこと、自らが体調を崩したこと、神奈川県ｃｉ市に住む長女の

勧めがあったこと等を踏まえ、平成２４年１月に至り、単身でｃｉ市に転居するに至ったもの

であって、このような経緯や避難時期を踏まえると、世帯内に幼児等のいない同人の単身での

上記転居が、本件事故を原因とするものとは認められない。その上で、一審原告４２が、福島

県外での生活を続けているのは、平成２５年３月、ａｎ市の費用負担の下で、上記アパートを
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取り壊し、平成２８年１１月からは長女宅で生活し、当地で病院に通院し、平成２４年３月に

ａｎ市から神奈川県ｃｇ市に転居した二女の娘（一審原告４２の孫娘）の面倒を見ていたこと

など、家庭内の事情や生活状況等を踏まえた判断の結果であるといえ、上記の生活の継続が、

本件事故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない。さらに、一審原告４２は、心身の疾

病についても種々主張するが、個々の疾患と本件事故との事実的因果関係は明らかでなく、そ

の他の主張も含め、既払金を超える慰謝料の発生を基礎付けるものはない。

第３９　一審原告４３ら（一審原告４３－１～同４３－４）について

（一審原告４３らの主張）

　１　避難生活に係る慰謝料が認められるべきであること

　原審は、一審原告４３らについて、自己決定権侵害慰謝料として、同４３－１（父）、同４

３－２（母）につき各６０万円、同４３－３（長女、本件事故時４歳）、同４３－４（二女、

本件事故時２歳）につき各１００万円を認めたが、次のような避難生活の実情に照らし、本件

事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告４３らは、本件事故後、●●●から●●●に転居し、その後、同４３－

２～同４３－４においては、●●●の居宅、同４３－１の実家●●●、同４３－２の実家●●

●を行き来する生活を送ったが、同４３－２は子供（同４３－３、同４３－４）への放射線の

影響を考えて強い不安やストレスに晒され続け、また、４箇月の避難生活で同人らの推定外部

被ばく実効線量が公衆の年線量限度（１ｍＳＶ）を大きく上回るなどし、避難生活の中で、同

４３－３、同４３－４も精神的に不安定になった。そして、一審原告４３らは、同４３－１に

おいて、自らの生きがいであった●●●の仕事を辞め、家族と共に福島県外に避難することを

決断して、減収となる転職をした上、平成２３年９月、全く地縁のない●●●に転居し、平成

２７年１０月に●●●に転居するまで同市で生活した。●●●への避難後も、同４３－２は、

平成２３年８月に受けた手術後の経過観察のため、半年に１度程度、●●●の病院に通院する

ことを余儀なくされ、費用面、精神面で大きな負担となったほか、地縁のない土地で相談する

相手もなく、福島からの避難者として偏見の目で見られること、先行きの見通しがつかないこ

とに苦しい思いをしながら生活を続けざるを得なかった。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、次の諸点に照らせば、低額にすぎるものであって、一審被告東電

の既払金で慰謝されるものではない。すなわち、一審原告４３－１は、本件事故のため、●●

●の仕事を辞めることを余儀なくされ、福島県で生活を続けるライフプランを喪失させられ

た。また、同人の転職先は、全国規模の転勤が予定される職場であり、同人は福島県の高齢の

父母の面倒を見ることができなくなった。さらに、同４３－２は、結婚前には福島県で同居し

ており、同４３－３、同４３－４も懐いていた高齢の祖父とも離れて生活せざるを得ず、その

死亡を看取ることもできなかった。また、現在も、一審原告４３－１、同４３－２は、子供

（同４３－３、同４３－４）の被ばくの不安を考えると、故郷である福島県に戻ることは到底

考えられない状況である。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告４３らに対し、包括慰謝料等として合計３２２万１８４１円を支

払っており、一審原告４３らに、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。

　一審原告４３らは、子供の健康への影響に対する強い不安や、避難に伴い苦痛や不便を被っ

た旨を種々指摘するが、一審被告東電は、親である一審原告４３－１、同４３－２の不安や経

済的負担を正面から評価し、自主的な避難に伴う苦痛や不便に伴い通常生ずべき損害について

も十分考慮して上記支払をしたものであって、一審原告４３らが指摘する事項は、上記既払金

により十分補填されているというべきである。

第４０　一審原告４４ら（一審原告４４－１、同４４－２）について
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（一審原告４４らの主張）

　原審は、一審原告４４らについて、居住制限区域（５年以上。ａｇ町）からの避難に係るふ

るさと喪失慰謝料、避難慰謝料として、同４４－１（夫）、同４４－２（妻）につき各１３０

０万円、各８０００円を認めたが、次の諸点に照らし、いずれも不十分であり、避難生活に係

る慰謝料が別途認められるべきである。

　１　避難生活に係る慰謝料について

　一審原告４４らは、避難所の体育館で、プライバシーもなく殺伐とした雰囲気の中、精神的

に追い詰められ、手狭な東京都の長女宅やａｈ市の借上住宅では、不便で辛い生活を余儀なく

された。また、同人らは、通院先の病院で、避難者と分かると無料診療を非難するような言動

で対応され、さらに、一審原告４４－１は、●●●等の起業の夢を喪失し、無収入のまま貯金

を切り崩しながら将来の不安を抱えて暮らしている状況であり、先行きが見えず、心労が重

なっているものである。

　２　避難生活以外の精神的苦痛も甚大であること

　一審原告４４らの避難生活以外に係る精神的苦痛も甚大である。すなわち、一審原告４４－

１は、地元の大手企業を平成２２年１２月に退職し、平成２３年４月頃からの●●●、●●

●、●●●等の起業に向けて具体的な準備をしていたが、本件事故により、当該起業は不可能

になった。また、一審原告４４らは、福島県での生活の中で築いた友人、知人らとの人間関係

を失い、家庭菜園があり豊かな自然に囲まれた自宅での生活は不可能となった。そして、平成

２９年４月１日に避難指示が解除された後も、ａｇ町に帰還した人は１１８７人（居住率１

３．０％。令和２年１月時点）にとどまると報道されるなど、ａｇ町の復興や再生は現在も全

く実現されておらず、福島県での生活は喪失されたままであり現実的に帰還することはできな

い状況である。

（一審被告東電の主張）

　次の諸点に照らせば、一審原告４４らにおける損害は、一審被告東電の既払金（合計７２５

６万３４１９円）を超えるものではない。

　１　平成３０年２月の避難生活の終了

　一審原告４４らの避難先であるａｈ市は、同人らの元居住地であって、近隣（東京都ｃｊ

区）には長女も居住していた。同人らは、平成２３年３月１６日、長女宅に避難した後、同年

６月中旬、ａｈ市内の借上住宅に転居し、平成３０年２月からは、千葉県●●●に自宅を購入

して転居し、同年８月までの間に住宅リフォーム工事も実施している（甲個４４の１０・２

頁、乙個４４の１、同４４の２）。

　このような状況において、同人らは、徐々に平穏な生活を取り戻し、上記の●●●の自宅へ

の転居をもって、避難生活を終了したといえる。

　２　実損害額を超える支払

　一審被告東電は、一審原告４４らに対し、上記の千葉県●●●の自宅購入につき住居確保費

用の名目で９５２万４０８７円を支払っており、また、同４４－１に対し、診断書等の提出が

なく本件事故との因果関係が不明であるまま、ひざ痛との申告に基づき生命・身体的損害に対

する賠償との名目で７２０円を支払っているが、これらはいずれも実損害額を超える支払と

なっているから、その支払分は他の費目に弁済として充当されるべきである。

第４１　一審原告４５ら（一審原告４５－１～同４５－５）について

（一審原告４５らの主張）

　１　一審原告４５－３について

　原審は、一審原告４５－３（長男）の本件事故時の居住地（東京都）を理由に、その慰謝料

請求を棄却したが、失当である。すなわち、同人は、父である同４５－１の長男として、洋服

販売店を継ぐ予定であり、都内に居住していたのは、社会人経験を積むためにすぎないから、
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同４５－３には、本件事故によりふるさとで生活する利益を奪われたことによる慰謝料が認め

られるべきである。

　２　慰謝料の額等について

　原審は、一審原告４５らのうち、一審原告４５－１（夫）、同４５－２（妻）、同４５－４

（二男）、同４５－５（三男）について、帰還困難区域（ａｌ町）からの避難に係るふるさと

喪失慰謝料（各１５００万円）、避難慰謝料（各４０００円）を認めるなどの判断をしたが、

次の諸点に照らし、相当でない。

　すなわち、一審原告４５－１は、その父が開業し兄が経営する洋服販売業を手伝い、ａｒ店

の店長を任されており、一審原告４５ら家族は、本件事故がなければ、３人の子供（同４５－

３～同４５－５）が、将来いずれも当該洋服販売業に携わり、各人が切り盛りする支店を開店

するはずであったのに、本件事故により、そのような将来設計を変更することを余儀なくされ

た。また、一審原告４５らは、以前は盆暮れ等の際、必ず家族全員で集まっていたのに、現在

は、家族が集まる機会等もなく家族がバラバラになってしまった。さらに、一審原告４５－２

は、不眠や自律神経機能不全を理由として継続的な通院が必須とされているから、その慰謝料

額は通常より増額されるべきである（なお、ＡＤＲにおいても慰謝料６０万円の増額が認めら

れている。しかるに、原審は、これを通常の既払金と同様に扱い、通常の額である認定慰謝料

額から上記６０万円を含めて控除した結果、同人の慰謝料請求を棄却しており、不当であ

る。）。

（一審被告東電の主張）

　１　既払金を超える慰謝料の発生が認められないこと

　一審被告東電は、一審原告４５らに対し、合計１億６４８９万９９４５円（一審原告４５－

１の慰謝料１４５２万円、同４５－２の慰謝料１５１２万円、同４５－４の慰謝料１４５２万

円、同４５－５の慰謝料１４６８万円を含む。）を支払っているが、一審原告４５らの個別具

体的な事情を踏まえても、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。

　すなわち、一審原告４５－１、同４５－２、同４５－４、同４５－５は、避難所生活を経

て、平成２３年３月１３日からａｈ市ａｑ区にある同４５－１の兄宅に避難し、同年９月下旬

には４名で同区内のマンションでの生活を開始しており、その後の時の経過によってその精神

的苦痛は徐々に軽減したと考えられる。その後、同４５－１及び同４５－２は、平成２９年４

月、東京都ｃｋ区にマンションを購入して転居したことにより、避難生活を終了し、また、同

４５－５も、高校卒業後に就職するのを機にａｈ市で単身生活を開始したことにより、避難生

活を終了したものである。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告４５－１、同４５－２及び同４５－４に対し、本件事故との因果

関係が認め難いにもかかわらず（乙個４５の３９参照）、相当額の就労不能損害を支払ってい

るほか、同４５－１に対し、住居確保費用を支払っており、これらはいずれも実損害額を超え

る支払となっているから、その支払分は、他の費目に弁済として充当すべきである。

　３　一審原告４５らの主張について

　一審原告４５らは、同４５－３～同４５－５が、将来いずれも当該洋服販売業に携わり、各

人が切り盛りする支店を開店するはずであった旨主張し、同４５－１の陳述書（甲個４５の

１、４５の４）にはこれに沿う記載部分がある。

　しかし、上記陳述書の記載内容については、反対尋問を経ておらず、被害を一方的に強調す

る内容となっており、また、洋服販売業の経営が危機的な状況であり新たに出店する可能性は

なかったことを示す客観的な証拠（乙個４５の３５の１・３枚目、同３５の２・３枚目、乙個

４５の３６・〈11〉〈14〉頁、同３７・〈11〉〈14〉頁、同３８・〈11〉頁）に照らしても、

他の部分を含め、信用性がない。
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　なお、上記陳述書には、本件事故のため家族がバラバラになってしまった旨の記載もあるが

（甲個４５の４・３頁）、同４５－１、同４５－２がそうであったように、地方出身者が高校

卒業等を契機に東京などに転居して家族から独立することは一般に見受けられることであり、

本件事故に起因して別居を余儀なくされたとはいえない。

第４２　一審原告４６ら（一審原告４６－１、同４６－２）について

（一審原告４６らの主張）

　１　精神的損害について

　（１）　避難慰謝料について

　原審は、一審原告４６らについて、自己決定権侵害慰謝料として、同４６－１（母）につき

６０万円、同４６－２（長女）につき１００万円を認めたが、次のような避難生活の実情に照

らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきである。

　すなわち、一審原告４６らにおいては、一審原告４６－２が放射線の影響による不安と恐怖

にかられ体調を崩したことからこれを解消するため避難を余儀なくされたものであり、同人ら

は、その居住していたｂｐ市ｃｌの地域の人々との繋がりや助けを失い、避難当初はホテルや

マンスリーアパートでのその日暮らしのような生活を余儀なくされた。また、同４６－１は、

本件事故後、緑内障疑いと診断され、同４６－２は身体的な体調不良と精神的に耐えられない

状態が続き、先行きの健康不安や経済的不安を抱えたまま生活している。

　（２）　慰謝料額について

　また、次の諸点に照らせば、原審が認容した上記の慰謝料額は、不十分である。すなわち、

一審原告４６らの福島の居宅の周辺では、空き家が増えて過疎化し、インフラも元どおりに

なっておらず、治安も悪化しており、その生活基盤は破壊・変容された。また、一審原告４６

－１は、福島から転居しなかった親族との間で溝ができ、本件事故への理解のない職場からの

転職を余儀なくされ、同４６－２も、自分の意思とは関係なく眠くなる症状が出ており、就職

先の幼稚園を退職するに至っている。

　上記の事情に照らせば、一審原告４６らについては、その慰謝料額は通常より増額されるべ

きである（なお、ＡＤＲにおいても慰謝料２４万円の増額が認められている。しかるに、原審

は、通常の額である慰謝料額しか認定しておらず、不当である。）。

　２　財産的損害について

　（１）　不動産損害について

　原審は、一審原告４６らが主張する不動産損害について、その提出する証拠の評価をせず、

抽象的な切り分けで損害の発生を否定しているが、次の諸点に照らし、不当である。

　すなわち、まず、一審原告４６－１所有に係るｂｐ市ｃｌ（以下略）所在の自宅建物（二

棟。以下「一審原告４６建物」という。）の価値につき、本件事故前を基準とした平成２３年

度の固定資産税課税標準額は、合計３０８万５０６８円であった（甲個４６の８）。しかる

に、本件事故後、平成２４年度の固定資産の評価に関し、ｂｐ市資産税課は、「平成２４年度

の固定資産の評価について（お知らせ）」と題する書面を作成し、家屋の評価については「放

射性物質の影響による補正」（甲個４６の７・１枚目）、すなわち、当該家屋所在地であるｂ

ｐ市全域が「放射線量が原子力発電所事故前の自然放射線量水準に戻っていない地域」に当た

るから３割の減価補正を行うものとした（甲個４６の７・２枚目）。そして、その結果、一審

原告４６建物に係る平成２４年度の課税標準額は、合計１６７万９６６７円となり（甲個４６

の９・２枚目）、平成２６年度においても、同額の状態にとどまり（甲個４６の１０・２枚

目）、平成２７年度の納税通知書にも、評価額について「原子力災害による影響を加味して算

出しています」と記載されていた（甲個４６の１１・４枚目）。

　これらによれば、ｂｐ市も認めているとおり、本件事故により放出された放射性物質の影響

により、一審原告４６建物に係る合計１４０万５４０１円もの価格下落（平成２３年度と平成

79/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



２６年度の固定資産税評価額の比較による）が生じたというべきであるから、一審原告４６ら

が主張する不動産損害が認められるべきである。

　（２）　就労不能損害について

　原審は、一審原告４６らのように、避難指示等対象区域外からの避難者については、本件事

故後１年間に限って、減収分を就労不能損害として認めるとする。

　しかし、避難指示区域内外で避難者を区別することは不合理であり、一審原告４６－１の就

労不能損害は、その主張する額（平成２２年の収入と比較した、平成２３年から平成２５年ま

での３年間の合計１６１万６５４４円の減収分）について、全て賠償されなければならない。

　なお、一審被告東電の既払金は期間ごとの支払である以上、期間ごとに分けて弁済として充

当した原審の充当計算は適切である。

（一審被告東電の主張）

　１　精神的損害について

　一審被告東電は、一審原告４６らに対し、包括慰謝料等として合計２７１万０３９２円を支

払っているところ、次の諸点に照らし、同人らについて、これを超える慰謝料が発生するとは

認められない。

　すなわち、一審原告４６らは、平成２３年９月のａｈ市への転居に関し、一審原告４６－２

（長女）の健康への影響に対する不安や、避難に伴う苦痛や不便について指摘するが、これら

は、少なくとも上記既払金において十分考慮されている。その上で、一審原告４６らが、福島

県外での生活を続けているのは、ａｈ市への上記転居後、同４６－１が神奈川県内で勤務し

（甲個４６の６・３頁）、また、同４６－２がｃｈ市にあるｃｍ高校に転校し、新しい環境に

馴染んで勉学を再開し、短大への進学を経て神奈川県内で就職したこと（甲個４６の１・８

頁、１１頁）など、家庭内の事情や生活状況等を踏まえた判断の結果であるといえ、上記の生

活の継続が、本件事故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない。さらに、一審原告４６

らは、同４６－１の緑内障の疑い、同４６－２の精神的な症状等について主張するが、これら

と本件事故との間で因果関係が存するとは認められない。

　２　財産的損害について

　また、一審原告４６らは、財産的損害として、同４６－１の不動産損害（価値下落分）及び

就労不能損害についても主張する。

　しかし、まず、不動産損害については、避難指示区域を除く地域に所在する不動産について

は、そもそも本件事故に伴って不動産の管理不能が生じたという事実自体が認められないか

ら、上記損害の発生を否定した原審の判断は相当である。

　また、就労不能損害については、自主的避難等対象区域からの転居は同４６－１が自ら選択

した結果にすぎず、本件事故との間に相当因果関係はなく、仮にこれを措いても、一審被告東

電は、法的に認められることがあり得る期間の損害を賠償済みである。この点、原審は、本件

事故後１年間（平成２３年４月から平成２４年３月まで）を対象に４１万２２７６円の就労不

能損害が認められるとした上、一審被告東電が平成２４年１２月までの就労不能損害の名目で

支払った５９万７７９２円のうち３７万３６２０円を弁済額と認めたが、就労不能損害との費

目の弁済であるにもかかわらず、期間に応じて細分化し既払金額の一部のみを弁済として充当

する原審の上記判断は誤りである。

第４３　一審原告４７ら（一審原告４７－２、同４７－３）について

（一審原告４７らの主張）

　原審は、一審原告４７らに対し、居住制限区域（ａｇ町、５年以上）からの避難に係るふる

さと喪失慰謝料各１３００万円（居住制限区域、５年以上）、避難慰謝料各４０００円を認め

たが、次のとおり、不十分である。

　１　避難慰謝料について
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　一審原告４７ら（母と長女（高校２年生））は、本件事故後、劣悪な環境下にある避難所で

の滞在を強いられ、また、同４７－２はホテルの仕事からの退職を、同４７－３は転校手続を

採ることを余儀なくされた。また、同人らは、平成２３年４月からは、ｂｓ市のアパートで同

４７－２の夫とともに避難生活を送ったが、福島の自宅と比べ、狭小で劣悪な住環境であり、

また、飼犬である大型犬２頭が近所迷惑にならないよう気疲れの連続であった。さらに、同４

７－２は避難者の立場で新しい環境に入っていく難しさから、パート勤務でも気苦労が絶え

ず、また、同４７－３は高校３年生という時期に自分専用の部屋もなく、転校先の高校でも避

難について色々と聞かれ疎外感を感じざるを得なかった。また、一審原告４７らは、放射線量

が高くインフラ整備も進まないａｇ町への帰還の目途が全く立たない中、先行きへの不安を抱

きながら生活を続け、平成２７年５月にｂｓ市に自宅を購入して転居せざるを得なかった。

　これらによれば、一審原告４７らにつき、原審の認定した避難慰謝料は低額にすぎ、ふるさ

と喪失慰謝料とは別途、相当額の避難慰謝料が認められるべきである。

　２　原審の認定した慰謝料額が不十分であること

　原審が認めた慰謝料額は、一審原告４７らが居住制限区域に居住することを前提とするが、

次の諸点に照らせば、同人らの被った精神的苦痛に関しては、帰還困難区域からの避難と同様

の慰謝料額が認められるべきである。

　すなわち、同人らのａｇ町の自宅は、道路を一本挟めばすぐに帰還困難区域となるような、

同区域と至近の位置にある。そして、同人らは、帰還困難区域の友人、知人と行き来してお

り、付近の区域は生活圏として一体であって、町役場や桜並木を帰還困難区域にしないとの見

地から区域の線引きがされたにすぎず（甲個４７の１０の１～３）、ＡＤＲでも、一審原告４

７－２は、ａｇ町の自宅について、帰還困難区域に準じた賠償金の支払を受けている。さら

に、同人らは、平成２７年５月、やむを得ずｂｓ市に自宅を購入して転居したが、近所の目を

気にしつつ避難者であることを秘匿しながらの生活となっており、ａｇ町に帰還したいと思っ

ても、ダムや水の放射線汚染の問題は何ら解決されず、また、ａｇ町の自宅の固定資産税も課

税され続けるだけとなる不利益を被っている。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告４７らに対し、一審原告４７－２の夫に対するものを含めて合計

９０３５万０４０９円（一審原告４７ら及び上記夫３名の各慰謝料８５２万円を含む。）を支

払っているところ、次の諸点に照らせば、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。

　１　避難生活上の苦痛は徐々に軽減され平穏な生活を取り戻していること

　一審原告４７らは、平成２３年４月頃、一審原告４７－２の居住歴があったｂｓ市内のア

パートに家族で転居し、同年１０月に同市内の別のアパートへの転居を経て、平成２７年５

月、同市内に購入した自宅に転居した（甲個４７の１・９頁、乙個４７の２、乙個４７の３、

乙個４７の４・２～３頁）。

　一審原告４７らは、これらの生活の中で、その避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平穏な

生活を取り戻していたというべきである。

　２　実損害額を超える支払をしていること

　一審被告東電は、一審原告４７－２の夫に対し、住居確保費用を含む不動産賠償金（１３８

２万３４３５円）を支払っているほか（乙共４９４、５２０・７５頁）、一審原告４７－２に

対し、同人に係る就労不能損害（合計３０７万５７９５円）及び生命・身体的損害（５万７８

００円）に対する賠償金を支払っているところ（乙共４９４、５２０・７４頁）、これらの支

払は、いずれも実損害額を超える支払となっているから、他の費目や、同一世帯の他の者への

弁済として充当すべきである。

第４４　一審原告４８ら（一審原告４８－１～同４８－４）について

（一審原告４８らの主張）
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　原審は、一審原告４８－１（母）、同４８－２（長女）及び同４８－３（二女）に対し、ａ

ｆ市●●●の緊急時避難準備区域から避難したとして、自己決定権侵害慰謝料各２５０万円を

認め、同４８－４（父）に対し、●●●内の居住制限区域（５年以上）の単身赴任先から避難

したとして、ふるさと喪失慰謝料１０００万円を認めたが、次のとおり、いずれも不十分であ

る。

　１　避難慰謝料について

　（１）　一審原告４８－１～同４８－３は、本件事故後、神奈川県に避難したが、同４８－

４は●●●への勤務を続けるため本件事故後も福島県で単身赴任をしており、同４８－１～同

４８－３は、同４８－４と離れて避難生活を送っていた。そのような中で、同４８－３が避難

先の中学校でいじめを受け、登校を拒否するようになり、同４８－１は、同４８－４に簡単に

は頼ることができずにその対応に奔走せざるを得ず、このことにより同４８－１～同４８－３

は家族で精神的苦痛を被った。一審被告東電も、同人らに対し、上記事情を考慮して１箇月当

たり各１１万円（３１箇月分、３４１万円）の支払をした。

　これらによれば、同４８－１～同４８－３に対しては、自己決定権侵害慰謝料とは別途に、

上記の点について評価した避難慰謝料が認められるべきである。

　（２）　一審原告４８－４は、本件事故後も、仕事への責任感から、●●●の介護施設で勤

務を続けることとし、そのために、●●●の実家からａｆ市●●●の自宅（緊急時避難準備区

域）に生活の本拠を移すことを余儀なくされ、週に５日、●●●への通勤を続けるという生活

を送っていたものであり、放射線の影響に対する生活上の不安は決して小さくはなかったもの

であって、これらの事情について評価した避難慰謝料が認められるべきである。

　２　慰謝料の額について

　（１）　一審原告４８－２、同４８－３は、本件事故により、それぞれ、中学３年生、中学

１年生という自己形成にとって重要な時期に本件事故による避難を強いられた結果、福島での

友人関係等を失っているものである。このことに照らせば、原審が認めた上記慰謝料の額は、

相当でない。

　（２）　一審原告４８－４は、●●●出身であり、本件事故が発生するまで、高校・大学の

時期を除いて４０年以上にわたり●●●に生活の本拠があり、●●●近辺に住む年配者のため

に同村所在の●●●で稼働してきたものである。このことに照らせば、原審が、他の●●●居

住者と差をつけて認めた上記慰謝料の額は、相当でない。

（一審被告東電の主張）

　１　一審原告４８－１～同４８－３は、避難先において徐々に平穏な生活を回復したこと

　一審原告４８－１～同４８－３のａｆ市●●●の自宅は、避難指示の対象となってはいな

かったものの、本件事故後、同人らは、●●●にある夫の実家に避難した。その後、同人ら

は、埼玉県や神奈川県ｂｊ市への避難を経て、平成２３年４月から、同県ｃｎ市で生活してお

り、その中で、同４８－１は就労し、同４８－２及び同４８－３は落ち着いた学生生活を送っ

ていた（甲個４８の１・７頁）。

　これらによれば、同人らは、避難先において徐々に平穏な生活を回復したものと考えられ

る。

　２　一審原告４８－４の本件事故後の生活は一般的な避難生活と異なること

　一審原告４８－４は、本件事故当時、●●●の●●●で管理職として勤務していたところ、

通勤の便宜のため平日は●●●の実家で過ごし、休日等は他の一審原告４８らが居住するａｆ

市の自宅で過ごしていた。

　そうすると、一審原告４８－４が、平成２３年６月以降、ａｆ市の自宅に転居して生活して

いるからといって、避難生活をしているものと評価することはできず、少なくとも、一般的な

避難者のような自宅以外の場所での滞在を余儀なくされた避難生活と同等に評価することはで
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きない。

　３　一審被告東電の支払について

　一審被告東電は、一審原告４８らに対し、合計２７１６万８６４２円を支払っているが、こ

の中には、同４８－４が●●●を生活の本拠としていたことを前提とする慰謝料８５０万円が

含まれており、その全てが実損害額を超える支払となっているから、その支払分は、他の費目

等に弁済として充当すべきである。

　また、一審被告東電は、一審原告４８－１～同４８－３に対する各精神的損害に対する賠償

金として、中間指針第二次追補が示している平成２４年８月を超えて、平成２５年９月までの

期間を対象に、家族別離等の個別事情を勘案の上で、各３４１万円を支払っており、上記既払

金を超える慰謝料が発生するとは認められない。

　さらに、一審被告東電は、一審原告４８－１に対し、因果関係が不明なまま生命・身体的損

害に対する賠償金として３万９８００円を支払っており、実損害額を超える支払をしている。

第４５　一審原告４９ら（一審原告４９－１～同４９－５）について

（一審原告４９らの主張）

　原審は、一審原告４９らについて、自己決定権侵害慰謝料として、同４９－１（父）、同４

９－２（母）につき各６０万円、同４９－３～同４９－５につき各１００万円を認めたが、次

の諸点に照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきであるし、ま

た、慰謝料額としても不十分である。

　すなわち、一審原告４９－１及び同４９－２は、同４９－２の実家が経営する部品製造会社

で稼働しており、将来は同社を引き継ぐことが期待されていたが、本件事故による風評被害の

ため、同社の業績は悪化し、同人らは、ｂｌ市での避難生活を余儀なくされることによって、

ａｍ市での安定した経済的基盤や、同社を引き継ぐという将来設計を失うこととなった。ま

た、同４９－３（本件事故時１１歳）、同４９－４（本件事故時５歳）、同４９－５（本件事

故時２歳）は、引越しや転校、周囲の無理解が精神的に大きな負担となり、登校拒否や夜尿等

の症状が出るなど、温かく充実した子供時代を失った。さらに、一審原告４９らにおいては、

放射線による子供（同４９－３～同４９－５）の健康への影響に対する不安も残ったままであ

り、ａｍ市に帰還することも不可能である。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告４９らに対し、世帯内の不安や経済的負担を補填する趣旨で合計

２４０万円を支払っており、これを超える慰謝料が発生するとは認められない。

　この点、一審原告４９らは、子供（同４９－３～同４９－５）の健康への影響に対する不安

や経済的基盤の喪失について指摘するが、ａｍ市ｃｏの放射線量は、平成２３年６月１９日に

は毎時０．１８～０．１９μＳＶとなり、長期的な目標である追加被ばく線量年間１ｍＳＶ

（毎時０．２３μＳＶ）を下回り（乙共３２２）、小さな子供を含めて健康への影響がない旨

の報道が度々されていたこと、一審原告４９－１は、平成２３年３月から平成２５年２月まで

従前の会社で勤務を継続しており、自らの判断で転職したものであることなどに鑑み、少なく

とも、一審原告４９らの上記不安等は、上記既払金によって十分補填されているというべきで

ある。

　また、一審原告４９らは、ｂｌ市での避難生活では親族や知人がほとんどおらず、引越しや

転校のため同４９－３～同４９－５が精神的に不安定な状態になったなど種々指摘するが、一

審原告４９らは、避難後、いつでもａｍ市の自宅に帰ることができたのであり、一審原告４９

らが福島県外での生活を続けているのは、同４９－３～同４９～５が神奈川県内の学校に通学

し、新しい環境にも慣れ、同県に親族も居住しているなど、家庭内の事情や生活状況等を踏ま

えた判断の結果であるといえ、上記の生活の継続が、本件事故により通常生ずべき損害に当た

るとはいえない。
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第４６　一審原告５０ら（一審原告５０－１～同５０－３）について

（一審原告５０らの主張）

　原審は、一審原告５０らについて、自己決定権侵害慰謝料として、同５０－１（母）につき

６０万円、同５０－２（二男）、同５０－３（三男）につき各１００万円を認めたが、次の諸

点に照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきであるし、また、慰

謝料額としても不十分である。

　すなわち、一審原告５０－１は、子供（同５０－２、同５０－３）の健康を考えて、子供と

共にやむを得ず神奈川県に避難したものの、本件事故後も生活のため夫と共に福島にある●●

●の経営を続け、神奈川県と福島の二重生活を続けざるを得なかった。しかるに、上記●●●

では放射線による影響で土地のものを出すことができなくなり、先行きの生活について不安を

抱かざるを得ず、また、避難について、上記●●●の客や知人からいわれのない誹謗中傷を受

け、交友関係も失った。また、同５０－３も、級友からいじめを受け、同５０－１に打ち明け

るなど、精神的に傷付いた。

（一審被告東電の主張）

　一審原告５０らが主張する事情は、既払金（合計１５６万円）において十分考慮されている

か、それ自体が慰謝料の発生を基礎付けるものとはいえない事情であり、一審原告５０らにお

いて、既払金を超える慰謝料が発生するとは認められない。

　すなわち、一審原告５０らは、神奈川県における避難先（ホームステイ先や借上住宅）で生

活するための事前準備を十分な時間をかけて行っており、また、避難後も、一審原告５０－１

は、自身が経営する●●●を手伝うため、避難先と●●●の自宅を自由に行き来し、同５０－

１及び同５０－３においては、平成２５年４月から約２年間、●●●の人手不足のため、●●

●の自宅に帰還し、同５０－２においては、引き続き神奈川県で生活をするなど、自己の判断

に基づき、自主的避難の形態や帰還について柔軟に決定している。加えて、同５０－２及び同

５０－３は、避難先においても、野球やテニススクールを継続するなど、神奈川県での生活に

馴染んでいる状況がうかがえる。

　このような状況に照らせば、一審原告５０らが、自ら選択した神奈川県内への転居や同県で

の生活によって大きな苦痛を被ったとは評価し得ず、同人らが同県での生活を続けたのは、同

５０－２、同５０－３が同県における生活に慣れ、同５０－２が就職を機に東京都ｃｐ区に転

居したことなど、家庭内の事情や生活状況をも踏まえた判断の結果と考えられ、一審原告５０

らにつき、本件事故により、既払金を超えて、通常生ずべき損害が発生したとは解し得ない。

第４７　一審原告５１ら（一審原告５１－１～同５１－４）について

（一審原告５１らの主張）

　原審は、一審原告５１らについて、ａｆ市（ｃｑ区）避難要請地点からの避難に係るふるさ

と喪失慰謝料として、同５１－１（父）、同５１－２（母）、同５１－３（長男）、同５１－

４（二男）につき各１５０万円を認めたが、次の諸点に照らし、本件事故による避難生活に係

る慰謝料が別途認められるべきであるし、また、慰謝料額としても不十分である。

　すなわち、原審が、形式的に避難指示等の区域割により賠償額の区別をしたことは不合理で

あり、一審原告５１らの地域コミュニティの範囲は、その生活圏等からして、居住地であるａ

ｆ市ｃｑ区に限られない。また、一審原告５１らは、避難先の同５１－１のａｈの実家での生

活で、同５１－２の母や愛犬と別離し、同５１－１、同５１－２が経営していた会社の営業活

動の再開も不可能となり、同５１－３、同５１－４についても、放射線による健康被害への不

安を払拭できず、高校受験を控えていた同５１－３も進路を変更し、神奈川県の学校への転校

を余儀なくされているなど、その家族の関係や仕事・学校の関係等に影響を被った。

（一審被告東電の主張）

　１　一審原告５１らにふるさと喪失慰謝料は認められないこと
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　原審は、一審原告５１らにつき、各１５０万円のふるさと喪失慰謝料を認めたが、次の諸点

に照らせば、一審原告５１らにおいて、上記慰謝料は認められない。

　すなわち、一審原告５１らの居住地であったａｆ市（ｃｑ区）避難要請区域は、政府による

避難指示の対象外の区域であり、空間放射線量の値や、福島第一原発との距離という点等でも

避難指示対象区域とは異なっており、ａｆ市の独自の判断によって任意の一時避難が要請され

た区域であるものにすぎず、その要請期間も短期間に限られている（平成２３年４月２２日に

はａｆ市長が帰宅を許容するに至っている。）。

　２　既払金を超える慰謝料の発生は認められないこと

　一審被告東電は、一審原告５１らに対し、政府の避難指示の対象となった区域の居住者と同

額の１人月額１０万円で算定した額（各７０万円）を支払っており、次の諸点に照らせば、少

なくともこれを超える慰謝料の発生は認められない。

　すなわち、一審原告５１らは、平成２３年３月１６日、ａｈ市の一審原告５１－１の実家へ

避難したが、その自宅のあったａｆ市ｃｑ区の空間放射線量は、政府による避難指示の基準で

ある年間２０ｍＳＶ（３．８μＳＶ／時に相当）の水準を大きく下回り、時間の経過に伴いさ

らに低減している状況にあった。また、同年４月１４日には、同月２２日よりａｆ市ｃｑ区内

の小中学校が授業を再開することが報じられ、一審原告５１－３が、ａｆ市ｃｑ区の自宅で受

験勉強を含む学校生活を再開することも支障がない状況にあった。これらによれば、一審原告

５１らは、ａｆ市ｃｑ区の客観的状況にかかわらず、ａｈ市での生活状況や学業を理由とし

て、神奈川県における生活の継続を選択したものといえ、同人らにおいて、長期間にわたる避

難生活を余儀なくされたものとはいえず、また、少なくとも平成２３年４月２２日（避難要請

解除日）には平穏な生活を取り戻していたものというべきであるから、上記避難要請の解除後

には慰謝料が発生する余地はない。さらに、一審原告５１らにおいては、同５１－１の就労不

能損害に対する賠償金や、同５１－１、同５１－２が経営していた会社の逸失利益及び追加的

費用等に対する賠償金として、実損害額を超える支払を受けている。

第４８　一審原告５２について

（一審原告５２の主張）

　１　慰謝料額について

　原審は、一審原告５２につき、ａｒ町の居住制限区域（５年以上）からの避難であるとし

て、ふるさと喪失慰謝料（１３００万円）、避難慰謝料（６０００円）を認めたが、次の諸点

に照らし、不十分である。

　すなわち、一審原告５２は、本件事故により、平成２３年３月１６日、ａｔ市の長女宅に避

難したが、避難による心理的抑圧により同年４月に不眠等の症状が出現し、同年５月７日、ａ

ｈ市のクリニックで、不安抑うつ状態と診断された。一審原告５２は、その後、岡山県に転居

して長女夫婦と同居し、更に宮城県ｃｒ市に転居したが、うつ病の症状は改善せず、不眠等の

症状に苦しみ、通院を続けている。また、一審原告５２の避難生活が影響して、長女夫婦は離

婚するに至り、長女は離婚後海外へ移住するなど、一審原告５２の家族関係が悪化している。

　この点、一審被告東電によるＡＤＲを通じた支払は、平成２３年３月１１日から平成２５年

１１月３０日までの分（１００万円）及び同年１２月１日から平成２６年１１月３０日までの

分（３６万円）の増額慰謝料であるところ、原審が、その認定した慰謝料額から、上記１３６

万円を含めて既払金として控除しているのは、不当である。

　２　就労不能損害について

　原審は、就労不能損害に対する賠償金として、月額１５万円の２２箇月分（平成２５年１２

月から平成２７年９月まで）の３３０万円を認めたが、一審原告５２は、月額３０万円の嘱託

勤務を平成２４年６月３０日に辞めていることに照らし、同人の就労不能損害の額は、月額３

０万円（合計６６０万円）と算定されるべきである（なお、原審は、上記就労不能損害に対す
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る賠償金について、１５３万１６３６円が弁済されずに残っているとして、一審原告５２の請

求額６３万２７４２円を認容したが、同人は、当審において、１００万円の請求を追加する旨

の請求の拡張をしているので、仮に原審の認定どおりとしても、上記１５３万１６３６円が認

容されるべきである。）。

（一審被告東電の主張）

　１　慰謝料額について

　一審被告東電は、一審原告５２に係る慰謝料として、不安障害を発症した状態での避難生活

であったという経緯を踏まえた増額分１６８万円を含め、１０１８万円を支払っているもので

あり（原審は既払金を９８８万円とするが、その後、平成２６年１２月から平成２７年９月ま

での精神的損害として３０万円を追加で支払った。）、次の諸点に照らし、これを超える慰謝

料が発生しているということはできない。

　すなわち、一審原告５２は、避難生活において、単身赴任の時期を除き、妻や長女等の家族

と同居しており、本件事故後も従前と同じ勤務先での勤務を継続して定年退職をするに至って

いる。そして、同人は、より良い生活環境を求めて、ａｔ市からｃｓ市に転居して妻や長女家

族との生活を開始し、更に、平成２７年９月、岡山県から宮城県ｃｒ市に転居して妻との生活

を開始しており、これにより避難生活を終了させているものであって、時の経過によって、生

活の安定に伴い避難生活に伴う精神的苦痛は徐々に緩和され、軽減したものと考えられる。ま

た、一審原告５２は、平成２９年３月３１日、避難指示が解除され、その空間放射線量も多く

の地点で年間１ｍＳＶを下回っているというａｒ町の自宅の客観的状況にもかかわらず、自ら

の意思で、宮城県ｃｒ市での生活を継続しているものであり、避難の継続を余儀なくされてい

るとは評価できない。

　２　財産的損害について

　原審は、就労不能損害につき、一審被告東電がＡＤＲを通じ平成２７年９月３０日までの分

として就労不能損害に対する賠償金を支払っていることから、同月までの分が損害として認め

られるとするが、一審被告東電は、ＡＤＲにおいても一審原告５２の就労継続を争っていたも

のであって、具体的な立証もない以上、原審の上記判断は誤りである。さらに、原審は、生命

身体的損害に対する賠償金について、ＡＤＲでの既払額１００万円を超えないと説示するが、

そもそも一審原告５２が不安障害を発症した機序や原因は具体的に明らかになっておらず、本

件事故との間で相当因果関係が認められないものである。

　３　実損害額を超える支払について

　一審被告東電は、一審原告５２に対し、同人が支払をしていないｃｓ市の賃貸住宅の賃料２

７２万円、新規資産の取得費用としての住居確保費用８３７万２６８３円を支払っているほ

か、同人の長男に対し、同長男に収入があったにもかかわらず就労不能損害に対する賠償金と

して５９７万６３５０円を支払っており、これらの支払分は、全て、実損害額を超える支払と

なっている。したがって、これらの支払分は、一審原告５２の他の費目の未払分に弁済として

充当すべきである。

第４９　一審原告５３ら（一審原告５３－１～同５３－５）について

（一審原告５３らの主張）

　１　精神的損害について

　原審は、ａｍ市に居住していた一審原告５３らに対し、自己決定権侵害慰謝料として、一審

原告５３－１（父）、同５３－２（母）につき各６０万円、同５３－３（長女）、同５３－４

（長男）、同５３－５（二男）につき各１００万円を認めたが、避難慰謝料が別途認められる

べきであり、慰謝料額も不十分である。

　すなわち、一審原告５３らは、子供の健康への影響に対する不安から、避難せざるを得ず、

一審原告５３－１が●●●福島の山、大地、自然は、全て本件事故による放射線によって汚染
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され、一審原告５３らのふるさとは失われた。また、一審原告５３－１は、ａｈ市に避難した

後も、●●●維持するためａｍ市に通うという二重生活を余儀なくされ、精神的苦痛を被り、

また、同５３－３は、本件事故後、場面緘黙症という精神的障害を発症し、学校生活や友人と

の交流に支障が出たものであるから、慰謝料は特に増額されるべきであり、さらに、同５３－

２は、同５３－３のために、医療機関やスクールカウンセラーを求めて奔走し就業を断念せざ

るを得なくなるなど、精神的苦痛を被った。

　２　精神的損害以外の損害について

　原審は、本件事故による避難に要した交通費、避難先での自治会費、避難雑費、生活費増額

費用に係る損害を認めなかったが、これらは、いずれも、ＡＤＲにおいて、本件事故と因果関

係ある損害として認められ、一審被告東電もこれを認めて支払ったものである。ただ、その和

解金額が、損害の全額でなく８割相当額にとどめられ、継続する損害についてはその期間が平

成２５年４月末日までとされたために、本件訴訟で、残りの２割相当額や同年５月以降の損害

について請求したものであるから、これらについては、いずれも損害として認められるべきで

ある。

（一審被告東電の主張）

　１　精神的損害について

　一審原告５３らが主張する事情は、既払金（合計５６１万８９１０円）において十分考慮さ

れているか、それ自体が慰謝料の発生を基礎付けるものとはいえない事情であり、一審原告５

３らにおいて、既払金を超える慰謝料が発生するものとは認められない。

　すなわち、一審原告５３らは、同５３－２の生まれ育った実家に避難しており、避難後も、

ａｍ市の放射線量（乙共３２２）に鑑み、いつでもａｍ市の自宅に帰ることができ、実際にも

頻繁に帰宅している（甲個５３の１、５３の３、原審における一審原告５３－１本人尋問の結

果）。また、同人らが神奈川県での生活を続けているのは、本件事故だけでなく、平成２４年

に同５３－３に場面緘黙症が発症し、その治療のために神奈川県での通院及び通学を継続する

必要があったことや（甲個５３の１・８～９頁）、同５３－３～同５３－５が神奈川県内の学

校に通学し、学校に馴染んでいることなど（甲個５３の１・１１頁）、その家庭内の事情や生

活状況をも踏まえた判断の結果であり、たとえそれらが一審原告５３らに対する苦痛や不便を

伴うと仮定しても、それらが本件事故により通常生ずべき損害に当たるとは解し得ない。

　２　精神的損害以外の損害について

　一審原告５３らは、交通費、避難先の自治会費、二重生活に伴う生活費増加分、通勤費、避

難雑費について主張するが、いずれも、ＡＤＲでその一部が和解の対象となったという以上の

根拠を欠くものであり、具体的な立証もなく、損害として認められない。

第５０　一審原告５４について

（一審原告５４の主張）

　原審は、ａｌ町（帰還困難区域）に居住していた一審原告５４（本件事故時６４歳）に対

し、ふるさと喪失慰謝料として１５００万円を認めたが、避難慰謝料が別途認められるべきで

あり、慰謝料額も不十分である。

　すなわち、一審原告５４は、本件事故時にいたａｔ市の長女宅にそのまま世話にならざるを

得ず、平成２３年４月からａｔ市の賃貸住宅に単身で暮らし始めたが、全く知らない土地での

不自由な生活を余儀なくされ、また、賃貸住宅であったため愛猫とも約３年間にわたって暮ら

すことができなくなり、ａｌ町への帰還の見通しが立たないことから、平成２８年８月にａｔ

市のマンションを購入して転居せざるを得なくなるなど、避難生活の継続により精神的苦痛を

受けた。

　また、一審原告５４は、福島では、フラダンス教室の講師として収入を得ており、居住する

ａｌ町内の清掃活動や視覚障害者支援グループの活動にも積極的に参加し、親しい友人や知人
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と交流し、亡夫の墓もａｌ町にあってその供養もしてきたが、本件事故による避難生活の継続

により、これらの生活や生きがいとなっていた活動の基盤が失われ、精神的苦痛を受けた。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告５４に対し、合計６０７５万３６５７円を支払っており、次の諸

点に照らし、既払金を超える損害の発生は認められない。

　すなわち、一審原告５４は、本件事故時、ａｔ市の長女宅におり、本件事故による避難行動

を行ったものではなく、また、本件事故後、同長女と同居し、又はその近隣で暮らしており、

平成２８年には、６５ｍ
2
ほどの広さがあるマンションに転居し（乙個５４の２）、フラダンス

に関連する取組みも続けている（甲個５４の１・４～５頁、甲個５４の１０・２頁）。

　また、一審被告東電は、一審原告５４に対し、上記マンションの購入につき、住居確保費用

の名目で９３９万８１５６円を支払っており（乙共４９４、５２０・８５頁）、さらに、家財

に係る損害としても、具体的な損害額の立証がなくａｌ町の自宅から物理的に持ち出せない状

況ではなかったにもかかわらず、４４２万円もの支払をしているものであり、これらはいずれ

も実損害額を超える支払となっているから、他の費目等に弁済として充当すべきである。

第５１　一審原告５５について

（一審原告５５の主張）

　原審は、ａｇ町（帰還困難区域）において、●●●居住していた一審原告５５（本件事故時

６８歳）に対し、ふるさと喪失慰謝料として１５００万円、避難慰謝料として１万２０００円

を認めたが、いずれも不十分である。

　すなわち、一審原告５５は、複数の避難所等を転々とすることを余儀なくされ、●●●その

ため、一審原告５５は、頼る者もなく、僅かな年金で生活しており、●●●先行きの経済的な

不安は大きい。また、一審原告５５は、本件事故に係る避難により、ａｇ町での豊かな自然環

境及び食生活に囲まれた暮らしをも失ったものである。

（一審被告東電の主張）

　次の諸点に照らせば、一審原告５５について、一審被告東電の既払金を超える損害は発生し

ていない。

　すなわち、まず、精神的損害については、●●●時の経過によって、精神的苦痛も徐々に軽

減したと考えられる。

　また、不動産損害については、原審の算定に根拠はなく、家財損害については、立証を欠い

ているほか、原審は、一審被告東電が一審原告５５に仮払金として１００万円を支払っている

のに、一審原告５５の未払分の損害に対する充当処理もしておらず、不当である。

第５２　一審原告５６ら（一審原告５６－１、同５６－２）について

（一審原告５６らの主張）

　原審は、ｂｒ町の帰還困難区域に居住していた一審原告５６ら（同５６－１（夫、本件事故

時８０歳）及び同５６－２（妻、本件事故時７７歳））に対し、ふるさと喪失慰謝料として各

１５００万円、避難慰謝料として各６０００円を認めたが、いずれも不十分である。

　すなわち、一審原告５６らは、本件事故前は、介護サービスを利用することなく２人だけで

元気に暮らしていたのに、本件事故により、劣悪な環境にある避難所等を転々とする長時間の

避難行動によって体力や気力が低下し、神奈川県内の避難場所に落ち着いた後も、慣れない環

境の中で外出もままならず、２人とも要介護状態となっている。この点は、居住地域に基づく

一律の慰謝料額で評価されるものではなく、一審被告東電から慰謝料増額事由に基づく支払が

あったように、慰謝料額は増額されるべきであり、また、当該増額分は、既払金として控除さ

れるべきでない。また、終の棲家とするはずであったｂｒ町の自宅が、ｂｒ町に買い上げられ

て解体され、同人らは、戻る家を失ってふるさとに帰還することが不可能となり、混乱する気
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持ちを抱えていることも、その慰謝料額を算定する上で十分考慮されるべきである。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告５６らに対し、合計７３２５万６５５４円（一審原告５６－１の

慰謝料１６７７万６０００円、同５６－２の慰謝料１４５２万円を含む。）を支払っている

が、次の諸点に照らせば、これを超える慰謝料が発生するものとは認められない。

　すなわち、まず、一審原告５６らが居住していたｂｒ町は本件津波による甚大な被害を受け

ており、本件事故がなくても、同人らは一定の避難を余儀なくされ、地域一体のコミュニティ

の変容も相当程度あったと考えられる。また、同人らの陳述書（甲個５６の１、５６の７）に

は、放射線による健康への影響に関する記述はなく同人らが健康不安を抱いていた事実は確認

できないところ、同人らは、本件震災から４日後には長女家族と同居するようになり、平成２

４年６月、ａｈ市に、長女家族と共に、家庭菜園ができる庭付きの新居に転居して、落ち着い

た生活を送っている。さらに、一審原告５６らは、一審被告東電から、既に、住居確保費用な

ど実損害額を超える賠償や、ｂｒ町からの自宅の売却代金との関係で二重の利得となる自宅不

動産の財物賠償、本件事故後に要介護状態となったことによる慰謝料の増額分など、十分な支

払を受けているといえる。

第５３　一審原告５７ら（一審原告５７－１～同５７－５）について

（一審原告５７らの主張）

　１　精神的損害について

　（１）　原審は、ａｆ市ｂｄ区ｂｄの避難指示解除準備区域に居住していた一審原告５７ら

（同５７－１（夫、本件事故時５０歳）、同５７－２（妻、本件事故時５０歳）、同５７－３

（長男、本件事故時１５歳）、同５７－４（長女、本件事故時２１歳）、同５７－５（二女、

本件事故時１８歳））に対し、ふるさと喪失慰謝料として各１２００万円、避難慰謝料として

２万２０００円～４万６０００円を認めたが、次の（２）、（３）に照らし、いずれも不十分

である。

　（２）　避難慰謝料について

　一審原告５７－２は、本件事故後、４日間のうちに高齢の父母や愛犬と共に避難所を４箇所

も転々とすることを余儀なくされ、本件事故時に海外出張中であった同５７－１は、一時帰国

したものの、家族や自宅の状況を把握できずに不安な日々を過ごし、平成２３年３月１９日に

至ってようやく同５７－２らと合流することができた。また、一審原告５７らは、物資や暖房

設備も乏しく、清潔を保つことが困難な避難所で大きなストレスを感じ、自宅に帰れず十分な

準備もできない中で、同５７－４は勤務先（●●●の病院）の近くで、同５７－５は埼玉県で

それぞれ新生活を始めざるを得ず、同５７－３は、福島の友人らとも別れ、全く知らない土地

である神奈川県の高校に通わざるを得なかった。さらに、避難生活の中で介護等も十分にでき

ないまま、同５７－２の父が平成２４年２月に、母が平成２６年１１月にそれぞれ死亡し、一

審原告５７らは、避難生活の継続を余儀なくされている。

　（３）　ふるさと喪失慰謝料について

　一審原告５７－２は、ａｆ市ｂｄの出身であり、同５７－１との結婚後、平成４年春頃に家

族でｂｄに転居し、以来、同５７－２の父母とも頻繁に行き来して、豊かな自然や隣組等の地

域の繋がりの中、子供（同５７－３、同５７－４、同５７－５）をのびのびと育てていた。し

かし、本件事故のため、一審原告５７らは、そのようなｂｄにおける人生そのものを失い、一

家がバラバラになってしまい、大切にしてきたふるさとを奪われた。ｂｄにおいては、避難指

示は解除されたものの、山に囲まれた一審原告５７らの自宅付近は、除染の効果にも不安があ

り、帰還者の少なさ、インフラ整備の不十分さ等にも鑑みると、現実的に帰還することが可能

な状況とはいえない。

　２　精神的損害以外の損害について
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　（１）　一審原告５７－１について

　ア　新規に購入した不動産に係る損害について

　一審原告５７－１は、本件事故後、神奈川県に避難して稼働していたが、令和３年３月に退

職し、同年９月、●●●内に不動産を購入して転居した。同人がこれに関して同不動産の売買

代金、仲介手数料等として支出した額は、合計３１４８万９６１３円であり、これから既払金

等を差し引いた額（６５８万０６０３円）は、本件事故により生じた損害といえる。これに１

割の弁護士費用を加えた額は、本件事故により生じた損害というべきである。

　イ　平成３０年８月からの避難生活の継続に係る費用について

　一審原告５７－１は、本件事故により神奈川県に避難してから、借上住宅の無償提供を受け

ていたが、平成３１年３月に無償提供が打ち切られることになったことから、転居先を探し、

平成３０年８月、ａｈ市内の賃貸住宅に転居し、令和３年９月まで、避難生活を続けることに

なった。そして、これに要した賃料、駐車場料金、敷金等の支出額は、合計５５６万４４３１

円であり、これに１割の弁護士費用を加えた額は、本件事故により生じた損害というべきであ

る。

　ウ　自宅土地に係る損害について

　一審原告５７－１所有に係る自宅土地については、原審の認定した損害額（４５１万６３７

６円）は低額にすぎ、フラット３５全国平均を基準として、少なくとも１３６８万８０００円

の賠償がされるべきである。

　（２）　一審原告５７－２について

　また、一審原告５７－２所有に係る土地については、原審の認定した損害額（２７７４万９

４９５円）は低額にすぎ、フラット３５全国平均を基準として、少なくとも１億４４９２万９

６１２円の賠償がされるべきである。

　なお、原審は、一審原告５７－２に対する所有地の財産損害に対する一審被告東電の既払金

を９６６万１３８５円とするが、そのうち５２５万２２９９円は請求していない田畑等の土地

の財産損害に対する既払金４２２万５４９２円及び立木の財産損害に対する既払金１０２万６

８０７円の合計額であって、既払金額は４４０万９０８６円が正しい。

（一審被告東電の主張）

　１　精神的損害について

　一審被告東電は、一審原告５７らに対し、合計９７２７万８５６４円（一審原告５７－１の

慰謝料９８６万６０００円、同５７－２及び同５７－３の各慰謝料８５４万円、同５７－４の

慰謝料９４８万円及び同５７－５の慰謝料８９２万円を含む。）を支払っており、次の諸点に

照らし、既払金を超える慰謝料が発生するものとは認められない。

　すなわち、一審被告東電は、一審原告５７らの本件事故直後における避難所等での避難生活

の労苦については、慰謝料額を増額して賠償済みである上、同５７－４及び同５７－５は、平

成２３年４月以降、従前からの予定どおり、就職に伴って●●●及び埼玉県で社会人生活を開

始することによりその避難生活は終了しており、また、同５７－１～同５７－３も、ａｈ市の

借上住宅での生活をする中で、その後の時の経過によって、生活の安定や高校生活への順応等

を経て、その精神的苦痛は徐々に緩和され、軽減されており、そのうち、同５７－３は、平成

２８年４月以降、就職に伴って社会人生活を開始することによりその避難生活は終了してい

る。

　加えて、一審原告５７らが居住していたａｆ市ｂｄ区の自宅については、平成２８年７月１

２日、避難指示が解除されており、その空間放射線量も多くの地点で追加線量年間１ｍＳＶを

下回り、平成２９年３月に面的除染も完了しているから、同人らは、遅くとも避難指示の解除

から相当期間が経過した平成３０年４月以降においては、同区に帰還して生活を再開できる客

観的状況にある。それにもかかわらず、同人らが帰還していないのは、その年齢や生活状況、
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就職状況等を踏まえた選択の結果と考えられ、本件事故により避難を余儀なくされていると評

価することはできない。

　２　精神的損害以外の損害について

　一審原告５７らの主張は否認して争う。原審は、一審原告５７らが主張する不動産損害の額

を算定するに当たり、特段の立証もないのに不動産を全損と扱っており誤っているほか、固定

資産税評価額を基礎として地域ごとに異なる係数を乗じている点も、経験則に照らして誤って

いる。また、家財に係る損害についても、損害額の立証がないのに、４０万円と認定してお

り、誤っている。

第５４　一審原告５８ら（一審原告５８－１～同５８－５）について

（一審原告５８らの主張）

　原審は、ａｒ町の居住制限区域（避難指示が５年を超えて継続）に居住していた一審原告５

８ら（同５８－１（妻、本件事故時５４歳）、同５８－２（夫、本件事故時５７歳）、同５８

－３（長女、本件事故時２４歳）、同５８－４（二女、本件事故時２２歳）、同５８－５（三

女、本件事故時１６歳））に対し、ふるさと喪失慰謝料として各１３００万円、避難慰謝料と

して各４０００円を認めたが、次の諸点に照らし、いずれも不十分である。

　１　避難慰謝料について

　一審原告５８らは、本件事故後、平成２３年３月１２日早朝、着替えも持たず、避難所に自

動車で避難し、更に、同日夜から同月１３日にかけて、同５８－３が借りていた埼玉県ｃｔ市

のマンションに避難したが、手狭であったため、そこから更に、同５８－１、同５８－２、同

５８－５が、同年４月、ａｈ市の同５８－２の実家に転居した。しかし、同５８－１は、慣れ

ない同居生活の中、義父母との関係に軋轢を生じ、同５８－２は、ａｍ市での勤務の打診を断

り勤務先から取締役を解任され、ピアノ教師であった同５８－３や、音楽大学への進学を目指

していた同５８－５は、ピアノの練習等ができない生活に苦しんだ。一審原告５８らは、同年

５月、ａｈ市のマンションを借りて家族５人での生活を再開したが、１階の部屋で湿気が多

く、同５８－１、同５８－３～同５８－５の健康状態は悪化した。また、平成２３年９月か

ら、同５８－２が、ｂｔ市に単身赴任することになり、同５８らは、再び家族が分離した二重

生活を余儀なくされることとなった。

　その後、同５８－１、同５８－３～同５８－５は、ピアノがある環境を求めて、平成２３年

１０月、神奈川県の借上住宅に転居したが、ピアノ１台では、同５８－３のピアノ教室や同５

８－５のピアノの練習には不便であった。

　平成２４年７月、同５８－２が勤務先を整理解雇され、神奈川県に戻ってきたため、家族が

分離した二重生活は解消された。そして、同５８らは、平成２７年４月、ａｈ市で、ピアノが

弾ける現在の住居を取得して転居したが、ａｒ町の自宅のローンの支払も継続している状態で

あり、経済的に無理をして上記住居を取得したものである。

　その後、同５８－３は、神奈川県の自宅でピアノ教室を開いて生徒を募集するようになった

が、思うように生徒は集まらず、収入が少なく厳しい状況が続き、同５８－４は、写真スタジ

オや広告代理店等に勤務したが、体調を崩しがちであり、同５８－５は、音楽大学の講師と

なったが、精神的に不安定な状態が残っている。

　なお、同５８－１は、平成２７年４月１日、ａｒ町の自宅の住宅ローンを支払いながらも、

同５８－３及び同５８－５がピアノを弾くことができるように無理をしてａｈ市内の住宅を取

得したが、これにより一審原告５８らの避難生活が終了したものではない。

　２　ふるさと喪失慰謝料について

　原審は、一審原告５８らがａｒ町の居住制限区域に居住していたとして、ふるさと喪失慰謝

料各１３００万円を認めたが、ａｒ町におけるふるさと喪失の実態は、帰還困難区域と変わら

ないところであり、原審が、形式的に避難指示等の区域割により賠償額の区別をしたのは不合
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理である。

　そして、一審原告５８ら家族の生活歴や生活圏を考慮すると、同人らの生活は、ａｒ町にと

どまるものではなく、帰還困難区域であるｂｒ町、ａｌ町を含むより広範な地域がふるさとと

なっていたものである。

　また、一審被告東電は、一審原告５８－４の生活の本拠は、埼玉県ｃｔ市であり、ａｒ町に

居住していた前提でのふるさと喪失慰謝料の認定は、誤りである旨主張する。しかし、同人

は、本件事故当時、大学の卒業式を平成２３年３月１５日に控えてａｒ町の自宅に戻っていて

本件事故に被災し、避難生活を送ることになったものであるから、生活の本拠はａｒ町にある

のであって、上記主張は失当である。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告５８らに対し、合計９９６９万０４２２円（一審原告５８らの各

慰謝料７５２万円を含む。）を支払っているところ、次の諸点に照らし、既払金を超える慰謝

料が発生するものとは認められない。

　すなわち、同人らは、本件事故により避難生活を余儀なくされたものの、遅くとも平成２３

年１０月には、ａｈ市の借上住宅で、ピアノがある環境としての生活場所を確保した上で日常

の生活を送り、同５８－３は避難当初の訪問によるレッスンだけでなく、同借上住宅でピアノ

教室を再開し、教室の規模拡大を続けるなどピアノ講師としての活動を続け、同５８－４は幾

つかの職場の経験を経て自分に合った現在の職場に就職し、同５８－５も音楽大学への進学を

実現するなどしている。これらによれば、同人らは、ａｈ市内での生活を通じて徐々に生活の

平穏を取り戻し、平成２７年４月には一審原告５８－２の実家もあるａｈ市ｄａ区で自宅を取

得して、平穏な生活を取り戻していたものであって、遅くとも同自宅に転居した時点では避難

を終了しているというべきである。

　なお、一審原告５８－４（大学４年生）については、本件事故当時、ａｒ町の自宅に一時的

に滞在していたものの、実際は、埼玉県ｃｔ市の賃貸マンションに居住し、生活の本拠を有し

ていたものであり、本件事故直後の避難やその後の生活において本件事故により精神的苦痛を

被ったとは認められず、同人に支払われた慰謝料の全額が、実損害額を超える支払となってい

る（乙個５８の１５～１６参照）。

　また、ａｒ町では、平成２９年３月３１日、帰還困難区域を除いて避難指示が解除され、各

種事業や医療機関及び教育機関も再開しており、一審原告５８らがａｒ町に帰還し得ないとの

客観的状況にはなく、同人らがふるさとを喪失したともいえない。

第５５　一審原告５９について

（一審原告５９の主張）

　原審は、ａｒ町（帰還困難区域）において、実母（本件事故時９１歳）や夫とともに居住し

ていた一審原告５９（本件事故時７０歳）に対し、ふるさと喪失慰謝料として１５００万円、

避難慰謝料として４万５０００円を認めたが、次の諸点に照らし、いずれも不十分である。

　すなわち、同人は、避難所での辛い生活や、ａｈ市の二男宅での生活を経て、平成２３年５

月から８月まで、福島県の旅館に滞在したが、認知症の実母の介護による心労がかさみ、持病

である●●●の症状も悪化した。その後、同人は、平成２３年８月からｂｐ市の仮設住宅で生

活し、被災者同士の人間関係を築きつつあったが、平成２８年１１月、●●●が死亡し、ま

た、仮設住宅の入居期限のため、平成２９年１月、●●●に転居せざるを得なくなり、高齢で

の転居は、精神的、身体的に負担となった。また、転居先では、以前より近所付き合いも減

り、外出する機会も減って、同人は、心が晴れない毎日を送っている。

　また、同人は、生まれ育ったａｒ町の豊かな自然の中で、米や四季折々の野菜を栽培するな

ど、農業を基盤とした生活を送ってきたが、本件事故により、地元の農家、親戚、農協等との

密接な交流や、地元における冠婚葬祭、豊作祈願の祭りなどの地域のコミュニティは全く存在
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しなくなった。役所が主催して秋祭りが開催されたことがあったが、規模や参加者も以前とは

全く異なっている状況であって、近時は、自宅の取り壊しを余儀なくされ、精神的苦痛を受け

た。

　なお、原審は、居住地域に基づく一律の慰謝料額しか認めていない点においても失当であ

る。すなわち、同人は、避難生活が続くにつれて認知症が進行した実母について、狭い居室内

で起こし、風呂、食事、着替え等の介護をしなければならず、また、実母が徘徊しないように

見張らなければならなかったという負担を余儀なくされ、精神的苦痛が増加したものであっ

て、一審被告東電も、一審原告５９に対し、要介護に係る慰謝料を支払っているものである。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告５９に対し、合計１億３１３２万９６４０円（慰謝料１５０３万

円）を支払っているところ、次の諸点に照らし、既払金を超える慰謝料が発生するものとは認

められない。

　すなわち、一審被告東電は、本件事故発生直後の一審原告５９の避難所等における労苦に対

しては、慰謝料を増額して支払っている。また、同人は、ａｈ市の二男宅や福島県内の旅館で

の生活を経て、平成２３年８月から、夫や実母とともにｂｐ市の仮設住宅で生活を続ける中

で、時の経過によりその精神的苦痛は徐々に軽減したと考えられる（甲個５９の１・５～８

頁）。

　さらに、一審被告東電は、一審原告５９に対し、その所有する不動産●●●の賃料収入に係

る逸失利益として一律の支払を行い、また、生命・身体的損害として本件事故との因果関係が

不明であるにもかかわらず白内障等に関する支払をしているところ、これらの支払分はいずれ

も実損害額を超える支払となっているから、他の費目（慰謝料等）に弁済として充当すべきで

ある。

第５６　一審原告６０ら（承継前一審原告６０、一審原告６０－２）について

（一審原告６０らの主張）

　原審は、ａｆ市ｂｄ区（避難指示解除準備区域）の借家において、単身で生活していた承継

前一審原告６０（本件事故時８１歳、原審で長女である一審原告６０－２が承継）が本件事故

により被った損害に関して、一審原告６０－２に対し、ふるさと喪失慰謝料として１２００万

円、避難慰謝料として１１万円を認めたが、次の諸点に照らし、いずれも不十分である。

　すなわち、高齢であった承継前一審原告６０は、本件事故後、避難所を転々として過酷な生

活を送り、長女（一審原告６０－２）が迎えに来たことで、神奈川県の同人宅で生活するよう

になったが、福島県での友人や知人、親戚らとの交流は、その後ほぼ完全に途絶えてしまい、

先の見えない生活の中で、車椅子生活となり、平成２４年から平成２６年にかけて乳がん、ヘ

ルニア、腎不全等を患って入退院を繰り返して寝たきりの状態になり、福島での生活は全く回

復されないまま、平成２９年６月に死亡するに至っているものである。

　なお、原審は、居住地域に基づく一律の慰謝料額しか認めていない点においても失当であ

る。この点、一審被告東電は、承継前一審原告６０が高齢であり、本件事故による避難以後、

歩けなくなり、入退院を繰り返したことなどを受けて、６２万円（平成２３年３月分１２万

円、同年４月分から平成２６年４月分まで５０万円）の増額分の慰謝料を支払っているが、こ

れに併せて同年５月以降、平成２９年６月までについても、５０万円の増額慰謝料が認められ

るべきである。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告６０らに対し、合計１４６５万０５９６円（慰謝料９０２万円）

を支払っているところ、次の諸点に照らし、既払金を超える慰謝料が発生するものとは認めら

れない。

　すなわち、一審被告東電は、本件事故発生直後の承継前一審原告６０の避難所等における労
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苦に対しては、慰謝料を増額して支払っている。また、同人は、平成２３年３月２２日頃以

降、神奈川県ｃｉ市で、本件事故以前には遠く離れて暮らしていた長女（一審原告６０－２）

と同居して、単身生活より安心感のある、日常的に長女（一審原告６０－２）の世話や医療

サービスを受けられる生活環境の下、時の経過によって、生活も落ち着き、その精神的苦痛は

徐々に緩和され、軽減されたと考えられる。さらに、承継前一審原告６０は、本件事故前、長

女（一審原告６０－２）の同居の誘いを断っていたが（甲個６０の１・３頁、６頁）、承継前

一審原告６０が高齢であり（本件事故時８１歳）、平成２４年４月に乳がんの手術を受けてい

ること等に照らせば、同人は、本件事故がなくても長女と共にｃｉ市内で同居することになっ

た蓋然性が高い。

　また、一審被告東電は、一審原告６０らに対し、承継前一審原告６０の死亡（平成２９年６

月）後である平成２９年７月から平成３０年３月までの慰謝料の名目で、９０万円を支払って

いるものであり、このことも考慮されるべきである。

　なお、承継前一審原告６０の生活状況や精神的苦痛について、同人の本人尋問も行われてい

ないのに、同６０－２の陳述書（甲個６０の１、６０の６）の記載のとおりに認定するのは相

当でない。

第５７　一審原告６１ら（一審原告６１－１～同６１－５）について

（一審原告６１らの主張）

　原審は、ａｆ市ｂｅ区（緊急時避難準備区域）に居住していた一審原告６１らについて、自

己決定権侵害慰謝料として、同６１－１（夫）、同６１－２（妻）、同６１－３（長男）、同

６１－４（二男）につき各２５０万円を認め、同６１－５（三男）については慰謝料を認めな

かったが、次の諸点に照らし、誤っている。

　まず、一審原告６１らの自宅は、避難指示等対象区域まで１．５ｋｍという近接した距離に

あるのに、避難指示の有無により機械的に線引きがされ、低額な慰謝料しか認められないのは

不合理である。

　また、一審原告６１らは、本件事故による避難のため、ｂｐ市や埼玉県ｄｂ市、ｂｓ市の各

親類宅を転々とせざるを得ず、その後も、ｂｓ市内で転居を重ねる中、日々の交通費や食費等

の出費がかさみ、いずれも、今後の先行きについての不安から、精神的苦痛を感じながらの生

活を続けた。同６１－１は、避難生活のストレスが影響して、平成２６年２月、心臓病と診断

され、同６１－２は、近くに知人等もおらずストレスを感じながら生活し、同６１－３は、平

成２４年４月に小学校に入学したが、チック症を一時発症していた。

　一審原告６１らは、平成２９年１２月、神奈川県での生活になじめず、故郷を捨てがたく、

やむを得ずａｆ市の従前の居住地の近くで生活を再開したが、近隣住民の多くは帰還しておら

ず、除染も十分でなく、地域のコミュニティは奪われたままである。

　なお、一審原告６１－５は、本件事故後の平成２６年に出生したものではあるが、同人のほ

かの一審原告６１ら家族と共に、ふるさとにおける包括的生活基盤を失っているとともに、避

難生活の継続に伴う精神的苦痛を受けていることに変わりはなく、同人に対しても、慰謝料が

認められるべきである。

（一審被告東電の主張）

　一審被告東電は、一審原告６１ら（同６１－５を除く。）に対し、同６１－１（夫）、同６

１－２（妻）につき各１８０万円を（避難指示の対象区域から避難した者と同額である月額１

０万円の、平成２４年８月までの１８箇月分（合計１８０万円））、子である同６１－３、同

６１－４につき、各２６３万円を支払っており、次の諸点に照らし、既払金を超える慰謝料が

発生するものとは認められない。

　すなわち、一審原告６１らの自宅（ａｆ市ｂｅ区）は、本件事故後も平成２３年４月２２日

まで屋内退避が指示されたにとどまり、同日以降は緊急時避難準備区域の指定を受けたもので
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あるが、強制的な避難を指示するものではなく、同区域の指定も平成２３年９月３０日をもっ

て解除され、その間も社会活動や市民活動は継続されており、放射線量も避難指示の対象と

なった年間積算２０ｍＳＶを大きく下回っていた。

　また、一審原告６１－１は、本件事故後、早々に、ｂｓ市の移転先で就職し、安定した生活

をしていたことが推察され、同６１－２は、避難生活の困難について陳述するものの（甲個６

１の１・８頁、甲個６１の４・３頁）、ＳＮＳ上に、レジャーに出かけた際の複数の投稿をす

るなど（乙個６１の４の１～６）、必ずしも上記陳述が生活実態を表したものとはいえず、か

えって、友人にも恵まれ、充実した平穏な生活を送っていたことがうかがえる。

　さらに、一審原告６１－１は、本件事故前を上回る収入を得ていたにもかかわらず、一審被

告東電から、就労不能損害（平成２３年３月から平成２４年１２月を対象期間としたもの）と

して４８３万円余りを受領し、また、家財・物品について、本件地震の影響や、本件事故後持

ち出した可能性があるにもかかわらず、家財・物品道具購入費用として１５７万円余りを受領

しており、いずれも実損害額を上回る支払となっているから、当該支払分は、他の費目（慰謝

料等）に弁済として充当すべきである。

　なお、同６１－５は、本件事故後である平成２６年に出生しており、本件事故により精神的

損害を受けたとはいえず、慰謝料は認められない。

第３章　当裁判所の判断

第１節　一審被告東電に対する原賠法３条１項に基づく請求又は不法行為に基づく請求の可否

について

　まず、一審被告東電に対する原賠法３条１項に基づく請求（選択的請求）についてみると、

後記に説示のとおり、一審原告らが本件事故による避難等により被った損害は、原賠法３条１

項に規定する「原子力損害」に当たるということができる。そうであるところ、前記前提とな

る事実等及び後記認定事実に照らせば、一審原告らが本件事故により避難等を余儀なくされた

ことは、同条項に規定する「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与

えたとき」に当たり、一審被告東電は、同条項に規定する「当該原子炉の運転等に係る原子力

事業者」に当たるといえる一方、上記損害について、原賠法３条１項ただし書に当たるものと

は認められない。

　そうすると、一審原告らの一審被告東電に対する原賠法３条１項に基づく請求（選択的請

求）に理由があるかどうかは、一審原告らの損害についての認定判断にかかることになり、こ

れについては、後記に説示するとおりである。

　次に、一審被告東電に対する一般不法行為に基づく請求（選択的請求）については、原判決

第３分冊第５章（争点に対する当裁判所の判断）第１節（原判決●３－１頁１行目～２頁２６

行目）記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決●３－１頁５行目の「天変

地異」を「天災地変又は社会的動乱」と改める。

　そうすると、上記の原賠法３条１項に基づく請求（選択的請求）につき理由がないとした部

分について、一審原告らの一審被告東電に対する不法行為に基づく請求（選択的請求）につい

てみても、全て理由がないこととなる。

第２節　経済産業大臣による規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となるか否かに

ついて

第１　認定事実等

　１　関係法令・法制度、地震・津波・防災及び原子力工学に関する各種知見等、福島第一原

発の概要、長期評価の策定、津波評価技術の策定、本件地震・本件津波及び本件事故の発生、

本件事故後に全国の原子力発電所で採られた防護措置、地震、津波、防災及び原子力工学に関

する各種知見等については、次の２のとおり補正するほかは、原判決〈第２分冊〉の第４章
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（認定事実等）の第１節（認定事実（本件事故発生まで））、第２節（認定事実（本件事故以

降））の第１、第２及び第９、第３節（法令及び法制度について）、第４節（地震、津波、防

災及び原子力工学に関する各種知見について）に各記載のとおりであるから、これらを引用す

る。

　２　原判決の補正

　（１）　原判決●２－１頁３行目の「適示」を「摘示」と改める（以下同じ。）。

　（２）　原判決●２－１７４頁１５行目の「原子力発電所とられた防護措置」を「原子力発

電所で採られた防護措置」と改める。

第２　規制権限不行使の違法性の判断枠組みについて

　１　国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目

的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を

逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係

において、国賠法１条１項の適用上違法となるものと解するのが相当である。そして、国又は

公共団体が、上記公務員が規制権限を行使しなかったことを理由として同項に基づく損害賠償

責任を負うというためには、上記公務員が規制権限を行使していれば上記の者が被害を受ける

ことはなかったであろうという関係が認められなければならない（令和４年最高裁判決参

照）。

　これを本件についてみると、前記のとおり、電気事業法３９条１項は、事業用電気工作物を

設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しな

ければならない旨規定し、同法４０条は、経済産業大臣は、事業用電気工作物が上記技術基準

に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適

合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時

停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる旨規定し、これを受けて、平成

１７年経済産業省令第６８号による改正前の発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令

４条１項は、原子力施設等が津波等により損傷を受けるおそれがある場合は、防護施設の設置

等の適切な措置を講じなければならない旨規定し、上記改正後の同項は、原子炉施設等が想定

される津波等の自然現象により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置等の適

切な措置を講じなければならない旨規定する。

　そうすると、一審被告国が、経済産業大臣において規制権限を行使しなかったことを理由と

して国賠法１条１項に基づく損害賠償責任を負うというためには、経済産業大臣が、上記の規

定内容に照らし、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、津波による福島第一原発の

事故を防ぐための適切な措置を講ずることを一審被告東電に義務付けていた場合、一審被告東

電によって、当該措置が講ぜられ、一審原告ら（以下、「一審原告ら」という場合、その中に

被承継人が含まれる場合がある。）が被害を受けることはなかったであろうという関係、すな

わち、本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係が認められること

を要するといわなければならない。そして、経済産業大臣による上記の規制権限の行使を受け

て、一審被告東電が、その課せられた義務を履行することに鑑みると、経済産業大臣が上記の

規制権限を行使して、津波による福島第一原発の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを

一審被告東電に義務付け、一審被告東電がその義務を履行していた場合に、それによっても、

本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当程度あるというようなときには、

上記関係が認められるとはいえず、一審被告国の上記損害賠償責任は否定されるというべきで

ある。

　２　当事者の主張について

　（１）　一審原告らの主張

　一審原告らは、関係する各法令の趣旨からすると、基本設計について安全性が審査された上
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で設置許可処分が行われて稼働を開始した原子炉施設についても、その後の時の経過により進

展した最新の科学的知見等に照らして、技術基準への適合性を通じて安全性を審査する必要が

あり、経済産業大臣の規制権限は、周辺住民等の安全の確保を主要な目的として、最新の科学

的知見等を踏まえて、適時にかつ適切に行使されるべき性質のものであった旨主張する。

　そこで検討すると、前記説示においても、経済産業大臣が、科学的知見等を踏まえ、電気事

業法４０条に基づく規制権限を行使して、津波による福島第一原発の事故を防ぐための適切な

措置を講ずることを一審被告東電に義務付ける場合があり得ることを前提としており、その意

味で、一審原告らの上記主張と必ずしも相違するとはいえないが、上記規制権限を行使する際

に検討の対象となる科学的知見等については、その熟度等も考慮する必要があるといわなけれ

ばならない。

　（２）　一審被告国の主張

　一審被告国は、使用開始後の原子炉施設に関する原子力規制機関の規制権限不行使の適否の

審理判断については、その当時の科学技術水準に照らし、〈１〉使用開始後の原子炉施設に関

して用いられた安全性の審査又は判断の基準に不合理な点があるか否か、〈２〉当該原子炉施

設がその基準に適合するとした原子力規制機関の判断の過程に看過し難い過誤、欠落があるか

否か、という二段階の観点から行われるべきであり、このような二段階の審査によらず、原子

力発電所の安全性について独自の判断を下し、これをもって行政判断に置き換えるような審査

（判断代置審査）を行って、一審被告国の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落が

あるとした原審の判断は不当である旨主張する。

　この点、当審が示した前記説示は、経済産業大臣の規制権限の不行使に係る国賠法１条１項

の通常の解釈を示したものであって、一審被告国の上記主張は前提を欠くものというほかはな

い。

第３　一審被告国の損害賠償責任の有無について

　１　そこで、一審被告国の損害賠償責任の有無について判断するため、経済産業大臣が前記

の規制権限を行使して、津波による福島第一原発の事故を防ぐための適切な措置を講ずること

を一審被告東電に義務付け、一審被告東電がその義務を履行していた場合に、本件事故と同様

の事故が発生しなかったであろうという関係が認められるかについて、検討することとする。

　２　補正引用に係る原判決による認定事実等（当審で補充的に認定した場合は、末尾に証拠

番号等を掲記する。）によれば、本件の具体的事情に関して、次の各事項を指摘することがで

きる。

　（１）　本件敷地について

　福島第一原発の１号機から４号機までの各原子炉（以下、併せて「本件各原子炉」とい

う。）に係る主要建屋は、いずれも、ほぼ平坦な丘陵（海抜３０～３５ｍ）を約２０ｍ掘り下

げて造成した海抜１０ｍの平らな土地上にあり（以下、主要建屋の敷地を「本件敷地」とい

う。）、本件各原子炉は、南から４、３、２、１号機の順に配置され、本件敷地の東側及び南

東側は、海水をくみ上げるポンプ等の設備が設置された海抜４ｍの区画等を挟んで海に面して

いた。

　（２）　長期評価の策定について

　地震調査研究推進本部地震調査委員会（地震防災対策特別措置法に基づいて文部科学省に設

置された機関）は、平成１４年７月、三陸沖から房総沖までの領域を対象とし、長期的な観点

で地震発生の可能性、震源域の形態等について評価して取りまとめた結果を公表した（長期評

価。丙Ｃ７）。長期評価は、明治三陸地震についてのモデルを参考にし、震源域が日本海溝に

沿って長さが２００ｋｍ程度、幅が５０ｋｍ程度の津波地震が、三陸沖北部から房総沖の海溝

寄り（日本海溝付近）の領域内のどこでも発生する可能性があり、その規模は、マグニチュー

ド８．２前後と推定されること等を内容とするものであった。
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　（３）　本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策の在り方について

　本件事故以前において、我が国の原子炉施設の事業者が、原子炉施設の敷地高を超える津波

の到来を想定した場合に採り得る措置に関して、原子力工学者等の意見についてみると、Ｎ

（ｄｃ大学ｄｄ研究所所長・津波工学研究分野教授）は、「防潮堤・防潮壁を設置することに

より、それまでどおり主要地盤への津波の越流を防ぐという対策を講じると判断することに

は、合理性が認められたはずです。」との意見を述べ（丙Ｃ１２７・３９頁）、ｄｅ（ｄｆ大

学大学院工学系研究科原子力専攻教授）は、「工学的な見地から言えば、その試算の水位に対

応した設計に基づき浸水を防ぐことができる対策（ドライサイトを維持する対策）をとってい

るのであれば、一概に合理性を否定できるものではありません。」との意見を述べ（丙Ｂ４

１・１４頁）、ｄｇ（ｄｆ大学大学院工学系研究科原子力専攻教授）は、「本件事故前の知見

は、主要機器の設置された敷地に浸水するということ自体があってはならない非常事態でした

ので、事業者も規制当局も、水を入れないという対策を考えるはずで、浸水を前提に対策を講

じさせるという知見はありませんでしたし、リソースが有限である中で安全対策を考える以

上、余計な設備を増やすことによって、かえって施設全体の安全性に不当なリスクが生じる危

険性もあるため、計算上、ドライサイトを維持できる対策のみを講じることの合理性を否定で

きるものではなく」（丙Ｂ４３・６～７頁）との意見を述べている。

　これらによれば、本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津波により安全

設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮堤等を設置する

ことにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本とするものであったといえる。

　上記によれば、経済産業大臣が、長期評価を前提に、電気事業法４０条に基づく規制権限を

行使して、津波による福島第一原発の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを一審被告東

電に義務付けていた場合には、上記津波対策の基本に照らし、想定される最大の津波が福島第

一原発に到来しても本件敷地への海水の浸入を防ぐことができるように設計された防潮堤等を

設置するという措置が講じられた蓋然性が高いということができる。

　（４）　上記防潮堤等が防止対象とする津波の規模等について

　一審被告東電は、保安院による耐震バックチェックの指示を受けて、その関連会社（東電設

計）に津波評価を委託し、東電設計は、平成２０年４月１８日付けで、「新潟県中越沖地震を

踏まえた福島第一・第二原子力発電所の津波評価委託　第２回　打合せ資料　資料２　福島第

一発電所　日本海溝寄りの想定津波の検討Ｒｅｖ．１」（甲Ｃ６３）を作成した（平成２０年

東電試算）。

　平成２０年東電試算は、長期評価に基づいて福島県沖から房総沖の日本海溝寄りの領域に明

治三陸地震の断層モデルを設定した上で、津波評価技術が示す設計津波水位の評価方法に従っ

て、上記断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算（詳細パラ

メータスタディ）を多数実施して（ただし、建屋の存在を考慮しない前提）、津波の試算を

行ったものである。

　平成２０年東電試算の内容は、本件敷地の海に面した東側及び南東側の前面における津波

は、本件敷地の南東側前面において、最大で海抜１５．７０７ｍの高さとなるが、本件敷地の

東側前面では本件敷地の高さ（海抜１０ｍ）を超えず、主要建屋付近の浸水深は、４号機の原

子炉建屋中央付近で約２．６ｍ、４号機のタービン建屋中央付近で約２．０ｍとなるなどとい

うものであった（甲Ｃ６３（１５頁）、甲Ｃ６４の２、丙Ｃ１２１）。

　平成２０年東電試算については、専門的知見に照らして合理性を欠くものであることをうか

がわせる事情は認められず、同試算は、当時、具体的な津波対策を講ずる上で、基礎とされる

べき重要な資料であったものといえる。そうすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使し

ていた場合には、平成２０年東電試算により試算された津波（本件試算津波）と同じ規模の津

波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置
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が講じられた蓋然性が高いということができる。

　（５）　防潮堤等の設置以外の対策が講じられた蓋然性等について

　原子炉施設の事業者において、原子炉施設の敷地高を超える津波の到来を想定した場合に採

り得る措置に関して、原子力工学者等の意見についてみると上記（３）のとおりであって、そ

の他、本件全証拠を精査しても、本件事故以前に、津波により本件敷地が浸水することが想定

される場合に、想定される津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防

潮堤等を設置するという措置を講ずることを津波対策の内容としないような考え方が有力で

あったことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の下において、上記措置が原子炉施

設の津波対策として不十分なものであったと解すべき具体的事情を認めるに足りる客観的証拠

はない。

　そうすると、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合に、本件試

算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等

を設置するという措置に代えて、又は、これに加えて、他の対策が講じられた蓋然性があると

いうことはできないこととなる。

　（６）　本件津波と本件試算津波との比較について

　まず、津波の原因たる地震の規模について比較すると、本件試算津波に係る長期評価が今後

発生する可能性があるとした地震の規模は、津波マグニチュード８．２前後であったのに対

し、実際に発生した本件地震の規模は、津波マグニチュード９．１であった。また、津波によ

る主要建屋付近の浸水深について比較すると、本件試算津波によるものは約２．６ｍ又はそれ

以下とされたのに対し、本件津波によるものは最大で約５．５ｍに及んだ。さらに、津波の高

さについて比較すると、本件試算津波の高さは、本件敷地の南東側前面において本件敷地の高

さを超えていたものの、東側前面においては本件敷地の高さを超えることはなく、本件試算津

波と同じ規模の津波が福島第一原発に到来しても、本件敷地の東側から海水が本件敷地に浸入

することは想定されていなかったが、現実には、本件津波の到来に伴い、本件敷地の南東側の

みならず東側からも、海抜１０ｍをはるかに超えて、大量の海水が本件敷地に浸入した。

　上記の事情に照らすと、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことが

できるものとして設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことに主

眼を置いたものとなる可能性が高く、一定の余裕を持たせて設計されたとしても、津波マグニ

チュード、震源域の連動、断層滑り量等からみた本件津波の規模の巨大さに照らすと、本件津

波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことができるものにはならな

かった可能性が高いといわざるを得ないものである。

　３　以上の２（１）～（６）の各事情の下では、本件事故以前の我が国における原子炉施設

の津波対策は、防潮堤等を設置することにより同施設の敷地への海水の浸入を防止することを

基本とするものであって、防潮堤等の設置に代えて、又は、これに加えて、他の対策が講じら

れた蓋然性があったとはいえないのであるから、仮に、経済産業大臣が、電気事業法４０条に

基づく規制権限を行使して、津波による福島第一原発の事故を防ぐための適切な措置を講ずる

ことを一審被告東電に義務付け、一審被告東電がその義務を履行していたとしても、当該規制

権限の行使の内容や、これを受けて一審被告東電が採る措置の内容は、長期評価に基づいた平

成２０年東電試算による本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地への浸水を防ぐことが

できるように設計された防潮堤等を設置するという措置に係るものとなったと認められる。そ

うすると、当該防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことを主な目的とした

仕様となり、上記防潮堤等が一定の余裕を持たせて設計されたとしても、本件津波の到来に

伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高い。そして、主要

建屋の中に浸入した大量の海水により、非常用電源設備がその機能を失うなどして本件各原子

炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当
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程度あるといわざるを得ない。

　以上によれば、経済産業大臣が、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して津波による

福島第一原発の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを一審被告東電に義務付けていた場

合、一審被告東電によって、当該措置が講ぜられ、本件事故又はこれと同様の事故が発生しな

かったであろうという関係を認めることはできず、一審被告国が、経済産業大臣において上記

の規制権限を行使しなかったことを理由として、一審原告らに対し、国賠法１条１項に基づく

損害賠償責任を負うということはできない。

　したがって、一審原告らの一審被告国に対する請求は全て理由がないこととなるから、一審

被告国の控訴に基づき、原判決中、一審被告国の敗訴部分を取り消し、同部分に係る一審原告

ら（別紙認容額等一覧表の「原審認容額（元本）」欄に「０円」と記載されている一審原告を

除く。）の請求をいずれも棄却すべきである（一審被告国に対する控訴又は附帯控訴をしてい

る一審原告については、同控訴及び附帯控訴はいずれも棄却すべきである。）。

　４　一審原告らの主張について

　一審原告らは、本件事故について、一審被告国は国賠法１条１項に基づく損害賠償責任を負

うものであって、一審被告国に対する請求には全て理由があるとして、本件事故の予見可能

性、回避可能性を含めて詳細に主張を展開するので、以下検討する。

　（１）　長期評価に関する主張について

　一審原告らは、長期評価について、津波地震が巨大な低周波地震であるとの知見が確立して

いたことなどに照らし、地震学上の合理的な根拠が認められるというべきものであって、経済

産業大臣において、平成１４年末時点で、長期評価の見解に基づき、本件敷地の高さを超える

浸水高の津波が到来することが予見可能であったといえる旨主張する。

　しかし、長期評価に合理性があると認められることを前提としても、そもそも前記説示のと

おり、経済産業大臣が、かかる長期評価を前提に電気事業法４０条に基づく規制権限を行使し

て津波による福島第一原発の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを一審被告東電に義務

付けていれば、本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係は認める

ことができないところであって、そうである以上、長期評価に基づく上記予見可能性が認めら

れるか否かにかかわらず、一審被告国が、経済産業大臣において上記の規制権限を行使しな

かったことを理由として、一審原告らに対し、国賠法１条１項に基づく損害賠償責任を負うと

いうことはできないというほかない。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　（２）　貞観津波に関する主張について

　ア　一審原告らは、一審被告国（保安院）が、一審被告東電に対し、貞観津波に関するＫ論

文（平成２０年、丙Ｃ２９）の「モデル８」及び「モデル１０」に基づく津波推計を指示して

いれば、遅くとも平成２０年８月頃には津波推計結果の報告が受けられたものと考えられ、一

審被告国（保安院）は、同月には、貞観地震と同規模の地震の発生によって福島第一原発の敷

地の高さを超える津波が到来する可能性があることを予見することができた旨主張する。

　しかし、証拠（甲Ｃ８、丙Ｂ１１６、丙Ｃ２９、７５、９６、１２７、１３７、原審におけ

る証人ｄｈの証言）及び弁論の全趣旨によれば、一審原告らの上記主張の根拠となっているＫ

論文（平成２０年）の著者であるＫ教授自身、別件における証人尋問手続において、当該論文

により貞観津波の断層（波源）モデルを全て明らかにしたとはいえず（丙Ｃ７５・４８頁）、

また、貞観津波のように主に津波堆積物データしか得られないものについては、信頼性の高い

津波堆積物データの収集、それに基づく痕跡高・浸水域の推定が必要であるが、本件地震の頃

は、まだこれらが十分にされていなかった旨を述べており（丙Ｃ１３７の２・１１頁）、ま

た、Ｎ教授も、その意見書（丙Ｃ１２７・３４～３５頁）において、「（Ｋ論文でも）貞観津

波の断層（波源）モデルが特定されたわけではありませんでした。」、「堆積物調査の結果、
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北の岩手県や南の福島県等で貞観津波のものと推定できる堆積物が発見されれば、それをも合

理的に説明できる断層（波源）モデルを構築するために、断層の長さなどのパラメータを更に

修正する必要が出てくることになる…」と述べている。さらに、Ｋ論文（平成２０年）の公表

後、ｄｉ平野からｄｊ地区における津波堆積物調査の結果を踏まえて、ｄｋ（活断層・地震研

究センター）ほか「宮城県ｄｉ・ｂｔ平野および福島県ｄｊ川河口低地における８６９年貞観

津波の数値シミュレーション」（「活断層・古地震研究報告」Ｎｏ．１０、平成２２年）にお

いて、貞観津波の波源モデルの再検討が行われ、断層の位置や深さを変更した新たな波源モデ

ルが提案され、その津波推計の計算結果によれば、特定地点で想定される津波高は異なったも

のとなることが示唆され、今後、断層の南北の広がり（長さ）などを更に検討するため、ｄｉ

平野よりも北の三陸海岸沿岸や、あるいはｄｊ地区よりも南の福島県、茨城県沿岸における津

波堆積物の調査が必要であるとされた（丙Ｃ９６・４頁）ことが認められる。そして、本件事

故以前に、信頼性の高い津波堆積物データが既に十分得られていたとの考え方が有力であった

ことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の下において、Ｋ論文（平成２０年）の

「モデル８」及び「モデル１０」が、十分な堆積物調査を経て既に確立した信頼性の高い波源

モデルとして取り扱われていたと解すべき事情はうかがわれない。

　そうすると、貞観津波に関する上記「モデル８」及び「モデル１０」は、本件事故以前にお

いて、専門的知見に照らし、更なる堆積物調査が必要な、いまだ発展途上のものであって、相

当程度の不確実性が存していたことが否定できないというべきであるから、一審被告東電にお

いて、これらを津波評価技術における基準断層モデルに選定してパラメータスタディを実施し

ていなかったことをもって不合理とはいえないというべきであり、一審被告国（保安院）が、

一審被告東電に対し、上記「モデル８」及び「モデル１０」に基づくパラメータスタディによ

る津波推計をするよう指示すべき状況が存していたとする合理的理由も乏しいものといわざる

を得ない。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　イ　一審原告らは、一審被告国（保安院）においては、平成２１年９月、一審被告東電から

貞観津波に基づく試算結果についての報告を受け、貞観津波に関するＫ論文（平成２０年）で

示された波源モデルに基づいて試算された波高が９ｍ近くに及ぶことを認識したのであるか

ら、遅くとも同月の時点において、福島第一原発の敷地高を超える津波の到来について予見可

能性があったといえる旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、貞観津波に関するＫ論文（平成２０年）で示された波源モデル

は、本件事故以前において、専門的知見に照らし、更なる堆積物調査が必要な、いまだ発展途

上のものであって、相当程度の不確実性が存していたことが否定できないのであるから、一審

被告国において、上記の報告により貞観津波に関する試算結果（推計波高が９ｍ近く）を認識

したとしても、同試算結果は、上記のような不確実性が存する未成熟な知見に基づくもので

あって、津波対策に反映させるほどの知見にはいまだ至っていないものと理解することが不合

理であるとはいえない。したがって、一審被告国には、福島第一原発の敷地高を越える津波の

到来について上記予見可能性があったということはできない。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　（３）　水密化の措置に関する主張について

　ア　一審原告らは、本件事故については、建屋と非常用電源設備について水密化の措置を採

ることにより結果を回避できた可能性があったといえるとし、その根拠として、主要建屋の外

壁は本件津波で破壊されず、建屋内部の間仕切り壁、大物搬入口及び入退域ゲート等も、一定

の防護機能を果たしていたこと、これらの箇所に実際に水密化等の措置を講じていれば、間仕

切り壁以上の防水効果が発揮され、本件事故を回避できた蓋然性が高いということができるこ

となどを指摘する。
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　しかし、本件事故についてじ後に検証した結果として、本件津波のような規模の津波に対し

てすら、主要建屋の外壁、内部の間仕切り壁、大物搬入口及び入退域ゲート等が、一定の防護

機能を果たしていたことがうかがわれたとしても、本件事故以前において、本件事故と同様の

事故を回避できる措置として、水密化の措置を講ずべきとする確立した知見が既に存在してい

たことを認めるに足りる証拠はない。そうである以上、前記説示のとおり、経済産業大臣が規

制権限を行使していたとしても、当該規制権限の行使の内容や、これを受けて一審被告東電が

採る措置の内容は、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができる

ように設計された防潮堤等を設置するという措置に係るものとなると認められるのであって、

これに代えて、又は、これに加えて、水密化の措置が講じられた蓋然性があるとか、そのよう

な対策が講じられなければならなかったということはできない。

　なお、一審原告らは、保安院が、本件事故直後（平成２３年３月３０日）の「福島第一・第

二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について」と題する指示（甲

Ｃ６０）の中で、敷地を超える津波に対する具体的対策の例として、防潮堤の設置と並んで、

水密扉の設置を挙げていたことを指摘するが、前記２（３）において説示したところに加え、

同指示も、まずは防潮堤の設置を挙げていること、同指示は、上記各対策の詳細に言及するも

のではなく、その位置付けや具体的効用を示すものでもないこと等に照らすと、同指示をもっ

て、本件事故と同様の事故を回避できる措置として、水密化の措置を講ずべきであったことを

示す知見に当たるということはできない。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　イ　一審原告らは、本件試算津波では、本件敷地南側で浸水深５．７０７ｍ、４号機原子炉

建屋付近で２．６０４ｍ、同タービン建屋付近で２．０２６ｍ、共用プール建屋（運用補助共

用施設）付近で約５ｍの浸水深となっていたから、これを前提とした場合、防潮堤等の設置に

先立ち、又は、それと共に、少なくとも５ｍの浸水深に耐えられるだけの水密化の措置が講じ

られたはずであるといえ、本件事故の結果を回避することが可能であった旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、経済産業大臣が規制権限を行使していたとしても、そもそも防

潮堤等を設置するという措置に代えて、又は、これに加えて、水密化の措置を含め他の対策が

講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が講じられなければならなかったということは

できず、この理は、本件試算津波において、浸水深が最大約５ｍとされていたことをもって左

右されない。上記の浸水深の情報は、本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防

潮堤等を設置するという措置の具体的詳細を検討する上で、材料の一つとされるにとどまるも

のというべきである。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　ウ　一審原告らは、本件事故以前において、日本原電のＯ原子力発電所、中部電力のＱ原子

力発電所、フランスのＲ原子力発電所、米国のＴ原子力発電所、スイスのａａ原子力発電所な

ど、津波対策として建物等の水密化の措置が採られていた実例や基準が複数あることをもっ

て、同措置を採ることにより本件事故の結果を回避することが可能であったことを裏付けるも

のである旨主張する。

　しかし、我が国や海外の一部の原子力発電所において、水密化の措置が採られていた実例や

基準等が存していたとしても、それらの水密化の措置の内容からみて、上記実例等が、本件事

故以前に、既に、本件津波や本件地震のような規模の津波・地震をも防護できるような根本的

な措置として導入されていたものであったことを認めるに足りる証拠はなく、また、本件各証

拠をみても、我が国において原子炉施設に通暁する専門家の間で、本件事故以前に、建物等の

水密化の措置が上記津波・地震に対する根本的な措置となることが確立された知見とされてい

たこともうかがわれない。これらに照らすと、本件事故以前において、原子炉施設の敷地が浸

水することが想定される場合の我が国における原子炉施設の津波対策が、防潮堤等を設置する
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ことにより原子炉施設の敷地への海水の浸入を防止するだけでは不十分であり、これに代え

て、又は、これに加えて、水密化の措置を採ることが基本とされていたということはできな

い。そうすると、前記説示のとおり、経済産業大臣が規制権限を行使した場合、当該規制権限

の行使の内容や、これを受けて一審被告東電が採る措置の内容として、水密化の措置が講じら

れた蓋然性があるとか、そのような対策が講じられなければならなかったということはでき

ず、同措置が講じられることにより本件事故が回避できた蓋然性が高いということはできな

い。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　（４）　非常用電源設備の高所移設に関する主張について

　ア　一審原告らは、原審が説示するとおり、非常用電源設備の高所移設は、本件事故に係る

結果を回避するために採ることが可能な措置であったといえ、このことは、証人ａｂの証言、

同人らの意見書（甲Ｂ３５、丙Ｂ１４９）等により明らかである旨主張する。

　しかし、本件事故が発生した後に、本件事故の発生機序等を踏まえた知見の進展や他の原子

力発電所等での導入例等があったとしても、本件事故以前において、本件地震や本件津波のよ

うな規模の地震・津波に対して、非常用電源設備を高所に設置するという措置が、原子炉施設

の事故を防止するための根本的な措置として導入することが相当であるとする確立した知見が

既に存在していたことを認めるに足りる証拠はない。そして、前記説示のとおり、経済産業大

臣が規制権限を行使していたとしても、当該規制権限の行使の内容や、これを受けて一審被告

東電が採る措置の内容は、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地への浸水を防ぐこと

ができるように設計された防潮堤等を設置するという措置に係るものとなると認められるもの

であって、これに代えて、又は、これに加えて、非常用電源設備の高所移設の措置が講じられ

た蓋然性があるとか、そのような対策が講じられなければならなかったということはできな

い。

　以上によれば、上記証言や意見書等を基に、一審原告らの上記主張を採用することはでき

ず、この点に関する原審の説示は失当であるといわざるを得ない。

　イ　一審原告らは、非常用電源設備の高所移設の措置は、中部電力の「Ｑ原子力発電所の安

全対策強化の取り組み」（平成２５年）（甲Ｂ３７）中の「Ｑ原子力発電所における津波への

対応」で、ガスタービン発電機や緊急時電源盤の高台設置が挙げられていることや、１９７９

年（昭和５４年）に、台湾のａｃ原子力発電所において、発電機の高所設置が、ポンプ室の水

密化と共にされていたこと（甲Ｂ３５）などからして、本件事故時の技術水準において現実的

に採り得る措置であった旨主張する。

　しかし、一審原告らが指摘する中部電力の上記「Ｑ原子力発電所の安全対策強化の取り組

み」（甲Ｂ３７）は、本件事故を受けて、安全対策を強化すべく平成２５年に作成されたもの

にすぎず、また、上記台湾の事例は、本件事故以前（昭和５４年）のものであるものの、これ

が、本件事故と同様の事故を防ぐことができるような、局所的・部分的な対策とは質の異なる

対策として採られていたものであることを認めるに足りる的確な証拠はないのであって、上記

各事例をもって、本件事故の発生を回避するための措置として、非常用電源設備の高所移設が

講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が講じられなければならなかったとはいえな

い。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　ウ　一審原告らは、原子炉建屋の地下１階に設置された原子炉への注水設備であるＨＰＣＩ

が、本件津波により被水していたことは明らかでなく、実際、３号機のＨＰＣＩは起動してい

たことに照らせば、非常用電源設備の高所移設をすれば、本件事故の結果を回避することが可

能であった旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、そもそも、経済産業大臣が規制権限を行使していたとしても、
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非常用電源設備の高所移設の措置が講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が講じられ

なければならなかったということはできないのであって、本件各原子炉の施設におけるＨＰＣ

Ｉの起動の事実は、これを左右するものではない。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　エ　一審原告らは、ａｄほか意見書（２）（甲Ｂ８の２・５頁）を挙げて、非常用電源設備

の高所移設の措置につき、ケーブルの末端の防水処理及び補強をしておけば、本件地震や本件

津波によるケーブルの損傷は防止することができ、これらが技術的に不可能であったともうか

がわれないから、本件事故の結果を回避することが可能であった旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、そもそも、経済産業大臣が規制権限を行使していたとしても、

非常用電源設備の高所移設の措置が講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が講じられ

なければならなかったということはできないのであって、非常用電源設備の高所移設に伴い敷

設されるケーブル損傷の可能性は、これを左右するものではない。

　なお、本件地震の規模が、本件試算津波に係る長期評価において今後発生する可能性がある

とした地震の規模（津波マグニチュード８．２前後）をはるかに上回る、津波マグニチュード

９．１であったことに照らせば、ａｄほか意見書（２）（甲Ｂ８の２・５頁）の記載をもって

しても、本件地震や本件津波のような規模の地震・津波に対し、本件試算津波等を念頭に非常

用電源設備の高所移設に伴い設置されるケーブルについて、その損傷を十分に防止することが

できた蓋然性があるということも困難である。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

　（５）　一審原告らは、そのほか種々の詳細な主張を展開しているが、それらの個々の主張

内容について、関係各証拠に照らして慎重に検討しても、いずれも、その性質や内容に照ら

し、前記説示を左右するに足りるものではない。

第３節　一審原告らの損害について（総論）

　以上に説示したとおり、一審原告らの一審被告国に対する請求は全て理由がないこととなる

から、以下、一審原告らの損害については、一審被告東電に対する原賠法３条１項に基づく損

害賠償請求の関係で、説示するものである。

第１　認定事実

　１　本件事故による放射性物質の放出、本件事故後における避難指示等の状況、中間指針等

の発表及び一審被告東電の賠償基準の公表（精神的損害・財物損害）、各地域の状況、福島県

内の残留放射線量、放射線被ばくに関する規制・知見等については、次の２のとおり補正する

ほかは、原判決〈第２分冊〉第４章・第２節（認定事実（本件事故以降））の第３から第８ま

で、第５節（放射線被ばくに関する規制・知見等）に各記載のとおりであるから、これらを引

用する。

　２　原判決の補正

　（１）　原判決●２－１３９頁６行目の「（乙共９）を」の次に「、令和４年１２月２０日

付けで「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等

に関する中間指針第五次追補（集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて）」

（中間指針第五次追補）（乙共４９７）をそれぞれ」と加える。

　（２）　原判決●２－１４７頁２２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「カ　中間指針第五次追補

　原賠審は、裁判例の集積等を踏まえ、令和４年１２月２０日に策定・公表した中間指針第五

次追補（乙共４９７）において、次のとおり、過酷避難状況による精神的損害、生活基盤の喪

失・変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎

を置く精神的損害、自主的避難等に係る損害に関し、第四次追補を改訂するなどした上、従前

の指針に加えて損害の範囲等を示すとともに、精神的損害の増額事由について、指針を定め
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た。

　（ア）　過酷避難状況による精神的損害

　本件事故発生時に〈１〉福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内又は〈２〉福島第二原発から半

径１０ｋｍ圏内の区域に居り、同区域外への避難のため立退き（避難）及びこれに引き続く同

区域外への滞在を余儀なくされた者について、放射線に関する情報が不足する中で、被ばくの

不安と、今後の展開に関する見通しも示されない不安を抱きつつ、着の身着のまま取るものも

取りあえずの過酷な状況の中で避難を強いられたこと（過酷避難状況）による精神的苦痛は、

賠償すべき損害と認められる。その具体的な損害額は、第１期（本件事故発生時（平成２３年

３月）から６箇月間。原判決●２－１４１頁１１行目）において実際に避難指示が出されてい

た期間に応じて、上記〈１〉の全区域及び上記〈２〉のうち半径８ｋｍ圏内の区域については

１人３０万円を、上記〈２〉のうち半径８ｋｍから半径１０ｋｍまでの区域で上記〈１〉以外

の区域については１人１５万円を目安に、第１期において賠償すべき精神的損害の合計額に加

算する。

　（イ）　日常生活阻害及び生活基盤喪失・変容による精神的損害に対する慰謝料

　前記オ（中間指針第四次追補）を改訂し、避難指示区域（帰還困難区域、居住制限区域及び

避難指示解除準備区域）及び緊急時避難準備区域において賠償すべき日常生活阻害及び生活基

盤喪失・変容による精神的損害に対する慰謝料については、避難者の住居があった地域に応じ

て、次のとおりとする。

　〈１〉　日常生活阻害慰謝料

　ａ　帰還困難区域又はａｌ町若しくはｂｒ町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域

（帰還困難区域等）については、特段の事情がある場合を除き、平成３０年３月末までを賠償

の対象となる期間の目安とし、日常生活阻害慰謝料については、１人月額１０万円を目安とす

る。

　ｂ　居住制限区域及び避難指示解除準備区域（いずれもａの区域を除く。）については、特

段の事情がある場合を除き、平成３０年３月末までを賠償の対象となる期間の目安とし、日常

生活阻害慰謝料については、１人月額１０万円を目安とする。

　ｃ　緊急時避難準備区域については、特段の事情がある場合を除き、平成２４年８月末まで

（ｂｋ町の区域については、平成３０年３月末まで）を賠償の対象となる期間の目安とし、日

常生活阻害慰謝料については、１人月額１０万円を目安とする。

　〈２〉　生活基盤喪失・変容慰謝料

　ａ　帰還困難区域等については、生活基盤喪失慰謝料として、１人７００万円を目安とす

る。

　ｂ　居住制限区域及び避難指示解除準備区域については、生活基盤変容慰謝料として、１人

２５０万円を目安とする。

　ｃ　緊急時避難準備区域については、生活基盤変容慰謝料として、１人５０万円を目安とす

る。

　（ウ）　相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害

に対する慰謝料

　本件事故発生時に計画的避難区域又は特定避難勧奨地点に生活の本拠としての住居があった

者は、安心できる生活空間を享受する利益を一定期間にわたり侵害されたものと認められ、そ

の侵害により生ずる健康不安を基礎とする精神的損害は、賠償すべき損害と認められる。

　上記に係る精神的損害に対する慰謝料については、本件事故発生から平成２３年１２月末ま

での期間を賠償の対象となる期間として、賠償すべき精神的損害に対する慰謝料の合計額に加

算するのが相当な算定方法と認められる。

　上記に係る慰謝料の算定に当たっては、上記の者のうちの子供及び妊婦については６０万円
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（１人月額６万円）を目安とし、その他の対象者については３０万円（１人月額３万円）を目

安とする。

　（エ）　慰謝料の増額事由

　〈１〉　日常生活阻害慰謝料について、同慰謝料の賠償の対象となる期間において、避難等

対象者に関し、次の事由があり、かつ、通常の避難者と比べてその精神的苦痛が大きいと認め

られる場合には、目安とされた額よりも増額することとする。

　ａ　要介護状態にあること

　ｂ　身体又は精神の障害があること

　ｃ　ａ又はｂの者の介護を恒常的に行ったこと

　ｄ　乳幼児の世話を恒常的に行ったこと

　ｅ　妊娠中であること

　ｆ　重度又は中等度の持病があること

　ｇ　ｆの者の介護を恒常的に行ったこと

　ｈ　家族の別離、二重生活等が生じたこと

　ｉ　避難所の移動回数が多かったこと

　ｊ　避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上の困難さがある

ものがあったこと

　〈２〉　〈１〉のうち、ａからｃまでの事由があると認められる場合には、１人月額３万円

の増額を目安とする。

　〈３〉　〈１〉のうち、ｄの事由があると認められる場合には、乳幼児（満３歳に満たない

者）の世話を恒常的に行っていた者については、１人月額３万円の増額を目安とし、満３歳以

上小学校就学前の幼児の世話を恒常的に行っていた者については、１人月額１万円の増額を目

安とする。

　〈４〉　〈１〉のうち、ｅの事由があると認められる場合には、本件事故発生時に妊娠して

いた者については、その妊娠月齢にかかわらず一時金として３０万円の増額を目安とし、本件

事故発生後に妊娠した者については、妊娠期間中月額３万円の増額を目安とする。

　〈５〉　〈１〉のうち、ｆからｊまでの事由があり、かつ、通常の避難者と比べてその精神

的苦痛が大きいと認められる場合における具体的な損害額の算定方法は、個別具体的な事情に

応じて、ＡＤＲセンターの賠償実務を踏まえ、増額することとする。」

　（３）　原判決●２－１５２頁１５行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「エ　中間指針第五次追補における自主的避難等対象者に対する賠償指針

　上記中間指針第五次追補は、自主的避難等対象者（ｂｐ市、ａｎ市、ａｍ市等に居住してい

た一審原告ら）に対する平成２３年１２月末までの損害として、子供及び妊婦の自主的避難等

に係る損害額（生活費の増加費用、精神的損害及び移動費用を合算した額）の目安を、引き続

き１人４０万円とする一方、子供及び妊婦以外の者の自主的避難等に係る損害額（上記と同

様）の目安を、１人２０万円と改め、また、少なくとも子供及び妊婦については、場合によ

り、平成２４年１月以降の損害も賠償の対象となり得るものとした。

　さらに、本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者が自主的避難等対象区域

内に避難して滞在した期間の損害額の算定に当たっては、これらの者は、避難している期間に

ついて、既に中間指針に係る精神的損害（日常生活阻害）の賠償対象とされており、両者の損

害に一部重複すると考えられる部分があることを勘案して、上記精神的損害（日常生活阻害）

の賠償対象とされていない期間については、子供及び妊婦については１人４０万円、その他の

者については１人２０万円を目安として勘案した額とし、自主的避難等対象区域に避難して滞

在した期間については、本件事故発生から平成２３年１２月末までの損害として、子供及び妊

婦については１人２０万円、その他の者については１人１０万円を目安として勘案した額とす
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るものとした。」

　（４）　原判決●２－１５８頁３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「５　一審被告東電は、前記のとおり、原賠審が、令和４年１２月２０日に策定・公表した中

間指針第五次追補（乙共４９７）において、過酷避難状況による精神的損害、生活基盤の喪

失・変容による精神的損害等に関し、第四次追補を改訂するなどしたことを受けて、令和５年

１月３１日付け「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加

の賠償基準の概要について」を策定・公表した（乙共５０５）。」

第２　原子力損害等について

　一審原告らの原賠法による請求は、民法上の不法行為法の特別法たる原賠法の３条１項に基

づき、「原子力損害」、すなわち、「核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等

の放射線の作用若しくは毒性的作用」により生じた損害（原賠法２条２項）の賠償を請求する

ものであるところ、一審原告らが本件事故による避難等により被った損害については、その性

質・内容に照らし、上記「原子力損害」に当たるということができる。

　そして、原賠審（原賠法１８条１項）が公表した中間指針等や、経済産業省が公表した賠償

基準の考え方は、前記認定の各内容等に照らし、民法上の不法行為法に係る一般的な理解や考

え方に整合するものといえるから、個別の一審原告らの損害について検討するに際しても、参

考にすることができると考えられる一方、個別の一審原告らに係る具体的損害額を算定するに

当たっては、本件に現れた一切の事情に基づき、中間指針等が目安とする額から増減した額を

定めることも、当然に許容されるというべきである。

第３　財物損害について

　一審原告らは、不動産損害について、フラット３５を参照した標準的な居住用土地建物の金

額（土地１３６８万８０００円、建物２２３８万円）が損害額である旨主張し、原審は、固定

資産税評価額に区域ごとの一定の係数を乗ずるなどして損害額を算定している。

　そこで検討すると、不法行為による物の滅失毀損に対する損害賠償の金額は、特段の事由の

ない限り、滅失毀損当時の交換価格により定められると解するのが相当であり（最高裁昭和３

２年１月３１日第一小法廷判決・民集１１巻１号１７０頁参照）、このことに照らせば、上記

不動産の賠償額は、本件事故時における時価により定められるべきものである。そして、この

見地に鑑みると、一審原告らの上記主張や、原審の上記算定方法は、いずれもその根拠が不十

分であって、本件事故時における不動産の時価から乖離するものといわざるを得ない。他方、

原判決〈第２分冊〉第４章・第２節（認定事実（本件事故以降））の第６を引用して認定した

財物賠償に関する中間指針等の定め及び経済産業省が示した財物賠償の考え方は、その内容等

に照らし、不動産の賠償額が本件事故時における時価により定められるべきであるとの上記の

見地から乖離するものではなく、不合理な点は見当たらないものといえる。そうすると、不動

産損害としては、これに沿った損害額を認定するのが相当である。そして、一審被告東電が一

審原告らに対し不動産損害に関して弁済した額は、上記第６、本件各証拠及び弁論の全趣旨に

照らし、上記の中間指針等の定め及び経済産業省が示した財物賠償の考え方に沿って算定され

たものであると認められ、そうである以上、一審被告東電により不動産損害に対する賠償がさ

れている一審原告らについては、その弁済額を超えて、同一審原告らに損害が発生していると

認めることはできないというほかない。

　また、一審原告らは、家財損害について不服を述べるが、家財の賠償額についても、本件事

故時における時価により定められるべきであるところ、原審の損害額の認定は、民訴法２４８

条により、弁論の全趣旨に基づき相当な損害額を算定するという観点からすると、不合理であ

るとまではいえない。

　さらに、一審原告らは、住居確保損害、就労不能損害等についても主張するが、これらにつ

いても、後記において個別の一審原告について説示するとおりであり、その内容等に照らし、
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原審の認定に、不合理な点は認められない。

第４　精神的損害に対する賠償について

　１　避難生活により日常生活を阻害された精神的苦痛に対する慰謝料（日常生活阻害慰謝

料。以下「避難慰謝料」ということもある。）について

　（１）　一審原告ら（前記のとおり、「一審原告ら」という場合、その中に被承継人が含ま

れる場合がある。）において、本件事故が発生した後、避難指示等（対象区域（避難区域、屋

内退避区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、ａｆ市による一時避難要請区域、特定避

難勧奨地点。なお、一審原告らは、このうち計画的避難区域、特定避難勧奨地点を除く各区域

に居住しているところ、そのうち避難区域については、その後、帰還困難区域、居住制限区

域、避難指示解除準備区域に再編されている。）における政府等による避難等の指示、要請又

は支援・促進をいう。）があったことやその他の事情により居住地を立ち退き、その後の避難

生活を余儀なくされた場合には、放射線量等につき十分な情報のない中、被ばくへの不安を抱

えたまま、慣れ親しんだ居住地を立ち退くことを余儀なくされ、同居住地以外の地で慣れない

生活を強いられることとなり、安心できる生活空間を享受できる利益を侵害された上、その従

前の居住地における平穏な日常生活が阻害され、これに伴う著しい不便や困難に直面するとと

もに、従前の居住地への帰還の可否や時期についての確たる見通しが持てないこと等による強

い不安感や焦燥感を抱いたものと認められ、これらによる精神的苦痛に係る損害を被ったもの

というべきであるから、当該損害に係る慰謝料（避難慰謝料）の請求をすることができるとい

うべきである。

　（２）　上記のような一審原告らの避難と、避難生活における精神的苦痛との間の相当因果

関係について更に敷衍すると、次のとおりである。

　ア　一審原告らのうち、避難指示等がされた区域に居住していた者について

　政府等による避難指示等は、年間積算線量２０ｍＳＶを上回るおそれがあることなどを基準

とするものであると認められるところ（原判決●２－１２６頁、第４　避難指示の状況）、避

難指示等があった対象区域に居住し、当該避難指示等を受けて避難した一審原告らについて

は、本件事故発生という極限状況の下、避難指示等に従い居住地を立ち退く以外の選択肢がな

かったといえ、次のとおり、上記の基準についても不合理はないことに照らし、上記相当因果

関係が認められることは明らかというべきである。

　すなわち、低線量被ばくＷＧ報告書（原判決●２－２７４頁～。乙共４）においては、

〈１〉国際的な合意に基づく科学的知見によれば、放射線による発がんリスクの増加は、年間

１００ｍＳＶ以下の低線量被ばくでは、他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほ

ど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされ、

〈２〉年間２０ｍＳＶを被ばくすると仮定した場合の健康リスクは、例えば他の発がん要因

（喫煙、肥満、野菜不足等）によるリスクと比べても低く、放射線防護措置に伴うリスク（避

難によるストレス、屋外活動を避けることによる運動不足等）と比べられる程度であるとされ

ている。また、ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の勧告（原判決●２－２６５頁～。丙共４

３）においては、〈３〉平常時において、放射線を扱う職業人につき、５年間で１００ｍＳＶ

という線量限度（管理の対象となるあらゆる放射線源からの被ばくの合計が、その値を超えな

いように管理するための基準値）を定めるとされ、〈４〉緊急時被ばく状況において、一般公

衆の場合、年間２０～１００ｍＳＶを参考レベル（緊急時被ばく状況下、１人１人が受ける線

量がばらついている状態において、不当に高い被ばくを受ける人がいないようにするため、全

体の防護のための方策を考える際に、一定の線量レベルを超えて被ばくするおそれのある人が

いる場合には、それらの人々に重点的に対策を講じることとすべく設定される、その一定の線

量レベル）と定めるとされ、〈５〉１００ｍＳＶ近くまで年間線量が増加した場合には、防護

対策を導入すべきであり、年間線量が約１００ｍＳＶを下回る場合は、確率的影響の発生の増
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加は低い確率であるものの、直線しきい値なしモデル（ＬＮＴモデル）が、低線量・低線量率

での放射線防護の管理に実用的で、予防原則の観点からも相応しいとされている。

　そうすると、年間積算線量２０ｍＳＶという放射線量の数値は、同放射線による健康リスク

が、他の発がん原因によるリスクと比べても低く、ＩＣＲＰの勧告における緊急時被ばく状況

下の一般公衆の場合の参考レベルのうち最も低い値であることを受けて、直接的な防護対策を

導入すべき値としては低い値ではあるものの、公衆の安全という見地から、保守的にみて、避

難指示等の対象区域の基準とされたものと評価することができる。したがって、政府等による

避難指示等が、年間積算線量２０ｍＳＶを上回るおそれがあることなどを基準としていたこと

については、不合理な点はないというべきである。

　イ　一審原告らのうち、上記ア以外の者について

　これに対し、上記ア以外の者については、政府等による避難指示等がされているものではな

い。しかし、上記のとおり、ＩＣＲＰの勧告においても、放射線の年間線量が約１００ｍＳＶ

を下回る場合、確率的影響の発生の増加は低い確率であるものの、直線しきい値なしモデル

（ＬＮＴモデル）が、低線量・低線量率での放射線防護の管理に実用的で、予防原則の観点か

らも相応しいとされている。そして、ＬＳＳ第１４報（甲共４）の記載（定型的な線量閾値解

析ではしきい値は示されず、ゼロ線量が最良の閾値推定値であった旨の記載）もこれに沿うこ

とその他本件に現れた一切の事情を考慮すれば、年間積算線量２０ｍＳＶを下回っていても、

放射線による健康不安を憂慮する合理性が全く否定されるものではないし、本件事故直後には

その影響の程度等が明らかでなく、原発による放射線被害という本件事故の特質に照らし、上

記ア以外の者が、放射線による健康不安を懸念して避難生活に入ることは、通常人の行動とし

て不合理とはいえない。

　これらからすると、一審原告ら（上記ア以外の者）のうち、福島県のいわゆるｄｌ、ｄｍ北

部及び中部に居住していた者についても、福島第一原発からの距離、放射線量、避難の状況等

に関する諸事情に鑑みて、健康不安を憂慮して避難することには客観的な合理性が認められ、

上記相当因果関係を肯定することができると考えられる。もっとも、これらの者と、上記アの

者とは、上記の諸事情の点において大きく異なっていることは否定することができず、その損

害額については、公平性・合理性の見地に照らし、上記アの者と同水準のものを認定すること

はできないというほかなく、後記のとおり認定するのが相当というべきである。

　（３）　上記（２）アの者（一審原告らのうち、避難指示等がされた区域に居住していた

者）について

　ア　損害額の算定方法

　上記（１）の精神的苦痛による損害は、一審原告らが、各避難生活を送る中で、従前の居住

地における日常生活を阻害されることにより、日々発生するものというべきであるから、具体

的な損害額の算定方法としては、１箇月当たりの損害額を定め、これに避難生活を送った月数

を乗じることにより、算定するのが相当である。

　そして、その金額としては、本件事故による避難生活が、本件事故という未曽有の大惨事に

よる被害の結果であることを念頭に、上記の精神的損害の性質（日常生活の阻害等）、個々の

一審原告らの避難生活における著しい不便や困難、強い苦痛や不安感等の一切の事情を踏ま

え、中間指針等と同様に、原則として、１箇月当たり１０万円と算定するのが相当であり、ま

た、このような著しい不便や困難、強い不安感は、避難指示等による区域に居住していたこと

から突然避難生活を余儀なくされている以上、居住地がいかなる区域にあったかによって異な

るものではないと認められるから、避難指示等の区域を問わず、同額とするのが相当である。

　イ　損害額の加算

　次のような特段の事情がある場合には、精神的苦痛に係る損害額としては、上記アにかかわ

らず増額した金額を認定するのが相当である。
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　（ア）　避難所生活について

　一審原告らが、避難指示等により、避難所等において避難生活をした場合については、生活

の場として快適さを欠く中でプライバシーのない生活を余儀なくされたものであるから、当該

避難生活が含まれる月の損害額としては、上記アにより算定される損害額に対し、相当額を加

算したものとするのが相当である。

　（イ）　特別に過酷な避難について

　一審原告らのうち、政府が本件事故時に住民の避難を指示した区域（福島第一原発から半径

２０ｋｍ圏内。平成２３年４月２２日には、原則立入り禁止となる警戒区域に設定された。）

に居住していた者については、本件事故に続いて発出された避難指示により、何らの前触れも

なく突然に、短時間のうちに着の身着のままで居住地から立ち退くことを余儀なくされたもの

であって、前記（１）の一審原告らの中でも、本件事故発生時（平成２３年３月）から少なく

とも６箇月間、その立ち退きや、その後の避難の状況が、特に過酷なものであったと認められ

る。そして、これらの避難自体の過酷さ等の性質、内容に鑑み、その精神的苦痛に係る損害額

としては、上記アにより算定される損害額に対し、相当額を加算したものとするのが相当であ

る。

　（ウ）　避難等を特別に過酷にする一審原告らの属性等について

　一審原告らのうち、本件事故時、要介護状態であった者、身体又は精神に障害があった者、

妊娠中であった者、高齢者のうち一定年齢以上であった者など、避難生活に適応が困難な客観

的事情があった者については、その属性等に照らし、本件事故の発生後、特に過酷な避難を余

儀なくされたものと評価すべきであるから、それぞれの個別具体的事情に応じ、上記アにより

算定される損害額に対し、相当額を加算したものとするのが相当である。

　（エ）　上記（ア）～（ウ）に準ずる場合について

　一審原告らにおいて、上記（ア）～（ウ）に直ちには当てはまらなくても、これに準ずるよ

うな個別の事情がある場合においては、当該事情の性質・内容に応じて、上記アにより算定さ

れる損害額に対し、相当額を加算したものとするのが相当である。

　ウ　避難慰謝料の終期等について

　（ア）　避難生活による精神的苦痛については、避難生活の継続に従い、徐々に新たな生活

に順応することにより、避難開始当初と比較すれば低減するものと認められる。また、避難開

始から一定期間経過後には、避難指示等の解除の有無や時期、元の居住地の状況、避難先での

生活状況等に鑑みて、永住の場所としての新たな生活の本拠についての意思決定をし、客観的

見地からみて、避難生活から脱し、日常生活の阻害は消失するものとみるのが合理的かつ自然

というべきである。そうすると、上記避難慰謝料については、一定の避難生活の継続期間に

限って生ずるものであるといえ、終期があるものといわざるを得ず、避難慰謝料の終期につい

ては、原則として、次のとおりと認めるのが相当である。

　（イ）　帰還困難区域に居住していた一審原告らについて

　一審原告らが、本件事故時に、帰還困難区域（長期間、具体的には５年間を経過してもな

お、年間積算線量が２０ｍＳＶを下回らないおそれのある、区域設定時において年間積算線量

が５０ｍＳＶ超の地域。原判決●２－１３２頁）に居住していた場合においては、いまだその

指定が解除されていない相当な範囲の区域が残っていることからも看取されるように、避難生

活を継続して一定期間経過後に元居住地に帰還すること自体、相当困難でありその見通しも立

たないことが客観的に明らかとなり、避難先での生活状況等に鑑みて、避難先その他の場所

に、永住の場所としての新たな生活の本拠を定めることとする意思決定をするのが自然である

と解され、その時点において、避難生活が終了するものとみるべきであること等に照らすと、

その避難慰謝料の終期は、平成３０年３月末までとするのが相当である（避難慰謝料の額は、

１箇月１０万円の場合、８５０万円となる。）。
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　（ウ）　居住制限区域又は避難指示解除準備区域に居住していた一審原告らについて

　一審原告らが、本件事故時に、上記帰還困難区域以外の避難指示区域（居住制限区域（年間

積算線量が２０ｍＳＶを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き

避難を継続することを求める地域。原判決●２－１３２頁）又は避難指示解除準備区域（年間

積算線量が２０ｍＳＶ以下となることが確実であることが確認されたとされる地域。原判決●

２－１３２頁））若しくはｂｋ町に居住していた場合においては、避難指示の解除時期はそれ

ぞれの地域により異なるものの、復興支援等を通じた生活インフラの回復などは、上記区域全

体の環境整備に関わるものであると考えられ、遅くとも上記区域の全域において避難指示が解

除されている状態となった平成２９年４月１日から一定期間が経過した平成３０年３月末まで

は、上記一審原告らの日常生活が阻害されていたと評価できること等に照らすと、その避難慰

謝料の終期は、同月末までとするのが相当である（ｂｋ町については、そのほぼ全域が上記避

難指示解除準備区域と指定され、同町の緊急時避難準備区域に指定されていた区域に居住して

いた場合も含め、その生活インフラ等は、避難指示解除準備区域に集中していたものと認めら

れるから、その全域について、上記と同様の終期を定めるのが相当である。）。そうすると、

避難慰謝料の額は、１箇月１０万円の場合、８５０万円となる。

　（エ）　緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らについて

　一審原告らが、本件事故時に、緊急時避難準備区域（常に緊急時に避難のための立ち退き又

は屋内への退避が可能な準備を行うことが求められる区域。原判決●２－１２７～１２８頁。

ただしｂｋ町を除く。）に居住していた場合においては、同区域は、政府による避難指示がさ

れていたものではないが、これに準じるものとして、政府によりこのような区域指定がされた

こと、本件事故直後には放射線の影響の程度等が明らかでなかったことや、原発による放射線

被害という本件事故の特質に照らして、同区域に居住していた者が上記放射線被害を懸念して

避難生活に入ることは、通常人の行動として不合理とはいえないと考えられること等から、避

難慰謝料の発生を肯定することができる。

　そして、同区域の指定が解除されたのが平成２３年９月３０日であること、その後生活イン

フラ等の回復のため一定期間を要すること、放射線量の状況（原判決●２－１７１頁、第８　

福島県内の残留放射線量）、避難の状況（原判決●２－１６３頁、第７　本件事故後の各地域

の状況）、その他本件に現れた一切の事情に照らすと、その避難慰謝料の終期は、本件事故か

ら約１年６箇月が経過した、平成２４年８月末までとするのが相当である（避難慰謝料の額

は、１箇月１０万円の場合、１８０万円となる。）。

　（オ）　屋内退避区域又はａｆ市による一時避難要請区域に居住していた一審原告らについ

て

　一審原告らが、本件事故時に、屋内退避区域（福島第一原発から半径２０km以上３０km圏内

の区域のうち、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域のいずれにも指定されなかった区域。

ａｍ市の一部区域がこれに当たる。原判決●２－１２８頁）、又は、ａｆ市による一時避難要

請区域に居住していた場合においては、これらの区域は、政府による避難指示がされていたも

のではないが、政府や市によりこのような区域の指定や要請がされたこと、本件事故直後には

放射線の影響の程度等が明らかでなかったことや、原発による放射線被害という本件事故の特

質に照らして、これらの区域に居住していた者が上記放射線被害を懸念して避難生活に入るこ

とは、通常人の行動として不合理とはいえないと考えられること等から、避難慰謝料の発生を

肯定することができる。

　そして、屋内退避区域の指定が解除されたのが平成２３年４月２２日であること、ａｆ市が

一時避難を要請した区域についても同日には帰宅を許容する旨の見解が同市によって示されて

いること、他方、その後生活インフラ等の回復のため一定期間を要すること、放射線量の状況

（原判決●２－１７１頁、第８　福島県内の残留放射線量）、避難の状況（原判決●２－１６
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３頁、第７　本件事故後の各地域の状況）、その他本件に現れた一切の事情に鑑み、その避難

慰謝料の終期は、本件事故から約１０箇月が経過した、平成２３年１２月末までとするのが相

当である（避難慰謝料の額は、１箇月１０万円の場合、１００万円となる。）。

　（４）　一審原告らのうち、上記（２）ア以外の者について

　一審原告らのうち、上記（２）ア以外の者については、原判決●３－１７２頁９行目「屋内

退避指示や」から１７３頁９行目の「加えて、」まで、同１０行目の「本件事故の前に」から

同１６行目の「招来しかねない」までの説示を引用する。

　これによれば、上記一審原告ら（一審原告らのうち、上記（２）ア以外の者）のうち、福島

県のいわゆるｄｌ並びにいわゆるｄｍの北部及び中部に居住していた者については、避難慰謝

料の発生を肯定することができ、その額は、原則として３０万円とするのが相当である（な

お、福島県のそれ以外の地域に居住していた者については、福島第一原発からの距離、避難指

示等対象区域との近接性、放射線量、避難の状況等に鑑みて、避難慰謝料の発生は肯定できな

いというべきである。）。

　また、子供及び妊婦並びに養育すべき子のいる親がその子と共に避難した場合の当該親につ

いては、原判決●３－１７３頁２５行目から１７４頁１４行目までの説示を引用する。ただ

し、上記のうち、「当裁判所が認める自己決定侵害慰謝料の額は」、「当裁判所が認める自己

決定権侵害慰謝料（C）の額は」とあるのを、いずれも「当裁判所が認める避難慰謝料の額は」

と改める。

　これによれば、前記一審原告ら（一審原告らのうち、上記（２）ア以外の者）のうち、福島

県のいわゆるｄｌ並びにいわゆるｄｍの北部及び中部に居住していた者について、子供及び妊

婦の場合においては、避難慰謝料の額は、１００万円とするのが相当であり、養育すべき子の

いる親がその子と共に避難した場合の当該親については、避難慰謝料の額は、６０万円とする

のが相当である。

　（５）　原審の認定について

　原審は、避難所等への滞在に係る慰謝料は別として、基本的に、避難生活に係る慰謝料を認

定していない一方、ふるさと喪失慰謝料、自己決定権侵害慰謝料を認定する。

　このような原審の説示は、当審の認定する避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）について、ふ

るさと喪失慰謝料を認定する場合は、比較的大きな額を認定することにより、これを併せて評

価し、また、ふるさと喪失慰謝料を認定しない場合は、自己決定権侵害慰謝料を認定すること

により、これを実質的に評価したものとみられ、当審の認定と、その法益の評価の実質は異な

らないものといえる。

　もっとも、上記説示のとおり、精神的損害の判断の枠組みとしては、避難生活に伴う精神的

苦痛と、それ以外のもの（後記２の生活基盤喪失・変容）に係る精神的苦痛とに分けて考える

のが相当であり、中間指針等もそのような枠組みを用いている。

　２　生活基盤が喪失・変容したことに関する精神的苦痛に対する慰謝料（生活基盤喪失・変

容慰謝料）について

　（１）　一審原告らにおいて、避難指示等がありこれが長期間継続したことにより、居住地

を立ち退き、その後の避難生活を余儀なくされた場合、本件事故により放出された放射性物質

によって居住地が汚染され、その生活基盤が喪失又は変容させられたことによる精神的苦痛を

被ったといえるときは、上記避難慰謝料に加え、かかる精神的損害に対する賠償を請求できる

というべきである。

　すなわち、避難指示等があった一審原告らの元居住地からは、同様に多くの住民が立ち退い

て長期間にわたり避難し、生活インフラ等も十分に機能しなくなり、同一審原告らにおいて

は、従前の家族や友人・知人との関係、仕事の関係等が著しく損なわれることとなることか

ら、地域に根差した助け合い、人との付き合いの温もり、社会的資源、様々な文化、自然環境
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などを包摂した同一審原告ら各自の人生の基礎となる生活基盤が、根本から喪失させられ、又

は変容させられることになる。また、そうしたことの結果として、前記のとおり、避難生活の

継続後、一定期間経過後には、永住の場所としての新たな生活の本拠についての意思決定をせ

ざるを得ない状況に至らされるのであって、これらのことから被る精神的苦痛については、前

記の避難生活の継続による精神的苦痛とは別個の精神的苦痛として、避難慰謝料とともに生活

基盤喪失・変容慰謝料として、損害賠償の対象となるというべきである。そして、その具体的

損害額は、上記損害が、本件事故により放出された放射性物質によって居住地が汚染されたこ

とが根本の原因であることに鑑みて、一審原告らが避難等を余儀なくされた元居住地の状況等

によって異なることとなり、原則として、次のとおりとなるというべきである。

　（２）　帰還困難区域に居住していた一審原告らについて

　一審原告らのうち、帰還困難区域に居住していた者については、前記説示のとおり、いまだ

その指定が解除されていない相当な範囲の区域が残り、地域社会が全体として失われたままで

あって、避難生活を継続して一定期間経過後に元居住地に帰還すること自体、相当困難であ

り、その見通しも立たないことが客観的に明らかとなっており、新たな生活の本拠についての

意思決定も極めて狭い範囲からの選択を迫られるものとなり、その生活基盤は、根本から喪失

させられたと解されるから、その具体的損害額は、これらの事情を勘案した８００万円が相当

というべきである。

　（３）　居住制限区域又は避難指示解除準備区域等に居住していた一審原告らについて

　一審原告らのうち、居住制限区域、避難指示解除準備区域又はｂｋ町に居住していた者につ

いては、避難指示が解除されたとはいえ、多数の住民が長期間避難した後に再形成されたその

地域社会や文化、住民構成等は、相当程度変容したものとなっているといわざるを得ない。加

えて、上記一審原告らについては、長期間にわたる避難生活の間に、避難先で新たな生活関係

等が構築されて当該地域に定着することにより、避難指示が解除され元の居住地への帰還を望

んだとしても、同一審原告らを取り巻く客観的な状況に照らし、帰還が困難となる場合もあり

得るのであり、その意味において、生活基盤を変容させられることもある。そうすると、上記

一審原告らの生活基盤は、必ずしも根本から喪失したとはいえないが、少なくとも相当程度変

容したと解されるから、その具体的損害額は、これらの事情を勘案した４００万円が相当とい

うべきである。

　（４）　緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らについて

　一審原告らのうち、緊急時避難準備区域に居住していた者については、避難指示区域（帰還

困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域）とは異なり、本件事故発生から約６箇月

後に指定が全て解除されており、生活基盤がある程度変容したと認められる一方、一定の地域

社会が残っていたと考えられ、その生活基盤変容の程度は、避難指示区域とは相当異なるとい

うべきであるから、その具体的損害額は、これらの事情を勘案した１００万円が相当というべ

きである。

　（５）　その余の一審原告らについて

　上記（２）～（４）以外の一審原告らの元居住地については、上記（２）～（４）の区域と

は大きく異なり、多数の住民が避難して地域社会等が再形成された事情があるとまではいえ

ず、生活基盤の喪失・変容の程度は、（２）～（４）の区域と比較して質的な差異があり、法

的な保護を肯定できる利益が侵害されたとまではいい難く、生活基盤喪失・変容慰謝料につい

ては、その発生を肯定することはできないというほかない。

　（６）　原審のいう本件平穏生活４要素について

　原審は、上記説示のような生活基盤喪失・変容に対応するものとして、本件平穏生活４要素

について説示するところ、これらはいずれも、その内容に照らし、生活基盤喪失・変容と同一

の被侵害利益を意味するものであると解される。もっとも、本件平穏生活４要素それ自体を規
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範概念として用いるときは、そのうちのいずれかの要素について必ずしも当てはまらない場

合、精神的損害の発生自体を否定することとなるおそれがあるため、当審は、本件平穏生活４

要素の実質をみて、上記のとおり説示したものである。

　３　一審原告らの主張について

　（１）　一審原告らは、〈１〉避難期間に比例する避難慰謝料として月額３５万円、〈２〉

ふるさと喪失慰謝料（包括慰謝料）として２０００万円を請求し、賠償されるべき損害額につ

き政府等が設定した区域の種類によって差を設ける合理性はない旨主張する。

　しかし、避難慰謝料についての当審の立場は、前記１に説示したとおりである。また、ふる

さと喪失慰謝料（包括慰謝料）については、その呼称はともかくとして、その実質について

は、前記２に説示したものと同様の内容であるものと認められるが、生活基盤喪失・変容慰謝

料についての当審の立場は、同説示のとおりである。

　前記１に説示のとおり、政府による避難指示等が、年間積算線量２０ｍＳＶを上回るおそれ

があることなどを基準としていたことについて、不合理な点はなく、一審原告らの元居住地の

状況等によって、避難生活の終期や、生活基盤の喪失・変容の程度は、影響を受けるものであ

り、これについて何ら差を設けないことは、かえって公平性、合理性を欠くこととなるといわ

ざるを得ない。したがって、避難慰謝料が認められる期間や、生活基盤喪失・変容慰謝料の有

無及び額が、政府等が設定した区域の種類によって異なることは、やむを得ないというべきで

ある。

　この点、一審原告らは、放射線の健康への影響に関する科学的知見の到達点（ＬＮＴモデル

を採用すべきこと）等に鑑みれば、避難指示等対象区域以外の区域に居住していた一審原告ら

であってもなお、生命に関わる健康への重大な影響は否定できず、区域の種類による差は認め

られない旨主張する。

　そこで検討すると、前記説示のとおり、ＩＣＲＰの勧告においても、年間線量が約１００ｍ

ＳＶを下回る場合、直線しきい値なしモデル（ＬＮＴモデル）が、低線量・低線量率での放射

線防護の管理に実用的で、予防原則の観点からも相応しいとされており、年間線量が２０ｍＳ

Ｖを下回る場合においても、放射線による健康不安を憂慮する合理性が全く否定されるもので

はないと考えられる。

　しかし、他方、前記説示のとおり、低線量被ばくＷＧ報告書において、国際的な合意に基づ

く科学的知見によれば、放射線による発がんリスクの増加は、１００ｍＳＶ以下の低線量被ば

くでは、他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく、放射線による発がん

のリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされ、また、年間２０ｍＳＶを被ばくする

と仮定した場合の健康リスクは、例えば他の発がん要因（喫煙、肥満、野菜不足等）によるリ

スクと比べても低く、放射線防護措置に伴うリスク（避難によるストレス、屋外活動を避ける

ことによる運動不足等）と比べられる程度であるとされているものであって、ＵＮＳＣＥＡＲ

の知見（甲１１３の１・１６～１７頁、丙共４７・１８９頁（５３６項以下））を踏まえて検

討しても、これが左右されるものではない。

　これらに照らせば、一審原告らが主張するように、避難指示等対象区域以外の区域に居住し

ていた一審原告らにおいて、その生命に関わる健康への重大な影響があり区域の種類による差

を設けることが不合理であることまでが、客観的見地から直ちに導かれるということはできな

い。

　以上によれば、政府等が設定した区域の種類によって慰謝料の額に差を設ける合理性はない

旨の一審原告らの主張は採用することができない。

　（２）　一審原告らは、一審被告東電の津波対策のけ怠の悪質性や、本件事故後の賠償手続

における対応の不誠実性に鑑み、慰謝料額が増額されるべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に照らせば、一審被告東電の津波対策のいかんによって、本件事故又はこ

114/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



れと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないというべきであ

り、津波対策のけ怠の悪質性をいう上記の主張に根拠はなく、また、本件事故後の賠償手続に

おける一審被告東電の行為が不誠実であり慰謝料が増額されるべき根拠となることを基礎付け

る事情を認めるに足りる証拠はない。

第５　その他の損害に対する賠償について

　一審原告らの一部は、上記第３及び第４の財物損害並びに精神的損害に加え、就労不能損

害、避難先の賃料・駐車場代、避難中の受傷に係る精神的損害、事業再開に伴う営業損害など

について、損害賠償を請求しているが、これらの損害賠償についての判断は、後記のとおり、

個別の一審原告らについて別段の判断を示すほかは、原審が示した判断のとおりである。

第６　弁済の抗弁について

　１　当事者の総括的主張

　一審被告東電は、本件における訴訟物（請求権）は１つであり、一審被告東電の弁済は、財

産的損害か精神的損害か、如何なる項目かを問わず一審原告ら主張の損害の全項目に対する弁

済に充てられるべきであるとし、これを前提に、一審原告ら各自に関して個別の費目を挙げ

て、一審被告東電においては、実損害額を超える賠償ないしはその可能性がある支払をしてい

る旨主張する。

　これに対し、一審原告らは、そもそも異なる費目間の充当は、法的に認められず、また、一

審原告らと一審被告東電との間には、民法上の和解契約、片面的清算合意又は当該費目に限っ

て弁済するものであり他の費目に充当したりすることはしないとの合意があったと解されるか

ら、弁済の際に名目とされた損害項目への充当のみが認められ、他の損害項目に充てることは

許されず、そのようにすることは信義則に反するものである旨主張する。

　２　検討

　（１）　弁済が認められるための要件は、〈１〉債務の本旨に従った給付、〈２〉その給付

がその債権についてされたことである。そうすると、一審被告東電の弁済が、損害の全項目に

対する弁済に充てられるべきとする一審被告東電の上記主張は、一審原告らの各請求権（債

権）が一つであることを前提として、その支払の名目たる損害項目（精神的損害、不動産の損

害（土地建物）、家財の損害、避難帰宅費用、一時立入費用、生命身体的損害、検査費用、就

労不能損害、住居確保費用など）にかかわらず、一審被告東電の弁済が、慰謝料を含む一審原

告らの損害賠償請求全体に対して、〈１〉及び〈２〉の要件を満たす弁済とみるべきとするも

のと考えられる。

　そこで検討すると、上記〈２〉の要件については、給付の対象となる債権をどのように解す

るかが問題となるところ、一審原告らの一審被告東電に対する原賠法３条１項に基づく損害賠

償請求権は、これと法的性質を同じくする不法行為に基づく損害賠償請求権については被侵害

利益ごとに発生するものと解されていること（最高裁昭和６１年５月３０日第二小法廷判決・

民集４０巻４号７２５頁、最高裁令和３年１１月２日第三小法廷判決・民集７５巻９号３６４

３頁参照）に照らすと、被侵害利益が同一のものか否かによって、上記〈２〉の給付の対象と

なる債権を区別すべきものであって、被侵害利益が異なるものであれば、別個の損害賠償請求

権（債権）が成立することになるというべきである。

　これを本件についてみると、前記説示に係る慰謝料請求権（日常生活阻害慰謝料、生活基盤

喪失・変容慰謝料に係る慰謝料請求権）の被侵害利益（精神的損害）は、精神的損害以外の損

害に係る賠償請求権の被侵害利益と質的に異なるものであると解される。

　そうすると、一審被告東電により、一審原告らの精神的損害以外の損害に係る過払があった

場合、日常生活阻害慰謝料、生活基盤喪失・変容慰謝料に係る請求権との関係で、上記〈２〉

の要件が満たされず、当該支払をもって、上記の慰謝料請求権に対する弁済とみることはでき

ないというべきであり、また、一審原告らの上記慰謝料に係る過払があった場合も、同様に、
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当該支払をもって、精神的損害以外の損害に係る賠償請求権に対する弁済とみることはできな

いというべきである。

　（２）　もっとも、一審原告らが財産的損害として請求している損害項目、又は、一審被告

東電の支払に係る損害項目の中には、その被侵害利益が慰謝料請求権の被侵害利益と区別する

ことが容易でない就労不能損害、避難帰宅費用、一時立入費用等があり（最高裁昭和４８年４

月５日第一小法廷判決・民集２７巻３号４１９頁参照）、慰謝料請求権との関係で、上記就労

不能損害等の支払は、上記〈２〉の要件を満たし、弁済が成立する余地があることとなる。

　そこで検討すると、本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば、一審原告らの一審被告東電への

直接請求に係る請求及びこれに対する支払は、本件事故という未曽有の大惨事において、精神

的苦痛や財産的被害を被った多数の被災者が生じる中で、これらの者に対する迅速・円滑な支

払手続を進めるため、一審被告東電において、中間指針等の策定を受けて自主的な賠償基準を

策定し、これに基づき、基本的に損害項目ごとに金額が示される書式を作成し、比較的損害の

有無や額を確定しやすい項目から、順次、当該書式を用いた請求を受けることにより、支払を

実行するという方法で行われていたものであり、ＡＤＲを経た支払も、一審被告東電におい

て、上記の直接請求における自主的な賠償基準を念頭に置きつつＡＤＲに臨んだ上で合意を成

立させ、明示された損害項目につき支払を行っていたものである。このことに照らせば、一審

原告らと一審被告東電との間において、ある損害項目に係る支払については、損害賠償請求全

体に対してではなく、飽くまで当該損害項目に対して支払う旨の黙示の合意（以下「本件黙示

の合意」という。）がされたものと解するのが相当である。しかるところ、一審原告らと一審

被告東電との間において、一審被告東電による特定の損害項目に対する弁済がじ後に過払と判

断される場合、当該過払金を異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたことを認

めるに足りる証拠はない。

　（３）　以上によれば、一審被告東電の上記主張は採用することができず、一審原告ら各自

に関して個別の費目を挙げて実損害額を超える賠償ないしはその可能性があるとしてされる一

審被告東電の上記主張は、いずれも理由がないこととなる。

　３　その余の当事者の主張に対する判断

　（１）　一審被告東電の主張に対する判断

　ア　一審被告東電は、本件事故という同一の不法行為により生じた財産上の損害と精神上の

損害に関しては、その賠償の請求権は実体法上の請求権としては１個であり、損害の性質や支

払の趣旨からして、一審原告らに生じた財産上の損害（就労不能損害等）は、その精神上の損

害と截然と区別できない旨主張する。

　しかし、上記説示のとおり、一審原告ら各自と一審被告東電との間においては、ある損害項

目に係る支払については、損害賠償請求全体に対してではなく、飽くまで当該損害項目に対し

て支払うものである旨の黙示の合意（本件黙示の合意）があったものというべきであるから、

一審被告東電の上記主張は採用することができない。

　イ　一審被告東電は、慰謝料には財産的損害の賠償を補完する機能があり、当該賠償の水準

が十分であることにより、一審原告らの精神的苦痛も慰謝されている旨主張する。

　しかし、財産的損害の賠償の水準が十分であることが、一審原告らの心情に寄り添う措置で

あること自体は肯定されるとしても、本件黙示の合意が認められる中で、財産的損害の賠償に

係る支払をもって直ちに、一審原告らの精神的苦痛が慰謝されたとして、その認定されるべき

損害の額に影響を与えるということはできないというべきであるから、一審被告東電の上記主

張は採用することができない。

　ウ　一審被告東電は、直接請求における請求書には、既払の賠償金額と実損害額が異なる場

合には精算する旨が記載されており、当事者の合理的意思としても、特定の項目に対するもの

として賠償されていても、その項目にかかわらず、損害全体に対する弁済として支払われる趣
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旨であったといえる旨主張する。

　しかし、直接請求における請求書に、既払の賠償金額と実損害額が異なる場合には精算する

旨が記載されているとしても、当該記載をもって、一審被告東電の特定の項目に対する弁済が

じ後に過払であったと判断された場合、当該過払金を他の損害項目に融通（充当）する旨まで

読み取ることは困難であって、一審被告東電の上記主張は採用することができない。

　エ　一審被告東電は、就労不能損害は、賠償対象期間に応じて実体法上別個の請求権が成立

するものではないから、原審が認定しない期間に係る賠償として支払われた既払金であって

も、原審が認定した期間の就労不能損害に全て充当すべきものである旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告ら各自と一審被告東電の間においては、ある損害項目

に係る支払については、損害賠償請求全体に対してではなく、飽くまで当該損害項目に対して

支払うものである旨の黙示の合意（本件黙示の合意）があったものと認められるところ、この

理は、就労不能損害において賠償対象期間が明示されて支払がされた場合についても異ならな

いというべきであるから、一審被告東電の上記主張は採用することができない。

　オ　一審被告東電は、一審原告らの世帯構成員間での弁済の融通がされるべきである旨を主

張する。

　しかし、損害賠償請求権は、一審原告らの属する世帯ごとに成立するものではなく、個々の

一審原告ら（世帯構成員）ごとに成立するものであるから、前記説示の弁済の要件に照らせ

ば、ある支払につき、対象となる世帯構成員を特定せず、世帯内で適宜分配するという前提で

行われたというような特段の事情がない限り、世帯構成員間での弁済の融通は、認めることが

できない。

　そして、一審原告らにおいては、個別の事情について精査しても、そのいずれについてみて

も、上記特段の事情を認めるに足りる証拠はないから、一審原告らの世帯構成員間での弁済の

融通は、いずれも認められない。

　カ　一審被告東電は、一審原告らが明らかに過大な賠償金を受領している場合には、弁済に

よる充当が認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告らのいずれについても、本件黙示の合意の効力に影響を及ぼすような明ら

かに過大な賠償金の受領をしていたことを認めるに足りる客観的証拠はない。

　（２）　一審原告らの主張に対する判断

　一審原告らは、直接請求等において慰謝料増額事由が認められて金員が支払われた一審原告

については、当該慰謝料増額事由により増額された金員を、既払金として差し引くことは不当

である旨主張する。

　しかし、慰謝料増額事由により増額された金員であっても、被侵害利益は同一のものという

べきであり、慰謝料請求権に対する弁済として支払われたものであることに変わりはないか

ら、当該金員を、既払金として差し引くことが、当然に不当であるということはできない。

　以上によれば、一審原告らの上記主張は採用することができない。

第４節　一審原告らの損害について（各論）

　一審原告らの個別の損害について、第３節（一審原告らの損害について（総論））について

の上記説示を前提として、以下判断する。

　なお、以下においては、一審原告ら及び一審被告東電の控訴に係る部分（当審における請求

拡張分を含む。）について判断することとし（ただし、一審原告１６については、一審被告東

電の控訴が取り下げられたため、一審原告１６の一審被告国に対する附帯控訴及び一審被告国

の控訴に係る部分についての判断を記載した。）、原審が全額弁済済みであると判断し原審認

容分に含まれない費目を含め、一審原告ら及び一審被告東電の控訴部分のいずれにも含まれな

い部分については、全て、原判決●３－２０８頁１８行目～３８２頁２行目中の説示を引用す

る（なお、一審被告東電は、原審が全額弁済済みであると判断し原審認容分に含まれない費目
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についても、過払分があり他の費目に弁済充当すべきである旨主張するが、前記又は後記のと

おり、そのいずれも、一審原告らと一審被告東電との間において、本件黙示の合意がされたも

のと認められ、過払分を異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められ

ない。）。

第１　一審原告１ら（一審原告１－１～同１－５）について

　１　控訴部分（一審原告ら、一審被告東電の控訴に係る部分（当審における請求拡張分を含

む。）について、元金部分のみ記載する。以下同じ。）

　一審原告１らの控訴部分は、いずれも、慰謝料等（以下、弁護士費用も含める意味で「等」

という場合がある。）各５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した慰謝

料等各４９２万２０００円（弁済分を控除した後の額である。以下同じ。）である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２０９頁９行目から１５行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２０９頁９行目の「１の３」を「１の４」と改める。

　（２）　原判決●３－２０９頁１０行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２０９頁１５行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告１らは、ａｇ町の自宅で、一審原告１－１（夫）、同１－２（妻）が共に

働き、子供（同１－３（長女）、同１－４（長男）、同１－５（二女））を育て、地域とのつ

ながりを持ちながら、また、子供は地域の友人と交流しつつ、生活を送っていた。

　しかし、一審原告１－１（夫）は、本件事故による避難のため、１０年以上勤務した●●●

での仕事を失い、福島での地域の仲間との繋がりも失い、また、同１－２（妻）は、避難生活

の継続の中で、体調を崩し、●●●を発症するなどし、勤務先も、平成２４年４月に退職する

に至った。さらに、同１－３（長女）、同１－４（長男）及び同１－５（二女）は、狭い集合

住宅で、プライバシーのない生活を送り、同１－３（長女）は、本件事故により、地域の友人

と共に地元の高校でバレーボールをする夢が失われ、また、同１－４（長男）及び同１－５

（二女）は、地域の友人と離れて神奈川県の学校に転校し、ともに、周りの環境に馴染むのに

時間がかかり、寂しい思いをしながら生活した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１らは、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その日

常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１

１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審原

告１ら各自の避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０

万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、車中泊をしたことなどの事情

を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告１らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、仕事に通い、友人と

交流しつつ、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の地域社会、生活イン

フラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６５頁９行目～１６６頁

１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での暮らしへの想

いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精

神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併

せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告１らそれぞれに

ついて、４００万円が相当と認められる。

　（３）　当事者の主張について
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　ア　一審原告１らの主張

　（ア）　一審原告１らは、本件事故により、仕事関係や学校関係などの生活が一変させられ

たことに照らせば、原審の認定した慰謝料額は低額にすぎる旨主張する。

　しかし、本件事故により生活が一変させられたなどの一審原告１らの上記主張には十分な顧

慮を払うべきであるが、その場合においてもなお、事柄の性質に照らし、上記の慰謝料額は、

当該内容を織り込んでいるものというべく、慰謝料額は、上記のとおり認定するのが相当とい

うべきである。

　（イ）　一審原告１らは、同１－２が避難生活及び長時間の通勤等により円形脱毛症となり

勤務先を退職し、同１－３～同１－５が狭い１室での生活を強いられるなど、大きな精神的苦

痛を受けた旨主張する。

　しかし、一審原告１らの上記主張には十分な顧慮を払うべきであるが、その場合においても

なお、上記に認定した慰謝料額は、本件事故による避難生活が、本件事故という未曽有の大惨

事による被害の結果であることを念頭に、避難生活において通常生じる種々の苦痛等の事情を

織り込んだ上で算定したものであるから、慰謝料額は、上記のとおり認定するのが相当という

べきである。

　（ウ）　一審原告１らは、避難指示の解除は一方的なものであり、ａｇ町については未だ復

興がされず、放射線の汚染の恐怖もあるから、平成３０年４月以降も避難を継続することには

相当の理由がある旨主張する。

　しかし、ａｇ町（居住制限区域）における避難指示の解除には、放射線量等の客観的な根拠

があり、その後、社会的活動の再開もみられ、同月以降についても避難生活を継続するのが相

当とみて慰謝料の発生を認めるのは適切とはいえない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、反対尋問を経ていない陳述書に依拠して一審原告１らに有利な事

情を認定することは、実情に即しない内容が入り込む類型的な危険が存し、許されない旨主張

する。

　しかし、たとえ一審原告１らの陳述書が反対尋問を経ていないとしても、前記認定のよう

に、客観的に誤りが混入するおそれが少ないと考えられる事実又は当該事実から容易に推認で

きる事情について謙抑的に認定する限りにおいては、誤りが入り込む類型的な危険が存すると

はいえない（他の反対尋問を経ていない一審原告らの陳述書についても同様である。）。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告１－３ないし同１－５においては、居住地における社会

人や学生としての生活に慣れ、平穏な生活を取り戻していた旨主張する。

　しかし、一審原告１らにおいて、避難生活の継続にしたがい避難先の生活に一定程度順応し

ていたことがうかがわれるとしても、他方で、前記認定事実に照らせば、避難生活における大

きな苦痛や不便は消失していなかったというべきであり、前記説示のとおり、居住制限区域か

らの避難による避難慰謝料の終期は、避難先での生活状況を勘案しつつも、避難指示等の解除

の時期や、その後の生活インフラ等の回復に要する一定期間の経過等に鑑み、平成３０年３月

末と認めるのが相当である。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告１らに対する慰謝料としての費目以外の一連の支払に

は、実損害額を超える支払分があり、それらを一審原告１らに生じた上記慰謝料に充当すべき

である旨主張する。

　しかし、仮に、一審被告東電において、実損害額を超える支払分があったとしても、前記説

示に係る本件黙示の合意が、一審原告１らと一審被告東電との間においても認められるという

べきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、

異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら
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し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は各１２８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、一審

原告１らにつきいずれも８５２万円であると認められるから、その損害金の未払分は、これを

控除した額である各４３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用は、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審原告１ら

につきそれぞれ４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１らの各請求は、一審原告１－１～同１－５につき、それぞれ、４

７３万円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に

よる遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原

判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告１－１～同１－５につき、それぞれ

882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円）

第２　一審原告２ら（一審原告２－１、同２－２）について

　１　控訴部分

　一審原告２らの控訴部分は、一審原告２－１につき慰謝料及び●●●（避難先）の賃料相当

額等の合計５００万円、同２－２につき慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分

は、原審が認容した、一審原告２－１につき慰謝料、自宅土地及び支払済み駐車場賃料に係る

損害等の合計７４０万４８４２円、同２－２につき慰謝料等４９２万６０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２１０頁１９行目から２１１頁２０行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２１０頁１９行目の「２の１」の次に「、２の１９、２の２１～２

３、２の３２、当審における一審原告２－１本人尋問の結果」を加える。

　（２）　原判決●３－２１１頁１５行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告２らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、同２－１

（夫）は建設会社での仕事に生きがいを感じ、同２－２（妻）と共に地域での交流を大切にす

るなどの生活を送っていた。

　しかし、同２－１は、避難生活の中で、ストレス等により体調が悪化し、平成２５年１月の

健康診断で要医療、同年１２月の健康診断で要経過観察とされるなどし、また、生きがいで

あった福島での建設会社の仕事も、退職せざるを得ず、復帰の機会もあったものの、同２－２

の体調等に鑑み断念せざるを得なかった。また、同２－２は、避難により、生け花やパッチ

ワークのクラブ等での地域における交流の機会を失い、平成２３年５月に失神・転倒して救急

車で病院に搬送され、平成２６年４月にも同様に失神し、その後、継続的な通院を余儀なくさ

れるなど、体調が悪化した。」

　（３）　原判決●３－２１１頁１６行目の「（３）」を「（４）」と改める。

　３　精神的損害について

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２らは、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その日

常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１

１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審原

告２ら各自の避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０
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万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの

事情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告２らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、仕事に生きがいを感

じ、地域での交流を大切にするなど平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町

の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６

５頁９行目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、ａ

ｇ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとなら

ざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に

現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一

審原告２らそれぞれについて、４００万円が相当と認められる。

　４　その余の損害について

　（１）　●●●の賃料について、損害として認められないことは、原判決●３－２１２頁１

７行目～２１３頁５行目に説示するとおりであるから、これを引用する。

　（２）　原審は、一審原告２－１の自宅土地につき、固定資産税評価額の１．８倍の７１７

万００４６円である旨認定するところ、前記説示に照らし、自宅土地の損害について、一審被

告東電の既払額（５６９万６２０４円。乙共４９４、５２０）を超える損害が発生していると

は認められないから、原審が認容した上記損害額との差額については、本件による損害とは認

められない。

　（３）　支払済み駐車場賃料７７万５０００円（月額１万２５００円、平成２３年５月から

平成２８年６月までの６２箇月分）については、一審原告２－１において、本件事故により居

住地から避難することにより必要となった支払であり、時期についても不合理な点はなく、証

拠（甲個２の１５～１８）及び弁論の全趣旨により、本件事故と相当因果関係がある損害であ

ると認められる。

　５　当事者の主張について

　（１）　一審原告２らの主張

　ア　一審原告２らは、避難生活の中で、ともに仕事を失うに至り先行きの不安を感じさせら

れ、地域生活を喪失して心身の状態が悪化していることなどに照らし、原審の認定した慰謝料

額は低額にすぎる旨主張する。

　しかし、先行きの不安を感じ心身の状態が悪化しているなどの一審原告２らの上記主張には

十分な顧慮を払うべきであるが、その場合においてもなお、事柄の性質に照らし、上記の慰謝

料額は、当該内容を織り込んでいるものというべく、慰謝料額は、上記のとおり認定するのが

相当というべきである。

　イ　一審原告２らは、ａｇ町については、避難指示の解除後も、空間放射線量の高い状態が

続いており、地域住民全体及び近隣住民の帰還も進まず、インフラ等の整備も進まない状態で

あり、●●●の活動などをしているものの、帰還の目途が全く立たない先行き不安の中、日々

不便な生活を続けることを強いられ、多大な精神的苦痛を被っている旨主張する。

　しかし、一審原告２らが平成２９年４月の避難指示の解除後においても精神的苦痛を被って

いるとしても、原判決を引用して認定したとおり、旧ａｇ町役場における空間線量率は、平成

２９年１０月３１日時点では毎時０．１８μＳＶとなっており、避難指示解除後は、診療所、

高齢者施設、総合商業施設、銀行が開業するなど、社会的活動の一定程度の再開もされている

ことに照らし、避難慰謝料の終期を平成３０年３月末とした前記説示は左右されないというべ

きである。

　ウ　一審原告２らは、一審原告２－１が長女に支払った●●●マンションの賃料が本件事故

による損害とは認められないとした原審の判断は、一審原告２らの避難期間が予想に反して長
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期化したことによって、長女一家が●●●マンションに転居できず元のマンションの賃料収入

も得られず、子供も情緒不安定になっているなどの経緯があることに照らし、誤りである旨主

張する。

　しかし、一審原告２－１においては、●●●マンションにつき２分の１の持分を有していた

ところ、引用に係る原判決説示のとおり、一審原告２らの長女らが●●●マンションに転居す

るという当初の予定において、一審原告２－１との間で賃貸借契約を締結することが想定され

ていたことは証拠上うかがわれず、一審原告２らの避難期間が予想に反して長期化したことを

前提としても、一審原告２ら及びその長女らが、保有する財産を有効に活用すべく検討し、長

女らが当初の予定どおり子の就学に合わせて●●●マンションに転居するとの選択肢を採るこ

とが客観的見地からみて不可能であったとまではいえない。そうすると、長女らが賃料収入を

得られず子供が情緒不安定になったことは、上記検討の結果であるといわざるを得ず、本件事

故と相当因果関係のある損害ということはできない。

　（２）　一審被告東電の主張

　ア　一審被告東電は、一審原告２らにおいては、ａｈ市内での生活を続け、仕事の復帰の打

診を受け、また種々の活動をしながら時が経過する中で、その精神的苦痛も徐々に緩和され、

軽減されたと考えられる旨主張する。

　しかし、一審原告２らにおいて、仕事の復帰の打診を受け、また種々の活動をしていたとし

ても、それらは、避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させるものではなく、前記

説示のとおり、居住制限区域からの避難による避難慰謝料の終期は、避難指示等の解除の時期

や、その後の生活インフラ等の回復に要する一定期間の経過等に鑑み、平成３０年３月末と認

めるのが相当である。

　イ　一審被告東電は、支払済み駐車場賃料７７万５０００円について、立証を欠いており、

損害として認めるのは不当であるとするが、証拠（甲個２の１５～１８）及び弁論の全趣旨に

より、前記説示のとおり、損害として認められるというべきである。

　ウ　一審被告東電は、一審原告２らに対する慰謝料としての費目以外の一連の支払には、実

損害額を超える支払分があり、それらを一審原告２らに生じた上記慰謝料に充当すべきである

旨主張する。

　しかし、一審被告東電において、実損害額を超える支払分があったとしても、前記説示に係

る本件黙示の合意が、一審原告２らと一審被告東電との間においても認められるというべきで

あるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　（３）　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に

照らし、いずれも採用することができない。

　６　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　（１）　一審原告２－１について

　前記３（１）、（２）の合計額は１２８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）

及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、８５２万

円であると認められる。

　また、上記各証拠によれば、一審被告東電が支払った自宅土地名目の金員の額は５６９万６

２０４円であると認められるが、前記４（２）の説示のとおり、自宅土地の損害については、

その全額が弁済されたことになる。

　さらに、前記４（３）の支払済み駐車場代（７７万５０００円。平成２３年５月から平成２

８年６月までの６２箇月分。月額１万２５００円）については、一審被告東電は、平成２４年

６月から平成２８年６月まで（４９箇月分。月額１万２５００円）の避難先の駐車場使用料の

名目で、計６１万２５００円を支払っていることが認められる（乙個２の１の１及び２）。
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　そうすると、損害金の未払分の合計は、上記１２８２万円から上記８５２万円を控除した額

である４３０万円に、上記７７万５０００円から上記６１万２５００円を控除した１６万２５

００円を加算した４４６万２５００円となる。

　（２）　一審原告２－２について

　前記３（１）、（２）の合計額は１２８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）

及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は８５２万円

であると認められるから、損害金の未払分は、上記１２８２万円から８５２万円を控除した額

である４３０万円となる。

　７　弁護士費用

　弁護士費用は、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審原告２－

１につき４４万円、同２－２につき４３万円が相当であると認められる。

　８　まとめ

　以上によれば、一審原告２－１の請求は、４９０万２５００円及びこれに対する平成２３年

３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で

理由があり、その余は理由がなく、同２－２の請求は、４７３万円及びこれに対する同日から

支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、そ

の余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告２－１につき

882万円＋400万円－852万円＋77万5000円－61万2500円＋44万円＝490万2500円

一審原告２－２につき

882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円）

第３　一審原告４ら（一審原告４－１～同４－５）について

　１　控訴部分

　一審原告４らの控訴部分は、いずれも、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控訴

部分は、原審が認容した、一審原告４－１、同４－３～同４－５につき慰謝料等４９５万円、

同４－２につき慰謝料等９６２万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２１６頁１２行目から２１７頁２３行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２１６頁１３行目の「４の１」の次に「、４の２４、原審における一

審原告４－１、４－２の各本人尋問の結果」を加える。

　（２）　原判決●３－２１６頁１５行目の「原告番号４らは、」を「一審原告４ら（同４－

２を除く。）」と改める。

　（３）　原判決●３－２１７頁１８行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告４ら（同４－２（夫）を除く。）は、本件事故の際、ａｇ町内の自宅で、

同４－１（妻）がｂｋ町の工場に勤め、同４－３（長男）は無職であったが、同４－４（長

女）は福島県内の就職先から内定を得、同４－５（二女）は小学６年生として、地域社会や豊

かな自然の中で、生活を送っていた。

　他方、一審原告４－２は、本件事故の際、勤務先のａｊ営業所に勤めていたが、勤務先が福

島県内にも営業所を有していた関係から、相当程度の割合で、ａｇ町の自宅に滞在し、光熱費

等の契約名義も同人となっていた。

　しかし、一審原告４ら（同４－２を除く。）は、本件事故により、同４－２のａｉ町の実家

や、ａｉ町の賃貸アパートで、避難生活を送ることとなり、スペースやプライバシー確保の点

から、神経を擦り減らす不自由な生活を長期間強いられ、仕事関係や学校関係に大きな影響を

被るなど、精神的負担を強いられた。」
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　（４）　原判決●３－２１７頁１９行目の「（３）」を「（４）」と改める。

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４ら（同４－２を除く。）は、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区

域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期

間は、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。この

ことに照らすと、一審原告４ら（一審原告４－２を除く。）各自の避難生活に伴う慰謝料は、

それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷

な避難であることなどの事情を勘案して３０万円を加算し、８８０万円をもって相当と認め

る。

　一審原告４－２については、上記２の事実関係によれば、平成１６年以降、神奈川県ａｊ市

内の職場に転勤となり、同県のａｉ町の実家で単身赴任生活を送っていたものであり、上記一

審原告４らと異なり、実際にａｇ町の自宅から移動した事実はなく、また、本件事故の前後を

通じて、勤務先のａｊ営業所で就業していたものである一方、同人がａｇ町の自宅にいた日数

が相当程度の割合であり、光熱費等の契約名義も同人となっていたことなどに照らすと、同人

においても、本件事故後、一定の限度で、それ以前の生活が阻害された側面があるというべき

である。そして、その慰謝料額は、本件に現れた一切の事情に鑑み、４２５万円とするのが相

当である。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告４ら（同４－２を除く。）は、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）

で、就業し、又は就業に向けて活動するなど、平穏な生活を送っており、神奈川県で単身赴任

生活を送っていた同４－２も、妻子の居住する上記自宅に生活基盤を有していたというべきと

ころ、本件事故により、ａｇ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変

容させられ（原判決●２－１６５頁９行目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁

１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの

立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これ

に、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させら

れたことによる慰謝料の額は、一審原告４らそれぞれについて、４００万円が相当と認められ

る。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告４らの主張

　（ア）　一審原告４らは、同４－１（妻）が思春期の子供３人（一審原告４－３～同４－

５）を連れての避難を余儀なくされ、ａｉ町の実家等でも神経をすり減らす不自由な生活を強

いられ、退職（一審原告４－１）、転職（一審原告４－２）、内定取消し（一審原告４－４）

など大きな影響を被っていることを避難慰謝料に反映させるべきである旨主張する。

　しかし、避難時の労苦やその後の不自由な生活、キャリア形成における影響などの一審原告

４らの上記主張には十分な顧慮を払うべきであるが、その場合においてもなお、事柄の性質に

照らし、上記の慰謝料額は、当該内容を織り込んでいるものというべく、慰謝料額は、上記の

とおり認定するのが相当というべきである。

　（イ）　一審原告４らは、一審原告４－２においてはａｇ町に住民登録があり、ａｊ営業所

に勤務しながらも、頻繁に、福島県内のａｋ事業所を訪れており、同人がａｇ町の自宅にいた

日数の割合（年間約６割）、光熱費等の契約名義からしても、その生活の本拠はａｇ町にあっ

たものとみるべきである旨主張する。

　この点、確かに、神奈川県で単身赴任生活を送っていた一審原告４－２も、前記説示のとお

り、妻子の居住する上記自宅に生活基盤を有しており、生活基盤変容慰謝料が認められるべき
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であるが、他方、避難生活については、前記説示のとおり、他の一審原告４らと異なり、実際

にａｇ町の自宅から移動した事実はなく、また、本件事故の前後を通じて、勤務先のａｊ営業

所で就業していたものであることなどに照らすと、慰謝料額は、上記のとおり認定するのが相

当というべきである。

　（ウ）　一審原告４らは、そのａｇ町内の自宅は、地理的にも、生活圏の観点からも、実質

的には帰還困難区域に当たるというべきである旨主張するが、これについては、原判決●３－

２１８頁６行目～１１行目に説示するとおりであるから、これを引用する。

　（エ）　一審原告４らは、ａｇ町の地域社会や豊かな自然など、長年にわたり生活の礎とし

てきたふるさとを本件事故によって喪失させられたものであり、このことによる慰謝料は、原

審が認めた金額（各自１３００万円）では低額にすぎる旨主張する。

　しかし、地域社会や豊かな自然などのふるさとの喪失についていう一審原告４らの上記主張

には十分な顧慮を払うべきであるが、その場合においてもなお、事柄の性質に照らし、上記の

生活基盤変容に係る慰謝料額は、当該内容を織り込んで定めているものというべく、避難生活

に係る慰謝料に加算して算定されることに照らしても、慰謝料額は、上記のとおり認定するの

が相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４らについては、全く土地勘のない場所に避難したもの

ではなく、同４－２についてはそもそも避難の事実がなく、本件事故後の避難状況によるその

苦痛は、限定的であったといえ、このことは、慰謝料額の算定の上で考慮されるべきである旨

主張する。

　しかし、一審原告４らが全く土地勘のない場所に避難したものではないことを踏まえても、

一審原告４ら（同４－２を除く。）が被った避難生活における労苦は、決して小さいものでは

なかったと評価することが相当であり、同４－２についても、その他の一審原告４らと同等で

はないにせよ、相応の労苦を被ったというべきであるから、慰謝料額は、上記のとおり認定す

るのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４らは、平成２７年、ａｉ町の実家を建て替えて、家族

がそろって新たな自宅での生活を開始しているから、この頃までには、避難生活を終了したと

みることができる旨主張する。

　しかし、一審原告４らにおいて、平成２７年、ａｉ町の実家を建て替えて新たな生活を開始

していたとしても、ａｇ町に何らかの形で帰還する蓋然性を直ちに消失させるものではなく、

前記説示のとおり、居住制限区域からの避難による避難慰謝料の終期は、避難指示等の解除の

時期や、その後の生活インフラ等の回復に要する一定期間の経過等に鑑み、平成３０年３月末

と認めるのが相当である。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告４らに対し、慰謝料としての費目以外に、住居確保費

用、就労不能損害等の実損害額を超える支払をしており、それらを一審原告４らに生じた上記

慰謝料に充当すべきである旨主張する。

　しかし、仮に、一審被告東電において、実損害額を超える支払分があったとしても、前記説

示に係る本件黙示の合意が、一審原告４らと一審被告東電との間においても認められるという

べきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、

異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　（１）　一審原告４－１、同４－３～同４－５について

　前記３（１）、（２）の合計額は各１２８０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２
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０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、上記

の一審原告らにつきいずれも８５０万円であると認められるから、その損害金の未払分は、こ

れを控除した額である各４３０万円となる。

　（２）　一審原告４－２について

　前記３（１）、（２）の合計額は８２５万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及

び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は４２５万円で

あると認められるから、その損害金の未払分は、これを控除した４００万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用は、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審原告４－

１、同４－３～同４－５につき各４３万円が、同４－２につき４０万円が相当であると認めら

れる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４－１、同４－３～同４－５の請求は、それぞれ、４７３万円及び

これに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害

金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同４－２の請求は、４４０万円及

びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更す

べきこととなる。

（一審原告４－１、同４－３～同４－５につき

880万円＋400万円－850万円＋43万円＝473万円

一審原告４－２につき

425万円＋400万円－425万円＋40万円＝440万円）

第４　一審原告５ら（承継前一審原告５－１、一審原告５－２～同５－５）について

　１　控訴部分

　一審原告５－２～同５～５は、承継前一審原告５－１を各４分の１の割合で承継したもので

ある（原判決●３－２２２頁１１行目から同頁１３行目まで）。そして、一審原告５－２～同

５－５の控訴部分は、それぞれ、慰謝料等１５０万円（承継前一審原告５－１に係る慰謝料等

６００万円の各４分の１）と解され、一審被告東電の控訴部分は、一審原告５－２～同５－５

それぞれに関し、原審が認容した、５６万０４７４円（承継前一審原告５－１に係る慰謝料、

自宅土地に係る損害等の合計２２４万１８９６円の各４分の１）である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２２１頁１６行目から２２２頁２１行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２２１頁１７行目の「５の１、」の次に「１５～１７、３６、」を加

え、「原告番号５－３本人」を「原審における一審原告５－４の本人尋問の結果」と改める。

　（２）　原判決●３－２２２頁１３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　承継前一審原告５－１は、ａｌ町の自宅で、地域の人々に支えられながら単身生活

を送っていたが、本件事故が発生し、９０歳という高齢で、約２週間、劣悪な環境の下での避

難所生活を余儀なくされて体力が低下し、一審原告５－４の献身的な介護を受けつつも、平成

２３年４月２９日、転倒して腕を骨折した。同人の要介護状態区分は、平成２３年７月から平

成２４年１月までが要介護３、同年２月から平成２６年１月までが要介護４、同年２月からが

要介護５であり、同人は、平成２４年５月から平成２７年７月の死亡時まで、特別養護老人

ホームで、体調が悪いまま故郷に戻れず精神的に大きな負担を強いられる日々を送った。」

　（３）　原判決●３－２２２頁１４行目の「（３）」を「（４）」と改める。

　３　損害額の認定
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　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　承継前一審原告５－１は、９０歳という高齢で、上記２の事実経過により、帰還困難区域

（ａｌ町）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、約２週間の避難所生活に引き

続き神奈川県での避難生活を送っていたものであって、その慰謝料算定の対象となる避難期間

は、平成２３年３月１１日から平成２７年７月（死亡時の属する月）までの５３箇月と認めら

れるところ、一審原告５－４の献身的な介護を受けるなどの事情がありつつも、高齢の要介護

者として体調が悪いまま故郷に戻れない精神的負担を強いられる日々を送ったことなどの事情

を勘案し、承継前一審原告５－１の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１５万円の５３箇月分で

ある７９５万円とした上、警戒区域からの特に過酷な避難であることや、高齢（９０歳）であ

るにもかかわらず長い避難所生活を経たことなどを考慮して４７万円を加算し、８４２万円を

もって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　承継前一審原告５－１は、本件事故の際、ａｌ町内の自宅（帰還困難区域）で、地域の人々

に支えられながら平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｌ町の地域社会、生活

インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６３頁４行目～１６４頁１

６行目、１７１頁１６行目～１９行目）、突然の避難の後、ａｌ町での暮らしへの想いを断ち

切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ａｌ町に帰還することが叶わないという

状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事

実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失させられたことによる慰

謝料の額は、承継前一審原告５－１について、８００万円とするのが相当である。

　（３）　生命身体損害（慰謝料）

　原判決●３－２２３頁８行目～２２行目に記載のとおりであるから、これを引用する。当事

者はこれを争うが、生命・身体に対する侵害についての慰謝料として２０万円を認める一方、

転倒事故による通院慰謝料・後遺障害慰謝料を認めなかった原審の判断は、転倒事故当時、承

継前一審原告５－１には避難による身体的精神的負担が相当程度あったと考えられること、他

方、同人の年齢等に照らし、本件事故が転倒事故の原因であるとまでは認められないことその

他の事情に鑑み、生命身体損害（慰謝料）２０万円を認めたものとして、相当である。

　なお、原審は、一審被告東電が、生命身体損害の費目で１万５０５０円を支払ったとする

が、証拠（乙共４９４、５２０、乙個５の５）及び弁論の全趣旨によれば、原審の説示する上

記金員は、当該支払費目中にも明記されている交通費及び文書料として弁済されたものと認め

られ、生命身体損害（慰謝料）への弁済とは認められない。

　（４）　自宅土地に係る損害

　原審は、承継前一審原告５－１の自宅土地につき、同人が被った損害の額は固定資産税評価

額の２倍の６５１万５６００円である旨認定するところ、前記説示に照らし、自宅土地の損害

について、一審被告東電の既払額（４６５万８６５４円）を超える損害が発生しているとは認

められないから、原審が認容した上記損害額との差額については、本件事故による損害とは認

められない。

　（５）　当事者の主張について

　ア　一審原告５らの主張

　一審原告５らは、原審が認定する避難慰謝料の額（１７万円）、ふるさと喪失慰謝料の額

（１５００万円）、生命身体損害（慰謝料）の額（２０万円）は低額にすぎると主張するが、

当審は、承継前一審原告５－１の避難状況、生活状況など個別の事情を踏まえ、上記（１）～

（３）説示のとおりの額を認定するのが相当と判断するものである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、承継前一審原告５－１は、本件事故から２週間後である平成２３
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年３月２６日には、避難所等での生活を脱し、以後は、ａｈ市内の一審原告５－４宅で暮らす

ようになり、平穏な生活を回復している旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、承継前一

審原告５－１の避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させるものではないというべ

きであり、前記説示のとおり、帰還困難区域からの避難による避難慰謝料の終期が原則として

平成３０年３月末と認めるのが相当であることに照らし、承継前一審原告５－１に関する避難

慰謝料の終期は、死亡時である平成２７年７月と認めるのが相当である。

　（イ）　一審被告東電は、承継前一審原告５－１は、転倒事故を経て、平成２４年５月１６

日、特別養護老人ホームに入居し、必要な介護サービスや親族のサポートを受けながら生活し

ていたのであるから、これを避難生活と評価することはできない旨主張する。

　しかし、承継前一審原告５－１は、本件事故前は、福島県で単身生活を送っていたところ、

本件事故による避難により、その生活が突然大きく変容させられたものであって、特別養護老

人ホームでの介護サービスやサポート等のある生活であっても、体調が悪いまま故郷に戻れな

い精神的苦痛を感じる日々を送ったといわざるを得ない。これに照らせば、同人の上記老人

ホームでの生活は、避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させるものとまではいえ

ず、上記老人ホームでの生活をも含めて、避難生活と評価するのが相当である。

　（ウ）　一審被告東電は、住居確保費用を含む財物賠償その他により、実損害額を超える支

払をしているから、その分を認定損害額に充当すべきである旨主張する。

　しかし、仮に、一審被告東電において、実損害額を超える支払をしたとしても、前記説示に

係る本件黙示の合意が、承継前一審原告５－１を含む一審原告５らと一審被告東電との間にお

いても認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対し

てされたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められ

ない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　（１）　前記３（１）、（２）の合計額は１６４２万円であるところ、証拠（乙共４９４、

５２０）及び弁論の全趣旨によれば、承継前一審原告５－１につき一審被告東電が支払った避

難慰謝料名目の金員の額は、１６７７万円であると認められるから、これに関しては、その全

額が弁済されていることになると認められる。

　（２）　他方、前記説示及び証拠（乙共４９４、５２０）並びに弁論の全趣旨によれば、生

命身体損害（慰謝料）２０万円について、弁済がされているとは認められない。

　５　弁護士費用

　弁護士費用は、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、２万円が相当

であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、承継前一審原告５－１の請求は、２２万円及びこれに対する平成２３年３月

１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由

があり、その余は理由がないこととなる。

　そうすると、一審原告５－２～同５～５の各請求は、それぞれ５万５０００円及びこれに対

する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきことと

なる。

（承継前一審原告５－１につき

20万円＋２万円＝22万円
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一審原告５－２～同５－５につき

22万円×１／４＝５万5000円）

第５　一審原告６ら（一審原告６－１～同６－５）について

　１　控訴部分

　一審原告６らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各１００万円であり、一審被告東電の控訴

部分は、原審が認容した、一審原告６－１の慰謝料、避難実費等の計８３万７０００円、同６

－２及び同６－５の慰謝料等各８２万円、同６－３及び同６－４の慰謝料等各２９万円であ

る。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２２５頁１７行目から２２６頁１３行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２２５頁１８行目の「６の１」の次に「、６の２８」を加える。

　（２）　原判決●３－２２６頁１３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告６ら（一審原告６－１を除く。）は、本件事故時、芝生の庭のあるａｍ市

の一戸建ての自宅に居住し、●●●同６－３（長男）と同６－４（長女）も、地域の行事に参

加するなどしながらの生活を送っていた。また、一審原告６－１は、前記のとおり、ａｈ市の

会社で稼働し、単身赴任をしていた。

　しかし、一審原告６らは、本件事故による避難のため、ａｈ市内の築約５０年の狭い集合住

宅で生活せざるを得なくなった。また、同６－１（夫）は、●●●、それが叶わなくなり、契

約社員という不安定な状態が長く続き、同６－２（妻）は、不眠、うつ等の症状が続いて頻繁

に体調を崩すようになり、同６－３（長男）は、避難先の学校でいじめに遭い、同６－４（長

女）も引き籠もりの状態が長く続き、同６－５（妻の父）は、７１歳という年齢で避難先が

転々と変わり、いずれも精神的に大きな負担を強いられた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告６ら（一審原告６－１を除く。）は、上記２の事実経過により、屋内退避区域（ａ

ｍ市）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、本件事故後に避難所生活を送った

こと、同６－２については●●●同６－３、同６－４の世話を行いながらの避難であったこと

などの事情を勘案して、同一審原告らの避難生活に伴う慰謝料は、同６－２については平成２

３年３月分の１７万円に、同年４月から１２月までの９箇月分（１箇月分１５万円）である１

３５万円を加えた１５２万円と、同６－３、同６－４については平成２３年３月分の１５万円

に、同年４月から１２月までの９箇月分（１箇月分１３万円）である１１７万円を加えた１３

２万円と、同６－５については平成２３年３月分の１２万円に、同年４月から１２月までの９

箇月分（１箇月分１０万円）である９０万円を加えた１０２万円とするのが相当である。

　また、一審原告６－１については、上記２の事実関係によれば、本件事故時、ａｈ市の会社

で稼働し、単身赴任生活をしていたこと、月に２ないし４回帰省していたこと、本件事故後、

ａｍ市の自宅から家族が神奈川県に避難し、狭い住環境の下、ａｍ市の自宅に戻ることができ

ない生活となったことなどに照らし、一定程度、その日常生活を阻害されたと評価することが

できる。他方、同人は、他の一審原告６らと異なり、ａｍ市の自宅に居住していたものではな

く、同自宅から本件事故により移動した事実はない。そして、これらの点に、本件に現れた一

切の事情を併せ考慮すると、その避難生活に伴う慰謝料は、５０万円をもって相当と認める。

　なお、一審原告６－１の被ったレンタカー代７０００円の損害については、原判決●３－２

２７頁１８～２２行目、２２８頁１１～１２行目の説示のとおりであるから、これを引用す

る。

　（２）　当事者の主張について
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　ア　一審原告６らの主張

　（ア）　一審原告６らは、同人らが避難生活の継続にしたがい心身の状態が悪化したことに

照らし、原審の認定する自己決定権侵害慰謝料等の額（１５０万円ないし１５１万円）を超え

る慰謝料額が相当である旨主張する。

　しかし、原審の認定する自己決定権侵害慰謝料等の実質は、当審において認定する避難慰謝

料（日常生活阻害慰謝料）と同一のものであると解されるところ、一審原告６らがその避難生

活の継続中に受けた精神的苦痛の大きさは、他の避難者と変わるものではないとしても、その

避難慰謝料の終期については、公平性及び合理性の見地から、前記第３節の第４の１の説示に

照らし、一審原告６らの自宅が屋内退避区域（ａｍ市）にあったことに基づいて定める必要が

ある。しかるところ、同区域は、緊急時避難準備区域等と同視することはできないものであっ

て、その放射線量（原判決●２－１７３頁８～１４行目）や、避難状況及び社会的活動の状況

（原判決●２－１６９頁２２行目～１７０頁１１行目、同頁２２行目～２６行目）からすれ

ば、上記終期は平成２３年１２月とすべきであり、同一審原告らの避難慰謝料は、上記説示の

とおりの額を認定するのが相当である。

　（イ）　一審原告６らは、被ばくの状況等に照らし、自己決定権侵害慰謝料とは別に、ふる

さと喪失損害が認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告６らが避難等を余儀なくされた元居住地は、屋内退避区域に所在してお

り、前記第３節の第４の１の説示のとおり、多数の住民が長期間避難して地域社会等が再形成

された事情があるとまではいえず、一審原告６らの主張するふるさと喪失損害として、生活基

盤喪失・変容慰謝料の発生を肯定することはできないというほかない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告６－１については、本件事故の７年前からその大半を東

京で過ごしてきたという経緯からすれば、本件事故がなくてもａｈ市等での生活を継続したで

あろうと考えられ、同人が本件事故により日常生活を阻害されたと認めることはできない旨主

張する。

　しかし、一審原告６－１の家族（妻、長男、長女、義父）はａｍ市に居住しており、前記の

とおり、同一審原告は、月に２ないし４回帰省していたことなどに照らし、一定程度、その日

常生活を阻害されたものと評価することができる。なお、一審被告東電は、一審原告６－１

は、本件事故がなくてもａｈ市等での生活を継続したであろう旨をいうが、同人においては、

●●●とみても不自然ではない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告６－１について、実損害額を超える支払をしたと主張す

るが、仮に、一審被告東電において、実損害額を超える支払をしたとしても、前記説示に係る

本件黙示の合意が、一審原告６－１と一審被告東電との間においても認められるというべきで

あるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告６－２～同６－５は、本件事故の有無にかかわらず、ａ

ｍ市の自宅周辺が本件津波によって甚大な被害を受けたために、ａｈ市に居住していた一審原

告６－１のところへ転居したものと考えられ、当該転居と本件事故との間に相当因果関係はな

い旨主張する。

　しかし、一審原告６－２～同６－５のａｈ市への転居の原因として、ａｍ市の自宅周辺に係

る本件津波による被害が含まれていたとしても、本件津波により自宅が全壊し居住が不可能に

なったなど、本件事故と避難との間の相当因果関係を否定できるまでの客観的事情はうかがわ

れず、一審被告東電の上記主張は採用することができない。

　（エ）　一審被告東電は、一審原告６－１、同６－２及び同６－５については神奈川県での

居住歴があるとみられ、本件事故後の避難状況によるその苦痛は徐々に軽減され、平穏な生活
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を取り戻したものといえる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

６－１、同６－２及び同６－５の避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情

とまではいえず、前記説示のとおり、慰謝料額としては、本件に現れた一切の事情を勘案した

上記の額とするのが相当である。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の合計額は、同６－１につき５０万７０００円（うち避難慰謝料５０万円）、

同６－２につき１５２万円、同６－３及び同６－４につき各１３２万円及び同６－５につき１

０２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東

電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、一審原告６－１につき７０万円、同６－２及び同

６－５につき各７２万円、同６－３及び同６－４につき各１２４万円であると認められる。そ

うすると、同６－１については、その避難慰謝料の全額が弁済された結果、レンタカー代７０

００円が未払ということとなり、同６－２については８０万円が、同６－３及び同６－４につ

いては各８万円が、同６－５については３０万円がそれぞれ未払ということとなる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、同６

－１につき３０００円、同６－２につき８万円、同６－３及び同６－４につき各１万円、同６

－５につき３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告６－１の請求は、１万円及びこれに対する平成２３年３月１１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、

その余は理由がなく、また、同６－２の請求は、８８万円及びこれに対する同日から支払済み

まで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理

由がなく、さらに、同６－３及び同６－４の各請求は、９万円及びこれに対する同日から支払

済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余

は理由がなく、同６－５の請求は、３３万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定

の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないか

ら、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告６－１につき

7000円＋3000円＝１万円

一審原告６－２につき

152万円－72万円＋８万円＝88万円

一審原告６－３及び同６－４につき

132万円－124万円＋１万円＝９万円

一審原告６－５につき

102万円－72万円＋３万円＝33万円）

第６　一審原告７ら（一審原告７－１及び同７－２）について

　１　控訴部分

　一審原告７らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控訴

部分は、原審が認容した、一審原告７－１の慰謝料等６１万円、同７－２の慰謝料等７９万円

である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２２９頁２４行目から２３０頁６行目までに記載の
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とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２２９頁２５行目の「７の１」の次に「、７の３、７の４、７の６」

を加える。

　（２）　原判決●３－２２９頁２６行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２３０頁６行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告７－１（母）は、小学生であった同７－２（長女）と共に、ａｎ市の自宅

で、仕事をしながら生活を送っていた。しかし、同７－１は、本件事故を受けて、同７－２が

放射線の被害に遭うことを避けるためやむなく避難することとし、●●●の木造アパートの劣

悪な住環境の下で、体調を崩した。また、同７－２は、同じ中学校に行くことを楽しみにして

いたａｎ市の友人らから離れることを余儀なくされ、避難先の生活にも馴染めず、精神的に大

きな負担を負い、同７－１は、同７－２に寄り添うべく懸命な努力をするなど、多大な労苦を

重ねながらの生活を送った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告７らは、上記２の事実経過により、いわゆるｄｍの中部に位置するａｎ市から避難

したものであり、その慰謝料は、同人らが避難生活により日常生活を阻害されたと認められる

ことに鑑み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同７－１につき６０万円、同７－２につき１

００万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告７らの主張

　（ア）　一審原告７らは、とりわけ子供（一審原告７－２。本件事故当時１２歳）に対する

放射線被ばくによる健康への影響を避けるため避難せざるを得ず、地域での生活状況が避難に

より一変し、人生設計や目標等が根底から覆され、長期間苦しい避難生活を送らざるを得ず、

大きな心の傷を負ったことに照らし、原審の認定する慰謝料額は、低額にすぎる旨主張する。

　しかし、一審原告７らの避難につき、本件事故との相当因果関係は十分に肯定することがで

きるものであって、子供の健康への影響について顧慮して避難したその判断に不合理はなく、

避難生活においてその被った労苦は十分顧慮すべきであるが、慰謝料額については、元居住地

の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島第一原発からの距離

が近く避難指示等が出された区域からの避難の場合と同様の額とすることは困難である。その

ような中で、中間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、原審の

認定する慰謝料額は相当なものというべく、これをもって低額なものとはいい難い。

　なお、前記説示のとおり、当審の認定する避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）は、原審の認

定する自己決定権侵害慰謝料と、その実質が異なるものではないというべきであるから、原審

が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということにはならない。

　（イ）　一審原告７らは、ＬＮＴモデルからすれば低線量であってもリスクがあり、避難指

示の基準となった年間２０ｍＳＶという値も、ＩＣＲＰの年間被ばく許容量の２０倍に相当す

るなどの高い値であって、避難指示がない区域であっても、放射線被ばくによる客観的な健康

への影響のリスクがあった旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審被告国による避難指示の対象が、年間積算線量２０ｍＳＶ

を超える区域とされたことは、技術的見地からみて不合理はないものである。また、低線量被

ばくＷＧ報告書において、国際的な合意に基づく科学的知見によれば、放射線による発がんリ

スクの増加は、年間１００ｍＳＶ以下の低線量被ばくでは、他の要因による発がんの影響に

よって隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明すること

は難しいとされ、また、年間２０ｍＳＶ被ばくすると仮定した場合の健康リスクは、例えば他

の発がん要因（喫煙、肥満、野菜不足等）によるリスクと比べても低く、放射線防護措置に伴
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うリスク（避難によるストレス、屋外活動を避けることによる運動不足等）と比べられる程度

であるとされている。そして、これに照らせば、避難指示等対象区域以外の区域に居住してい

た一審原告７らにおいて、その生命に関わる健康への重大な影響があり区域の種類による差が

不合理であることまでが、客観的な見地から直ちに導かれるということはできない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、放射線による子供の健康への影響に対する漠然とした主観的な不

安を考慮して慰謝料の発生を肯定することはできず、また、一審原告７らの避難は、自主的避

難等対象区域からの避難であり、その実情としては、一般にみられる通常の転居やそれに伴う

生活の変化と大差がないものである旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、本件事故時においては、福島第一原発の所在地及び本件事故に

よる放射性物質の飛散状況を前提に、社会通念に照らし、一般人を基準に考えれば、福島県の

いわゆるｄｍの中部に位置するａｎ市において、健康に悪影響を及ぼし得る放射性物質の飛来

の可能性を否定できない状況であったところである。これに照らせば、一審原告７らの避難に

ついて、漠然とした主観的な不安に基づくものであるとか、一般にみられる通常の転居やそれ

に伴う生活の変化と大差がないということはできない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告７らに対し、既に、ＡＤＲを通じ１２４万１７００円を

支払っており、これは、中間指針等の定める包括慰謝料の支払として、世帯内の不安や経済的

負担を補填する趣旨で支払われているものである旨主張する。

　しかし、上記の支払は、精神的損害等の費目とは同一でない費目に係るものを含んでいると

ころ（乙共４９４、５２０）、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告７らと一審被告東

電との間においても認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損

害項目に対してされたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされた

とは認められないというほかなく、一審被告東電の支払の趣旨が、これを左右するものではな

い。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告７－１につき６０万円、同７－２につき１００万円であると

ころ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難

慰謝料名目の金員の額は、同７－１につき８万円、同７－２につき３２万円であると認められ

るから、これを控除した損害金の未払分は、同７－１につき５２万円、同７－２につき６８万

円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、同７

－１につき５万円、同７－２につき６万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告７－１の請求は、５７万円及びこれに対する平成２３年３月１１日

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、また、同７－２の請求は、７４万円及びこれに対する同日から支払

済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余

は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告７－１につき

60万円－８万円＋５万円＝57万円

一審原告７－２につき

100万円－32万円＋６万円＝74万円）
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第７　一審原告９ら（一審原告９－１～同９－４）について

　１　控訴部分

　一審原告９らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料各５００万円であり、一審被告東電の控訴部

分は、原審が認容した、一審原告９－１の慰謝料等２８万円、同９－２の慰謝料等２６万円、

同９－３及び同９－４の慰謝料等各１７万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２３３頁３行目から１６行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２３３頁４行目の「９の１」の次に「、９の４」を加える。

　（２）　原判決●３－２３３頁５行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２３３頁１６行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告９らは、ａｇ町に所在する、２０畳の大部屋に家族４人が就寝できるなど

広い自宅で、近くに住む親族と交流するなどの生活を送っていた。しかし、一審原告９らは、

本件事故により避難を余儀なくされ、同９－１は、ａｍ市の職場での勤務を継続すべくａｍ市

の親族宅に避難し、同９－２～同９－４は、避難所生活等を経てａｈ市の親族宅に避難した。

その後、一審原告９らは、平成２３年１０月、ａｈ市ａｑ区内のアパートで一家４人の生活を

開始したが、居住スペースが狭く、採光も悪く、多湿でカビが生えやすいアパートでの不便な

生活を余儀なくされ、子供（同９－３、同９－４）は内向的になっていった。また、同９－１

は、ａｈ市の転職先が、中途採用になるため、役職や収入等が以前より悪化した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告９らは、上記２の事実経過により、ａｇ町の自宅（帰還困難区域）から避難し、そ

の日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３

月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一

審原告９ら各自の避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８

５０万円となるが、同９－１については、警戒区域からの特に過酷な避難であったことなどの

事情を勘案して３０万円を加算し、８８０万円をもって相当と認め、また、同９－２～同９－

４については、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの

事情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　一審原告９らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（帰還困難区域）で、快適な住環境の下、

親族と交流し平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の地域社会、生活イン

フラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６５頁９行目～１６６頁１１行

目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での暮らしへの想いを断

ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ａｇ町に帰還することが叶わないとい

う状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各

事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失させられたことによる

慰謝料の額は、一審原告９らそれぞれについて、８００万円が相当と認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告９らの主張

　（ア）　一審原告９らは、本件事故によって、約４年前に完成したばかりのａｇ町の自宅

（帰還困難区域）を後にして狭小な避難先での生活を余儀なくされたことなどを考慮した避難

慰謝料が認められるべきである旨主張する。

　しかし、上記（１）で避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）の額を認定するに当たっては、生

活の大きな変化を余儀なくされたことなど、一審原告９らが指摘する事情についても十分考慮
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しており、慰謝料の額は、上記認定の額のとおりとするのが相当である。

　（イ）　一審原告９らは、原審は、一審原告９らについて、各自１５００万円のふるさと喪

失慰謝料を認めたが、一審原告９－１の転職による労苦や、一審原告９らが先行きの不安を絶

えず感じていたことなどに照らし、不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告９らが指摘する上記事情は、避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）の額を算

定する上で考慮されており、当審の認める生活基盤喪失慰謝料の額としては、上記（２）に説

示した事情に鑑みて、上記のとおり認定するのが相当である。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告９らは、様々な経過を経つつも、家族４人での安定した

生活が回復し、その避難生活上の苦痛が徐々に軽減され、平穏な生活を取り戻しているといえ

る旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

９らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、前記説示

のとおり、慰謝料額としては、本件に現れた一切の事情を勘案した上記の額とするのが相当で

ある。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告９らに対し、実損害額を超える支払をしており、その分

を慰謝料への弁済として充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告９らと一審被告東電との間においても

認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされ

たものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告９－１につき１６８０万円、同９－２～同９－

４につきそれぞれ１６８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨

によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同９－１につき１４７４万

円、同９－２につき１４７６万円、同９－３及び同９－４につき各１４８４万円であると認め

られるから、これを控除した損害金の未払分は、同９－１及び同９－２につき各２０６万円、

同９－３及び同９－４につき各１９８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告９－１及び同９－２につき各２０万円、同９－３及び同９－４につき各１９万円が相当で

あると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告９－１、同９－２の各請求は、いずれも、２２６万円及びこれに対

する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払

を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、また、同９－３及び同９－４の各請求は、

いずれも、２１７万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による

遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決

を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告９－１につき

880万円＋800万円－1474万円＋20万円＝226万円

一審原告９－２につき

882万円＋800万円－1476万円＋20万円＝226万円

一審原告９－３、同９－４につき
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882万円＋800万円－1484万円＋19万円＝217万円）

第８　一審原告１０について

　１　控訴部分

　一審原告１０の控訴部分は、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審

が認容した、慰謝料、自宅土地及び一時立入費用に係る損害等の合計１０４９万５５３２円で

ある。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２３５頁７行目から２３６頁１３行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２３５頁８行目の「１０の９、」の次に「１０の１４、」を加える。

　（２）　原判決●３－２３６頁３行目の「一次立入」を「一時立入」と改める（以下も同

様）。

　（３）　原判決●３－２３６頁１３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（５）　一審原告１０は、有機栽培で各種の野菜を育て、●●●などの単身生活を送ってい

たところ、本件事故のため、避難指示を受けて着の身着のままで避難し、本件事故直後は、自

宅と比べて放射線が低いとはいえない場所を含め、５箇所もの避難所に滞在し、嘔吐するなど

体調を崩し、軟便や歯肉炎を患った。同人は、平成２３年３月２６日から、長女との共同生活

を開始したが、長女に申し訳ない気持ちを持って生活せざるを得ず、また、避難生活の中で、

ａｒ町の自宅に戻ることも考えたが、一時立入りの際、自宅が動物に荒らされているのを見る

などして、帰還は難しいと考えるようになっていった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１０は、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その日

常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１

１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審原

告１０の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、

警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、長い避難所生活を経たことなどの事情を勘案

して３７万円を加算し、８８７万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告１０は、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制限区域）で、有機野菜を育てつ

つ、●●●に従事するなど平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｒ町の地域社

会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６６頁１２

行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行目）、突然の避難の後、ａｒ町での暮らしへの

想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な

精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を

併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告１０につい

て、４００万円が相当と認められる。

　（３）　自宅土地の財産的損害、一時立入費用について

　原審は、一審原告１０の自宅土地（２筆）につき、固定資産税評価額の１．８倍の１２７５

万０８６９円（２筆合計）である旨認定するところ、前記説示のとおり、自宅土地の損害につ

いて、一審被告東電の既払額（１０１２万９８５７円）を超える損害が発生しているとは認め

られないから、原審が認容した上記損害額との差額については、本件事故による損害とは認め

られない。

　なお、一審原告１０の被った一時立入費用１万４５２０円の損害については、原判決●３－

２３７頁１９行目冒頭から２０行目の「損害として認める」までの説示を引用する。
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　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告１０の主張

　（ア）　一審原告１０は、着の身着のままで避難することを余儀なくされ体調不良に悩まさ

れるなど、同人の本件事故直後の過酷な避難状況について主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告１０の過酷な避難状況について十分に考慮しても、前

記慰謝料額は、これらを織り込んだ額のものとなっており、避難慰謝料の額としては、前記説

示のとおり認定するのが相当である。

　（イ）　一審原告１０は、本件事故により、友人や親戚と離れ離れになり、仕事や家庭菜園

も失い、自宅も解体したことなどに照らし、原審の認定するふるさと喪失慰謝料（１３００万

円）は低額にすぎる旨主張する。

　しかし、一審原告１０の上記主張につき十分に顧慮して検討したとしてもなお、同人が主張

する友人や仕事、自宅等に関する上記事情は、事柄の性質に照らし、前記説示の慰謝料額を認

定する上で既に織り込まれているというべきであり、上記の避難慰謝料に加えて、当審で認定

する生活基盤変容慰謝料としては、上記のとおりの額を認定するのが相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１０は、本件事故後、長女と同居し、平成２４年１０月

から５年間、●●●仕事に就くなど、平穏な生活を送っていた旨主張する。

　しかし、一審被告東電の主張する上記事情は、本件事故による避難生活という制約の中で、

その苦難を緩和する方向に働いたにとどまり、避難生活に伴う大きな苦痛や不便を直ちに消失

させた事情とまではいえず、前記説示のとおり、慰謝料額としては、本件に現れた一切の事情

を勘案した上記の額とするのが相当である。

　（イ）　一審被告東電は、就労不能損害など、実損害額を超える支払をしており、その分を

慰謝料への弁済として充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１０と一審被告東電との間においても

認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされ

たものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は１２８７万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）

及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は６１２万円

であると認められるから、これを控除した慰謝料の未払分は、６７５万円となる。また、証拠

（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一時立入費用１万４５２０円に対しては

一審被告東電の弁済がされたものと認められる。

　そうすると、一審原告１０の損害金の未払分は、６７５万円となるものと認められる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、６７

万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１０の請求は、７４２万円及びこれに対する平成２３年３月１１日

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告１０につき

887万円＋400万円－612万円＋67万円＝742万円）

第９　一審原告１１ら（一審原告１１－１～同１１－４）について
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　１　控訴部分

　一審原告１１らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告１１－１及び同１１－２の慰謝料等各５７万円、同１１

－３及び同１１－４の慰謝料等各７４万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２３８頁２２行目から２３９頁１１行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２３８頁２３行目の「１１の１」の次に「、１１の４」を加える。

　（２）　原判決●３－２３８頁２４行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２３９頁１１行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告１１らは、ｂａ市の自宅で、同１１－１（夫）と同１１－２（妻）が共働

きをし、同１１－２の実家の近くで、小学生であった同１１－３（長男）と同１１－４（二

男）を育てながら生活していた。一審原告１１らは、本件事故を受けて、放射線の被害に遭う

ことを避けるためやむなく避難をすることとしたが、子供を先に県外に避難させたなどの事情

により、平成２３年１２月にａｈ市の借上住宅での生活を始めるまで家族４人がそろうことは

なかった。一審原告１１らは、同借上住宅では、隣人との関係から子供の立てる騒音等に過度

に気を配る生活を余儀なくされ、同１１－２は体調を崩し、同１１－３及び同１１－４は、福

島から来たという目に晒され、学校に馴染めず引き籠もりがちとなるなどした。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１１らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの中部に位置するｂａ市から避難し

たものであり、その慰謝料は、同人らが避難生活により日常生活を阻害されたと認められるこ

とに鑑み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同１１－１、同１１－２につき各６０万円、同

１１－３、同１１－４につき各１００万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告１１らの主張

　（ア）　一審原告１１らは、隣人からの苦情など、神奈川県の借上住宅での精神的に疲弊す

る避難生活や、同１１－３、同１１－４が引き籠もりがちとなったことなどを挙げ、原審が認

めた自己決定権侵害慰謝料は低額にすぎ、避難生活による慰謝料が別途認められるべきである

旨主張する。

　しかし、一審原告１１らが、子供の健康への影響について顧慮して避難をし、その後の避難

生活において上記の労苦を被ったことは十分考慮すべきであるが、慰謝料額としては、元居住

地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島第一原発からの距

離が近く避難指示が出された区域からの避難の場合と同様の額とすることは困難である。その

ような中で、中間指針等を踏まえた上で一審原告１１らの個別の事情を可能な限り斟酌したも

のとして、原審の認定する慰謝料額は相当なものというべく、これをもって低額なものとはい

い難い。

　なお、前記説示のとおり、当審の認定する避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）は、原審の認

定する自己決定権侵害慰謝料と、評価の実質が異なるものではないというべきであるから、原

審が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということにはならな

い。

　（イ）　一審原告１１らは、一審原告１１－１、同１１－２において、一時は家族離散とも

いえるような経緯で避難をし、避難先で学校に馴染めず引き籠もりがちになってしまった子供

を見て、今後の先行きの不安に悩まざるを得なかったという事情を十分考慮すべきである旨主

張する。
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　しかし、当審は、一審原告１１らにおいて、平成２３年１２月にａｈ市の借上住宅での生活

を始めるまで家族４人がそろわなかったことや、避難生活における上記の労苦を踏まえた先行

きの不安など、一審原告１１らの個別事情について十分顧慮したとしても、避難慰謝料は上記

説示の額のとおりとするのが相当と判断するものである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１１らに対し、直接請求等を通じ、合計３７８万８１５

４円を支払っており、これを超える慰謝料が発生するとは認められず、一審原告１１らが、自

主的な避難に伴う苦痛や不便を被ったとしても、これらは上記既払金により十分補填されてい

る旨主張する。

　しかし、上記の支払は、精神的損害等の費目とは同一でない費目に係るものを含んでいると

ころ、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１１らと一審被告東電との間においても認

められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされた

ものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められず、一審

原告１１らの苦痛や不便が、費目外の既払金により十分補填されているということはできな

い。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告１１らによる神奈川県への転居については、本件地震に

より自宅（借家）が損傷したことや、一審原告１１－１の退職により家族の生活基盤を整える

ためにされたものであって、本件事故との間に相当因果関係があるとは認められない旨主張す

る。

　しかし、本件地震による自宅（借家）の損傷等の事情があったとしても、一審原告１１ら

は、住み慣れた福島県内ではなく、福島第一原発から距離が離れた神奈川県内に転居したもの

であって、これは、小学生であった同１１－３、同１１－４が放射線の被害に遭うことを避け

るため避難すること等を決断した結果であることは否定することができない。そして、前記説

示のとおり、本件事故時においては、福島第一原発の所在地及び本件事故による放射性物質の

飛散状況を前提に、社会通念に照らし、一般人を基準に考えれば、福島県のいわゆるｄｍの中

部に位置するｂａ市において、健康に悪影響を及ぼし得る放射性物質が飛来する可能性を否定

できない状況であったのであり、一審原告１１らにおいて、単に、家族の生活基盤を整えるべ

く転居したとはいえない。

　これらによれば、一審原告１１らの福島県（ｂａ市）から神奈川県への転居については、本

件事故との間の相当因果関係は否定されないというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告１１－１、同１１－２につき各６０万円、同１１－３、同１

１－４につき各１００万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によ

れば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同１１－１、同１１－２につき

各１２万円、同１１－３、同１１－４につき各７２万円であると認められるから、これを控除

した損害金の未払分は、同１１－１、同１１－２につき４８万円、同１１－３、同１１－４に

つき各２８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１１－１、同１１－２につき各４万円、同１１－３、同１１－４につき各２万円が相当で

あると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１１－１、同１１－２の各請求は、５２万円及びこれに対する平成
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２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

限度で理由があり、その余は理由がなく、また、同１１－３、同１１－４の各請求は、３０万

円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を

求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変

更すべきこととなる。

（一審原告１１－１、同１１－２につき

60万円－12万円＋４万円＝52万円

一審原告１１－３、同１１－４につき

100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第１０　一審原告１２ら（一審原告１２－１～同１２－４）について

　１　控訴部分

　一審原告１２らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各１００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告１２－１の慰謝料等５７万円、同１２－２の慰謝料等２

４万円、同１２－３及び同１２－４の慰謝料等各７４万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２４１頁７行目から２４行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２４１頁８行目の「１２の１」の次に「、１２の８」を加える。

　（２）　原判決●３－２４１頁９行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２４１頁２４行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告１２らは、同１２－２（夫）が酒店等を経営する会社の社長を務め、同１

２－１（妻）が同酒店に勤務し、幼い子供（同１２－３（当時３歳）、同１２－４（当時１

歳））と共に、ｂｂ市で、家族４人で生活していた。しかし、本件事故を受けて、幼い子供で

ある同１２－３及び同１２－４が放射線の被害に遭うことを避けるため、同１２－２は仕事の

関係でｂｂ市に残りつつ、平成２３年１２月頃、同１２－１が子供（同１２－３、同１２－

４）を連れて神奈川県に避難した。一審原告１２－１は、平成２６年３月にｂｂ市に戻るま

で、神奈川県の狭い集合住宅で子供（同１２－３、同１２－４）と生活したが、子供は情緒不

安定な状態が続き、同１２－１も過呼吸となった。他方、同１２－２は、本件事故の半年程度

後から、●●●となっており、同月、同１２－１が、子供（同１２－３、同１２－４）を連れ

てｂｂ市に戻り、同１２－２と共に家族４人の生活が再開したが、同１２－２の●●●であっ

た。そして、同１２－１は、平成２７年４月頃から、子供（同１２－３、同１２－４）を連れ

て家を出て、ｂｂ市の実家等で生活するに至った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１２－１、同１２－３、同１２－４は、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの中部

に位置するｂｂ市から避難したものであり、その慰謝料は、同人らが避難生活により日常生活

を阻害されたと認められることに鑑み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同１２－１につき

６０万円、同１２－３、同１２－４につき各１００万円とするのが相当である。

　また、一審原告１２－２については、上記２の事実関係によれば、同１２－１、同１２－

３、同１２－４と共に神奈川県に移動しなかったものであるが、ｂｂ市での家族４人の生活

が、一人仕事のため避難できず単身生活となって、日々の暮らしが大きく変わり、その●●●

となっていることなどに照らすと、同人においても、本件事故後、ｂｂ市から避難した場合と

同様に、それ以前の生活が阻害されたものというべきである。そして、その慰謝料額は、本件

に現れた一切の事情に鑑み、３０万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について
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　ア　一審原告１２らの主張

　（ア）　一審原告１２ら（同１２－２を除く。）は、低線量放射線による被ばくという被害

を受け、更なる被ばくによる健康被害への心配から、見知らぬ土地（神奈川県）へ避難し、狭

い集合住宅で近隣に気兼ねしながらのストレスの多い生活を送ることを余儀なくされ、福島の

親戚や友人らとの関係にも多大な影響が生じたことからすると、原審の認定した慰謝料額は低

額にすぎ、避難慰謝料が別途認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告１２－１、同１２－２が、被ばくによる子供の健康への影響について顧慮

し、同１２－１が子供と共に避難し、その後の避難生活において上記の労苦や影響があったこ

とは十分顧慮すべきであるが、慰謝料額としては、本件事故時の居住地（ｂｂ市）の状況等に

よる公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島第一原発からの距離が近く避難

指示等が出された区域からの避難の場合と同様の額とすることは困難である。そのような中

で、中間指針等を踏まえた上で一審原告１２らの個別の事情を可能な限り斟酌したものとし

て、原審の認定する慰謝料額は相当なものというべく、これをもって低額なものとはいい難

い。

　なお、原審が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということに

はならないことは、前記説示のとおりである。

　（イ）　一審原告１２らは、平成２６年３月、一審原告１２－１と子供がｂｂ市に戻った

が、同１２－２の●●●等により再び家族が別居し、生活基盤が破壊されるに至ったことから

しても、原審の認定する慰謝料額は低額にすぎる旨主張する。

　しかし、一審原告１２らが主張する上記事情は、本件事故から３年が経過した後のものであ

り、必ずしも本件事故との間の相当因果関係を肯定することができず、本件事故以外の他の原

因が寄与している可能性も否定できないところであって、本件に現れた一切の事情に照らし、

慰謝料額としては、上記説示の額を超えるものではないというべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１２らに対し、合計３１３万９７２８円を支払ってお

り、これを超える慰謝料が発生するとは認められず、一審原告１２らが、自主的な避難に伴う

苦痛や不便を被ったとしても、上記既払金により十分補填されているといえる旨主張する。

　しかし、上記の支払は、精神的損害等の費目とは同一でない費目に係るものを含んでいると

ころ（乙共４９４、５２０）、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１２らと一審被告

東電との間においても認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該

損害項目に対してされたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされ

たとは認められず、一審原告１２らの苦痛や不便が、費目外の既払金により十分補填されてい

るということはできない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告１２－２が主張する同人の●●●については、同人が本

件事故の前後を通じて自らが経営する会社の社長として仕事を続けており、また、その症状や

原因については何ら客観的な証拠が提出されていないから、そもそも慰謝料の発生が基礎付け

られているとはいえない旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、同１２－２は、本件事故の半年程度後から、●●●となり、同

１２－１、同１２－３、同１２－４と別居生活となるに至っていることが認められる。この

点、同１２－２が●●●と診断された客観的裏付けがないとしても、一審原告１２－２が本件

事故後に●●●となったことは、一審原告１２らの客観的な避難の経緯とも符合し、認められ

るというべきである。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告１２らの自宅は、本件地震により倒壊したものであっ

て、一審原告１２ら（同１２－２を除く。）の神奈川県への転居については、本件事故との間

に相当因果関係があるとは認められない旨主張する。
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　しかし、一審被告東電が指摘する、本件地震による自宅の倒壊という事情があったとして

も、一審原告１２ら（同１２－２を除く。）は、住み慣れた福島県内ではなく、福島第一原発

から距離が離れた神奈川県内に転居したものであって、これは、幼児であった同１２－３、同

１２－４が放射線の被害に遭うことを避けるため避難することを決断した結果であることは否

定することができない。しかるに、前記説示のとおり、本件事故時においては、福島第一原発

の所在地及び本件事故による放射性物質の飛散状況を前提に、社会通念に照らし、一般人を基

準に考えれば、福島県のいわゆるｄｍの中部に位置するｂｂ市において、健康に悪影響を及ぼ

し得る放射性物質の飛来の可能性を否定できない状況であったのであり、一審原告１２らにお

いて、単に、本件地震による自宅の倒壊のため転居したとはいえない。

　これらによれば、一審原告１２ら（同１２－２を除く。）の福島県（ｂｂ市）から神奈川県

への転居について、本件事故との間の相当因果関係は否定されないというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告１２－１につき６０万円、同１２－２につき３０万円、同１

２－３、同１２－４につき各１００万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論

の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同１２－１、同１

２－２につき各１２万円、同１２－３、同１２－４につき各７２万円であると認められるか

ら、これを控除した損害金の未払分は、同１２－１につき４８万円、同１２－２につき１８万

円、同１２－３、同１２－４につき各２８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１２－１につき４万円、同１２－２につき１万円、同１２－３、同１２－４につき各２万

円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１２－１の請求は、５２万円及びこれに対する平成２３年３月１１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、また、同１２－２の請求は、１９万円及びこれに対する同日から支

払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その

余は理由がなく、同１２－３、同１２－４の各請求は、３０万円及びこれに対する同日から支

払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その

余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告１２－１につき

60万円－12万円＋４万円＝52万円

一審原告１２－２につき

30万円－12万円＋１万円＝19万円

一審原告１２－３、同１２－４につき

100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第１１　一審原告１３ら（一審原告１３－１、同１３－２）について

　１　控訴部分

　一審原告１３らの控訴部分は、同１３－１については、慰謝料等５００万円、財物損害（一

審原告１３－１不動産に係る損害）等３３００万円の合計３８００万円、同１３－２について

は、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告１３

－１の慰謝料等３８０万円、同１３－２の慰謝料、財物損害（甲土地、乙土地の２筆に係る損

害）等の合計４９７万７７９４円である。
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　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２４４頁３行目から２４５頁５行目までに記載のと

おりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２４４頁４行目の「１３の１、」の次に「１３の６２、」を加える。

　（２）　原判決●３－２４５頁５行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告１３らは、同１３－１（夫）が定年退職した平成１５年５月から、ａｆ市

の自宅で、同１３－１が自宅の畑で有機農業をし、同１３－２（妻）がコーラス活動に参加す

るなどの生活を過ごしていたが、本件事故により、福島での避難所生活を経て神奈川県に避難

することを余儀なくされた。一審原告１３らは、神奈川県では、二女と同居して生活していた

が、高齢となるにつれて、先行きの見通しが全く立たない強い不安を感じ、また、体力も衰

え、同１３－１は脳梗塞を、同１３－２は認知症を患うなどした。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１３らは、上記２の事実経過で、ａｆ市の自宅（避難指示解除準備区域）から避難

し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２

３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らす

と、一審原告１３らの避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分であ

る８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たこ

となどの事情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告１３らは、本件事故の際、ａｆ市内の自宅（避難指示解除準備区域）で、同１３－

１の定年退職後、野菜栽培やコーラス活動など平穏な生活を送っていたところ、本件事故によ

り、ａｆ市の居住地での地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させら

れ（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行目～１９行目）、突

然の避難の後、ａｆ市での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活

を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各

事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる

慰謝料の額は、一審原告１３らそれぞれについて、４００万円が相当と認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告１３らの主張

　（ア）　一審原告１３らは、本件事故により、長期間の終わりの見えない避難生活を過ごす

ことになり心身が疲弊し、高齢となる中、先の生活の見通しが全く立たない深刻な先行き不安

に陥っているのであって、これらを考慮した避難慰謝料が別途認められるべきである旨主張す

る。

　しかし、上記（１）で避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）の額を認定するに当たっては、深

刻な先行きの不安を感じながらの生活であることなど、一審原告１３らが指摘する事情につい

ても十分考慮しており、慰謝料の額は、上記認定の額のとおりとするのが相当である。

　（イ）　一審原告１３らは、その自宅から居住制限区域までは１キロメートルと離れておら

ず、生活圏も同じであり、避難指示の解除日（平成２８年７月１２日）も同一であることなど

に照らせば、ａｆ市における両者の区別は無意味であり、原審の認定した慰謝料額は低額にす

ぎる旨主張する。

　この点、当審は、前記（２）において、生活基盤変容慰謝料の額につき、居住制限区域に居

住していた場合と同一の額（４００万円）を認定している。

　（ウ）　一審原告１３らは、その自宅では高い放射線量（玄関脇の雨樋下の地表で、年間２

６．６０４ｍＳＶ）を検出しており、また、同人らにおいて、脳梗塞や認知症を患いその体力
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も衰えた中で、帰還者も３割にとどまり商店も病院も元に戻っていないａｆ市ｂｄ区の自宅に

帰って生活することは不可能であり、慰謝料額は低額にすぎる旨主張する。

　しかし、一審原告１３らが、自宅での放射線の計測結果、自らの体力、自宅周辺の状況等か

ら、ａｆ市への帰還ができないと考えることに相応の理由があることを踏まえたとしてもな

お、一審原告１３らの居住地を含むａｆ市（避難指示解除準備区域、居住制限区域）におい

て、放射線の計測結果（原判決●２－１７２頁１０行目～１９行目）等を踏まえ、平成２８年

７月、避難指示が解除され、コンビニエンスストア、飲食店、医療施設、銀行、学校等の社会

的活動の一部が再開している状況にあることに照らせば、その慰謝料額としては、一審原告１

３らの避難生活の過酷さをも踏まえて認定した前記（１）、（２）のとおりの額とするのが相

当である。

　（エ）　一審原告１３－１は、一審原告１３－１不動産について、３３００万円の損害賠償

が認められるべきであり、その所在地が、不動産損害の賠償が認められている避難指示解除準

備区域から数百メートルしか離れていないことからしても、全く損害賠償が認められないのは

不合理である旨主張する。

　しかし、避難指示により立ち退くほかなかった区域とそうでなかった区域とで、不動産損害

の賠償の可否が異なることはやむを得ないことであり、たとえ一審原告１３－１不動産が、避

難指示解除準備区域から数百メートルしか離れていないとしても、これにつき損害賠償を認め

ることは、公平性・合理性の観点に照らし相当ではないというべきである。

　そうすると、一審原告１３－１不動産に係る損害が発生したとは認められない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１３らにおいては、子供との距離が本件事故以前よりも

近いものとなり、親戚や友人との人的つながりもある中で、長年の居住歴を有するａｈ市ｂｆ

区における生活を通じ、時の経過により生活も落ち着き、精神的苦痛も徐々に緩和され、平穏

な生活を取り戻していったと考えられる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

１３らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、前記説

示のとおり、慰謝料額としては、本件に現れた一切の事情を勘案した前記の額とするのが相当

である。

　（イ）　一審被告東電は、原審が認めた一審原告１３－２の土地（甲土地、乙土地）に係る

損害金の未払分（損害額６２１万０７７４円（２筆合計）のうち５１４万２９８０円が弁済さ

れ、その差額が未払分であるとした。）につき不服を述べている。

　そこで検討すると、証拠（甲個１３の８、９、乙個１３の４）及び弁論の全趣旨によれば、

一審被告東電は、一審原告１３－２の土地（甲土地、乙土地）に係る損害について、合計１０

６４万７１７０円を弁済していることが認められる。

　そうすると、その余の点について検討するまでもなく、一審原告１３－２の土地（甲土地、

乙土地）に係る損害金の未払分があるとは認められないこととなる。この点に関する一審被告

東電の上記不服には、理由がある。

　（ウ）　一審被告東電は、一審被告東電の一審原告１３らに対する支払のうち、賃料相当分

及び自宅不動産に係る損害、生命身体的損害、家財の損害等としての各支払については、実損

害額を超える支払であるから、これらについては、一審原告１３らの慰謝料に充当されるべき

である旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１３らと一審被告東電との間において

も認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してさ

れたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められな

い。
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　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告１３らにつきそれぞれ１２８２万円であるとこ

ろ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰

謝料名目の金員の額は、それぞれ８５５万円であると認められるから、これを控除した損害金

の未払分は、それぞれ４２７万円となる（なお、控訴部分ではないが、家財に係る損害につ

き、上記各証拠によれば、一審被告東電は、一審原告１３－１に対し、４４５万円を支払って

いることが認められるから、同損害に係る未払分はない。）。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１３らにつきそれぞれ４２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１３－１、同１３－２の各請求は、いずれも、４６９万円及びこれ

に対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のと

おり変更すべきこととなる。

（一審原告１３－１、同１３－２につき、それぞれ、

882万円＋400万円－855万円＋42万円＝469万円）

第１２　一審原告１４ら（一審原告１４－１、同１４－２）について

　１　控訴部分

　一審原告１４らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告１４－１の慰謝料等１７万円、同１４－２の慰謝料等１

４万４０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２４７頁２１行目から２４８頁７行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２４７頁２２行目の「１４の１、」の次に「１４の２８、」を加え

る。

　（２）　原判決●３－２４７頁２３行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２４８頁７行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告１４らは、同１４－１（夫）がその定年前に退職した後である平成１９

年、同人らの老後の定住先としてａｆ市●●●に自宅を建築し、同１４－１は●●●の仕事を

し、同１４－２（妻）は自宅の庭で野菜栽培をするなどして生活していた。しかし、本件事故

により、一審原告１４らは、神奈川県への避難を余儀なくされ、築４０年以上の狭いアパート

で、断熱が悪いため冬が寒いなど不便な暮らしを強いられることとなり、また、同１４－１

は、●●●の仕事ができなくなるなど、精神的な負担を感じる生活を送っていた。一審原告１

４らは、令和２年、ａｆ市●●●の自宅に戻っている。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１４らは、上記２の事実経過により、ａｆ市の自宅（緊急時避難準備区域）から避

難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成

２３年３月１１日から平成２４年８月末まで、１８箇月であると認められる。このことに照ら

すと、一審原告１４ら各自の避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の１８箇月

分である１８０万円をもって相当と認める。
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　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告１４らは、本件事故の際、ａｆ市の自宅（緊急時避難準備区域）で、●●●の仕事

をし、野菜栽培をするなど平穏な老後の生活を送っていたところ、本件事故により、ａｆ市の

地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を一定程度変容させられ（原判決●２－１６

７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行目～１９行目）、ａｆ市での暮らしへの想

いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない避難生活を送り、精神的苦痛を被ったものと

いえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤

を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告１４らそれぞれについて、１００万円が

相当と認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告１４らの主張

　（ア）　一審原告１４らは、本件事故により、地縁もなく古く狭い神奈川県の雇用促進住宅

で、同１４－１は●●●の仕事もなくなり生きがいを失うなど、過酷で長期間の避難生活の継

続を余儀なくされ、自宅付近はいまだ安全な環境ではないことなどに照らし、原審が認定した

慰謝料額（各２５０万円）は低額にすぎ、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認めら

れるべきである旨主張する。

　この点、当審は、一審原告１４らの居住していたａｆ市（緊急時避難準備区域）の状況等を

勘案し、中間指針等を踏まえた上で、同一審原告らの慰謝料額を前記（１）、（２）のとおり

定めるのが相当であると判断した。

　なお、一審原告１４らは、自宅付近はいまだ安全な環境ではない旨主張するが、ａｆ市の状

況や放射線量の状況（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行

目～１９行目）に照らし、前記認定の慰謝料額を左右するということはできない。

　（イ）　一審原告１４らは、同人らが、自然の中で無農薬の農業を行い、同１４－１が●●

●の技術を活かしつつ、充実した老後の生活を送るという夢を実現すべく、ａｆ市に不動産を

購入し、平成１９年に同市に移住したという経緯を考慮すれば、原審が認定した慰謝料額は、

低額にすぎる旨主張する。

　しかし、一審原告１４らがａｆ市に移住した上記経緯を踏まえたとしても、同一審原告らの

慰謝料額は前記（１）、（２）のとおり定めるのが相当である。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１４らは、本件事故後である平成２３年４月６日以降、

長年住み慣れた神奈川県内の雇用促進住宅で平穏な生活を回復していた旨主張する。

　しかし、一審原告１４らにおいて、神奈川県が長年住み慣れた地であったことを前提として

も、同人らが、平成１９年から、老後の定住先としてａｆ市で平穏な生活を送っていたことに

照らせば、本件事故により突然大きな影響を受けるに至った生活を回復するためには、一定の

期間を要したものというべきであり、少なくとも、前記認定の慰謝料額は左右されないという

べきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告１４－１に対し●●●の逸失利益の名目で４４９万円余

りを支払っており、これは、実損害額を超えた支払となっているから、慰謝料に対して弁済と

して充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１４らと一審被告東電との間において

も認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してさ

れたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められな

い。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。
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　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告１４らにつきそれぞれ２８０万円であるとこ

ろ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰

謝料名目の金員の額は、同１４－１につき２３４万円、同１４－２につき２３６万６０００円

であると認められるから、これを控除した損害金の未払分は、同１４－１につき４６万円、同

１４－２につき４３万４０００円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１４らにつきそれぞれ４万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１４－１の請求は、５０万円及びこれに対する平成２３年３月１１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、同１４－２の請求は、４７万４０００円及びこれに対する同日から

支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、そ

の余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告１４－１につき

180万円＋100万円－234万円＋４万円＝50万円

一審原告１４－２につき

180万円＋100万円－236万6000円＋４万円＝47万4000円）

第１３　一審原告１５ら（一審原告１５－１、同１５－２）について

　１　控訴部分

　一審原告１５らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告１５らの慰謝料等各４９３万８０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２４９頁２１行目から２５０頁１２行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２４９頁２２行目の「１５の１」の次に「、１５の４」を加える。

　（２）　原判決●３－２４９頁２３行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２５０頁１２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告１５らは、ａｒ町の自宅で、夫婦２人で暮らし、農作業や孫の世話等を生

きがいに、収穫した米を親戚等に配り、地域の活動に参加するなどして生活していた。しか

し、本件事故により、着の身着のままで自宅を離れることを余儀なくされ、１９日間にも及ぶ

長期間の避難所生活を経て、長男家族とも離れて神奈川県に避難し、日当たりが悪い狭いア

パートで、ａｒ町の生活のような近所付き合いもない、一日中家にいてテレビを見るだけの生

活となった。一審原告１５らは、平成２９年１月２９日以降は、ａｆ市の復興住宅で暮らして

いる。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１５らは、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審

原告１５らの避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０

万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、長い避難所生活を経たことな

どの事情を勘案して４０万円を加算し、８９０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料
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　一審原告１５らは、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制限区域）で、収穫した米を親戚

等に配り、地域の活動に参加するなど平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｒ

町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１

６６頁１２行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行目）、突然の避難の後、ａｒ町での

暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得

ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一

切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告１

５らそれぞれについて、４００万円が相当と認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告１５らの主張

　（ア）　一審原告１５らは、本件事故のため着の身着のままで避難し、寒い中、プライバ

シーのない辛い避難所生活を送り、神奈川県に避難した後も、農作業や孫の世話等の生きがい

を失い、足腰が弱り体調が悪化していることなどに照らし、原審が認めた慰謝料額は不十分で

ある旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、一審原告１５らの、本件事故直後における特に過酷な避難状況

等について顧慮するとともに、神奈川県に避難した後の体調の悪化等の状況について十分な考

慮を払ったとしても、前記慰謝料額は、これらを織り込んだ額のものとなっており、避難慰謝

料の額としては、前記（１）において説示のとおり認定するのが相当である。

　（イ）　一審原告１５らは、近所に居住していた長男家族とも離れ離れとなったほか、立入

りを制限された自宅は盗難の被害に遭い、長男宅も雨水が屋内に浸水するなどの状況となった

ことなどに照らし、原審が認めた慰謝料額は不十分である旨主張する。

　この点、一審原告１５らの上記主張につき十分に顧慮して検討したとしてもなお、同人らが

主張する長男家族との別離、自宅や長男宅の状況等に関する上記事情は、事柄の性質に照ら

し、前記説示の慰謝料額を認定する上で既に織り込まれているというべきであり、慰謝料の額

としては、前記（１）、（２）において説示したとおり認定するのが相当である。

　（ウ）　一審原告１５らは、ａｒ町で、部落の祭りや交流が盛んだった地域との繋がりを失

い、自宅の放射線量も高く（１μＳＶ）、自宅前の田の中ほどに大量の汚染物が野積みされて

いるなど、自宅に戻って安心して生活することができる状況にないことに照らし、原審が認め

た慰謝料額では不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告１５らが、地域との繋がりを失ったことや、自宅での放射線量、汚染物の

野積みの状態について指摘していることを前提としても、事柄の性質に照らし、これらの事情

は、前記説示の慰謝料額を認定する上で既に織り込まれているというべきであり、生活基盤変

容慰謝料の額としては、前記（２）において説示したとおり認定するのが相当である。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１５らにおいては、もともと二男も暮らしているａｔ市

内での生活を通じ、その後の時の経過によって、その精神的苦痛も徐々に緩和され、軽減した

と考えられる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

１５らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、前記説

示のとおり、慰謝料額としては、本件に現れた一切の事情を勘案した前記の額とするのが相当

である。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告１５らは、平成２９年１月２９日からａｆ市の復興住宅

（３ＬＤＫ）へ転居して現在まで生活を送っており、元の自宅については取り壊しているので

あるから、同日以降の生活は、本件事故によって平穏な生活を害される状況にあったとはいえ

ない旨主張する。
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　しかし、一審原告１５らにおいて、平成２９年１月からａｆ市の復興住宅に転居し、元の自

宅については取り壊していたとしても、結び付きの強いａｒ町に何らかの形で帰還する蓋然性

を直ちに消失させるものではなく、前記説示のとおり、居住制限区域からの避難による避難慰

謝料の終期は、避難指示等の解除の時期や、その後の生活インフラ等の回復に要する一定期間

の経過等に鑑み、平成３０年３月末と認めるのが相当である。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告１５らに対し、因果関係が不明な疾病、家財に係る財物

損害など、十分かつ実損害額を超える支払をしているから、慰謝料に対して弁済として充当さ

れるべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１５らと一審被告東電との間において

も認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してさ

れたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められな

い。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告１５らにつきそれぞれ１２９０万円であるとこ

ろ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰

謝料名目の金員の額は、同人らにつきそれぞれ８５４万円であると認められるから、これを控

除した損害金の未払分は、同人らにつきそれぞれ４３６万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１５らにつきそれぞれ４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１５らの請求は、各４７９万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととな

る。

（一審原告１５－１、同１５－２につき、それぞれ、

　890万円＋400万円－854万円＋43万円＝479万円）

第１４　一審原告１６について

　一審原告１６については、前記説示のとおり、一審被告東電及び一審被告国から各控訴がさ

れ、一審原告１６から各附帯控訴がされたところ、一審被告東電が控訴を取り下げたため、一

審原告１６の一審被告東電に対する請求につき、原審の判断が確定した。

　また、前記説示に照らし、一審原告１６の一審被告国に対する請求は理由がないから、一審

被告国の控訴に基づき、一審被告国の敗訴部分を取り消して同部分に係る請求を棄却し、一審

原告１６の一審被告国への附帯控訴を棄却すべきこととなる。

第１５　一審原告１７について

　１　控訴部分

　一審原告１７の控訴部分は、慰謝料、就労不能損害等の合計１１４４万０６０８円であり、

一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告１７の慰謝料、就労不能損害等の合計

４８８万８０６８円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２５４頁１行目から２５５頁４行目までに記載のと

おりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２５４頁２行目の「１７の１、」の次に「１７の４、１７の９」を加
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える。

　（２）　原判決●３－２５５頁４行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（４）　一審原告１７は、ａｇ町の自宅で、当時の妻と夫婦２人で共働きをしつつ、地域の

人々と支え合いながら生活していた。しかし、本件事故直後、１１日間の車中泊や作業場の床

での寝起き等の過酷な避難生活を余儀なくされ、また、神奈川県に避難したが、平成２３年１

２月に妻と離婚するに至り、その後も、避難先のａｔ市に残るべきか、両親の居住する故郷の

福島に戻るべきかを逡巡し、定職のない不安定な生活を送った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１７は、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（帰還困難区域）から避難し、その日

常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１

１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審原

告１７の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円に、警戒区

域からの特に過酷な避難であったことや、作業場の床での寝起き等の生活を経たことなどの事

情を勘案して３５万円を加算し、８８５万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　一審原告１７は、本件事故の際、ａｇ町の自宅（帰還困難区域）で、当時の妻と夫婦２人

で、地域の人々と支え合いながら平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の

地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６５頁９行

目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での

暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ａｇ町に帰還する

ことが叶わないという状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。

これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失さ

せられたことによる慰謝料の額は、一審原告１７について、８００万円が相当と認められる。

　（３）　就労不能損害について

　一審原告１７の就労不能損害については、原判決●３－２５５頁１６行目～２５６頁５行目

までに説示するとおりであるから、これを引用する。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告１７の主張

　（ア）　一審原告１７は、本件事故直後の車中泊、ｂｇでの宿泊などの過酷な避難生活や、

親戚宅、実家や元妻の避難先などを転々とすることを余儀なくされた精神的負担などに照ら

し、原審の認定した避難慰謝料（２万２０００円、１１日分）は不十分である旨主張する。

　この点、当審は、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告１７の特に過酷な避難

状況について顧慮するとともに、各所を転々とするなどのその後の避難生活の状況について十

分な考慮を払い、これらを織り込んだ前記避難慰謝料額を認定したものである。

　（イ）　一審原告１７は、本件事故により、当時の妻との生活や地域の人間関係を全て失

い、現在も、福島での生活と神奈川県での生活とのいずれかを取捨選択しなければならないと

の精神的負担を感じつつ生活していることなどに照らし、原審の認めたふるさと喪失慰謝料の

額は不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告１７の上記主張につき十分に顧慮して検討したとしてもなお、同人が主張

する当時の妻との生活や地域の人間関係の喪失、今後の生活の地の取捨選択に係る精神的負担

に関する上記事情は、事柄の性質に照らし、前記説示の慰謝料額を認定する上で既に織り込ま

れているというべきであり、生活基盤喪失慰謝料の額としては、前記（２）において説示した

とおり認定するのが相当である。

　（ウ）　一審原告１７は、福島への帰還と避難先であるａｔとで定住先を決めかねており、
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本格的な就職活動を行わなかった点に責められるべき落ち度はなく、その請求する就労不能損

害の全額が認められるべきである旨主張する。

　しかし、補正引用に係る原判決説示のとおり、一審原告１７の心情に理解できるところはあ

るとしても、種々の負担に耐えつつ就職活動を積極的に行って早期に就職した被災者も少なく

ないと考えられること等からすると、一審原告１７が本格的な就職活動を行わずその就業が不

安定だった期間について、本件事故前と全く同等の収入が得られたものとして損害を算定する

ことは、公平性・合理性の観点に照らし相当とはいえない。なお、平成２８年６月の再就職以

降の期間においては、減収の事実を認めるに足りる客観的証拠はないし、仮に減収があったと

しても、当該減収と本件事故との間に相当因果関係があると認めることもできない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１７が本件事故時に居住していた借家は、本件地震によ

る半壊状態のため既に取り壊されており、同人は、本件事故がなくとも自宅外での生活を余儀

なくされ、他所へ移住した可能性も否定できないとして、本件事故と避難との間には相当因果

関係がない旨主張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する、本件地震による借家の半壊という事情があったとして

も、一審原告１７は、その両親が居住する住み慣れた福島県内にではなく、福島第一原発から

距離が離れた神奈川県内に転居したものであって、このことに照らせば、一審原告１７につ

き、単に、本件地震による借家の半壊のため神奈川県に転居したとはいえず、本件事故と避難

との間の相当因果関係は否定されないというべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告１７は、両親の帰還の勧めにもかかわらずａｔ市内での

生活を継続し、一審被告東電からの賠償金を原資にマッサージサロンの経営を開始するなどし

ており、その避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、平成２８年春頃には、避難生活と評価すべ

き状態を脱していたといえる旨主張する。

　しかし、一審原告１７において、ａｔ市内での生活を継続し、マッサージサロンの経営を開

始するなどしていたことを前提としても、その避難生活上の苦痛を直ちに消失させるものでは

なく、前記説示のとおり、帰還困難区域からの避難による避難慰謝料の終期は、平成３０年３

月末と認めるのが相当である。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告１７が、本件事故から３年が経過した平成２６年３月以

降も本格的な就職活動を行っていないことに照らすと、同月から、再就職をした平成２８年６

月までの間（２８箇月）の就労不能損害を半額であれ認めた原審の判断は誤りである旨主張す

る。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告１７における再就職（平成２８年６月）以降の期間の

減収分について、本件事故との間の相当因果関係が否定されるとしても、前記２の事実経過の

とおり、本件事故による避難生活により一審原告１７が受けた労苦は大きく、一審原告１７が

その就職活動を全く放棄していたとまで認めるに足りる証拠はないことその他本件に現れた一

切の事情を勘案すると、原審の上記説示に不合理はないというべきである。

　（エ）　一審被告東電は、一審原告１７において、平成２４年夏前から平成２５年春頃に受

け取った給料２０万円が実損害額を超える支払となっているから、他の費目に充当すべきであ

る旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１７と一審被告東電との間においても

認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされ

たものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められず、上

記給料２０万円が、費目として同一でない慰謝料や、対象時期が異なる就労不能損害に対し

て、弁済として充当されることにはならないというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら
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し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、１６８５万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告１７に対して支払った避難慰謝料名

目の金員の額は、１４５２万円であることが認められるから、慰謝料に係る未払分は、２３３

万円となる。また、補正引用に係る原判決が認定する就労不能損害（３９４万６０６８円）に

つき、一審被告東電から、その就労不能期間に対応する期間のものとして、就労不能損害に対

する弁済があったことを認めるに足りる証拠はない。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、上記２３３万円に、上記３

９４万６０６８円を加えた、６２７万６０６８円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１７につき６２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１７の請求は、６８９万６０６８円及びこれに対する平成２３年３

月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきことと

なる。

（一審原告１７につき、

　885万円＋800万円－1452万円＋394万6068円＋62万円＝689万6068円）

第１６　一審原告１８ら（一審原告１８－１～同１８－５）について

　１　控訴部分

　一審原告１８らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告１８－１については慰謝料、自宅土地に係る損害等の合

計６３５万３２５９円、同１８－２及び同１８－５については慰謝料等４９２万６０００円、

同１８－３及び同１８－４については慰謝料等４８４万６０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２５６頁２５行目から２５７頁１８行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２５６頁２６行目の「１８の１」の次に「、１８の９」を加える。

　（２）　原判決●３－２５７頁１８行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（４）　一審原告１８らは、ａｇ町の自宅に居住し、同１８－１（父）、同１８－２（母）

が●●●仕事で共働きをし、同１８－３（長女）が高校に、同１８－４（長男）が中学校にそ

れぞれ通い、同１８－５（同１８－１の父）はバイク等の販売業を営み、同１８－１（父）が

同１８－５と共に野菜の栽培をするなどしながら、生活していた。しかし、本件事故により、

一審原告１８らは、十分な食料等が確保できないなど、避難所での様々な労苦のある生活を経

て、神奈川県の親戚宅に避難した。当初は家族が分かれて生活し、家族が合流した後も、手狭

なアパートで生活する中、同１８－１、同１８－２は失業し、同１８－３と同１８－４は姉弟

の仲が険悪化し、同１８－２と同１８－５は言い争うことが増えるなど、ストレスや、避難直

後の被ばくの不安感を感じながらの生活を送った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１８らは、上記２の事実経過により、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、

その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年

３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、
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一審原告１８らの避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円と

なるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの事情を

勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告１８らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、仕事や学校に通

い、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の地域社会、生活インフラ、自

然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６５頁９行目～１６６頁１１行

目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での暮らしへの想いを断

ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦

痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮

すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告１８らそれぞれについ

て、４００万円が相当と認められる。

　（３）　自宅土地の財産的損害について

　原審は、一審原告１８－１の所有する自宅土地につき、固定資産税評価額の１．８倍の６３

１万０９９４円である旨認定するところ、前記説示のとおり、自宅土地の損害について、一審

被告東電の既払額（５０１万３７３５円。原判決●３－２５８頁１７行目～２５８頁２５行目

の説示を引用する。）を超える損害が発生しているとは認められないから、原審が認容した上

記損害額との差額については、本件事故による損害とは認められない。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告１８らの主張

　（ア）　一審原告１８らは、本件事故直後、家族が離れ離れとなる生活を余儀なくされ、ま

た、神奈川県ａｊ市に避難した後も、平成２５年１２月までの間、手狭な共同住宅での生活を

強いられ、ストレスや被ばくの不安感を抱えて、心身の状態や家族間の関係が悪化したことに

照らせば、原審が認定した避難慰謝料は不十分である旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告１８らの特に過酷な避難状況に

ついて顧慮するとともに、家族間の関係の悪化など、その後の避難生活の状況について十分な

考慮を払い、これらを織り込んだ前記慰謝料額を認定したものである。

　（イ）　一審原告１８らは、一審原告１８－１、同１８－２が仕事や仲間との繋がりを失

い、同１８－３、同１８－４が転校により友人との繋がりを失い、同１８－５がバイク店舗の

廃業を余儀なくされるなど、ａｇ町における生活基盤を喪失し、精神的苦痛を受け続けたこと

などに照らせば、原審が認定したふるさと喪失慰謝料額は不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告１８らの上記主張につき十分に顧慮して検討したとしてもなお、同人らが

主張する仕事や学校、仲間や友人との繋がり、バイク店舗の廃業等に係る精神的負担に関する

上記事情は、事柄の性質に照らし、前記説示の慰謝料額を認定する上で既に織り込まれている

というべきであり、生活基盤変容慰謝料の額としては、前記（２）において説示したとおり認

定するのが相当である。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１８らは、その避難生活上の苦痛が徐々に軽減され、平

穏な生活を取り戻しており、平成２８年３月から、ｂｊ市に住宅を購入して生活を開始するこ

とにより、その平穏な生活に係る利益が侵害されない状態に至り、同月頃までに、その避難生

活を終了したとみることができる旨主張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する、平成２８年３月から、一審原告１８らがｂｊ市に住宅を

購入して生活を開始したなどの事情を前提としても、その避難生活上の苦痛を直ちに消失させ

るものではなく、前記説示のとおり、居住制限区域からの避難による避難慰謝料の終期は、平

成３０年３月末と認めるのが相当である。
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　（イ）　一審被告東電は、一審原告１８らに対し、家財損害、住居確保費用、就労不能損害

などの点において、実損害額を超える支払をしているから、これを、他の損害費目に充当すべ

きである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告１８らと一審被告東電との間において

も認められるというべきであるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してさ

れたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められな

い。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、１２８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告１８らに対して支払った避難慰謝料

名目の金員の額は、同１８－１、同１８－２、同１８－５に対して各８５２万円、同１８－

３、同１８－４に対して各８６０万円であることが認められるから、一審被告東電の弁済を控

除した損害金の未払分は、一審原告１８－１、同１８－２、同１８－５につき各４３０万円、

同１８－３、同１８－４につき各４２２万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１８－１、同１８－２、同１８－５につき各４３万円、同１８－３、同１８－４につき各

４２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１８－１、同１８－２、同１８－５の各請求は、４７３万円及びこ

れに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同１８－３、同１８－４の各請求

は、４６４万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損

害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上

記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告１８－１、同１８－２、同１８－５につき、それぞれ、

　882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円

　一審原告１８－３、同１８－４につき、それぞれ、

　882万円＋400万円－860万円＋42万円＝464万円）

第１７　一審原告１９ら（一審原告１９－１、同１９－２）について

　１　控訴部分

　一審原告１９らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告１９－１については慰謝料等５２万円、同１９－２につ

いては慰謝料等３０万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２６０頁１６行目から２２行目までに記載のとおり

であるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２６０頁１７行目の「１９の１」の次に「、１９の４、当審における

一審原告１９－１本人尋問の結果」を加える。

　（２）　原判決●３－２６０頁１８行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２６０頁２２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告１９らは、ａｍ市の自宅に居住し、同１９－１（母）が同市内の市立病院

に看護師として勤務し、同１９－２（長男）が幼稚園に通い、義理の実家の近くで子育てがし
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やすい環境の下で生活していた。しかし、本件事故により、同１９－１は、同１９－２を連れ

て、実家での和菓子店の仕事がある夫と離れて、自らの実家のある神奈川県に避難することを

余儀なくされた。同１９－１は、元勤務先を退職する際、避難をしたことについて謝罪させら

れるなどし、体調を崩した。また、同１９－２は小学校に通ったが、発達障害の診断を受け、

いじめ等から不登校となった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告１９らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｌに位置するａｍ市から避難したもの

であり、その日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料は、同１９－２の属性（発達

障害）や、同１９－１の同１９－２の関係での様々な対応等を含め、本件に現れた一切の事情

を勘案し、同１９－１につき７０万円、同１９－２につき１２０万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告１９らの主張

　（ア）　一審原告１９らは、同１９－２の被ばくによる健康被害を心配して神奈川県に避難

したものであるところ、同１９－１の体調や仕事の状況、元同僚との軋轢、同１９－２のいじ

めや不登校など苦しい避難生活の実情に照らし、避難生活に係る慰謝料が別途認められるべき

である旨主張する。

　しかし、原審の認定する自己決定権侵害慰謝料の実質は、当審において認定する避難慰謝料

（日常生活阻害慰謝料）と同一のものであると解されるところ、一審原告１９らの主張する苦

しい避難生活の実情を考慮したとしても、その避難慰謝料については、前記第３節の第４の１

の説示に照らし、一審原告１９らの自宅がａｍ市にあり、政府による避難指示等が出された区

域ではないことを勘案せざるを得ず、その放射線量（原判決●２－１７３頁８～１４行目）、

避難状況や社会的活動の状況（原判決●２－１６９頁２２行目～１７０頁１１行目、同頁２２

行目～２６行目）に照らしても、上記（１）において説示のとおりの額を認定するのが相当で

ある。

　（イ）　一審原告１９らは、その避難生活の実情に照らし、自己決定権侵害にとどまらない

生活基盤の破壊・変容が生じているということができ、原審の認定した慰謝料額は、低額にす

ぎる旨主張する。

　しかし、一審原告１９らが避難を余儀なくされた居住地は、避難指示等はされておらず、多

数の住民が長期間避難して地域社会等が再形成された事情があるとまではいえず、当審が、一

審原告らの主張するふるさと喪失慰謝料に対応するものとして検討対象としている生活基盤喪

失・変容慰謝料について、その発生を肯定することはできないというほかない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告１９らが被ったと主張する自主的な避難に伴う苦痛や不

便は、その既払金により十分補填されている旨主張するが、その苦痛や不便の程度に鑑みれ

ば、一審原告１９らが被った精神的苦痛は、一審被告東電による後記既払金では十分補填され

ているとはいい難いものであって、一審被告東電の上記主張は採用することができない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告１９らは、同１９－２の環境を変えることには不安があ

り、ａｍ市の支援体制も不明であることや、同１９－１の実家が近くにあることなどを踏ま

え、神奈川県での生活の継続を自ら判断しており、これをもって本件事故により通常生ずべき

損害に当たるとはいえない旨主張する。

　しかし、一審原告１９らにおいて、上記のような、神奈川県での生活を継続することを要す

る事情があったことを前提としても、前記説示のとおり、同１９－１が市立病院の看護師とし

て、同１９－２を育てながら、ａｍ市において平穏な生活を送っていたことに照らせば、本件

事故により突然大きな影響を受けるに至ったその生活の回復のために、一定の期間を要したも
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のというべきであり、少なくとも、本件事故により、前記認定の慰謝料額に相当する損害が発

生したというべきである。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告１９らが主張する、同１９－１の市立病院の退職時のい

きさつや、同１９－２の病状等については、法律上保護される利益の侵害に当たらず、本件事

故との間の因果関係も否定される旨主張する。

　しかし、一審原告１９らが主張する上記事象については、その一つ一つの事象から個別に法

的な請求権が発生するものではないとしても、少なくとも、同人らがその避難生活において受

けた精神的負担の大きさについて示す一事情とはなり得るというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、同１９－１につき７０万円、同１９－２につき１２０万円であるとこ

ろ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告１９ら

に対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同１９－１に対して１２万円、同１９－２に

対して７２万円であることが認められるから、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

は、同１９－１につき５８万円、同１９－２につき４８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告１９－１につき５万円、同１９－２につき４万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告１９－１の請求は、６３万円及びこれに対する平成２３年３月１１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、同１９－２の請求は、５２万円及びこれに対する同日から支払済み

まで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理

由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告１９－１につき

　70万円－12万円＋５万円＝63万円

一審原告１９－２につき

　120万円－72万円＋４万円＝52万円）

第１８　一審原告２０ら（一審原告２０－１～同２０－５）について

　１　控訴部分

　一審原告２０らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告２０－１の慰謝料等５５万円、同２０－２の慰謝料等１

１万円、同２０－３の慰謝料等３万円である。なお、原審は、同２０－４、同２０－５の請求

を棄却しているため、同人らに対する一審被告東電からの控訴はされていない。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２６２頁６行目から２５行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２６２頁７行目の「２０の１」の次に「、２０の６、当審における一

審原告２０－１本人尋問の結果」を加える。

　（２）　原判決●３－２６２頁８行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２６２頁２５行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告２０ら（同２０－４、同２０－５を除く。）は、ｂｋ町の自宅で、同２０

－１（夫）の両親と同居し、地域の人々と交流しながら、幼い同２０－３（長女、本件事故時

２歳）と共に生活しており、本件事故時、同２０－２（妻）は妊娠７箇月であって、同２０－
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４（二女）を懐胎していた。一審原告２０ら（同２０－４、同２０－５を除く。）は、本件事

故により、神奈川県に避難し、同２０－１は転職を繰り返し、また、同２０－２は、平成２３

年（以下略）、同２０－４を、平成２５年（以下略）、同２０－５（三女）をそれぞれ出産し

た。その後、一審原告２０らは、平成２７年３月下旬、ａｍ市に移り、平成２８年３月下旬か

ら、同市内の新居に居住している。同人らの本件事故後の転居の回数は、多数回に及んだ。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２０ら（同２０－４、同２０－５を除く。）は、上記２の事実経過で、ｂｋ町の自

宅（避難指示解除準備区域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料

算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月で

あると認められる。

　このことに照らすと、一審原告２０－１、同２０－３の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１

０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったこと

などの事情を勘案して３０万円を加算し、８８０万円をもって相当と認める。

　また、一審原告２０－２の避難生活に伴う慰謝料は、本件事故時、妊娠中であったことや、

幼い同２０－３の世話を行いながらの避難であったことなどの事情を勘案して、平成２３年３

月１１日から平成２４年２月末まで（１２箇月分）を１箇月１５万円（１８０万円）、その後

の７３箇月分を１箇月１０万円（７３０万円）とした上、警戒区域からの特に過酷な避難で

あったことなどの事情を勘案して３０万円を加算し、９４０万円をもって相当と認める。

　さらに、一審原告２０－４は、本件事故時、胎児であったが、同２０－５とは異なり、多数

回にわたる転居を含む避難生活による精神的苦痛を観念することができ（民法７２１条参

照）、その避難生活に伴う慰謝料は、上記１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円を

もって相当と認める。

　一審原告２０－５については、原判決●３－２６３頁２４行目～２６行目の説示を引用す

る。これによれば、同人については、後記（２）も含め、本件事故による損害が生じたという

ことはできない。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告２０ら（同２０－４、同２０－５を除く。）は、本件事故の際、ｂｋ町の自宅（避

難指示解除準備区域）に、同２０－１の両親を含む家族で居住し、地域の人々と交流しながら

平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ｂｋ町の地域社会、生活インフラ、自然環

境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６８頁１６行目～１６９頁１０行目、

１７２頁２０行目～２６行目）、突然の避難の後、ｂｋ町での暮らしへの想いを断ち切れない

まま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被った

ものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生

活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告２０ら（同２０－４、同２０－５

を除く。）それぞれについて、４００万円が相当と認められる。

　なお、一審原告２０－４、同２０－５は、本件事故当時、いずれも出生しておらず、その生

活基盤がｂｋ町の自宅にあったとはいえないから、上記説示が当てはまるとはいえない。一審

原告２０らは、一審原告２０－４、同２０－５についても、家族全体としてふるさとであるｂ

ｋ町から切り離された旨主張するが、上記説示のとおり、同一審原告らについては生活基盤が

変容したものとは評価し得ず、一審原告２０らの上記主張は採用することができない。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告２０らの主張

　（ア）　一審原告２０らは、７回にわたる転居、胎児や子への被ばくによる健康不安、生活

上の多大な労苦、同２０－１の複数回の転職などに照らし、本件事故による避難生活に係る慰
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謝料が別途認められるべきである旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告２０らの特に過酷な避難状況に

ついて顧慮するとともに、その後の生活等における多大な労苦について十分な考慮を払い、こ

れらを織り込んだ避難慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告２０らは、本件事故当時における同２０－２～同２０－５の妊婦、幼児と

いった属性、福島第一原発と自宅との距離や、ｂｋ町の状況などを考慮すれば、原審が認めた

ふるさと喪失慰謝料の額は低額にすぎる旨主張する。

　この点、当審は、一審原告２０らの上記主張につき十分に顧慮し、これらの事情についても

織り込んだ上で上記（１）、（２）において説示したとおりの慰謝料を認定したものである。

　（ウ）　一審原告２０らは、その自宅の放射線量や子供の健康被害のおそれからすれば、ｂ

ｋ町の自宅に帰還するという選択肢は考え難いことに照らし、平成３０年３月末に避難が終了

しているとはいえない旨主張する。

　しかし、一審原告２０らの上記主張につき十分に顧慮して検討したとしてもなお、同人らの

居住する避難指示解除準備区域の避難指示解除の時期（平成２７年９月）や、ｂｋ町の客観的

な状況等を踏まえると、日常生活阻害に係る避難慰謝料を肯定できる避難期間の終期として

は、平成３０年３月末とするのが相当である。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告２０らにおいては、本件事故直後を通じ、家族が離散した時期は

ほとんどなく、また、平成２７年３月下旬から、福島県ａｍ市で生活し、同市内に自宅を新築

して転居しており、時の経過に応じ、避難先で生活することに伴う精神的苦痛は徐々に緩和さ

れ、軽減されたものと考えられる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

２０らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、前記説

示のとおり、慰謝料額としては、本件に現れた一切の事情を勘案した前記の額とするのが相当

である。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告２０－１、同２０－３につき１２８０万円、同

２０－２につき１３４０万円、同２０－４につき８５０万円であるところ、証拠（乙共４９

４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告２０らに対して支払った避

難慰謝料名目の金員の額は、同２０－１に対して８５０万円、同２０－２に対して８９０万

円、同２０－３に対して８９８万円、同２０－４に対して８６８万円であることが認められる

から、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、同２０－１に対して４３０万円、同

２０－２に対して４５０万円、同２０－３に対して３８２万円となる（なお、同２０－４につ

いては、その全額が弁済済みであることとなる。）。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告２０－１につき４３万円、同２０－２につき４５万円、同２０－３につき３８万円が相当

であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告２０－１の請求は、４７３万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がなく、また、同２０－２の請求は、４９５万円及びこれに対する同日か

ら支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、
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その余は理由がなく、また、同２０－３の請求は、４２０万円及びこれに対する同日から支払

済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余

は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなり、さらに、同

２０－４、同２０－５の各請求は、いずれも理由がないから、これと同旨の原判決は相当であ

り、同人らの控訴はいずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告２０－１につき、

　880万円＋400万円－850万円＋43万円＝473万円

　一審原告２０－２につき、

　940万円＋400万円－890万円＋45万円＝495万円

　一審原告２０－３につき、

　880万円＋400万円－898万円＋38万円＝420万円）

第１９　一審原告２１ら（一審原告２１－１～同２１－３）について

　１　控訴部分

　一審原告２１らは、控訴しておらず、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原

告２１－１、同２１－３の慰謝料等各４９２万６０００円、同２１－２の慰謝料、自宅土地に

係る損害等の計７７９万５８２９円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２６５頁８行目から２６６頁７行目までに記載のと

おりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２６５頁９行目の「２１の１」の次に「、２１の７」を加える。

　（２）　原判決●３－２６６頁７行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（４）　一審原告２１らは、ａｇ町の自宅で、同２１－１が、その両親（同２１－２

（父）、同２１－３（母））と同居して、地域社会の中で、友人との付き合いを第一に考えな

がら暮らし、同２１－２は庭の手入れをするなど隠居生活をし、同２１－３は仕事をしながら

近所の友人と交流するなどの生活を送っていた。しかし、本件事故により、一審原告２１ら

は、神奈川県に避難し、同２１－１は、大切にしていた福島での友人と会えなくなり、同２１

－２は庭の手入れをする楽しみがなくなり、同２１－３は仕事や友人との交流がなくなっ

た。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２１らは、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審

原告２１らの避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０

万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であり、車中泊を経たことなどの事情を勘案し

て３２万円を加算し、各８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告２１らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、友人関係を大切に

し、庭の手入れをするなど平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の地域社

会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６５頁９行

目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での

暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得

ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一

切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告２

１らそれぞれについて、４００万円が相当であると認められる。
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　（３）　自宅土地の財産的損害について

　原審は、一審原告２１－２の所有する自宅土地につき、固定資産税評価額の１．８倍の１２

６９万６４６９円である旨認定するところ、前記説示のとおり、自宅土地の損害について、一

審被告東電の既払額（１０１０万８６７０円。乙共４９４、５２０及び弁論の全趣旨）を超え

る損害が発生しているとは認められないから、原審が認容した上記損害額との差額について

は、本件事故による損害とは認められない。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告２１らは、その出生地や実家があり親族も居住するｂｌ

市に避難し、平成２７年２月頃には同市内に一戸建ての住宅を購入して家族３人で生活してい

ることからすれば、その避難生活上の苦痛は徐々に軽減され、同月頃をもって、避難生活を終

了したとみることができる旨主張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する、一審原告２１らと避難先であるｂｌ市との関係や、平成

２７年２月頃から、同市内に住宅を購入して家族３人で生活を開始したなどの事情を前提とし

ても、生活の基盤の存した福島県内に何らかの形で帰還する蓋然性を直ちに消失させるもので

はなく、前記説示のとおり、居住制限区域からの避難による避難慰謝料の終期は、平成３０年

３月末と認めるのが相当である。

　（イ）　一審被告東電は、住居確保損害、就労不能損害、家財損害などの点において、実損

害額を超える支払をしているから、これを、他の損害費目に充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告２１らと一審被告東電との間において

も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　イ　一審原告２１らの主張

　一審原告２１らは、平成２７年の新居購入は、福島に戻ることができる見通しが立たず、同

２１－２及び同２１－３が高齢であり、借上住宅での生活が苦痛を更に増大させることに鑑み

てやむを得ず行った選択である旨主張する。

　しかし、一審原告２１らが指摘する上記事情を十分顧慮し、避難生活の終了は、平成２７年

ではなく平成３０年３月末とするのが相当であるが、慰謝料額としては、原審が認容した額

（１３００万６０００円）ではなく、前記（１）、（２）の合計額である１２８２万円とする

のが相当である。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、１２８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告２１らに対して支払った避難慰謝料

名目の金員の額は、各８５２万円であることが認められるから、一審被告東電の弁済を控除し

た損害金の未払分は、一審原告２１らにつき、各４３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告２１らにつき各４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告２１らの各請求は、それぞれ、４７３万円及びこれに対する平成２

３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限

度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべき

こととなる。
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（一審原告２１らにつき、それぞれ、

　882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円）

第２０　一審原告２２ら（一審原告２２－１、承継前一審原告２２－２、一審原告２２－３、

同２２－４）について

　１　控訴部分等

　一審原告２２ら（同２２－３を除く。同２２－３は、控訴・附帯控訴をしていない。）の控

訴部分は、一審原告２２－１（承継前一審原告２２－２の子供）の慰謝料等５００万円、承継

前一審原告２２－２（一審原告２２－１の母）の慰謝料等５００万円であり（後記の補正引用

に係る原判決説示のとおり、一審原告２２－１、同２２－３（承継前一審原告２２－２の子

供）、同２２－４（承継前一審原告２２－２の子供）は、承継前一審原告２２－２を各相続分

３分の１により相続し、承継前一審原告２２－２を訴訟承継したと認められ、これを受けて、

各控訴部分は、一審原告２２－１につき慰謝料等６６０万円、同２２－４につき慰謝料等１６

０万円とされた。）、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告２２－１につい

ては、その慰謝料（承継前一審原告２２－２を承継した分を含む）、家財損害等の計８１万９

３３３円であり、一審原告２２－３、同２２－４については、慰謝料（承継前一審原告２２－

２を承継した分）等各１７万７３３３円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２６８頁２４行目から２７０頁１７行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２６８頁２５行目の「２２の１」の次に「、２２の２、２２の１４」

を加える。

　（２）　原判決●３－２７０頁１７行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（４）　一審原告２２－１は、●●●と共にａｇ町の自宅に居住し、福島第二原発で仕事を

しつつ、山登りや畑仕事をし、高齢（本件事故時８５歳）の承継前一審原告２２－２（一審原

告２２－１の母）は、ａｇ町の別の自宅に単身で居住し、一審原告２２－１と共に山登りや畑

仕事をし、地域の友人と交流するなどして生活していた。しかし、本件事故により、一審原告

２２－１、●●●及び承継前一審原告２２－２は、避難所生活を経て、神奈川県に避難するこ

ととなり、一審原告２２－１は、承継前一審原告２２－２と●●●と別居を経て離婚し、平成

２３年５月に得たフォークリフトの仕事も、福島第二原発で仕事をしていた際とは扱う品物が

違ったことなどから期待されたように仕事ができず、平成２４年２月に辞めるに至り、山登り

等の趣味がなくなり、持病である糖尿病も悪化した。また、承継前一審原告２２－２も、山登

りや近所との交流もなく、体力も落ち、押し車や車椅子で移動する生活となり、平成２９年５

月２９日、死亡するに至った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２２－１及び承継前一審原告２２－２は、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（帰

還困難区域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象とな

る避難期間は、一審原告２２－１については、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末ま

で、８５箇月であり、承継前一審原告２２－２については、平成２３年３月１１日から平成２

９年５月２９日まで、７５箇月であると認められる。

　このことに照らすと、一審原告２２－１の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５

箇月分である８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生

活を経たことなどの事情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。ま

た、承継前一審原告２２－２の避難生活に伴う慰謝料は、高齢（８５歳）であったことを考慮

し、１箇月１３万円の７５箇月分である９７５万円とした上、これに、警戒区域からの特に過
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酷な避難であり避難所生活を経たことなどの事情を勘案して３５万円を加算し、１０１０万円

をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　一審原告２２－１及び承継前一審原告２２－２は、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（帰還困

難区域）で、快適な住環境の下、親族と交流し平穏な生活を送っていたところ、本件事故によ

り、ａｇ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－

１６５頁９行目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の

後、ａｇ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ａ

ｇ町に帰還することが叶わないという状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被った

ものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生

活基盤を喪失させられたことによる慰謝料の額は、一審原告２２－１、承継前一審原告２２－

２それぞれについて、各８００万円とするのが相当であると認められる。

　（３）　一審原告２２－１の家財損害について

　一審原告２２－１の被った家財損害（１０万円）については、原判決●３－２７１頁２５行

目冒頭から２７２頁４行目「１０万円を認める」までの説示を引用する。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告２２らの主張

　（ア）　一審原告２２らは、同２２－１及び承継前一審原告２２－２が、その避難生活の中

で、その仕事や、畑仕事等の楽しみがなくなり、体調が悪化したことなどに照らし、避難生活

に係る慰謝料が別途認められるべきである旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、一審原告２２－１及び承継前一審原告２２－２の、本件事故直

後における特に過酷な避難状況等について顧慮するとともに、その後の生活等における多大な

労苦について十分な考慮を払い、これらを織り込んだ前記（１）の避難慰謝料額を認定したも

のである。

　（イ）　一審原告２２らは、同２２－１において、自宅が荒れた状態で屋根も抜けてしまい

居住不可能な状態となり、福島での山菜取りや野菜作り等の楽しみを失い、糖尿病も悪化し、

●●●承継前一審原告２２－２において、本件事故のため生活が一変してしまい、山菜取り等

の楽しみを奪われたまま亡くなったことなどに照らせば、原審が認めたふるさと喪失慰謝料

（１５００万円）は、低額にすぎる旨主張する。

　この点、当審は、一審原告２２らの上記主張につき十分に顧慮して検討し、これらの事情に

ついても織り込んだ上で上記（１）、（２）において説示したとおりの慰謝料を認定したもの

である。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告２２－１及び承継前一審原告２２－２は、平成２３年３

月１６日、身内である妹（娘）宅に移転し、畑を用意してもらうなどの支援も受けており、本

件事故後程なく過酷な避難状況から脱しているものである旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

２２－１及び承継前一審原告２２－２の避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させ

る事情とまではいえず、前記説示のとおり、慰謝料としては、本件に現れた一切の事情を勘案

した前記の額とするのが相当である。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告２２－１につき、生命・身体的損害の入通院慰謝料、通

院実費・証明書類取得費、就労不能損害として、承継前一審原告２２－２につき、生命・身体

的損害の入通院慰謝料、通院実費・証明書類取得費として、実損害額を超える支払をしてお

り、その超過分を他の費目への弁済として充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告２２－１及び承継前一審原告２２－２
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と一審被告東電との間においても認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対

してされたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認めら

れない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告２２－１につき１６８２万円、承継前一審原告

２２－２につき１８１０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨に

よれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、一審原告２２－１、承継前一

審原告２２－２につき各１４５２万円であると認められる。また、本件全証拠によっても、一

審原告２２－１の家財損害（１０万円）に向けられた一審被告東電の弁済があったとは認めら

れない。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分の合計は、一審原告２２－１に

つき２４０万円、承継前一審原告２２－２につき３５８万円となるものと認められる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告２２－１につき２４万円、承継前一審原告２２－２につき３５万円が相当であると認めら

れる。

　６　一審原告２２－１、承継前一審原告２２－２の損害額等のまとめ

　以上によれば、一審原告２２－１は、２６４万円及びこれに対する平成２３年３月１１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができ、また、

承継前一審原告２２－２は、３９３万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるということとなる。

（一審原告２２－１につき

882万円＋800万円－1452万円＋10万円＋24万円＝264万円

承継前一審原告２２－２につき

1010万円＋800万円－1452万円＋35万円＝393万円）

　７　一審原告２２－１、同２２－３、同２２－４の請求の認容額等

　前記説示のとおりの訴訟承継の結果、一審原告２２－１、同２２－３、同２２－４は、それ

ぞれ、承継前一審原告２２－２の損害賠償請求権のうち１３１万円（393万円÷３＝131万円）

及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延

損害金の支払請求権を取得した。

　したがって、一審原告２２－１の請求は、前記２６４万円と上記１３１万円の合計額である

３９５万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同２２－４の請求は、１３１万円及

びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更す

べきこととなる。

　また、同２２－３の請求は、１３１万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないとこ

ろ、同２２－３から控訴・附帯控訴がされていないことから、一審被告東電の控訴を棄却する

にとどめるべきこととなる（なお、同２２－３については、一審被告東電及び一審被告国から

各控訴がされ、同２２－３から控訴・附帯控訴はされていないところ、前記説示に照らし、同

２２－３の一審被告国に対する請求は理由がないから、一審被告国の控訴に基づき、一審被告

国の敗訴部分を取り消し、同部分に係る請求を棄却すべきこととなる。）。
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第２１　一審原告２３ら（一審原告２３－１～同２３－５）について

　１　控訴部分

　一審原告２３らの控訴部分は、同２３－１については、慰謝料、土地、建物、家財等に係る

各損害の計４２６１万８８１７円であり、同２３－２については、慰謝料、●●●等の計１１

５３万７６３９円であり、同２３－３については、慰謝料等１８００万円であり、同２３－

４、同２３－５については、それぞれ、慰謝料等各５００万円である。

　また、一審被告東電の控訴部分（ただし、一審被告東電は、原審がその請求を棄却した一審

原告２３－３に対しては控訴していない。）は、原審が認容した、一審原告２３－１の慰謝

料、土地等に係る損害の計１３９５万８９７５円、同２３－２の慰謝料等４９２万４０００

円、同２３－４、同２３－５の慰謝料等各４４０万４０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２７４頁８行目から２７５頁２６行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２７４頁９行目の「２３の１４、」の次に「２３の２５、」を加え

る。

　（２）　原判決●３－２７４頁１２行目冒頭から１３行目の「２３－２、」までを、「一審

原告２３－２（妻）は、●●●」と改め、同１４行目の「４人で」を削除する。

　（３）　原判決●３－２７４頁１６行目の「２３－１」の次に「（夫）」を加える。

　（４）　原判決●３－２７４頁２３行目の「（当時１８歳）、」を「（当時１８歳）」と改

める。

　（５）　原判決●３－２７５頁２６行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（５）　一審原告２３－１（夫）は、前記のとおり、ａｈ市の社宅に居住し、月２回程度、

仕事が休みのときにａｒ町の上記自宅に帰る生活であり、同２３－３（長女）も、同２３－１

と上記社宅で同居して、東京の専門学校に通いつつ、休みが長いときに帰省するなどしてい

た。また、同２３－２（妻）は、その自宅等で経営する●●●で●●●を送り、同２３－４

（二女）は高校生、同２３－５（三女）は小学生として地域の友人らと交遊するなどの生活を

送っていた。

　しかし、本件事故により、同２３－２、同２３－４、同２３－５は、同２３－１の上記ａｈ

市の社宅に避難し、同２３－１及び同２３－３と共に、単身用の狭い社宅で窮屈な生活を強い

られた。その後、同２３－１は、勤務先の規程により社宅から出なければならなくなり、平成

２４年１１月、ａｈ市にマンションを購入し、同２３－４と共に転居した。他方、同２３－

２、同２３－５は、平成２４年５月頃、ａｍ市に購入した新居に転居し、同２３－２は●●●

になり、また、同２３－５は、ａｍ市の学校に通学した。さらに、同２３－３は、就職して上

記社宅を出た後、結婚して東京に居住するようになった。

　なお、同２３－４は、ａｈ市の専門学校に進学したため、上記のとおり、同２３－１とａｈ

市で同居を続けたが、平成２９年６月の結婚を機に、同２３－１とは別所帯で暮らしてい

る。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２３－２、同２３－４及び同２３－５は、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居

住制限区域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象とな

る避難期間は、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められ

る。このことに照らすと、一審原告２３－２、同２３－４及び同２３－５各自の避難生活に伴

う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、警戒区域か

らの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの事情を勘案して３２万円を
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加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　また、一審原告２３－１については、上記２の各事実によれば、本件事故時、東京都内の会

社で稼働し、ａｈ市の社宅で単身赴任生活をしていたこと、月２回程度帰省していたこと、本

件事故後、家族が同社宅に避難し、上記のとおり単身用の狭い社宅で窮屈な生活を強いられた

ことなどに照らし、一定程度、その日常生活を阻害されたと評価することができる。他方、同

人は、上記の一審原告２３－２らと異なり、ａｒ町の自宅に居住していたものではなく、同自

宅から本件事故により移動した事実はなく、これらの点に、本件に現れた一切の事情を併せ考

慮すると、その避難生活に伴う慰謝料は、４２５万円をもって相当と認める。

　他方、一審原告２３－３については、上記２の各事実によれば、ａｒ町の親元から独立し、

ａｈ市内に居住して東京の専門学校に通学していたものであって、単身赴任生活（同２３－

１）と同様の評価をすることはできず、また、同２３－３において、本件事故時、ａｒ町の実

家から移動した事実も認められない。もっとも、同２３－３は、ａｈ市の同２３－１の社宅で

同人と同居していたところ、本件事故後、家族が同社宅に避難し、単身用の狭い社宅で窮屈な

生活を強いられたものであり、この点に鑑みると、その日常生活の阻害が全く否定されるもの

とはいえず、本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、その避難生活に伴う慰謝料は、２０

０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告２３－２、同２３－４及び同２３－５は、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制

限区域）において、●●●又は、地域の友人らと学校生活を送るなど、平穏な生活を送ってお

り、神奈川県で単身赴任生活を送っていた同２３－１も、妻子の居住する上記自宅に生活基盤

を有していたというべきところ、本件事故により、ａｒ町の地域社会、生活インフラ、自然環

境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６６頁１２行目～１６７頁８行目、１

７２頁２行目～５行目）、ａｒ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立

たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、

上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられた

ことによる慰謝料の額は、一審原告２３－１、同２３－２、同２３－４及び同２３－５それぞ

れについて、４００万円が相当と認められる。

　他方、一審原告２３－３については、前記説示に照らし、親元から独立して東京の専門学校

に通うことにより、ａｒ町の上記自宅（実家）からは独立した生活基盤をａｈ市に構築し、同

市において平穏な生活を送っていたものというべきであり、本件事故により、その生活基盤が

変容させられたものとはいえず、同人について、生活基盤変容慰謝料が発生するものとは認め

られない。

　（３）　その他の損害について

　ア　一審原告２３－１の土地、建物、家財に係る各損害について

　一審原告２３－１は、その土地、建物、家財に係る各損害に係る原審の判断に不服を述べ、

一審被告東電は、一審原告２３－１の土地に係る損害につき、不服を述べている。そこで検討

すると、前記説示のとおり、これらの各損害について、一審被告東電の各既払額（証拠（乙共

４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、土地につき３４８万３３９０円、建物につき２

１３６万９４７５円、家財につき５２５万円であると認められる。）を超える損害が発生して

いるとは認められない。同２３－１の土地、建物、家財に係る各損害については、いずれもそ

の全額について弁済されているというべきであり、未払分があるとは認められない。したがっ

て、上記土地に係る損害につき８９万８９７５円の未払を認めた原審の判断は、この限度にお

いて不当である。同２３－１の不服には理由がなく、一審被告東電の不服には理由がある。

　イ　●●●に係る損害について

　●●●に係る損害については、本件事故による未払分の損害があるとは認められない。その
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理由は、原判決●３－２７７頁２５行目冒頭から２７８頁２５行目の「認められる」までの説

示のとおりであるから、これを引用する。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告２３らの主張

　（ア）　一審原告２３らは、本件事故後、●●●の閉鎖、避難所生活等を余儀なくされ、一

人暮らし用の同２３－１の社宅では５人で住むこととなり、年頃の女性（同２３－３、同２３

－４）が互いにプライバシーを確保できないなど多大な労苦があったことに照らし、避難生活

に係る慰謝料が認められるべきである旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告２３ら（同２３－１、同２３－

３を除く。）の特に過酷な避難状況等について顧慮するとともに、その後の生活等における多

大な労苦について十分な考慮を払い、これらを織り込んだものとして、前記（１）において説

示のとおりの避難慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告２３らは、同人らにおいては、長期にわたりａｒ町の自宅に帰還できない

ことが分かり、同自宅に戻ることをあきらめ、平成２３年１１月、ａｍ市に自宅を購入するに

至ったものであって、本件事故により、大切な思い出のある場所や地域のコミュニティ、学校

での友人関係等を喪失したことに照らし、原審が認めたふるさと喪失慰謝料（各１３００万

円）は、低額にすぎる旨主張する。

　しかし、一審原告２３ら（同２３－３を除く。）について、上記の点を十分に顧慮して検討

したとしてもなお、上記の避難慰謝料に加えて、当審で認定する生活基盤変容慰謝料として

は、前記（２）において説示のとおりの額を認定するのが相当というべきである。

　（ウ）　一審原告２３－３は、同２３－１の社宅とａｒ町の自宅（実家）との間を頻繁に行

き来し、卒業後は同町で就職する予定であったなど、その生活の本拠はａｒ町にあり、自宅

（実家）を失ったことにより精神的苦痛を受けた旨主張する。

　しかし、一審原告２３－３が、同２３－１の社宅とａｒ町の自宅との間を頻繁に行き来し、

卒業後は同町で就職する予定であったことを前提としても、前記説示のとおり、同２３－３に

おいては、親元から独立して東京の専門学校に通うという生活を送ることによって、ａｒ町の

上記自宅（実家）からは独立した生活基盤をａｈ市に構築していたものというべきであり、現

に、同２３－２、同２３－５がａｍ市の自宅に転居した後も、福島には戻らず首都圏で就職、

結婚し生活を続けているものである。これに照らせば、同２３－３について、生活基盤変容慰

謝料に係る損害が発生したとは認められない。

　（エ）　一審原告２３－２は、一審被告東電が支払った逸失利益及び営業損害（将来分）の

２２２３万２２１３円及び財産損害（償却・棚卸資産）６０万円は１教室分のものであり、賠

償額として不足している旨主張する。

　しかし、一審原告２３－２の●●●に係る損害が、客観的に、一審被告東電の上記支払分を

更に上回っていることを具体的に認めるに足りる証拠はなく、前記説示のとおり、●●●に係

る損害については、本件事故による未払分の損害があるとは認められない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告２３－１、同２３－３には避難の事実がなく、同人らに

対する慰謝料の支払分は、他の費目等に充当されるべきである旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告２３－１、同２３－３に係る避難慰謝料については、

両名の日常生活が一定程度阻害されたと認められることに照らし、前記説示のとおり認めるの

が相当であり、また、同２３－１に係る生活基盤変容慰謝料については、前記説示のとおり認

めるのが相当である。さらに、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告２３－１、同２３

－３を含む一審原告２３らと一審被告東電との間においても認められ、上記支払は当該合意に

基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の
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合意までされたとは認められない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告２３－２、同２３－５のａｍ市の新居での生活開始（平

成２４年５月）を含め、一審原告２３－２、同２３－４、同２３－５の生活状況、通学状況等

に照らし、同月頃までには、同人らは避難生活を終了したとみることができる旨主張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する、一審原告２３－２、同２３－４、同２３－５の生活状

況、通学状況等を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告２３らの避難生活に

おける大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、前記説示のとおり、居住制

限区域からの避難による避難慰謝料の終期は、平成３０年３月末と認めるのが相当である。

　（ウ）　一審被告東電は、住居確保費用、●●●の逸失利益、就労不能損害、生命・身体的

損害、家財損害等について、実損害額を超える支払をしているから、その分を、他の費目（慰

謝料等）に充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、本件黙示の合意は、一審原告２３らと一審被告東電との間にお

いても認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、

異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告２３－１につき８２５万円、同２３－２、同２

３－４、同２３－５につき各１２８２万円、同２３－３につき２００万円であるところ、証拠

（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告２３らに対して

支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同２３－１につき１２０万円、同２３－２につき８５

２万円、同２３－３につき８９２万円、同２３－４、同２３－５につき各９００万円であるこ

とが認められるから、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、同２３－１につき７

０５万円、同２３－２につき４３０万円、同２３－４、同２３－５につき各３８２万円となる

（同２３－３については、上記損害金は全て弁済済みということとなる。）。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告２３－１につき７０万円、同２３－２につき４３万円、同２３－４、同２３－５につき各

３８万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告２３－１の請求は、７７５万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がなく、同２３－２の請求は、４７３万円及びこれに対する同日から支払

済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余

は理由がなく、同２３－４、同２３－５の各請求は、それぞれ４２０万円及びこれに対する同

日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、同２３－３の請求は、理由がない。

　そうすると、一審原告２３－１、同２３－２、同２３－４、同２３－５については、上記と

異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなり、同２３－３については、上記と同旨の

原判決は相当であり、一審原告２３－３の控訴はこれを棄却すべきこととなる。

（一審原告２３－１につき、

　425万円＋400万円－120万円＋70万円＝775万円

　一審原告２３－２につき、

　882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円

　一審原告２３－４、同２３－５につき、いずれも、
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　882万円＋400万円－900万円＋38万円＝420万円）

第２２　一審原告２４ら（一審原告２４－１～同２４－３）について

　１　控訴部分

　一審原告２４らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告２４らの慰謝料等各４９３万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２８０頁２５行目から２８１頁１３行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２８０頁２６行目の「２４の１」の次に「、２４の５、２４の６、当

審における一審原告２４－１本人尋問の結果」を加える。

　（２）　原判決●３－２８１頁１行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２８１頁１３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告２４らは、同２４－１の定年退職の後、平成２０年１１月、ａｇ町の自宅

に転居し、約２年をかけて土質等の改良工事をし、同２４－１（夫）と同２４－２（妻）が年

金を得ながら自家用農業やガーデニングをし、同２４－３（長男）がフォークリフトの資格を

とって就職活動をするなどして生活していた。しかし、本件事故により、一審原告２４らは、

神奈川県に避難することとなり、狭い居住空間でストレスを感じながら暮らすことを余儀なく

され、ａｇ町での自家用農業やガーデニングを営む日常の生活はできなくなり、同２４－１、

同２４－２の体調が悪化するなど、大きな精神的な負担を受けた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２４らは、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審

原告２４ら各自の避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８

５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことな

どの事情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告２４らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、約２年の土質等の

改良工事を経て、自家用農業等を開始するなど、平穏な生活を送っていたところ、本件事故に

より、ａｇ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判

決●２－１６５頁９行目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の

避難の後、ａｇ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送

ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実

その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝

料の額は、一審原告２４らについて、それぞれ４００万円が相当であると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告２４らの主張

　（ア）　一審原告２４らは、着の身着のままで避難し、ｄｎ町の空き家を居住可能な状態に

するための労苦や、●●●の狭い居住空間での生活などで、ストレスが溜り、●●●の自宅

も、ａｇ町の土地面積の４分の１もない狭いものであったことなどに照らし、原審の認める避

難生活に伴う慰謝料は不十分である旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告２４らの特に過酷な避難状況等

について顧慮するとともに、その後の生活等における多大な労苦について十分な考慮を払い、

これらを織り込んだものとして、前記（１）において説示のとおりの避難慰謝料を認定したも
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のである。

　（イ）　一審原告２４らは、同人らの生活状況、福島第一原発との距離等に照らし、その自

宅は、居住制限区域ではなく、帰還困難区域に存することを前提として、慰謝料が算定される

べきである旨主張する。

　しかし、一審原告２４らの指摘する上記事情があったとしても、同人らの自宅が居住制限区

域にあったことに変わりはなく、公平性・合理性の見地に照らし、その慰謝料額は、前記説示

のとおりの額とするのが相当というべきである。

　（ウ）　一審原告２４らは、自然環境の喪失、先行きの見えない不安、健康状態の悪化、老

後の貴重な時間の喪失等に照らし、原審の認めるふるさと喪失慰謝料の額は不十分である旨主

張する。

　しかし、一審原告２４らにおける、自然環境の喪失等の上記事情について十分に顧慮して検

討したとしてもなお、上記の避難慰謝料に加えて、当審で認定する生活基盤変容慰謝料として

は、前記（２）において説示のとおりの額を認定するのが相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告２４らにおいては、同２４－２の実家がｄｎ町にあり同２４－１

の故郷がｄｏ市であるなど首都圏での生活に親和性があるところ、一審原告２４らが、平成２

８年１１月から●●●の自宅での生活を開始していることなどに照らし、その避難生活上の苦

痛は徐々に緩和されており、一審被告東電の既払金を超える慰謝料の未払分はない旨主張す

る。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情を踏まえて検討しても、それは、一審原告２４ら

の避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、一審原告２４

らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　なお、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告２４らと一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告２４らにつき各１２８２万円であるところ、証

拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告２４らに対し

て支払った避難慰謝料名目の金員の額は各８５２万円であることが認められるから、一審被告

東電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告２４らにつき各４３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告２４らにつき各４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告２４らの各請求は、それぞれ、４７３万円及びこれに対する平成２

３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限

度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべき

こととなる。

（一審原告２４らにつき、それぞれ、

　882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円）

第２３　一審原告２５ら（一審原告２５－１、同２５－２、承継前一審原告２５－３）につい

て

　１　控訴部分
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　一審原告２５らの控訴部分は、同２５－１、同２５－２の慰謝料等各３００万円、承継前一

審原告２５－３の慰謝料等３００万円であり（後記の補正引用に係る原判決説示のとおり、一

審原告２５－１は、承継前一審原告２５－３を単独で相続し、同人を訴訟承継したと認めら

れ、その結果、各控訴部分は、一審原告２５－１につき慰謝料等６００万円、同２５－２につ

き慰謝料等３００万円となる。）、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告２

５－１、同２５－２の慰謝料等各４９２万６０００円、承継前一審原告２５－３の慰謝料等３

９３万５０００円（上記の訴訟承継の結果、各控訴部分は、一審原告２５－１につき慰謝料等

８８６万１０００円、同２５－２につき慰謝料等４９２万６０００円となる。）である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２８２頁１６行目から２８３頁１２行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２８２頁１７行目の「２５の１、」の次に「２５の７、」を加える。

　（２）　原判決●３－２８２頁１８行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２８２頁１８～１９行目の「２４－２」を「２５－２」と改める。

　（４）　原判決●３－２８３頁１２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告２５らは、同２５－１（夫）が●●●力を尽くし、同２５－２（妻）が主

婦として料理や来客の接待をし、承継前一審原告２５－３（一審原告２５－１の父。本件事故

時、９３歳）が来客と茶飲み話をし野菜作りをするなどの生活を送っていた。しかし、本件事

故により、同２５－１、同２５－２は避難所生活等を経て、承継前一審原告２５－３は親族宅

等を経て、神奈川県の狭いアパートに避難することを余儀なくされ、同２５－１は、●●●仕

事を失い避難先で就職もできず無職の生活となり、同２５－２は、訪れる客もない孤独な生活

となった。また、承継前一審原告２５－３は、アパートの階段の昇降が困難で歩けなくなり、

野菜作りもできず部屋に閉じ籠もる生活となり、平成２８年３月２８日、ａｇ町に戻ることな

く死亡した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２５－１、同２５－２及び承継前一審原告２５－３は、上記２の事実経過で、ａｇ

町の自宅（居住制限区域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算

定の対象となる避難期間は、一審原告２５－１、同２５－２については、平成２３年３月１１

日から平成３０年３月末まで、８５箇月であり、承継前一審原告２５－３については、平成２

３年３月１１日から平成２８年３月まで、６１箇月であると認められる。

　このことに照らすと、一審原告２５－１、同２５－２の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１

０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったこと

や、避難所生活を経たことなどの事情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当

と認める。また、承継前一審原告２５－３の避難生活に伴う慰謝料は、高齢（９３歳）であっ

たことを考慮し、１箇月分１３万円の６１箇月分である７９３万円とした上、これに、警戒区

域からの特に過酷な避難であったことなどの事情を勘案して３０万円を加算し、８２３万円を

もって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告２５－１、同２５－２及び承継前一審原告２５－３は、本件事故の際、ａｇ町内の

自宅（居住制限区域）で、●●●、来客の接待、野菜作りなど、地域社会の中で平穏な生活を

送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基

盤を変容させられ（原判決●２－１６５頁９行目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１

７２頁１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見

通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。
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これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容さ

せられたことによる慰謝料の額は、一審原告２５－１、同２５－２及び承継前一審原告２５－

３それぞれについて、各４００万円であると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告２５らの主張

　（ア）　一審原告２５らは、同２５－１、同２５－２については長男との同居ができなくな

り老後の先行きの不安を感じつつ狭小な住居でストレスを感じる生活となり、承継前一審原告

２５－３については本件事故当時９３歳と高齢であったことなどに照らし、原審が認めた避難

生活に係る慰謝料の額は不十分である旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、本件事故直後における同２５－１、同２５－２及び承継前一審

原告２５－３の特に過酷な避難状況等について顧慮するとともに、その後の生活等における多

大な労苦について十分な考慮を払い、これらを織り込んだものとして、前記（１）において説

示のとおりの避難慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告２５らは、同２５－１、同２５－２及び承継前一審原告２５－３が、人生

設計の変更を余儀なくされ、ａｇ町で享受していた豊かな自然を失い、お彼岸や区の運動会等

の地域の人々との付き合いもなくなり、大きな孤独感を感じたことなどに照らし、原審が認め

たふるさと喪失慰謝料の額は、不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告２５らが指摘する、人生設計の変更、豊かな自然や人々との交流の喪失等

の上記事情について十分に顧慮して検討したとしてもなお、上記の避難慰謝料に加えて、当審

で認定する生活基盤変容慰謝料としては、前記（２）において説示のとおりの額を認定するの

が相当というべきである。

　（ウ）　一審原告２５らは、ａｇ町の自宅土地の放射線量等を受け、ａｇ町に戻らないこと

を苦渋の選択として決断し、平成３１年４月にｂｍ市に転居したことによる精神的苦痛も、慰

謝料額を考慮する上で斟酌されるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告２５らが指摘する上記の事情について考慮したとしても、当審で認定する

生活基盤変容慰謝料としては、前記（２）において説示のとおりの額を認定するのが相当であ

る。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告２５－１、同２５－２及び承継前一審原告２５－３においては、

本件事故の前後を通じて共に生活し、親族とより近接した環境となったことなどに照らし、時

の経過によって、その精神的苦痛も徐々に緩和されており、一審被告東電の既払金を超える慰

謝料の未払分はない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情を踏まえて検討しても、それは、一審原告２５ら

の避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、一審原告２５

らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　なお、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告２５らと一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告２５－１、同２５－２につき各１２８２万円、

承継前一審原告２５－３につき１２２３万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び

弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、一審原告２５

－１、同２５－２につき各８５２万円、承継前一審原告２５－３につき９４１万５０００円で

171/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



あると認められる。そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分の合計は、一

審原告２５－１、同２５－２につき各４３０万円、承継前一審原告２５－３につき２８１万５

０００円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告２５－１、同２５－２につき各４３万円、承継前一審原告２５－３につき２８万円が相当

であると認められる。

　６　一審原告２５－１、同２５－２、承継前一審原告２５－３の損害額のまとめ

　以上によれば、一審原告２５－１、同２５－２は、それぞれ、４７３万円及びこれに対する

平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求

めることができ、また、承継前一審原告２５－３は３０９万５０００円及びこれに対する同日

から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるとい

うこととなる。

（一審原告２５－１、同２５－２につき、それぞれ、

882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円

承継前一審原告２５－３につき

823万円＋400万円－941万5000円＋28万円＝309万5000円）

　７　一審原告２５－１、同２５－２の請求の認容額等

　前記説示のとおりの訴訟承継の結果、一審原告２５－１は、承継前一審原告２５－３の損害

賠償請求権（３０９万５０００円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民

法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払請求権）を取得した。

　したがって、一審原告２５－１の請求は、前記４７３万円と上記３０９万５０００円の合計

額である７８２万５０００円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合

による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同２５－２の請求

は、４７３万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損

害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上

記のとおり変更すべきこととなる。

第２４　一審原告２６ら（承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２～同２６－５）につい

て

　１　控訴部分

　一審原告２６らの控訴部分は、承継前一審原告２６－１の慰謝料等４００万円、一審原告２

６－２、同２６－３の慰謝料等各４００万円であり（後記の補正引用に係る原判決説示のとお

り、一審原告２６－２～同２６－５は、承継前一審原告２６－１を相続し訴訟承継したと認め

られ、これを踏まえ、各控訴部分は、同２６－２、同２６－３につき慰謝料等各５００万円、

同２６－４、同２６－５につき慰謝料等各１００万円とされている。）、一審被告東電の控訴

部分は、原審が認容した、一審原告２６－２の慰謝料等２万５０００円、同２６－３の慰謝料

等５２万円である（原審は、一審原告２６－４、同２６－５に係る各請求をいずれも棄却して

おり、同人らについては、一審被告東電から控訴はされていない。）。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２８５頁１５行目から２８６頁２２行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２８５頁１６行目の「２６の１、」の次に「２６の３、２６の１４」

を加える。

　（２）　原判決●３－２８６頁２２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　承継前一審原告２６－１（夫）は週３回のペースで血液透析を受け、通院以外には
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知人と趣味の囲碁の対局をするなどし、一審原告２６－２（妻）はパートの仕事に従事し、近

所の人との間で庭や畑でとれた作物を交換するなどし、同２６－３（長男）はａｌ町商工会で

仕事をするなどし、ａｌ町の自宅で、家族３人で生活していた。しかし、本件事故により、承

継前一審原告２６－１は、一審原告２６－２の献身的なサポートの下、両名で血液透析の可能

な病院を必死に探しながら、長期の避難所生活を経て、ｂｌ市に避難することを余儀なくされ

た。

　（４）　承継前一審原告２６－１は、ｂｌ市の狭いアパートで、囲碁を打つ知り合いもな

く、階段の昇降にも苦労し、がんにり患して闘病生活となり、平成２７年７月２８日に死亡す

るに至った。また、一審原告２６－２は、承継前一審原告２６－１の看病や付添い、日々の家

事で精一杯となり、同人の死亡後は、同人を亡くした虚しさを感じる生活となり、令和２年

に、ａｍ市に転居した。

　（５）　一審原告２６－３は、本件事故時、ａｌ町商工会の職場におり、そのまま住民の避

難誘導に従事し、車中泊を経て、翌日から消防団の活動に参加し住民の避難生活のサポートに

従事し、承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２とは別行動となった。同２６－３は、ｂ

ｌ市の親族宅に避難した後、職場である商工会の指示を受け、ｂｎ、ｂｏ、●●●の商工会で

の仕事を続け、ａｌ町の自宅に帰還できないまま、福島での生活を送った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２は、上記２の事実経過で、ａｌ町の自宅（帰還

困難区域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、同２６－３も、本件事故時に

はその職場にいたが、上記自宅から避難したものと評価することができる。そして、その慰謝

料算定の対象となる避難期間は、承継前一審原告２６－１については、平成２３年３月１１日

から平成２７年７月まで、５３箇月であり、一審原告２６－２、同２６－３については、平成

２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。

　このことに照らすと、承継前一審原告２６－１の避難生活に伴う慰謝料は、血液透析を受け

つつの厳しい移動や生活であったことを考慮し、１箇月１７万円の５３箇月分（平成２３年３

月から平成２７年７月まで）である９０１万円とした上、警戒区域からの特に過酷な避難で

あったことや、長い避難所生活を経たことなどの事情を勘案して４５万円を加算し、９４６万

円をもって相当と認める。また、一審原告２６－２の避難生活に伴う慰謝料は、承継前一審原

告２６－１の看護をしながらの移動や生活であったことを考慮し、１箇月１３万円の５３箇月

分（６８９万円）に、１箇月１０万円の３２箇月分（３２０万円）を加えた額である１００９

万円とした上、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、長い避難所生活を経たことな

どの事情を勘案して４５万円を加算し、１０５４万円をもって相当と認める。さらに、同２６

－３の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、警

戒区域からの特に過酷な避難であったことや、車中泊を経たことなどの事情を勘案して３２万

円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２及び同２６－３は、本件事故の際、ａｌ町内の

自宅（帰還困難区域）で、地域の人々との交流や、地域に根差した仕事などをしながら平穏な

生活を送っていたところ、本件事故により、ａｌ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の

生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６３頁４行目～１６４頁１６行目、１７１頁１６～

１９行目）、突然の避難の後、ａｌ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通し

の立たない生活を送り、ａｌ町に帰還することが叶わないという状況を受け入れざるを得ず、

多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の

事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失させられたことによる慰謝料の額は、承継前一審原告
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２６－１、一審原告２６－２及び同２６－３それぞれについて、８００万円とするのが相当で

あると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告２６らの主張

　（ア）　一審原告２６らは、承継前一審原告２６－１においては、透析治療を受ける医療機

関が見つからず生命の危険に晒され続け、ｂｌ市への避難後も、入退院を繰り返す中で衰弱が

進行したこと、ａｌ町での生活基盤そのものが失われたことなどを考慮した慰謝料額を算定す

べきである旨主張する。

　この点、当審は、承継前一審原告２６－１における上記事情について十分顧慮し、前記

（１）、（２）において説示のとおりの、避難慰謝料及び生活基盤喪失慰謝料の額を認定した

ものである。

　（イ）　一審原告２６らは、同２６－２においては、生命の危険に晒され続ける承継前一審

原告２６－１の傍らに寄り添うことで著しい恐怖心を感じ、ｂｌ市では同人の介護や付添いに

追われたこと、ａｌ町での生活基盤そのものが失われたことなどを考慮した慰謝料額を算定す

べきである旨主張する。

　この点、当審は、一審原告２６－２における上記事情について十分顧慮し、前記（１）、

（２）において説示のとおりの、避難慰謝料及び生活基盤喪失慰謝料の額を認定したものであ

る。

　（ウ）　一審原告２６らは、同２６－３においては、地域の消防団に所属し、地縁のあるａ

ｌ町で生活し続けることができなくなり、ａｌ町での生活基盤そのものが失われ、不安定な就

労状況となっていることなどを考慮すべきである旨主張する。

　この点、当審は、一審原告２６－３における上記事情について十分顧慮し、前記（１）、

（２）において説示のとおりの、避難慰謝料及び生活基盤喪失慰謝料の額を認定したものであ

る。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２及び同２６－３にお

いては、親族の近辺等の避難先において生活を続け、その避難生活上の苦痛は徐々に軽減さ

れ、平穏な生活を取り戻していることに鑑み、一審被告東電の既払額を超える損害は発生して

いない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情を踏まえて検討しても、それは、一審原告２６ら

の避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、一審原告２６

らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２及び同２６－３に対

しては、生命・身体的損害、就労不能損害など、実損害額を超える支払となっているから、慰

謝料の未払分に弁済として充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２及

び同２６－３と一審被告東電との間においても認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該

損害項目に対してされたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされ

たとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、承継前一審原告２６－１につき１７４６万円、一審原告

２６－２につき１８５４万円、同２６－３につき１６８２万円であるところ、証拠（乙共４９

４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額
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は、承継前一審原告２６－１につき１５５４万円、同２６－２につき１５２２万５０００円、

同２６－３につき１４５２万円であると認められる。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、承継前一審原告２６－１に

ついて１９２万円、同２６－２については３３１万５０００円、同２６－３については２３０

万円となるものと認められる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、承継

前一審原告２６－１につき１９万円、一審原告２６－２につき３３万円、同２６－３につき２

３万円が相当であると認められる。

　６　承継前一審原告２６－１、一審原告２６－２、同２６－３の損害額のまとめ

　以上によれば、承継前一審原告２６－１は、２１１万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができ、

一審原告２６－２は、３６４万５０００円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができ、さらに、同２６－３は、２５３万

円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を

求めることができるということとなる。

（承継前一審原告２６－１につき、

946万円＋800万円－1554万円＋19万円＝211万円

一審原告２６－２につき、

1054万円＋800万円－1522万5000円＋33万円＝364万5000円

一審原告２６－３につき

882万円＋800万円－1452万円＋23万円＝253万円）

　７　一審原告２６－２～同２６－５の請求の認容額等

　前記説示のとおりの訴訟承継の結果、一審原告２６－２は、承継前一審原告２６－１の損害

賠償請求権（２１１万円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払請求権）の２分の１（１０５万５０００円及びこれに対

する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払請求権）を取得

し、同２６－３～同２６－５は、それぞれ、承継前一審原告２６－１の上記損害賠償請求権の

６分の１（３５万１６６６円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合

による遅延損害金の支払請求権）を取得したこととなる。

　したがって、一審原告２６－２の請求は、前記３６４万５０００円と上記１０５万５０００

円の合計額である４７０万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合

による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同２６－３の請求

は、前記２５３万円と上記３５万１６６６円の合計額である２８８万１６６６円及びこれに対

する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

由があり、その余は理由がなく、同２６－４、同２６－５の各請求は、上記３５万１６６６円

及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求

める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更

すべきこととなる。

第２５　一審原告２７ら（一審原告２７－１、同２７－２）について

　１　控訴部分

　一審原告２７らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告２７－１の慰謝料等５７万円、同２７－２の慰謝料等７

４万円である。

　２　事実関係

175/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



　次のとおり補正するほか、原判決●３－２８８頁１３行目から２６行目までに記載のとおり

であるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２８８頁１４行目の「甲個２７の１、」の次に「２７の１９」を加え

る。

　（２）　原判決●３－２８８頁１５行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２８８頁２２行目の「同人」を「一審原告２７－１」と改める。

　（４）　原判決●３－２８８頁２６行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（２）　一審原告２７－１（母）は、同人のｂｐ市の実家で、元夫と離婚して新生活を開

始すべく、●●●の幼い娘（同２７－２）と共に生活していた。しかし、本件事故により、同

２７－１は、同２７－２の健康を考えて福島から離れることを決断し、とりあえず、●●●の

元夫宅に転居し、その後の複数回の転居を経て、平成２４年２月、ｂｑ市のアパートでの生活

を開始した。一審原告２７らは、神奈川県に、親戚や頼れる友人、知人が全くなく、同２７－

２は、祖父母に会えない精神的な負担を受け、同２７－１は、幼い娘（同２７－２）の健康を

考えｂｐ市の実家に戻ることを躊躇せざるを得ず、平成２６年１０月に実父が亡くなった際に

看取ることもできなかった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２７らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの北部に位置するｂｐ市から避難し

たものであり、その日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料額は、本件に現れた一

切の事情を勘案し、同２７－１につき６０万円、同２７－２につき１００万円とするのが相当

である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告２７らの主張

　（ア）　一審原告２７らは、同２７－１において、本件事故のために元夫と離婚した後の生

活設計を変えなければならなくなり、福島の実家付近の放射線量が高いことから帰りたくても

帰れない苦痛が続いていることなどに鑑み、原審が認めた自己決定権侵害慰謝料に加え、避難

生活に係る慰謝料が別途認められるべきである旨主張する。

　そこで検討すると、一審原告２７らにつき、原審が認めた自己決定権侵害による損害と同様

の性質を有する日常生活阻害慰謝料に関し、本件事故との相当因果関係は十分肯定することが

でき、同２７－１が、子供（一審原告２７－２）の健康への影響について顧慮し、現在も帰れ

ない状況にあると考え、避難生活において苦痛を被っていることは十分顧慮すべきである。し

かし、他方、慰謝料額としては、元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を

受けざるを得ず、一審原告２７らの指摘する福島の実家付近の放射線量について顧慮したとし

ても、福島第一原発からの距離が近く避難指示が出された区域からの避難の場合とは、損害算

定の基礎とする合理的な避難期間が異なり、発生した損害を客観的見地から金銭的に評価する

上で程度の差が存することは否定できず、中間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り

斟酌したものとして、前記説示の慰謝料額は相当なものというべきである。

　（イ）　一審原告２７らは、同２７－２において、祖父母との暮らしから引き離され精神的

に不安定となったことや、同人が●●●のとき甲状腺検査において嚢胞が発見されたことを指

摘して、原審が認めた自己決定権侵害慰謝料に加え、避難生活に係る慰謝料が別途認められる

べきである旨主張する。

　しかし、一審原告２７－２が祖父母との暮らしから引き離され精神的苦痛を受けたことは十

分顧慮すべきであるが、これを前提としても、前記（ア）に係る説示が同様に当てはまり、前

記説示の慰謝料額は相当なものというべきである。なお、証拠（甲個２７の１７）によれば、

一審原告２７－２に認められた嚢胞については治療の必要はなく、症状が出ることや、悪性に
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変化することは考えにくいとされていることに照らし、上記指摘をもって前記説示の慰謝料額

を左右する事情となるとはいえない。

　（ウ）　一審原告２７らは、同２７－１が元夫と離婚して新生活を開始しようとした矢先

に、本件事故によりｂｐ市での生活基盤を喪失させられ、避難の事実を告げた福島の友人との

関係は悪化し、身近に頼れる人もおらず先行きについての不安を抱えた生活となっていること

に鑑み、原審の認定した慰謝料額は不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告２７らが指摘する上記の個別の事情について顧慮したとしても、前記

（ア）に係る説示が同様に当てはまり、避難指示が出されていない区域からの避難の場合に

は、合理的な避難期間等の点で、客観的見地からみた程度の差が存することは否定できず、中

間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、前記説示の慰謝料額は

相当なものというべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告２７らが被ったとする自主的な避難に伴う苦痛や不便

は、一審被告東電の既払金により十分補填されており、また、同人らが神奈川県での生活を続

けているのは、一審原告２７らの自主的判断の結果であって、上記の苦痛や不便は、本件事故

により通常生ずべき損害に当たらない旨主張する。

　しかし、上記の既払金は、精神的損害等の費目とは同一でない費目に係るものを含んでいる

ところ、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告２７らと一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。そうすると、精神的損害

等の費目とは同一でない費目に係る既払金が、慰謝料に対して弁済として充当されることには

ならず、これによって一審原告２７らの被った苦痛や不便が十分補填されているということも

できない。また、福島第一原発の所在地及び本件事故による放射性物質の飛散状況を前提にす

れば、本件事故当時においては、社会通念に照らし、福島県のいわゆるｄｍの北部に位置する

ｂｐ市において、健康に悪影響を及ぼし得る放射性物質の飛来の可能性があることを否定でき

ない状況であったといえる。このことに照らせば、一審原告２７らが、その避難により被った

苦痛や不便について、本件事故により通常生ずべき損害に当たらないということはできない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告２７－２に発見された嚢胞は、本件事故と事実的因果関

係があるとは認められず、避難の事実を告げた友人との関係が悪化したことも、通常生ずべき

損害に当たるとはいえない旨主張する。

　この点、上記嚢胞については、前記説示のとおりである。また、その余の事情は、慰謝料を

算定する上で一切の事情として考慮することは許されるものというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告２７－１につき６０万円、同２７－２につき１００万円であ

るところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った

避難慰謝料名目の金員の額は、同２７－１につき８万円、同２７－２につき３２万円であると

認められるから、これを控除した損害金の未払分は、同２７－１につき５２万円、同２７－２

につき６８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、同２

７－１につき５万円、同２７－２につき６万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告２７－１の請求は、５７万円及びこれに対する平成２３年３月１１
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日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、また、同２７－２の請求は、７４万円及びこれに対する同日から支

払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その

余は理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告２７ら及び一審被告東電の

各控訴はいずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告２７－１につき

60万円－８万円＋５万円＝57万円

一審原告２７－２につき

100万円－32万円＋６万円＝74万円）

第２６　一審原告２８について

　１　控訴部分

　一審原告２８（一審原告３１－１の子供）の控訴部分は、慰謝料等５００万円である。な

お、原審は、同人の請求を棄却しているため、一審被告東電からの控訴はされていない。

　２　事実関係

　原判決●３－２９０頁８行目から１３行目までに記載のとおりであるから、これを引用す

る。

　３　判断

　（１）　上記認定事実によれば、一審原告２８は、東京都内に妻子と共に居住して会社員と

して稼働していたものであって、同人において、本件事故時、ａｒ町の実家から移動した事実

も認められないから、同人に係る平穏な生活の基盤は、東京都内の居住地及びその周辺にあっ

たものであり、その生活基盤が本件事故により喪失ないし変容したとは評価できず、その日常

生活が阻害されたということもできない。そうすると、同人において、本件事故により精神的

損害を被ったとして慰謝料の発生を肯定することはできない。

　（２）　一審原告２８は、母（一審原告３１－１）が行っていたａｒ町の実家の家業である

不動産賃貸業を本格的に手伝い、平成２６年１月には福島に移住してこれを本格的に引き継ぐ

予定であり、人間関係等の生活基盤も、ふるさとであるａｒ町に相当程度残されていたから、

同人につき、本件事故による慰謝料の発生が認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告２８が、ａｒ町の実家の家業である不動産賃貸業を引き継ぐ予定であった

としても、同人は飽くまで東京都内に居住して稼働していたものであって、その生活基盤が東

京都内の居住地及びその周辺にあったというべきことに変わりはない。同人が、実家のあるａ

ｒ町において、友人や知人らとの関係を有していたとしても、その生活基盤がａｒ町にあるこ

とにはならず、上記説示が左右されるものではない。そして、一審原告２８の陳述書（甲個２

８の１２）の記載を含め、本件各証拠を検討しても、上記説示を左右するに足りるものはな

い。

　（３）　以上によれば、一審原告２８の請求は、全部理由がないから、これと同旨の原判決

は相当であり、同人の控訴は棄却すべきこととなる。

第２７　一審原告２９について

　１　控訴部分

　一審原告２９の控訴部分は、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審

が認容した、慰謝料、自宅土地等に係る損害の計７８７万３２３５円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２９０頁２６行目から２９１頁２２行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２９１頁１行目の「甲個２９の１、」の次に「２９の２２」を加え

る。
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　（２）　原判決●３－２９１頁２２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告２９は、子育てを終えた後、平成１８年、父の介護をするためａｇ町の実

家に戻り、平成１９年６月、父の死亡により実家の土地建物を相続し、同実家を終の棲家とす

べく、福島の会社に就業し、野菜作りをするなどの生活を送っていた。しかし、本件事故によ

り、以前の住居であり子供が居住を続けていたａｈ市の県営住宅に避難することを余儀なくさ

れ、ａｇ町の自宅にいつ戻れるのか先行きの不安を感じながら、福島からの避難者という視線

で見られるのを避けるため知人との交流もできず、自宅に籠もることが多い生活を送ることと

なった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告２９は、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その日

常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１

１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審原

告２９の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、

警戒区域からの特に過酷な避難であり、避難所生活を経たことなどの事情を勘案して３２万円

を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告２９は、本件事故の際、自ら相続したａｇ町の実家（居住制限区域）で、同実家を

終の棲家とすべく、福島の会社に就業し野菜作りをするなど、平穏な生活を送っていたとこ

ろ、本件事故により、ａｇ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容

させられ（原判決●２－１６５頁９行目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１

行目）、突然の避難の後、ａｇ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立

たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、

上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられた

ことによる慰謝料の額は、一審原告２９について、４００万円が相当であると認められる。

　（３）　自宅土地に係る損害について

　原審は、一審原告２９の自宅土地の財産的損害につき、固定資産税評価額の１．８倍の８１

６万９２５０円である旨認定するところ、前記説示のとおり、自宅土地の損害について、一審

被告東電の既払額（６４９万００１５円）を超える損害が発生しているとは認められないか

ら、原審が認容した上記損害額との差額については、本件事故による損害とは認められない。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告２９の主張

　（ア）　一審原告２９は、被ばくや先行きの不安等を抱えながら苦労して避難し、ａｈ市に

避難した後も、身近に同様な避難者がおらず精神的に辛い日々を過ごし、帰還の見込みが分か

らず多大なストレスを受けつつ過ごしたことなどに照らし、原審の認める避難生活に伴う慰謝

料は不十分である旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告２９の特に過酷な避難状況等に

ついて顧慮するとともに、その後の生活等における多大なストレス等について十分な考慮を払

い、これらを織り込んだものとして、避難生活に係る慰謝料額としては、前記（１）において

説示のとおりの額とするのが相当というべきである。

　（イ）　一審原告２９は、同人の自宅が、帰還困難区域とは数十メートルしか離れておら

ず、極めて近接していたものであったことに照らせば、同人には、帰還困難区域の居住者と同

額の慰謝料が認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告２９の指摘する上記事情を十分考慮しても、同人の自宅は居住制限区域に

あり、公平性・合理性の見地に照らせば、生活基盤変容慰謝料額は、前記（２）において説示
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のとおりの額とするのが相当というべきである。

　（ウ）　一審原告２９は、自宅近辺では高い放射線量が計測され、近辺の住民もほとんど帰

還せず、自宅は取壊しとなったこと、ａｇ町での終の棲家としての生活を奪われ、予期せぬａ

ｈ市での生活で、一人自宅に籠もることが多い生活となったことなどに照らし、原審の認める

慰謝料の額は不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告２９における、ａｇ町での終の棲家としての生活が失われたことなどの上

記事情について十分に顧慮して検討したとしてもなお、上記の避難慰謝料に加えて、当審で認

定する生活基盤変容慰謝料としては、前記（１）、（２）において説示のとおりの額とするの

が相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告２９においては、本件事故の５年前まで暮らしていた従

前の県営住宅に戻ったにすぎず、かかる従前の県営住宅における生活を通じて、同人の精神的

苦痛は、ごく短期間のうちに軽減・解消されたものであって、一審被告東電の既払金を超える

慰謝料の未払分はない旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告２９は、自らの生家である実家の土地建物を相続し、

同実家を終の棲家とすべく、平成１８年に父の介護を始めてから約５年間同実家における生活

を継続していたものである。このことに照らせば、一審被告東電の指摘する上記事情は、本件

事故後の生活における一審原告２９の大きな苦痛や不便を直ちに否定する事情とまではいえな

いというべきであり、同人の慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべき

である。

　（イ）　一審被告東電は、就労不能損害の名目での支払分につき、実損害額を超える支払と

なっているから、慰謝料に対して弁済として充当されるべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告２９と一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告２９につき１２８２万円であるところ、証拠

（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告２９に対して支

払った避難慰謝料名目の金員の額は８５２万円であることが認められるから、一審被告東電の

弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告２９につき４３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告２９につき４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告２９の請求は、４７３万円及びこれに対する平成２３年３月１１日

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告２９につき、

　882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円）

第２８　一審原告３１ら（一審原告３１－１、同３１－２）について

　１　控訴部分

　一審原告３１らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告３１－１の慰謝料等４８１万２０００円である。なお、
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原審は、同３１－２の請求を棄却しているため、同人に対する一審被告東電からの控訴はされ

ていない。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２９３頁１７行目から２５行目までに記載のとおり

であるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２９３頁１８行目の「甲個３１の１」の次に「、３１の５」を加え

る。

　（２）　原判決●３－２９３頁１９行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２９３頁２５行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告３１－１（同３１－２の母）は、ａｒ町の自宅で、不動産賃貸業を営みな

がら、平成２２年に死亡したその母親の介護をしつつ、趣味やボランティアの活動をし、地域

の人々と米や野菜を分け合うなど助け合いながら生活していた。しかし、本件事故により、一

審原告３１－１は、着の身着のままで自宅を離れ、避難所生活を経て神奈川県に避難すること

となり、２頭の飼犬のうち１頭は見つからないままとなった。また、避難先も、自宅より狭い

環境となり、ストレスを感じながらの生活となった。」

　３　損害額の認定

　（１）　一審原告３１－１について

　ア　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告３１－１は、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から避難し、そ

の日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３

月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、同

３１－１の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円となる

が、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの事情を勘案

して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　イ　生活基盤変容慰謝料

　一審原告３１－１は、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制限区域）で、不動産賃貸業を

営みながら、趣味やボランティアの活動をし、地域の人々と交流するなど平穏な生活を送って

いたところ、本件事故により、ａｒ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大

きく変容させられ（原判決●２－１６６頁１２行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行

目）、突然の避難の後、ａｒ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立た

ない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上

記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたこ

とによる慰謝料の額は、一審原告３１－１について、４００万円が相当であると認められる。

　（２）　一審原告３１－２について

　上記２の各事実によれば、一審原告３１－２は、ａｈ市内に居住して大学に通学していたも

のであって、同人において、本件事故時、ａｒ町の実家から移動した事実も認められないか

ら、同人に係る平穏な生活の基盤は、ａｈ市内の居住地及びその周辺にあったものであり、そ

の生活基盤が本件事故により喪失ないし変容したとは評価できず、その日常生活が阻害された

ということもできない。そうすると、同人において、本件事故により精神的損害を被ったとし

て慰謝料の発生を肯定することはできない。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告３１らの主張

　（ア）　一審原告３１－１は、着の身着のままで、放射線の高い避難所に避難させられ、飼

犬が放置され、ａｈ市の避難先の生活でも自動車へのいたずら、狭小な住環境下での家族関係

の悪化、子供の●●●などがあって、精神的苦痛を被っており、これらを考慮した慰謝料が認
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められるべきである旨主張する。

　この点、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告３１－１の特に過酷な避難状況

等について顧慮するとともに、その後の生活等における多大なストレス等について十分な考慮

を払い、これらを織り込んだものとして、避難生活に係る慰謝料額としては、前記（１）アに

おいて説示のとおりの額が相当というべきである。

　（イ）　一審原告３１－１は、その生活歴や生活圏等は、居住地のａｒ町にとどまらず、出

身地であり賃貸不動産の一部も所在するａｌ町などを含めたより広範な地域であったとみるべ

きであるから、帰還困難区域からの避難者の場合と同額の慰謝料額が認められるべきである旨

主張する。

　しかし、前記認定のとおり、一審原告３１－１は、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制

限区域）で、趣味やボランティアの活動をし、地域の人々と交流するなど平穏な生活を送って

いたものであり、同人に係る平穏な生活の基盤は、賃貸不動産の所在地等にかかわらず、ａｒ

町の自宅及びその周辺において営まれていたものとみるのが相当であるから、公平性・合理性

の見地に照らし、帰還困難区域からの避難者の場合と同額の慰謝料額が認められるべきとはい

えない。

　（ウ）　一審原告３１－２は、ａｒ町の実家に同人の部屋もあり、ａｒ町の土地も相続して

おり、将来的にａｒ町に戻って不動産賃貸業を引き継ぐ考えであったことなどに照らし、ａｒ

町内にも同人の生活基盤が存在していたというべきであるから、同人につき慰謝料が認められ

るべきである旨主張する。

　しかし、ａｒ町の実家に一審原告３１－２の部屋があり、同人が、ａｒ町の土地を相続して

おり、不動産賃貸業を引き継ぐ考えであったとしても、同人は、親元から離れ、ａｈ市内に居

住して大学に通学していたものであり、同人の生活基盤がａｈ市内の居住地及びその周辺に

あったというべきことに変わりはなく、上記事実をもって、同人につきその生活基盤がａｒ町

の実家に存したことにはならず、慰謝料が認められるべきとはいえない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告３１－１については、ａｈ市内で複数の居住用物件を購

入して繰り返し転居し、平成２９年１０月、同市の戸建て住宅を購入して転居し現在に至って

いるから、同人は、同月には避難生活を終了したとみることができる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、事柄の性質に照らし、一審原告３１－１の本

件事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえないというべ

きであり、同人の慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告３１－１においては、複数の物件に係る住居確保費用の

支払を受け、その支払分は、実損害額を超えるものとなっているから、他の損害項目に弁済と

して充当されるべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告３１－１と一審被告東電との間におい

ても認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異

なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）ア、イの合計額は、一審原告３１－１につき１２８２万円であるところ、証拠

（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告３１－１に対し

て支払った避難慰謝料名目の金員の額は８６２万円であることが認められるから、一審被告東

電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告３１－１につき４２０万円となる。

　５　弁護士費用
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　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告３１－１につき４２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告３１－１の請求は、４６２万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととな

り、また、同３１－２の請求は、全部理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、同

人の控訴は棄却すべきこととなる。

（一審原告３１－１につき、

　882万円＋400万円－862万円＋42万円＝462万円）

第２９　一審原告３３ら（一審原告３３－１、同３３－２）について

　１　控訴部分

　一審原告３３らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告３３－１については慰謝料等５２万円、同３３－２につ

いては慰謝料等３０万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２９７頁１０行目から２１行目までに記載のとおり

であるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２９７頁１１行目の「甲個３３の１、」の次に「３３の５」を加え

る。

　（２）　原判決●３－２９７頁１２行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２９７頁２１行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告３３－１は、その夫と離婚し、本件事故時、ｂｐ市の自宅で、同３３－２

（長男）と共に居住しており、同３３－１が小学校のＰＴＡの役員をし、バザーの手伝い、学

校の清掃など様々な地域の活動をし、同３３－２が、ｂｐ市の子供施設でイベント等に参加

し、ｄｐで活動し、囲碁教室に通うなどして生活していた。しかし、本件事故により、一審原

告３３らは、神奈川県へ避難し、親族の居宅のほか、複数回の転居をすることを余儀なくされ

た。そして、同３３－１は、狭い居住空間でストレスが溜り、知人から避難者であることを揶

揄されて精神的に傷付いて体調を崩し、また、同３３－２は、福島での上記の様々な活動がで

きなくなり、通学先の中学校で福島からの避難者であることを理由にいじめに遭うなどし

た。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告３３らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの北部に位置するｂｐ市から避難し

たものであり、その慰謝料は、同人らが避難生活により日常生活を阻害されたと認められるこ

とに鑑み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同３３－１につき６０万円、同３３－２につき

１００万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告３３らの主張

　（ア）　一審原告３３らは、狭小な環境下での避難生活を強いられ、同３３－１は、知人か

ら心無い発言をされるなど心労が積み重なって体調を崩し、同３３－２も避難者であることを

理由にいじめを受けるなど数々の悔しい思いをしたものであり、避難生活が過酷であったこと

を踏まえた慰謝料が認められるべきである旨主張する。

　そこで検討すると、前記説示のとおり、原審が認めた自己決定権侵害による損害の実質は、

一審原告３３らの平穏な日常生活の阻害による、避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料であ
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ると考えられ、一審原告３３らの上記主張は、慰謝料額が不十分である旨をいうものと解され

る。この点、母子家庭での避難であり体調の悪化やいじめがあったことなど一審原告３３らが

避難生活において被った精神的苦痛は十分顧慮すべきであると考えられるが、他方、慰謝料額

としては、元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島

第一原発からの距離が近く避難指示等が出された区域からの避難の場合とは、損害算定の基礎

とする合理的な避難期間が異なり、客観的見地から損害の事実を金銭的に評価する上で程度の

差が存することは否定できず、中間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したも

のとして、前記説示の慰謝料額は相当なものというべきである。

　（イ）　一審原告３３らは、ｂｐ市内で測定した際の放射線量の高さや、ＡＤＲの提示に係

る和解案の額の低さなどから感じた孤独感、被差別感等の精神的苦痛に照らせば、原審の認め

た慰謝料額は不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告３３らが指摘する上記の事情を踏まえて検討したとしても、慰謝料額とし

ては、上記説示のとおり、元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざ

るを得ず、福島第一原発からの距離が近く避難指示等が出された区域からの避難の場合とは、

損害算定の基礎とする合理的な避難期間が異なるといわざるを得ないことに照らし、前記説示

の慰謝料額が左右されることにはならない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告３３らが神奈川県での生活を続けているのは、福島の自

宅の売却など、同人らの置かれた状況等を踏まえた自主的な判断の結果であり、その被ったと

主張する自主的な避難に伴う苦痛や不便は、一審被告東電の既払金により十分補填されている

旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、同人らが、本件事故時、ＰＴＡの役員として様々な地域の活動

をし、子供施設でイベント等に参加するなど、平穏な生活を送っていたことに照らせば、本件

事故により突然大きな影響を受けるに至ったその生活の回復のためには、一定の期間を要した

ものというべきであり、少なくとも、本件事故により、前記認定の慰謝料額に相当する損害が

発生したというべきである。

　なお、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告３３らと一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告３３－１が他の保護者から「避難者ばかりずるい。」と

の心無い発言をされ、同３３－２がいじめに遭っていたと述べるが、これらは当該言動を行っ

た第三者が責任を負うべきものであり、本件事故との相当因果関係が認められるものではない

旨主張する。

　しかし、一審原告３３らが主張する上記事象については、福島からの避難者であることを契

機としており、本件事故による避難との間の事実的因果関係が直ちに否定されるとはいえず、

また、その一つ一つの事象から個別に法的な請求権が発生するものではないとしても、少なく

とも、同人らがその避難生活において受けた精神的負担の大きさについて示す一事情となり得

るというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、同３３－１につき６０万円、同３３－２につき１００万円であるとこ

ろ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告３３ら

に対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同３３－１に対して１２万円、同３３－２に

対して７２万円であることが認められるから、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分
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は、一審原告３３－１につき４８万円、同３３－２につき２８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告３３－１につき４万円、同３３－２につき２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告３３－１の請求は、５２万円及びこれに対する平成２３年３月１１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、同３３－２の請求は、３０万円及びこれに対する同日から支払済み

まで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理

由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告３３ら及び一審被告東電の各控訴

はいずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告３３－１につき

　60万円－12万円＋４万円＝52万円

一審原告３３－２につき

　100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第３０　一審原告３４について

　１　控訴部分

　一審原告３４の控訴部分は、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審

が認容した、一審原告３４の慰謝料等３８２万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－２９９頁３行目から１４行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－２９９頁４行目の「甲個３４の１」を「甲個３４の１～１４」と改め

る。

　（２）　原判決●３－２９９頁５行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－２９９頁１４行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　本件事故以前の生活状況等

　ア　一審原告３４は、●●●、夫と結婚し、平成●●年～同●●年に宮城県に転居していた

時期を除き、ａｆ市ｂｄ区の自宅（夫の実家）で、夫やその両親と共に暮らし、近所の住民同

士で助け合いながら生活していた。

　イ　一審原告３４は、本件事故時、ａｆ市ｂｅ区●●●所在の建物を借りて学習塾を経営

し、高校生等を対象に英語や数学を教えており、受験期や学期末の繁忙期には、夜遅くまで授

業や個別指導を続ける必要があった。そのため、一審原告３４は、繁忙期には、授業等の終了

後、そのまま学習塾で寝泊まりすることが少なくなかった。

　（３）　本件事故以後の生活状況等

　一審原告３４は、本件事故時、上記学習塾で被災し、福島の実家や友人宅、東京の長男宅等

を経て、平成２３年７月から、神奈川県の共同住宅に転居した。一審原告３４は、実家に残っ

た夫やその両親と離れて暮らすこととなり、学習塾での生徒らとの関係も失い、就職活動もう

まくいかず、うつ病にり患するなどした。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告３４は、上記２の事実経過で、ａｆ市ｂｄ区の自宅（避難指示解除準備区域）から

避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平

成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照

らすと、一審原告３４の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０
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万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことなどの事情を勘案して３０万円を

加算し、８８０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告３４は、本件事故の際、ａｆ市ｂｄ区の自宅（避難指示解除準備区域）で、夫やそ

の両親と共に暮らし、近所の住民同士で助け合いながら、ｂｅ区●●●の学習塾を経営しつ

つ、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｆ市の居住地での地域社会、生活イ

ンフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６７頁１４行目～１６

８頁１５行目、１７２頁１０行目～１９行目）、突然の避難の後、ａｆ市ｂｄ区での暮らしへ

の想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大

な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情

を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告３４につい

て、４００万円が相当であると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告３４の主張

　（ア）　一審原告３４は、慰謝料額を定めるに当たっては、避難生活の中で、平成２８年４

月にはうつ病との診断を受け、ａｆ市の自宅付近でも半分以下しか帰還しておらず、自宅も取

り壊さざるを得なかったことなどを考慮すべきである旨主張する。

　しかし、上記（１）、（２）の慰謝料の額を認定するに当たっては、避難生活の状況や元居

住地の状況など、一審原告３４が指摘する事情についても十分考慮しており、慰謝料の額は、

上記認定の額のとおりとするのが相当である。

　（イ）　一審原告３４は、ａｆ市ｂｄ区に居住していたものの、その生活圏は、帰還困難区

域や居住制限区域と重なっていたことに照らせば、これらの区域の避難者と同程度の慰謝料の

額が認められるべきである旨主張する。

　この点、上記（２）において、生活基盤変容慰謝料の額については、居住制限区域に居住し

ていた場合と同一の額（４００万円）を認定したものであるが、他方において、公平性・合理

性の見地に照らし、生活基盤が喪失したと評価せざるを得ない帰還困難区域と同視して、同区

域に居住していた場合と同一の額を認定することはできない。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告３４は、本件事故の際、夫の実家であるａｆ市ｂｄ区（避難指示

解除準備区域）ではなく、学習塾の所在するａｆ市ｂｅ区●●●（緊急時避難準備区域）に居

住していたものであるから、飽くまで緊急時避難準備区域からの避難であることを前提とした

慰謝料額とされるべきであり、このことは、被害概況申出書（乙個３４の１）、塾の建物の利

用目的（乙個３４の１２）、クレジットカードの返済口座の金融機関（乙個３４の１３）、仮

払補償金請求書（乙個３４の２）などから裏付けられる旨主張する。

　しかし、一審原告３４の住民票において、その住所は夫の実家であるａｆ市ｂｄ区（避難指

示解除準備区域）にあり、前記認定のとおり、一審原告３４は、受験期や学期末の繁忙期に

は、夜遅くまで授業や個別指導を続ける必要があったため、授業等の終了後、そのまま学習塾

で寝泊まりすることが少なくなかったと認められる。そうすると、このことについては、同人

が、繁忙期において、一時的に就業先で起居していたにすぎないものと評価されるべきであ

り、このような状態が、繁忙期以外の時期をも通じた通常の状態であったとまでは認められ

ず、生活の本拠自体が上記学習塾にあったとまではいえない。

　この点、一審被告東電は、上記の各証拠について指摘するが、そのいずれをみても、一審原

告３４が、繁忙期において、一時的に就業先で起居していたと評価されるべきであるとの上記

説示と矛盾するものではなく、生活の本拠自体が上記学習塾にあったものとまでは認められな

いとの上記説示は左右されない。
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　以上によれば、一審被告東電の上記主張は採用することができず、一審原告３４について

は、前記（１）、（２）に説示したとおりの慰謝料額が認定されるべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告３４につき１２８０万円であるところ、証拠

（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目

の金員の額は、８５２万円であると認められるから、これを控除した損害金の未払分は、４２

８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告３４につき４２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告３４の請求は、４７０万円及びこれに対する平成２３年３月１１日

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告３４につき、

　880万円＋400万円－852万円＋42万円＝470万円）

第３１　一審原告３５ら（一審原告３５－１～同３５－５）について

　１　控訴部分

　一審原告３５らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告３５－１については慰謝料、就労不能損害等の計９６０

万４１３３円、同３５－２については慰謝料、就労不能損害等の計８２１万０７５３円、同３

５－３については慰謝料、就労不能損害等の計７９６万４１１５円、同３５－４については慰

謝料等４９５万円、同３５－５については慰謝料等４９５万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３００頁１２行目から３０２頁１０行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３００頁１３行目の「甲個３５の１」を「甲個３５の１～２０」と、

「３５－１本人」を「３５－２本人」とそれぞれ改める。

　（２）　原判決●３－３０１頁２５行目末尾に「なお、同人が飼育していたペット３匹は、

ｂｓ市の担当者の手配により、里親に引き取られた。」を加え、３０２頁２行目の「なお、」

から３行目末尾までを削る。

　（３）　原判決●３－３０２頁１０行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（５）　一審原告３５らは、本件事故時、同３５－１（夫）、同３５－２（妻）、同３５－

３（長女）がいずれも会社等で稼働し、同３５－４（長男）が高校３年生で４月から就職する

予定であり、同３５－５（二女）が中学３年生で４月からａｒ高校に進学する予定であって、

広い自宅で生活していた。しかし、本件事故により、ｂｓ市の狭い市営住宅で避難生活を送る

こととなり、同３５－３は、大切にしていたペットを手放すことを余儀なくされ、同３５－１

は、平成２３年１０月の福島の勤務先の退職後、転職を繰り返す中、軽うつ状態となり不眠に

悩まされ、同３５－２は、家族の世話に忙殺され就職する余裕を失い、同３５－４は、就職先

を福島にするか神奈川にするかについて葛藤し、同３５－５は、地域の友人関係を失いストレ

スを受けた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）
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　一審原告３５らは、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審

原告３５らの避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０

万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であることなどの事情を勘案して３０万円を加

算し、８８０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告３５らは、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制限区域）において、会社等で稼

働したり、学生生活を送ったりするなど、地域の中で平穏な生活を送っていたところ、本件事

故により、ａｒ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ

（原判決●２－１６６頁１２行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行目）、突然の避難

の後、ａｒ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送るこ

ととならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その

他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の

額は、一審原告３５らについて、それぞれ、４００万円が相当であると認められる。

　（３）　就労不能損害

　就労不能損害については、原判決●３－３０３頁１０行目～３０４頁１０行目の説示を引用

する。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告３５らの主張

　（ア）　一審原告３５らは、ｂｓ市の市営住宅で、物理的・空間的に極めて窮屈かつ不自由

な生活を余儀なくされ、また、ａｒ町での仕事先を退職し、又は就業先、進学先の選択を狭め

られるなどキャリア形成に大きなマイナスの影響を受けたことに照らし、避難生活に係る慰謝

料が別途認められるべきである旨主張する。

　この点、前記（１）において認定した額は、ｂｓ市での狭小な住環境での不自由な避難生活

や、同人らがそのような生活の中で被った多大な苦痛や不便、キャリア形成への影響等につい

て、十分な考慮を払い、これらを織り込んだものというべきであり、避難生活に係る慰謝料額

としては、前記認定の額が相当というべきである。

　（イ）　一審原告３５らは、その自宅から最寄りの帰還困難区域までは１キロメートル（徒

歩２０分未満）の距離にあり、豊かな自然の中、地域社会で充実した生活を送ってきたことに

照らし、帰還困難区域からの避難と同様に評価すべきである旨主張する。

　しかし、一審原告３５らの指摘する上記事情があったとしても、同人らの自宅が居住制限区

域にあったことに変わりはなく、公平性・合理性の見地に照らし、その慰謝料額は、前記説示

のとおりの額とするのが相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告３５らにおいては、同３５－１の出身地であり地縁もあ

るｂｓ市で生活し、時の経過によってその精神的苦痛は徐々に緩和され、新居の取得や就職に

伴う独立によって、その避難生活を終了している旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、事柄の性質に照らし、一審原告３５らの本件

事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、同人らの慰

謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告３５らに対し、住居確保費用、賃料、家財損害等の名目

で十分な支払をしており、実損害額を超える支払となっているから、他の損害項目に弁済とし

て充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告３５らと一審被告東電との間において
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も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告３５らそれぞれにつき、１２８０万円であると

ころ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告３５

らに対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、それぞれ、８５０万円であることが認めら

れる。

　また、就労不能損害への弁済については、原判決●３－３０５頁２１行目～３０６頁１行目

の説示を引用する（ただし、原判決●３－３０５頁２４行目に「（乙共３３６・１３１～１３

２頁）」とあるのを「（乙共４９４、５２０）」と改める。）。

　そうすると、これらの弁済を控除した損害金の未払分は、同３５－１につき８５３万４１３

３円（慰謝料４３０万円、就労不能損害４２３万４１３３円）、同３５－２につき７２７万０

７５３円（慰謝料４３０万円、就労不能損害２９７万０７５３円）、同３５－３につき７０４

万４１１５円（慰謝料４３０万円、就労不能損害２７４万４１１５円）、同３５－４、同３５

－５につき各４３０万円（慰謝料）となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告３５－１につき８５万円、同３５－２につき７２万円、同３５－３につき７０万円、同３

５－４、同３５－５につき各４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告３５－１の請求は、９３８万４１３３円及びこれに対する平成２３

年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度

で理由があり、その余は理由がなく、同３５－２の請求は、７９９万０７５３円及びこれに対

する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

由があり、その余は理由がなく、同３５－３の請求は、７７４万４１１５円及びこれに対する

同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がなく、同３５－４、同３５－５の各請求は、それぞれ、４７３万円及び

これに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべ

きこととなる。

（一審原告３５－１につき、

880万円＋400万円－850万円＋423万4133円＋85万円＝938万4133円

一審原告３５－２につき、

880万円＋400万円－850万円＋412万5573円－115万4820円＋72万円＝799万0753円

一審原告３５－３につき、

880万円＋400万円－850万円＋493万9407円－219万5292円＋70万円＝774万4115円

一審原告３５－４、同３５－５につき、いずれも、

880万円＋400万円－850万円＋43万円＝473万円）

第３２　一審原告３６ら（一審原告３６－１～同３６－３）について

　１　控訴部分

　一審原告３６らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各１００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告３６－１については慰謝料等１９万円、同３６－２、同

３６－３については、それぞれ、慰謝料等各３０万円である。
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　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３０７頁２２行目から３０８頁８行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３０７頁２３行目の「甲個３６の１」を「甲個３６の１～４」と改め

る。

　（２）　原判決●３－３０７頁２４行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３０８頁８行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告３６らは、本件事故時、ｂａ市の自宅において、同３６－１（妻）とその

夫、高校生の同３６－２（長女）、中学生の同３６－３（二女）の家族４人で生活していた。

しかるに、本件事故を受けて、平成２４年３月から、一審原告３６らは、家族３人で、神奈川

県のマンションでの避難生活を始めることとなり、経済面等における先行きの不安、夫（父）

との別居から生じた様々なストレスから、いずれも体調を崩すことがあった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告３６らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの中部に位置するｂａ市から避難し

たものであり、その慰謝料は、同人らが避難生活により日常生活を阻害されたと認められるこ

とに鑑み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同３６－１につき３０万円、同３６－２、同３

６－３につき各１００万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告３６らの主張

　（ア）　一審原告３６らは、同３６－１においては、本件事故後、夫の失業等の事情があっ

たためすぐ転居できなかったが、同３６－２、同３６－３の進学の時期に合わせて転居したも

のであり、これをもっては避難の事実が認められないとして自己決定権侵害慰謝料３０万円の

みを認めた原審の判断は、誤りである旨主張する。

　しかし、一審原告３６－１について、同人が指摘するような事情があり、上記２の事実経過

であったとしても、避難指示等が出されていないｂａ市からの神奈川県への同人の転居が、本

件事故の約１年後という時期となったことに変わりはなく、避難指示等が出されている地域か

ら、本件事故後、ほどなく避難した場合と同視することはできない。そのような中で、同人の

個別の事情を可能な限り斟酌し、その日常生活阻害慰謝料の額としては、３０万円をもって相

当と認める。

　なお、前記説示のとおり、当審の認定する避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）は、原審の認

定する自己決定権侵害慰謝料と、その実質が異なるものではないというべきであるから、原審

が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということにはならない。

　（イ）　一審原告３６らは、同３６－２、同３６－３の甲状腺検査において嚢胞の存在が認

められ、放射線に晒された影響が出ていること、自宅付近は現在も放射線量が高いことを指摘

し、ｂａ市の自宅に戻りたくても戻れない状況にあるため、原審の認めた慰謝料額は不十分で

ある旨主張する。

　しかし、一審原告３６らの指摘する甲状腺の嚢胞は、一般的に多くの人に認められるものと

されており（甲個３６の１・別紙２、４）、当該嚢胞が本件事故によるものであることを認め

るに足りる客観的証拠はなく、上記指摘をもって慰謝料額を左右する事情とみることは困難で

ある。また、一審原告３６らが指摘する自宅付近の放射線量に関しても、慰謝料額としては、

元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島第一原発か

らの距離が近く避難指示が出された区域からの避難の場合と同様の額とすることはできない。

そのような中で、中間指針等を踏まえた上で一審原告３６らの個別の事情を可能な限り斟酌し

たものとして、原審の認定する慰謝料額は相当なものというべきである。
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　（ウ）　一審原告３６らは、避難生活の中で、同３６－１においては、●●●が生じ、経済

面も含めて先行きの強い不安を感じて体調を崩し、同３６－２、同３６－３においても精神的

ストレスを受けていることなどに照らし、原審の認めた慰謝料額は不十分である旨主張する。

　しかし、当審は、一審原告３６－１における●●●や先行きの不安、同３６－２、同３６－

３が受けた精神的ストレスなどの、一審原告３６らの個別事情について十分顧慮した上で、上

記説示のような公平性・合理性の見地をも踏まえて慰謝料額について検討した結果、前記説示

の額を認定するのが相当と判断するものである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告３６－１が、子供である同３６－２、同３６－３の健康

を不安視して避難を継続している旨の同３６－１の主張に沿う陳述書（甲個３６の１、３６の

４）の記載内容は、反対尋問を経たものでなく、同３６－２のブログの記載（乙個３６の１～

２０）に照らしても信用性がない旨主張する。

　しかし、同３６－１の上記陳述書の記載内容は、本件事故を受けての同人の主観的認識を表

したものであり、一審被告東電の上記指摘を考慮しても、それ自体信用性がないと断定するこ

とは困難である。そして、同人の慰謝料額としては、上記２の事実経過に照らし、本件におけ

る一切の事情を踏まえ、前記説示の額を認定するのが相当である。

　（イ）　一審被告東電は、子供の健康への影響に対する漠然とした不安を考慮して親固有の

慰謝料を肯定し得るものではなく、また、貯金を切り崩しているという一審原告３６－１の陳

述も、客観的裏付けを欠いている旨主張する。

　しかし、当審で認定した慰謝料は、一審原告３６らにおいて、その各自の日常生活が阻害さ

れ、様々な苦痛や不便を被ったことを考慮して算定したものであり、上記の漠然とした不安を

親固有の慰謝料として認定したものではない。また、一審原告３６－１の経済的な不安につい

ては、その貯金の個々の生活費への充当という個別の事実に係る立証の有無についてはともか

くとして、夫との別居に伴う経済面等における先行きの不安という側面があることは否定でき

ず、慰謝料を算定する上での一事情となり得るものである。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告３６らの転居等は、その家庭内の事情や生活状況をも踏

まえた判断の結果であり、その実情としては一般にみられる通常の転居やそれに伴う生活の変

化と大差がなく、その苦痛や不便は、本件事故により通常生ずべき損害には当たらない旨主張

する。

　しかし、一審原告３６らの転居等について、一審被告東電が指摘する、家庭内の事情や生活

状況を踏まえた判断という側面があるとしても、一審原告３６らは、住み慣れた福島県内では

なく、福島第一原発から距離が離れた神奈川県内に転居したものであって、これは、高校生で

あった同３６－２、中学生であった同３６－３が放射線の被害に遭うことを避けるため避難を

することを決断した結果であることは否定することができない。そして、前記説示のとおり、

本件事故時においては、福島第一原発の所在地及び本件事故による放射性物質の飛散状況を前

提に、社会通念に照らし、一般人を基準として、福島県のいわゆるｄｍの中部に位置するｂａ

市において、健康に悪影響を及ぼし得る放射性物質の飛来の可能性を否定できない状況であっ

たのであり、一審原告３６らにおいて、単に、一般にみられる通常の転居を行ったものとみる

ことはできない。

　これらによれば、一審原告３６らの福島県（ｂａ市）から神奈川県への転居に関して同人ら

が被った苦痛や不便が、本件事故により通常生ずべき損害に当たらないとはいえない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告３６－１につき３０万円、同３６－２、同３６－３につき各
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１００万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告

東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同３６－１につき１２万円、同３６－２、同３

６－３につき各７２万円であると認められるから、これを控除した損害金の未払分は、同３６

－１につき１８万円、同３６－２、同３６－３につき各２８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告３６－１につき１万円、同３６－２、同３６－３につき各２万円が相当であると認められ

る。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告３６－１の請求は、１９万円及びこれに対する平成２３年３月１１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、また、同３６－２、同３６－３の各請求は、３０万円及びこれに対

する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

由があり、その余は理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告３６ら及び

一審被告東電の各控訴はいずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告３６－１につき

30万円－12万円＋１万円＝19万円

一審原告３６－２、同３６－３につき

100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第３３　一審原告３７ら（一審原告３７－１～同３７－３）について

　１　控訴部分

　一審原告３７らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告３７－１については慰謝料、土地等に係る損害の計８４

７万０８６９円、同３７－２については慰謝料等４６７万４０００円、同３７－３については

慰謝料等４９０万４０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３１０頁１５行目から３１１頁１８行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３１０頁１６行目の「甲個３７の１」の次に「、２、５４、５５」を

加える。

　（２）　原判決●３－３１１頁１８行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（４）　一審原告３７－１（父）、同３７－２（同３７－１の長女）、同３７－３（長女

の子供（長男）。本件事故時、３歳）らは、本件事故時、ａｒ町の自宅で、地域の行事に参加

し、また、親族や近所の人々と野菜を分け合うなどしながら生活していた。しかし、本件事故

により、一審原告３７らは、上記自宅を離れることを余儀なくされ、車中泊を経て、平成２３

年９月から、神奈川県●●●市の借上住宅で暮らすようになった。同３７－１は、●●●の診

断を受け、近所付き合いもほとんどない状態となり、同３７－２は、地縁のない●●●で、●

●●同３７－３の学校での状況を気にしながらの生活を送ることを余儀なくされた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告３７らは、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審

原告３７らの避難生活に伴う慰謝料は、同３７－１については、１箇月１０万円の８５箇月分

である８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、長い施設生活、
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車中泊を経たことなどの事情を勘案して３５万円を加算し、８８５万円をもって相当と認め、

また、同３７－２については、●●●同３７－３（３歳）の世話を行いながらの避難であった

ことなどの事情を勘案して、平成２３年３月１１日から平成２４年２月末まで（１２箇月分）

を１箇月１３万円（１５６万円）、その後の７３箇月分を１箇月１２万円（８７６万円）とし

た上、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、長い施設生活、車中泊を経たことなど

の事情を勘案して３５万円を加算し、１０６７万円をもって相当と認め、さらに、●●●同３

７－３については、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで（８５箇月分）を１箇月

１２万円（１０２０万円）とした上、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、長い施

設生活、車中泊を経たことなどの事情を勘案して３５万円を加算し、１０５５万円をもって相

当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告３７らは、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制限区域）で、地域の行事に参加

し、野菜を分け合うなど、地域の中で平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｒ

町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１

６６頁１２行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行目）、突然の避難の後、ａｒ町での

暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得

ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一

切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告３

７らについて、それぞれ、４００万円が相当であると認められる。

　（３）　自宅土地の財産的損害について

　原審は、一審原告３７－１の所有する自宅土地につき、固定資産税評価額の１．８倍の３８

７万６６６０円である旨認定するところ、前記説示のとおり、自宅土地の損害について、一審

被告東電の既払額（３０７万９７９１円）を超える損害が発生しているとは認められないか

ら、原審が認容した上記損害額との差額については、本件事故による損害とは認められない。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告３７らの主張

　（ア）　一審原告３７らは、同３７－１及び同３７－２において、本件事故発生後、発達障

害のある同３７－３と共に、約４箇月間、各所を転々とする過酷な避難生活を強いられて●●

●が悪化し、神奈川県の借上住宅に転居した後も多大な精神的ストレスが継続したことに照ら

し、原審が認めた避難生活に係る慰謝料は不十分である旨主張する。

　この点、前記（１）において認定した額は、一審原告３７らが指摘する、同３７－３の面倒

を見ながらの過酷な避難や、神奈川県の借上住宅での生活の中で被った多大な苦痛や不便等に

ついて、十分な考慮を払い、これらを織り込んだものというべきであり、避難生活に係る慰謝

料額としては、前記認定の額が相当というべきである。

　（イ）　一審原告３７らは、ａｒ町というふるさと及びそこでの平穏な生活や人的コミュニ

ティ等を失い、避難先での環境の変化や先行きの不安等からくる精神的ストレスにより、健

康・●●●面に多大な影響を受けたものであって、これに照らせば、原審の認めたふるさと喪

失慰謝料は、不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告３７らにおける、ａｒ町での平穏な生活等を失い精神的ストレスにより健

康・●●●面に多大な影響を受けたことなどの上記事情について十分に顧慮して検討したとし

てもなお、上記の避難慰謝料に加えて、当審で認定する生活基盤変容慰謝料としては、前記の

とおりの額を認定するのが相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告３７らにおいて、その避難生活上の苦痛は徐々に軽減さ

れ、平成２８年３月からは福島県で生活していることに照らし、同月から平穏な生活を取り戻
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していたといえる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、一審原告３７らの本件事故後の生活における

大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、同人らの慰謝料については、前記

説示のとおり認めるのが相当である。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告３７らに対する、生命・身体的損害、就労不能損害等の

名目での支払が、実損害額を超える支払となっている可能性があるから、他の損害項目に弁済

として充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告３７らと一審被告東電との間において

も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告３７－１につき１２８５万円、同３７－２につ

き１４６７万円、同３７－３につき１４５５万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）

及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告３７らに対して支払った避難慰謝料名目

の金員の額は、一審原告３７－１に対し６１０万円、同３７－２に対し８７５万円、同３７－

３に対し８５４万円であることが認められるから、これを控除した損害金の未払分は、同３７

－１につき６７５万円、同３７－２につき５９２万円、同３７－３につき６０１万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告３７－１につき６７万円、同３７－２につき５９万円、同３７－３につき６０万円が相当

であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告３７－１の請求は、７４２万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がなく、同３７－２の請求は、６５１万円及びこれに対する同日から支払

済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余

は理由がなく、同３７－３の請求は、６６１万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がない

から、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告３７－１につき、

885万円＋400万円－610万円＋67万円＝742万円

一審原告３７－２につき、

1067万円＋400万円－875万円＋59万円＝651万円

一審原告３７－３につき、

1055万円＋400万円－854万円＋60万円＝661万円）

第３４　一審原告３８について

　１　控訴部分

　一審原告３８の控訴部分は、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審

が認容した、同人についての慰謝料等１９万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３１４頁１６行目から３１５頁３行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３１４頁１７行目の「甲個３８の１」を「甲個３８の１～５」と改め
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る。

　（２）　原判決●３－３１４頁１８行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３１５頁３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告３８は、本件事故時、住み慣れたａｎ市の市営住宅で、●●●、生活を

送っていた。しかし、本件事故を受けて、一審原告３８は、自宅付近の放射線量の高さに不安

を感じたことを契機として、平成２４年１月、ｂｓ市の雇用促進住宅に転居した。同人は、同

市において就業したが、その後、仕事先が変わる中で、ストレスから体調を崩すことがあっ

た。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告３８は、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの中部に位置するａｎ市から避難した

ものであり、その慰謝料は、同人が避難生活により日常生活を阻害されたと認められることに

鑑み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同人につき３０万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告３８の主張

　一審原告３８は、自宅付近の放射線量の高さから、ｂｓ市への転居を余儀なくされたもので

あり、避難指示がされた区域からの避難と違いはなく、将来の生活や健康への不安を抱え、自

然と共生する生活や交友関係等を失ったことなどに照らし、自己決定権侵害慰謝料３０万円の

みを認めた原審の判断は、誤りである旨主張する。

　しかし、一審原告３８について、同人が指摘するような事情があり、上記２の事実経過で

あったとしても、避難指示等が出されていないａｎ市からの同人の転居を、避難指示等が出さ

れている区域から、本件事故後、ほどなく避難した場合と同視することはできない。そのよう

な中で、同人の個別の事情を可能な限り斟酌した上、日常生活阻害慰謝料の額としては、３０

万円と認めるのが相当である。

　また、一審原告３８が指摘する自宅付近の放射線量に関しても、慰謝料額としては、元居住

地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島第一原発からの距

離が近く避難指示等が出された区域からの避難の場合と同様の額とすることはできないのであ

り、中間指針等を踏まえた上で一審原告３８の個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、

原審の認定する慰謝料額は相当なものというべきである。

　なお、前記説示のとおり、当審の認定する避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）は、原審の認

定する自己決定権侵害慰謝料と、その実質が異なるものではないというべきであるから、原審

が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということにはならない。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告３８は、本件事故後、勤務先の解雇後の就職活動に時間がかかっ

たため、平成２４年１月にｂｓ市に転居するに至ったものであり、首都圏での生活の継続は、

家庭内の事情や生活状況等を踏まえた結果にすぎず、同人につき本件事故により通常生ずべき

損害は生じていない旨主張する。

　しかし、証拠（甲個３８の４）及び弁論の全趣旨によれば、一審原告３８の解雇は、本件事

故に起因するものであることが認められ、その後の就職活動に時間がかかっていることを考慮

しても、一審原告３８が、自宅付近の放射線量の高さに不安を感じたことを契機として、ｂｓ

市に転居するに至ったことが否定されるものではない。

　なお、当審は、一審被告東電の上記指摘の点も含め、本件に現れた一切の事情を考慮して、

前記（１）の説示に係る慰謝料額を認定したところである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。
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　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告３８につき３０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告３８に対して支払った避難慰謝料名

目の金員の額は、１２万円であると認められるから、これを控除した損害金の未払分は、１８

万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、１万

円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告３８の請求は、１９万円及びこれに対する平成２３年３月１１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、

その余は理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告３８及び一審被告東電

の控訴はいずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告３８につき

30万円－12万円＋１万円＝19万円）

第３５　一審原告３９ら（承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２、承継前一審原告３９

－３）について

　１　控訴部分

　一審原告３９らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり（後記のとおり、一

審原告３９－２が、承継前一審原告３９－１、同３９－３を訴訟承継した結果、一審原告３９

－２の控訴部分は、慰謝料等１５００万円とされている。）、一審被告東電の控訴部分は、原

審が認容した、承継前一審原告３９－１については慰謝料等２９７万１０００円、一審原告３

９－２については慰謝料等３１７万６０００円、承継前一審原告３９－３については慰謝料等

２４５万円である（上記の訴訟承継の結果、一審被告東電の控訴部分は、一審原告３９－２に

ついて、８５９万７０００円とされている。）。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３１６頁１８行目から３１７頁１１行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３１６頁１９行目の「甲個３９の１」の次に「、３９の３、３９の

４」を加える。

　（２）　原判決●３－３１６頁２０行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３１７頁１行目、２行目及び４行目の「長男」をいずれも「二男」

と、同行目の「９月」を「１１月」とそれぞれ改める。

　（４）　原判決●３－３１７頁１１行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　承継前一審原告３９－１（夫。本件事故時７７歳）は、一審原告３９－２（妻。本

件事故時７０歳）と共に、平成２２年頃まで、ａｆ市ｂｄ区の自宅で、長く織物業を営み、ま

た、承継前一審原告３９－３（長女）も、上記自宅に同居して、新聞配達をするなどしてい

た。承継前一審原告３９－１は、平成２０年１２月頃に遭った交通事故のため足が不自由な状

態となっていたが、一審原告３９－２と共に、平成２２年頃に織物業を廃業した後も、近所の

人と交流するなどし、また、承継前一審原告３９－３も、●●●新聞配達をし、自然の中を散

歩するなどして生活していた。

　しかし、一審原告３９らは、本件事故により、福島での避難所生活を経て、神奈川県に避難

することを余儀なくされた。避難生活においては、承継前一審原告３９－１は、介護保険を利

用してデイケアサービスの施設に行くほかは、家で寝ていることが多くなり、一審原告３９－

２は、承継前一審原告３９－１の介護や、●●●忙殺され、承継前一審原告３９－３は、就職
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もできず友人もできない状況で、自然の中を散歩するなどの気晴らしもできないまま、●●●

　（３）　承継前一審原告３９－１は、平成３０年１２月３日死亡し、また、承継前一審原告

３９－３は、令和５年６月２２日死亡した。一審原告３９－２は、承継前一審原告３９－１、

同３９－３を相続したため、同人らの本件訴訟上の地位は、いずれも一審原告３９－２が承継

した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告３９らは、上記２の事実経過で、ａｆ市ｂｄ区の自宅（避難指示解除準備区域）か

ら避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、

平成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。そして、承

継前一審原告３９－１は、本件事故時７７歳であって、足が不自由であり、承継前一審原告３

９－３は、●●●一審原告３９－２は、これらの者の介護や世話等のため、精神的な負担が大

きかったことが認められる。これらに照らすと、避難生活に伴う慰謝料は、承継前一審原告３

９－１、一審原告３９－２については、それぞれ、１箇月１３万円の８５箇月分である１１０

５万円、承継前一審原告３９－３については、１箇月１１万円の８５箇月分である９３５万円

とした上、警戒区域からの特に過酷な避難であり、避難所生活を経たことなどの事情を勘案し

て、承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２については、それぞれ、４０万円を加算した

１１４５万円をもって、承継前一審原告３９－３については、３２万円を加算した９６７万円

をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告３９らは、本件事故の際、ａｆ市内の自宅（避難指示解除準備区域）で、織物業等

を辞めた後、近所の人々と交流し、自然の中を散歩するなど平穏な生活を送っていたところ、

本件事故により、ａｆ市の居住地での地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大き

く変容させられ（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行目～１

９行目）、突然の避難の後、ａｆ市での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの

立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これ

に、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させら

れたことによる慰謝料の額は、一審原告３９らについて、それぞれ、４００万円が相当である

と認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告３９らの主張

　（ア）　一審原告３９らは、承継前一審原告３９－１及び一審原告３９－２において、長期

間にわたり過酷な避難生活を強いられ、心身の状態が悪化し、承継前一審原告３９－３におい

て、精神的に不安定な状態での避難生活を強いられたことなどに照らせば、原審が認めた避難

生活に係る慰謝料の額は不十分である旨主張する。

　この点、当審が前記（１）において認定した額は、一審原告３９らが指摘する、長期間にわ

たる過酷な避難生活や、心身の状態の悪化、精神状態の不安定なままの避難生活などの事情に

ついて、十分な考慮を払い、これらを織り込んだものというべきであり、避難生活に係る慰謝

料額としては、前記認定の額が相当というべきである。

　（イ）　一審原告３９らは、それぞれ人生のほぼ全ての期間をａｆ市で過ごす中で築いてき

た生活や人的つながりの一切を失い、深い絶望感を味わい、精神状態を悪化させ、帰郷できな

いまま死亡するなどその被った精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいことに照らし、原審が認めた

ふるさと喪失慰謝料の額は不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告３９らそれぞれにおいて、ａｆ市で築いてきた生活や人的つながりが失わ

れ、その精神的苦痛が甚大であったことなどの上記事情について十分に顧慮して検討したとし
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てもなお、上記の避難慰謝料に加えて、当審で認定する生活基盤変容慰謝料としては、前記の

とおりの額を認定するのが相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告３９らは、早期に生活基盤を回復し、承継前一審原告３

９－１及び一審原告３９－２において、平成２９年１１月、ａｈ市ａｑ区に自宅を新築して入

居することなどにより、避難を終了している旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、一審原告３９らの本件事故後の生活における

大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえないというべきであり、同人らの慰謝

料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告３９らに対し、住居確保費用等の実損害額を超える支払

をしているから、その支払分は他の費目に弁済として充当されるべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告３９らと一審被告東電との間において

も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２につき、そ

れぞれ、各１５４５万円、承継前一審原告３９－３につき１３６７万円であるところ、証拠

（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告３９らに対して

支払った避難慰謝料名目の金員の額は、承継前一審原告３９－１に対し９３２万５０００円、

一審原告３９－２につき９１３万円、承継前一審原告３９－３につき９７８万円であることが

認められる。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、承継前一審原告３９－１に

つき６１２万５０００円、一審原告３９－２につき６３２万円、承継前一審原告３９－３につ

き３８９万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、承継

前一審原告３９－１につき６１万円、一審原告３９－２につき６３万円、承継前一審原告３９

－３につき３８万円が相当であると認められる。

　６　承継前一審原告３９－１、一審原告３９－２及び承継前一審原告３９－３の損害額のま

とめ

　以上によれば、承継前一審原告３９－１は、６７３万５０００円及びこれに対する平成２３

年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めること

ができ、一審原告３７－２は、６９５万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができ、さらに、承継前一審原告３９－３

は、４２７万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損

害金の支払を求めることができるということとなる。

（承継前一審原告３９－１につき、

1145万円＋400万円－932万5000円＋61万円＝673万5000円

一審原告３９－２につき、

1145万円＋400万円－913万円＋63万円＝695万円

承継前一審原告３９－３につき、

967万円＋400万円－978万円＋38万円＝427万円

　７　一審原告３９－２の請求に対する認容額等
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　前記説示のとおり、一審原告３９－２は、承継前一審原告３９－１及び同３９－３の損害賠

償請求権を相続により取得した。

　したがって、一審原告３９－２の請求は、上記６７３万５０００円、６９５万円及び４２７

万円の合計額である１７９５万５０００円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済

みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は

理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

第３６　一審原告４０ら（一審原告４０－１、承継前一審原告４０－２、一審原告４０－３～

同４０－７）について

　１　控訴部分

　一審原告４０らの控訴部分は、一審原告４０－１が慰謝料等３００万円（承継前一審原告４

０－２の慰謝料等の相続承継分１００万円を含む。）、一審原告４０－３～同４０－６が、そ

れぞれ、慰謝料等各２００万円、同４０－７が１００万円（承継前一審原告４０－２の慰謝料

等の相続承継分である。）であり、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告４

０－１については慰謝料等３２３万９０００円（承継前一審原告４０－２の慰謝料等の相続承

継分である。）、同４０－５については慰謝料等７７万円、同４０－７については３２３万９

０００円（承継前一審原告４０－２の慰謝料等の相続承継分である。）である（原審は、同４

０－３、同４０－４、同４０－６の各請求を棄却したため、同一審原告らに対する一審被告東

電の控訴はされていない。）。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３１９頁１４行目から３２１頁３行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３１９頁１５行目の「甲個４０の１」を「甲個４０の１～１７」と改

める。

　（２）　原判決●３－３２１頁３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　承継前一審原告４０－２（祖母）は、本件事故時、８２歳であり、心臓弁膜症を患

い１級の障害認定を受けていたものの、ａｒ町のバリアフリーの自宅（居住制限区域）で一人

暮らしをし、親戚や友人と交流しながら生活していた。しかし、本件事故により、避難所生活

等を経て、ｃａ区の賃貸住宅に転居することを余儀なくされ、自力で階段を昇降できず、福島

に比べ手狭な住居で不便な生活を送り、平成２７年５月１８日、病状が急激に悪化して死亡す

るに至った。

　（４）　一審原告４０－１（母）は、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅（緊急時避難準備区域）

で、同４０－３（長男・浪人生）、同４０－５（長女・大学生）と共に居住し、ｅａ教室で

パートの仕事をし、子供の世話をしながら生活しており、また、高齢で上記疾患を有する承継

前一審原告４０－２の世話をするため、週に２、３回、同人の家との間を行き来するなどして

いた。

　（５）　一審原告４０－３は、従前から、上記のとおり、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅に居住

していたものの、本件事故時は、大学受験のため、一時的に、ａｔ市の同４０－６（二女）方

に滞在していた。

　また、一審原告４０－５も、従前から、上記のとおり、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅に居住し

ていたものの、平成２２年９月から、ｃｃに所在する薬剤師国家試験の予備校に通うため、ｃ

ｃ市に居住していた。そして、同人は、平成２３年の薬剤師国家試験の受験を経て、平成２３

年４月１日から●●●病院に勤務することが決まり、本件事故時には、ａｆ市ｂｅ区の●●●

住宅にあった荷物を、同日以降居住する予定であったａｒ町の家に移動させ、●●●病院への

提出書類を準備するなどしていた。

　（６）　しかるところ、一審原告４０－１は、本件事故により、承継前一審原告４０－２と
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共に避難所生活等をし、その後、東京都ｃａ区の賃貸住宅で、１級の障害認定を受けている承

継前一審原告４０－２の病状に気を配りつつ、通院に付き添い、その日常の面倒を見ながら生

活することを余儀なくされ、先行き不安の中、うつ状態となって外に出られなくなったことも

あった。また、一審原告４０－５も、本件事故により、上記の●●●病院での仕事を断念せざ

るを得なくなり、上記賃貸住宅で生活した後、結婚に関連して平成２４年３月大分県に転居

し、その後結婚して同地で生活を送っている。さらに、同４０－３も、本件事故により、上記

賃貸住宅に転居し、狭小な住環境での共同生活によるストレスを受けた。

　（７）　一審原告４０－１、同４０－７（同４０－１の弟）は、承継前一審原告４０－２を

各相続分２分の１の割合により相続し、本件に係る同人の訴訟関係を承継した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　ア　承継前一審原告４０－２は、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から

避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平

成２３年３月１１日から平成２７年５月まで、５１箇月であると認められる。また、同人は本

件事故当時８２歳であり、心臓弁膜症を患い１級の障害認定を受けていたものである。これら

に照らすと、同人の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１５万円の５１箇月分である７６５万円

とした上、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの事情

を勘案して３２万円を加算し、７９７万円をもって相当と認める。

　イ　一審原告４０－１は、上記２の事実経過で、ａｆ市の自宅（緊急時避難準備区域）から

避難し、日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２

３年３月１１日から平成２４年８月末まで、１８箇月であると認められる。このことに照らす

と、同人の避難生活に伴う慰謝料は、承継前一審原告４０－２の病状に気を配りながら、通院

への付き添いや日常の世話などの介護をしていたと認められることを考慮し、１箇月１３万円

の１８箇月分である２３４万円とした上、避難所生活を経たことなどの事情を勘案して２万円

を加算し、２３６万円をもって相当と認める。

　ウ　一審原告４０－３については、上記２の事実経過に照らすと、本件事故時、ａｔ市の同

４０－６方に滞在していたものであり、同人が、本件事故時に、ａｆ市から移動した事実はな

いが、同人のａｔ市への滞在は、大学受験のための一時的なものであり、その居住地は飽くま

でａｆ市ｂｅ区であったとの評価もできることに鑑みれば、一定の限度で、その日常生活が阻

害された側面があるというべきである。そして、その慰謝料額は、本件に現れた一切の事情に

鑑み、８０万円をもって相当と認める（なお、たとえ同人が、大学受験の結果等により、その

後ａｆ市を離れる可能性があったとしても、本件事故時における居住地の認定に影響があるも

のとはいえず、上記認定が左右されるものではないというべきである。）。

　エ　一審原告４０－５については、上記２の事実経過（平成２３年４月１日から●●●病院

に勤務することが決まり、本件事故時には、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅にあった荷物を移動さ

せ、●●●病院への提出書類を準備するなどしていた。）に照らし、同４０－１と同様に、ａ

ｆ市から避難し、日常生活を阻害されたものと評価することができ、その慰謝料算定の対象と

なる避難期間は、平成２４年３月結婚に関連して大分県に転居し、その後結婚して同地で生活

を送っていると認められることを考慮し、平成２３年３月１１日から平成２４年３月末まで、

１３箇月であると認められる。このことに照らすと、同人の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月

１０万円の１３箇月分である１３０万円をもって相当と認める。

　オ　一審原告４０－４については、本件事故時、ｃｂ町の自宅に居住していたものであり、

本件事故時に、ａｆ市から移動した事実はないが、同人は、妻子（同４０－１ら）の居住する

ａｆ市と同じ福島県内で、単身赴任生活を送っていたものであることに鑑みれば、一定の限度

で、その日常生活が阻害された側面があるというべきである。そして、その慰謝料額は、本件
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に現れた一切の事情に鑑み、８０万円をもって相当と認める。

　カ　一審原告４０－６については、本件事故時、親元から独立して、ａｔ市の自宅に居住

し、●●●大学に通学していたものであり、本件事故の前後を通じて、その生活関係が変化し

たとはいえず、本件事故により避難生活を送りその日常生活が阻害されたものとは評価できな

いから、慰謝料の発生を肯定することはできない。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　ア　承継前一審原告４０－２は、本件事故の際、ａｒ町内のバリアフリーの自宅（居住制限

区域）で一人暮らしをし、親戚や友人と交流しながら平穏な生活を送っていたところ、本件事

故により、ａｒ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ

（原判決●２－１６６頁１２行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行目）、突然の避難

の後、ａｒ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送るこ

ととならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その

他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の

額は、承継前一審原告４０－２について、４００万円が相当であると認められる。

　イ　一審原告４０－１、同４０－３、同４０－５は、上記２の事実経過に照らし、本件事故

の際、ａｆ市（緊急時避難準備区域）において、その平穏な生活の基礎を有していたというべ

きであり、また、同４０－４も、ｃｂ町の自宅で単身赴任生活を送っていたものであるが、そ

の帰省先は、妻子（同４０－１ら）の居住するａｆ市ｂｅ区の●●●住宅とみることができ、

ａｆ市（緊急時避難準備区域）において、その平穏な生活の基礎を有していたものといえる。

そうであるところ、同人らは、本件事故により、ａｆ市の地域社会、生活インフラ、自然環境

等の生活基盤を一定程度変容させられ（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、

１７２頁１０行目～１９行目）、ａｆ市での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通

しの立たない生活を送り、精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他

本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額

は、一審原告４０－１、同４０－３、同４０－４、同４０－５それぞれについて、１００万円

が相当であると認められる。

　ウ　以上に対し、一審原告４０－６については、前記説示に照らし、親元から独立してａｔ

市の自宅に居住し、●●●大学に通学することにより、その実家からは独立した生活基盤をａ

ｔ市に構築し、同市において平穏な生活を送っていたものというべきであり、本件事故によ

り、その生活基盤が変容させられたものとはいえず、同人について、生活基盤変容慰謝料が発

生するものとは認められない。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告４０らの主張

　（ア）　一審原告４０らは、承継前一審原告４０－２については、過酷な避難や、その後の

避難生活の状況等に照らし、慰謝料額が増額されるべきであり、また、ＡＤＲを通じて支払わ

れた慰謝料増額分９９万円については既払金として控除すべきではない旨主張する。

　この点、当審は、一審原告４０らが指摘する上記の事情について、上記（１）アにおいて説

示のとおり、承継前一審原告４０－２の日常生活阻害の程度が高いことを踏まえて１箇月当た

りの慰謝料額を認定している。他方、ＡＤＲにおける慰謝料増額分であっても、慰謝料として

の支払であることに変わりはなく、既払金として控除することを否定する合理的理由はない。

　（イ）　一審原告４０らは、同４０－４は、平成２４年３月に単身赴任が終了した後は、ａ

ｒ町の家で一緒に暮らす予定であったから、同月以降については、ａｒ町から避難していたと

評価すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告４０－４は、ｃｂ町の自宅に居住していたものであ

り、本件事故時においても、ａｒ町の家への転居は飽くまで将来の予定にすぎず、一審原告４
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０らの指摘する上記事情をもって、同４０－４が、同月以降、ａｒ町から避難していたなどと

評価することはできない。

　（ウ）　一審原告４０らは、同４０－５は、ａｒ町の家に荷物を移動させており、平成２３

年８月からａｒ町の家に転居することになっていたから、同月以降は、同人は、ａｒ町から避

難していたと評価すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告４０－５については、ａｆ市から避難したものと評価

することはできるとしても、本件事故時において、ａｒ町の家への転居は、飽くまで将来の予

定であることに変わりはなく、一審原告４０らの指摘する上記事情をもって、同４０－５が、

同月以降、ａｒ町から避難していたなどと評価することはできない。

　（エ）　一審原告４０らは、同４０－６については、学業のために一時的に福島を離れた

が、生活の基盤はａｒ町又はａｆ市ｂｅ区にあり、平成２４年４月からは●●●高校の●●●

教師として勤務し、ａｒ町の家から通勤する予定であったから、同月以降については、ａｒ町

から避難していたと評価すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告４０－６は、本件事故時、ａｔ市の自宅に居住してい

たものであり、その生活の基礎は、飽くまでａｔ市にあったというべきである上、本件事故時

において、ａｒ町の家への転居は、飽くまで将来の予定であるにすぎず、一審原告４０らの指

摘する上記事情をもって、同４０－６が、同月以降、ａｒ町から避難していたなどと評価する

ことはできない。

　（オ）　一審原告４０らは、同４０－１、同４０－３が本件事故時に居住していた公務員住

宅は一時的な住まいであり、同人らは、遅くとも平成２３年８月には、ａｒ町の家に住むこと

になっていたから、同月以降については、ａｒ町から避難していたと評価すべきである旨主張

する。

　しかし、前記２の事実経過に照らせば、一審原告４０－１、同４０－３は、ａｆ市の上記●

●●住宅にその生活の本拠があったと認められ、これを一時的な居住であったとみることはで

きない。そして、同人らが指摘するａｒ町の家への転居は、本件事故時において、飽くまで将

来の予定であることに変わりはなく、一審原告４０らの指摘する上記事情をもって、同４０－

１、同４０－３が、同月以降、ａｒ町から避難していたなどと評価することはできない。

　（カ）　一審原告４０らは、同４０－３は、平成２６年４月、●●●にり患していると診断

され、浪人後に合格して通学していた大学も退学を余儀なくされるなど、過酷な避難生活を強

いられており、その慰謝料は増額されるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告４０らが主張する同４０－３の●●●のり患は、本件事故から約３年が経

過した後の事情である上、前記（１）イにおいて認定した避難慰謝料の額は、同４０－３の精

神状態や大学の退学など、同人が避難生活の中で被った多大な苦痛や不便等について、十分な

考慮を払い、これらを織り込んだものというべきであり、慰謝料額としては、前記認定の額が

相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４０らに対し、住居確保費用、通院実費等の実損害額を

超える支払をしているから、その支払分を他の費目に弁済として充当すべきである旨主張す

る。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告４０らと一審被告東電との間において

も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４０－３は、本件事故時、県外の大学に進学する予定で

あったから、本件事故に係る避難による日常生活阻害の程度は小さい旨主張する。

　しかし、大学受験の結果は、本件事故時からみて将来の事実に属するという意味で流動的な
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ものであるというべきであるから、上記指摘に係る事情をもって、同４０－３の日常生活阻害

の程度が小さいなどと評価することはできない。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告４０－５は、住民票上の住所地がａｆ市ｂｅ区であった

にすぎず、実際には、東京都ｃｃ市において居住していたものであるから（乙個４０の５、甲

個４０の１７・１５頁）、本件事故に係る避難により日常生活を阻害されたとみることはでき

ない旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告４０－５は、従前から、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅に

居住していたものの、平成２２年９月から、ｃｃに所在する薬剤師国家試験の予備校に通うた

め、ｃｃ市に居住していたが、平成２３年の薬剤師国家試験の受験を経て、平成２３年４月１

日から●●●病院に勤務することになり、本件事故時、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅から荷物を

移動させ、●●●病院への提出書類を準備するなどしていたというのである。

　このことに照らせば、本件事故時には、一審原告４０－５の日常生活の基礎は、ｃｃ市では

なく、従前から居住していたａｆ市に移っていたものと評価すべきである。

　この点、一審被告東電は、仮払補償金請求書（乙個４０の５、甲個４０の１７・１５頁）に

おいて、ａｆ市ｂｅ区の●●●住宅に一審原告４０－５が「非居住」である旨が記載されてい

ることを指摘する。しかし、このことは、本件事故時において同人がｃｃ市の居所を完全に引

き払ってはいなかったことをうかがわせるものではあるが、それにとどまり、同人の日常生活

の基礎が、従前から居住していたａｆ市に移っていたと評価することと矛盾するものとまでは

いえない。

　（エ）　一審被告東電は、一審原告４０らにおいては、時の経過によりその避難生活上の苦

痛が徐々に軽減され、結婚して大分県に転居し（同４０－５）、ｃａ区に自宅を購入して転居

するなど（一審原告４０－１、同４０－３、同４０－４）、平穏な生活を取り戻している旨主

張する。

　しかし、一審被告東電の上記指摘については十分考慮すべきであるものの、福島の地におい

て平穏な生活を送っていた一審原告４０－１、同４０－３、同４０－４、同４０－５が、本件

事故により影響を受けるに至ったその生活の回復のためには、一定の期間を要したものという

べきであり、少なくとも、前記認定の慰謝料額は左右されないというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）に照らせば、一審原告４０らにおいて認められる慰謝料額は、承継前

一審原告４０－２につき１１９７万円、一審原告４０－１につき３３６万円、同４０－３、同

４０－４につき各１８０万円、同４０－５につき２３０万円であるところ（前記説示のとお

り、同４０－６については慰謝料の発生が認められない。）、証拠（乙共４９４、５２０）及

び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、承継前一審

原告４０－２につき７１１万円、一審原告４０－１につき４３１万円、同４０－３につき１８

０万円、同４０－５につき１８０万円であることが認められる（そのため、一審原告４０－

１、同４０－３の上記各慰謝料については、その全額が弁済されたこととなる。）。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、承継前一審原告４０－２に

つき４８６万円、同４０－４につき１８０万円、同４０－５につき５０万円であることが認め

られる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、承継

前一審原告４０－２につき４８万円、同４０－４につき１８万円、同４０－５につき５万円が

相当であると認められる。
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　６　承継前一審原告４０－２の損害額のまとめ

　以上によれば、承継前一審原告４０－２は、５３４万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる

ということとなる。

（承継前一審原告４０－２につき、

797万円＋400万円－711万円＋48万円＝534万円）

　７　一審原告４０－１、同４０－５及び同４０－７に係る認容額等のまとめ

　一審原告４０－１及び同４０－７は、承継前一審原告４０－２を相続分２分の１の割合によ

り相続し、同人を訴訟承継したから、それぞれ、同人の損害賠償請求権のうち２６７万円（534

万円÷２＝267万円）及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５

分の割合による遅延損害金の支払請求権を取得した。

　以上によれば、一審原告４０－１及び同４０－７の各請求は、それぞれ、２６７万円及びこ

れに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同４０－４の請求は、１９８万円及

びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で理由があり、その余は理由がなく、同４０－５の請求は、５５万円及びこれに対する

同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととな

る。また、同４０－３、同４０－６の各請求はいずれも理由がないから、これと同旨の原判決

は相当であり、同４０－３、同４０－６の各控訴は、いずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告４０－４につき、

80万円＋100万円＋18万円＝198万円

一審原告４０－５につき、

130万円＋100万円－180万円＋５万円＝55万円）

第３７　一審原告４１ら（一審原告４１－１～同４１－５）について

　１　控訴部分

　一審原告４１らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等３００万円であり、一審被告東電の控訴

部分は、原審が認容した、一審原告４１－１については慰謝料等６１万円、同４１－３～同４

１－５については、それぞれ、慰謝料等９６万円である（原審は、一審原告４１－２の請求を

棄却したため、同人に対する一審被告東電の控訴はされていない。）。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３２５頁２０行目から３２６頁９行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３２５頁２１行目の「甲個４１の１」の次に「、４１の４」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３２５頁２２行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３２６頁９行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（２）　一審原告４１らは、同４１－１（父）が●●●を行う会社を経営し、同４１－２

（母）が●●●仕事をし、同人の出身地であるｃｄ市の自宅で、自然に恵まれた環境の下、同

４１－３（長男、●●●）、同４１－４（長女、●●●）、同４１－５（二女、●●●）を育

てつつ、米や野菜を分けてもらうなど地域の人々と交流するなどして生活していた。しかし、

本件事故により、一審原告４１らは、ｃｈ市に転居することとなり、同４１－１は上記会社の

経営ができなくなり、同４１－２は避難をめぐる意見の違いなどからｃｄ市の親族との関係が

悪化し、子供（同４１－３、同４１－４、同４１－５）の将来の健康への影響への不安を感じ

ながら暮らし、子供（同４１－３、同４１－４、同４１－５）も不登校が増え精神的に不安定
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になるなど、いずれも、ストレスのある生活を送ることとなった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４１らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｌに位置するｃｄ市から避難したもの

であり、その慰謝料は、同人らが避難生活により日常生活を阻害されたと認められることに鑑

み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同４１－１、同４１－２につき各６０万円、同４１－

３～同４１－５につき各１００万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告４１らの主張

　（ア）　一審原告４１らは、劣悪な生活環境のｃｈ市の居宅で、先行きの不安を感じながら

生活せざるを得ず、また、車を駐車する際に嫌がらせを受け、同４１－３もいじめを受け不登

校が増えたことなどの実情に照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められる

べきである旨主張する。

　そこで検討すると、前記説示のとおり、原審が認めた自己決定権侵害による損害の実質は、

一審原告４１らの平穏な日常生活の阻害による、避難生活に伴う精神的損害であると考えられ

る。そして、一審原告４１らの上記主張は、慰謝料額が不十分である旨をいうものと解される

ところ、一審原告４１らにつき、同人らが避難生活において被った上記の労苦は、十分顧慮す

べきであると考えられるが、他方、その慰謝料額としては、元居住地の状況等による公平性・

合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島第一原発からの距離が近く避難指示等が出さ

れた区域からの避難の場合とは、損害算定の基礎とする合理的な避難期間が異なり、損害を客

観的見地から金銭的に評価する上で程度の差が存することは否定できず、中間指針等を踏まえ

た上で個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、前記説示の慰謝料額は相当なものという

べきである。

　（イ）　一審原告４１らは、本件事故のため、仕事を失い、親族との関係も悪化し、豊かな

自然や地域のコミュニティを失い、被ばくによる健康不安を余儀なくされていることに照ら

し、原審の認定した慰謝料額は、不十分である旨主張する。

　しかし、一審原告４１らが被った上記の事情について十分考慮したとしても、上記（ア）に

説示したとおり、元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約に鑑み、前記説示

の慰謝料額が相当であることは左右されないというべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４１らの自主的な避難に伴う苦痛や不便は、一審被告東

電の既払金により十分補填されており、同人らの神奈川県での生活の継続は、生活状況等を踏

まえた同人らの判断の結果であり、同人らにおいて、本件事故により通常生ずべき損害は発生

していない旨主張する。

　しかし、上記の既払金は、精神的損害等の費目とは同一でない費目に係るものを含んでいる

ところ、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告４１らと一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。そうすると、精神的損害

等の費目とは同一でない費目に係る既払金が、慰謝料に対して弁済として充当されることには

ならず、これによって一審原告４１らの苦痛や不便が十分補填されているということもできな

い。また、一審原告４１らが被った苦痛や不便についてみても、前記説示のとおり、本件事故

時においては、福島第一原発の所在地及び本件事故による放射性物質の飛散状況を前提に、社

会通念に照らせば、一般人を基準として、福島県のいわゆるｄｌに位置するｃｄ市において、

健康に悪影響を及ぼし得る放射性物質の飛来の可能性を否定できない状況であったところであ

る。このことからすれば、一審原告４１らが、その避難により被った苦痛や不便について、本
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件事故により通常生ずべき損害に当たらないということはできない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４１らが主張する同４１－３～同４１－５の健康不安の

懸念は、漠然とした抽象的な危惧感にとどまり、法律上保護される利益の侵害と評価されるも

のではない旨主張する。

　しかし、これらの事情も、本件に現れた一切の事情に含まれるものであり、一審原告４１ら

については、前記説示のとおりの慰謝料額を認定することが相当というべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告４１－１、同４１－２につき各６０万円、同４１－３～同４

１－５につき各１００万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によ

れば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同４１－１、同４１－２につき

各１２万円、同４１－３～同４１－５につき各７２万円であると認められるから、これを控除

した損害金の未払分は、同４１－１、同４１－２につき各４８万円、同４１－３～同４１－５

につき各２８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、同４

１－１、同４１－２につき各４万円、同４１－３～同４１－５につき各２万円が相当であると

認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４１－１、同４１－２の各請求は、それぞれ、５２万円及びこれに

対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支

払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、また、同４１－３～同４１－５の各請求

は、それぞれ、３０万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、上記と異なる原判

決を、いずれも上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告４１－１、同４１－２につき、それぞれ、

60万円－12万円＋４万円＝52万円

一審原告４１－３～同４１－５につき、それぞれ、

100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第３８　一審原告４２について

　１　控訴部分

　一審原告４２の控訴部分は、慰謝料等１００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審

が認容した、同人についての慰謝料等１９万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３２８頁６行目から１４行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３２８頁８行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（２）　原判決●３－３２８頁１４行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告４２は、本件事故時、ａｎ市において、その実家近くに建てた２階建ての

アパート兼自宅で、賃料収入やヘルパーとしての収入を得ながら生活していた。しかし、本件

事故を受けて、一審原告４２は、上記（１）のとおり、米国在住の妹からの連絡を契機とし

て、放射線の影響について強い不安を感じるようになり、神奈川県に居住していた長女からも

勧められ、ｃｉ市に転居するに至った。一審原告４２は、本件事故後、上記アパートから賃借

人が全て退去したため、賃料収入等が得られなくなり、上記アパート兼自宅の解体を余儀なく
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され、先行きの不安等を感じながら、精神的に不安定な生活を送った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４２は、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの中部に位置するａｎ市から避難した

ものであり、その慰謝料は、同人が避難生活により日常生活を阻害されたと認められることに

鑑み、本件に現れた一切の事情を勘案し、同人につき３０万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告４２の主張

　（ア）　一審原告４２は、ｃｉ市のアパートが狭く劣悪な環境であったため、心身の健康を

害し、嫌がらせ等の被害に遭い、経済的にも苦しく、ａｎ市への帰還がほぼ絶望的な、先行き

の不安を抱えながらの生活を余儀なくされていることに照らし、避難生活に係る慰謝料が別途

認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告４２について、同人が指摘するような事情があり、上記２の事実経過で

あったことは、十分顧慮すべきであると考えられるが、このことを踏まえたとしても、避難指

示等が出されていないａｎ市からの神奈川県への同人の転居を、避難指示等が出されている区

域から、本件事故後、ほどなく避難した場合と同視することはできない。そのような中で、同

人の個別の事情を可能な限り斟酌し、その日常生活阻害慰謝料の額としては、３０万円と認め

るのが相当である。

　なお、前記説示のとおり、当審の認定する避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）は、原審の認

定する自己決定権侵害慰謝料と、その実質が異なるものではないというべきであるから、原審

が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということにはならない。

　（イ）　一審原告４２は、生まれ育った故郷であるａｎ市で、賃料収入やヘルパーとしての

収入を得ながら暮らしていたのに、本件事故によりこのような生きがいや生活の糧を失い、故

郷における生活基盤が破壊・変容されていることに照らし、原審の認定した慰謝料額は不十分

である旨主張する。

　しかし、一審原告４２の上記指摘を考慮したとしても、避難指示等が出されていない区域で

あるａｎ市においては、衣食住の基である生活基盤が地域全体として喪失され又は大きく変容

したとまではいまだ認められず、原審の認定した慰謝料額が不十分であるということはできな

い。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告４２は、アパートからの賃借人の退去、体調の悪化、長女の勧め

などの経緯で、平成２４年１月にｃｉ市に転居したものであり、このような経緯や避難時期を

踏まえると、本件事故を原因として転居したものとはいえない旨主張する。

　しかし、一審原告４２における上記の事情が、本件事故による放射線の影響への不安に起因

する側面があることは否定できず、同人における上記の経緯や避難時期について考慮しても、

同人が、放射線の影響に強い不安を感じたことから、ｃｉ市に転居するに至ったことは否定さ

れない。

　なお、一審被告東電は、一審原告４２の福島県外での生活の継続が、家庭内の事情や生活状

況等を踏まえた結果にすぎない旨も指摘する。しかし、一審原告４２の福島県（ａｎ市）から

ｃｉ市への転居やその後の生活等に関して同人が被った苦痛や不便が、本件事故により通常生

ずべき損害に当たらないとはいえない一方、前記説示に係る避難慰謝料（日常生活阻害慰謝

料）は、一審被告東電の上記指摘の点も含め、本件に現れた一切の事情を考慮して認定したも

のである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。
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　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、３０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣

旨によれば、一審被告東電が一審原告４２に支払った避難慰謝料名目の金員の額は１２万円で

あると認められるから、これを控除した損害金の未払分は１８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、１万

円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４２の請求は、１９万円及びこれに対する平成２３年３月１１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、

その余は理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告４２及び一審被告東電

の控訴はいずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告４２につき

30万円－12万円＋１万円＝19万円）

第３９　一審原告４３ら（一審原告４３－１～同４３－４）について

　１　控訴部分

　一審原告４３らの控訴部分は、それぞれ、一審原告４３－１が慰謝料等２００万円、同４３

－２が慰謝料等１００万円、同４３－３、同４３－４が慰謝料等各５０万円であり、一審被告

東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告４３－１については慰謝料等６６万円、同４３

－２については慰謝料等４８万２０００円、同４３－３、同４３－４については、それぞれ、

慰謝料等９万２０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３２９頁１２行目から３３０頁１行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３２９頁１３行目の「甲個４３の１」の次に「、４３の４」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３２９頁１４行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３３０頁１行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（２）　一審原告４３らは、同４３－１（父）が●●●仕事をし、同４３－２（母）が専

業主婦をし、●●●の自宅で、同４３－３（長女、本件事故時４歳）、同４３－４（二女、本

件事故時２歳）を育てつつ、近所付き合いや地域のコミュニティで清掃活動や祭りに参加し、

地域の人々と助け合いながら生活していた。しかし、本件事故により、上記（１）の経緯で、

一審原告４３－１は、新聞記者の仕事を辞めることを決断し、他の一審原告４３らと共に、ａ

ｈ市へ転居することを余儀なくされた。そして、同４３－１は、その転職先につき、給料が下

がった上、全国転勤の職場となり、同４３－２は、病気の検査や手術等の時期と重なり心身の

負担となり、避難者であるとの周囲からの偏見の目にも苦しみ精神的に不安定となり、同４３

－３、同４３－４は、福島の祖父母に会えない寂しさや、曾祖父の葬儀に参列できない悲しさ

を表すことがあった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４３らは、上記２の事実経過で、いわゆる●●●から避難したものであり、その慰

謝料は、同人らが避難生活により日常生活を阻害されたと認められることに鑑み、本件に現れ

た一切の事情を勘案し、同４３－１、同４３－２につき各６０万円、同４３－３、同４３－４

につき各１００万円となるが、同４３－２～同４３－４については付近のスポーツ施設での避

難生活を経たことなどを勘案して２万円を加算し、同４３－１につき６０万円、同４３－２に
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つき６２万円、同４３－３、同４３－４につき各１０２万円をもって相当と認める。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告４３らの主張

　（ア）　一審原告４３らは、同４３－１において生きがいであった●●●の仕事を辞め、同

４３－２において子供への放射線の影響を考えて強い不安やストレスに晒され続け、同４３－

３、同４３－４についても精神的に不安定になるなどの実情に照らし、避難生活に係る慰謝料

が別途認められるべきである旨主張する。

　そこで検討すると、前記説示のとおり、原審が認めた自己決定権侵害による損害の実質は、

一審原告４３らの平穏な日常生活の阻害による、避難生活に伴う精神的損害であると考えられ

る。そして、一審原告４３らの上記主張は、慰謝料額が不十分である旨をいうものと解される

ところ、一審原告４３らにつき、精神的な負担を含め、同人らが避難生活において被った上記

の苦痛は、慰謝料額を算定する上で十分顧慮すべきであると考えられるが、他方、その慰謝料

額としては、元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福

島第一原発からの距離が近く避難指示等が出された区域からの避難の場合とは、損害算定の基

礎とする合理的な避難期間が異なり、損害を客観的見地から金銭的に評価する上で程度の差が

存することは否定できず、中間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したものと

して、前記説示の慰謝料額は相当なものというべきである。

　（イ）　一審原告４３らは、同４３－１の福島でのライフプランの喪失、同４３－２の祖父

との別離、子供の被ばくへの不安から故郷である福島県に戻れずにいることなどに照らし、原

審が認めた慰謝料額は、低額にすぎるものである旨主張する。

　しかし、一審原告４３らが指摘する上記の事情について十分考慮したとしても、上記（ア）

に説示したとおり、元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約に鑑み、前記説

示の慰謝料額が相当であることは左右されないというべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告４３らの自主的な避難による苦痛や不便に伴い通常生ずべき損害

については、その既払金により十分補填されており、これを超える慰謝料は発生していない旨

主張する。

　しかし、上記２の事実経過のとおり、一審原告４３らが被った苦痛や不便については、本件

事故と相当因果関係のある精神的損害として、その性質や内容に照らし、一審被告東電の既払

額を超える、前記（１）に認定する慰謝料額が認められるものというべきである。なお、上記

の既払金は、精神的損害等の費目とは同一でない費目に係るものを含んでいるところ（乙共４

９４、５２０）、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告４３らと一審被告東電との間に

おいても認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであっ

て、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。そうすると、

精神的損害等の費目とは同一でない費目に係る既払金が、慰謝料に対して弁済として充当され

ることにはならず、これによって一審原告４３らの苦痛や不便が十分補填されているというこ

ともできない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告４３－１につき６０万円、同４３－２につき６２万円、同４

３－３、同４３－４につき各１０２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論

の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同４３－１、同４

３－２につき各１２万円、同４３－３、同４３－４につき各７２万円であると認められる。そ

うすると、上記各弁済金を控除した損害金の未払分は、同４３－１につき４８万円、同４３－

209/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



２につき５０万円、同４３－３、同４３－４につき各３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、同４

３－１につき４万円、同４３－２につき５万円、同４３－３、同４３－４につき各３万円が相

当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４３－１の請求は、５２万円及びこれに対する平成２３年３月１１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、同４３－２の請求は、５５万円及びこれに対する同日から支払済み

まで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理

由がなく、同４３－３、同４３－４の各請求は、それぞれ、３３万円及びこれに対する同日か

ら支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、

その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告４３－１につき

60万円－12万円＋４万円＝52万円

一審原告４３－２につき

62万円－12万円＋５万円＝55万円

一審原告４３－３、同４３－４につき、

102万円－72万円＋３万円＝33万円）

第４０　一審原告４４ら（一審原告４４－１、同４４－２）について

　１　控訴部分

　一審原告４４らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴

部分は、原審が認容した、一審原告４４－１については慰謝料等４９３万８０００円（自宅土

地（借地権）の損害等（８５万６２８９円及び弁護士費用８万円）の請求に係る訴えは取り下

げられた。）、同４４－２については慰謝料等４９２万８０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３３２頁３行目から２１行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３３２頁４行目の「甲個４４の１」の次に「、４４の８～１０」を加

える。

　（２）　原判決●３－３３２頁２１行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（４）　一審原告４４らは、同４４－１（夫）が、勤務先を退職して、●●●を起業すべく

準備をし、同４４－２（妻）が庭で野菜を作り、近くの親戚と行き来するなどして、ａｇ町の

一戸建ての自宅で生活していた。しかし、本件事故により、一審原告４４らは、ａｈ市に避難

することを余儀なくされ、同４４－１は、準備していた上記の起業が全てできなくなり、福島

で築いてきた人間関係を喪失し、同４４－２も、狭い集合住宅となり家庭菜園もできず、友

人・親戚等との人間関係も失うなど、精神的な負担を感じる生活となった。一審原告４４ら

は、平成３０年２月、千葉県●●●に自宅を購入して転居した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４４らは、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審

原告４４らの避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０

万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であり避難所生活を経たことなどの事情を勘案
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して３２万円を加算し、各８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告４４らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、●●●等を起業す

る準備をし、近くの親戚と行き来するなど平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、

ａｇ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２

－１６５頁９行目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の

後、このようなａｇ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活

を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各

事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる

慰謝料の額は、一審原告４４らについて、各４００万円が相当であると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告４４らの主張

　（ア）　一審原告４４らは、避難所や手狭なａｈ市の借上住宅で不便で辛い生活を余儀なく

され、通院先の病院で無料診療を非難するような対応をされ、また、●●●等の起業の夢を喪

失し、先行きが見えず心労が重なっていることに照らし、避難生活に係る慰謝料が別途認めら

れるべきである旨主張する。

　この点、前記（１）に認定した額は、一審原告４４らが指摘する、本件事故後に余儀なくさ

れた不便で辛い生活、通院先の病院で受けた対応、起業の夢の喪失などの事情について、十分

な考慮を払い、これらを織り込んだものというべきであり、避難生活に係る慰謝料額として

は、前記認定の額が相当というべきである。

　（イ）　一審原告４４らは、福島での人間関係や自然に囲まれた自宅での生活を失い、福島

での起業も不可能となり、ａｇ町の復興や再生は現在も全く実現されておらず、現実的に帰還

することはできない状況であることなどに照らし、原審が認めた慰謝料の額は不十分である旨

主張する。

　しかし、一審原告４４らにおいて、福島での人間関係や自然に囲まれた生活を失い、起業が

不可能になり、ａｇ町への帰還も現実的にできない状況であることなどの上記事情について十

分に顧慮して検討したとしてもなお、上記の避難慰謝料に加えて、当審で認定する生活基盤変

容慰謝料としては、前記（２）のとおりの額を認定するのが相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４４らは、平成３０年２月、千葉県●●●に自宅を購入

して転居しており、同月に避難生活を終了している旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、事柄の性質に照らし、一審原告４４らの本件

事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえないというべき

であり、同人らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４４らに対し、住居確保費用等の実損害額を超える支払

をしているから、その支払分は他の費目に弁済として充当されるべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告４４らと一審被告東電との間において

も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告４４らにつき、それぞれ、１２８２万円である

ところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告４

４らに対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、それぞれ、８５２万円であることが認め
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られる。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告４４らにつき、そ

れぞれ、各４３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告４４らにつき、それぞれ、４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４４らの各請求は、それぞれ、４７３万円及びこれに対する平成２

３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限

度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべき

こととなる。

（一審原告４４らにつき、それぞれ、

882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円）

第４１　一審原告４５ら（一審原告４５－１～同４５－５）について

　１　控訴部分

　一審原告４５らの控訴部分は、同４５－３が慰謝料等２００万円、その余の一審原告４５ら

が、それぞれ、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一

審原告４５－１、同４５－４については慰謝料等５２万４０００円、同４５－５については慰

謝料等３５万４０００円である（一審原告４５－２、同４５－３については、原審は同人らの

各請求をいずれも棄却したため、一審被告東電から控訴はされていない。）。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３３５頁１８行目から３３６頁８行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３３５頁１９行目の「甲個４５の１」の次に「、４５の４」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３３５頁２０行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３３６頁８行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（２）　一審原告４５ら（同４５－３を除く。）は、ａｌ町の自宅に居住して、同４５－

１（夫）が、地域の人々との繋がりの中で、その兄が経営している洋服販売店のａｒ店店長の

仕事をし、同４５－２（妻）は、部品製造業の会社に勤め、同４５－４（二男）は、一審被告

東電の下請け企業に勤務し、同４５－５（三男）は、中学校を卒業し地元の高校への進学間近

である生活を送っていた。しかし、本件事故により、一審原告４５ら（同４５－３を除く。）

は、ａｈ市の狭い借上住宅に避難することを余儀なくされ、同４５－１は、地縁で成り立って

いた洋服販売業を再開できず、同４５－２と共にストレスで体調を崩し、同４５－４、同４５

－５は、地元福島に戻って家業の洋服販売業を手伝うとの希望が叶わないまま、それぞれ一人

暮らしの生活を送った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４５ら（同４５－３を除く。）は、上記２の事実経過で、ａｌ町の自宅（帰還困難

区域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難

期間は、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。こ

のことに照らすと、一審原告４５ら（同４５－３を除く。）の避難生活に伴う慰謝料は、それ

ぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避

難であり避難所生活を経たことなどの事情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって

相当と認める。
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　他方、一審原告４５－３は、東京都内に居住して会社員として稼働していたものであり、他

の一審原告４５らのように、避難をしたものとはいえず、同慰謝料は認められない。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　一審原告４５ら（同４５－３を除く。）は、本件事故の際、ａｌ町内の自宅（帰還困難区

域）に居住して、洋服販売業などの仕事や学業に励み、平穏な生活を送っていたところ、本件

事故により、ａｌ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判

決●２－１６３頁４行目～１６４頁１６行目、１７１頁１６～１９行目）、突然の避難の後、

ａｌ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ａｌ町

に帰還することが叶わないという状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったもの

といえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基

盤を喪失させられたことによる慰謝料の額は、一審原告４５ら（同４５－３を除く。）につい

て、それぞれ、８００万円が相当であると認められる。

　他方、一審原告４５－３は、東京都内に居住して会社員として稼働していたものであり、他

の一審原告４５らと異なり、ａｌ町内の上記自宅に居住して平穏な生活を送っていたものとは

評価できず、上記慰謝料は認められない。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告４５らの主張

　（ア）　一審原告４５らは、本件事故により、同４５－１と子供（同４５－３～同４５－

５）が共に洋服販売業に携わるという将来設計の変更を余儀なくされ、以前のように家族が盆

暮れで集まることもなくなってしまったことなどに照らし、原審の認定する慰謝料額では不十

分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告４５らが指摘する、本件事故により余儀なくされた将来設計の変

更や家族関係の変容などの事情について、十分な考慮を払い、これらを織り込んだものとし

て、前記（１）、（２）において説示のとおりの額の慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告４５らは、同４５－２については、不眠や自律神経機能不全を理由として

継続的な通院が必須とされているから、その慰謝料額は通常より増額されるべきであり、ＡＤ

Ｒにおいて増額された慰謝料６０万円について既払金として控除されるべきでない旨主張す

る。

　しかし、一審原告４５－２に係る上記事情は十分顧慮すべきではあるが、この点も、前記

（１）、（２）の慰謝料の認定において既に織り込まれているというべきであるし、たとえＡ

ＤＲに係る増額分があったとしても、それによる弁済が、慰謝料としての弁済と質的に異なる

ものではなく、既払金として控除されないこととなるものとはいえない。

　（ウ）　一審原告４５らは、同４５－３は、同４５－１の長男として洋服販売店を継ぐ予定

であり、都内に居住していたのは社会人経験を積むためにすぎないから、同４５－３につい

て、本件事故によりふるさとで生活する利益を奪われたことによる慰謝料が認められるべきで

ある旨主張する。

　しかし、一審原告４５らの上記指摘を考慮しても、前記（２）の説示に照らし、生活基盤喪

失慰謝料（原審が認定したふるさと喪失慰謝料に相当）は、飽くまで当地において居住し平穏

な生活を営んでいたと評価できる場合に認められるものであるところ、同４５－３は東京都内

に居住して会社員として稼働していたものであり、他の一審原告４５らのように、ａｌ町の自

宅に居住して平穏な生活を営んでいたものとは評価できない以上、同人につき、上記慰謝料は

認められないというべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４５らにおいては、時の経過によりその精神的苦痛は

徐々に軽減し、平成２９年４月のマンション購入・転居や、単身生活の開始により、その避難
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生活を終了している旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、事柄の性質に照らし、一審原告４５ら（同４

５－３を除く。）の本件事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とま

ではいえないというべきであり、同人らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相

当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４５らにつき、就労不能損害、住居確保費用など実損害

額を超える支払をしているから、その支払分は、他の費目に弁済として充当すべきである旨主

張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告４５らと一審被告東電との間において

も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　（ウ）　一審被告東電は、その経営状況に照らし、一審原告４５－４、同４５－５が将来洋

服店の支店開店の予定があったとはいえず、反対尋問を経ていない一審原告４５－１の陳述は

信用性がなく、また、子供の家族からの独立は一般に見受けられることであり、本件事故のた

め家族がバラバラになったものではない旨主張する。

　しかし、一審原告４５－４、同４５－５が、地元福島に戻って家業の洋服販売業を手伝うと

の希望を抱いていたということ自体は、反対尋問を経ていない陳述であるからといって、その

信用性が直ちに否定されるものとはいえない。また、一審被告東電の指摘する上記事情を考慮

したとしても、同人らの本件事故後の生活における苦痛や不便の程度に照らし、同人らの慰謝

料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告４５ら（同４５－３を除く。）につき、それぞ

れ、各１６８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、

一審被告東電が一審原告４５ら（同４５－３を除く。）に対して支払った避難慰謝料名目の金

員の額は、一審原告４５－１、同４５－４につき、それぞれ、１４５２万円、同４５－２につ

き１５１２万円、同４５－５につき１４６８万円であることが認められる。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告４５－１、同４５

－４につき、それぞれ、２３０万円、同４５－２につき１７０万円、同４５－５につき２１４

万円であることが認められる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告４５－１、同４５－４につき、それぞれ、２３万円、同４５－２につき１７万円、同４５

－５につき２１万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４５－１、同４５－４の各請求は、それぞれ、２５３万円及びこれ

に対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同４５－２の請求は、１８７万円及び

これに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

限度で理由があり、その余は理由がなく、同４５－５の請求は、２３５万円及びこれに対する

同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がないから、これらと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととな

り、さらに、一審原告４５－３の請求は理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、

同人の控訴は棄却すべきこととなる。
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（一審原告４５－１、同４５－４につき、それぞれ、

　882万円＋800万円－1452万円＋23万円＝253万円

一審原告４５－２につき、

　882万円＋800万円－1512万円＋17万円＝187万円

一審原告４５－５につき、

　882万円＋800万円－1468万円＋21万円＝235万円）

第４２　一審原告４６ら（一審原告４６－１、同４６－２）について

　１　控訴部分

　一審原告４６らの控訴部分は、同４６－１が慰謝料、建物に係る損害、就労不能損害等の計

５００万円、同４６－２が慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審が認

容した、一審原告４６－１については慰謝料、就労不能損害等の計５６万８６５６円、同４６

－２については慰謝料等３０万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３３８頁１０行目から２６行目までに記載のとおり

であるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３３８頁１１行目の「４６の１３、」の次に「４６の２０」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３３８頁１２行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３３８頁２３行目の「年７月」を「同年７月」と改める。

　（４）　原判決●３－３３８頁２６行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告４６らは、大工をしていた同４６－１の父が建築したｂｐ市の自宅で、同

４６－１（母）が、ケアハウス等を経営する法人に勤務し、同４６－２（長女）が、地元の高

校の体操部で活躍するなどして、暮らしていた。しかし、一審原告４６らは、本件事故によ

り、同４６－２が放射線や余震に対する不安から体調を崩したことを受けて、神奈川県に転居

した。同４６－２は、神奈川県の高校に通うなど一時的な体調の改善があったものの、精神

的・身体的な不調が続き、同４６－１は、同４６－２の面倒を見るため転職を繰り返すことな

どを余儀なくされた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４６らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの北部に位置するｂｐ市から避難し

たものであり、その日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料額は、本件に現れた一

切の事情を勘案し、同４６－１につき６０万円、同４６－２につき１００万円とするのが相当

である。

　（２）　建物に係る損害について

　一審原告４６らは、一審原告４６建物の固定資産税評価額が、本件事故により、３０８万５

０６８円から１６７万９６６７円に下落したとして、その差額である１４０万５４０１円の損

害が認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告４６らが居住していた自宅の所在地であるｂｐ市については、避難指示等

が出されておらず、その生活基盤が変容したとは認められないものであり、固定資産税評価額

が下落したとしても、そのことをもって当然に、本件事故により一審原告４６建物に係る損害

が発生したものということはできない。

　（３）　就労不能損害について

　一審原告４６らは、原審が、本件事故後１年間に限って、同４６－１の減収分を就労不能損

害として認めたのは不合理である旨主張し、他方、一審被告東電は、そもそも上記減収と本件

事故との間に相当因果関係はなく、また、原審が、その弁済の充当について、期間に応じて細
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分化したのは誤りである旨主張する。

　そこで検討すると、上記２の事実経過に照らし、上記減収と本件事故との間に相当因果関係

がないとはいえないと考えられるが、他方、上記（２）のとおり、一審原告４６らについて、

その生活基盤が変容したとは認められない以上、同４６－１の就労不能損害についても、本件

事故後１年間に限って、減収分を就労不能侵害として認めることができるとの原審の判断に不

合理な点はなく、平成２３年度分の減収分４１万２２７６円をもって損害と認めるのが相当で

ある。

　また、弁済の充当については、原判決●３－３４０頁３行目～１５行目を引用する（ただ

し、同６行目の「１８１頁」の次に「、乙共４９４、５２０」を加え、同８行目に「３月」と

あるのを「１２月」と、同９行目に「３１」とあるのを「３１日」とそれぞれ改める。）。一

審被告東電は、弁済の充当について、期間に応じて細分化したのは誤りである旨主張するが、

就労不能損害は、期間に応じて発生するものであり、その対象期間ごとに認定することに不合

理な点はない。

　そうすると、一審原告４６－１の就労不能損害の額は、上記４１万２２７６円から、弁済額

と認められる３７万３６２０円を控除した３万８６５６円であると認められる。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告４６らの主張

　（ア）　一審原告４６らは、同４６－２が体調を崩し避難を余儀なくされたことや、地域の

人々との繋がりや助けを失い、先行きの健康不安や経済的不安を抱えたまま生活していること

などの避難生活の実情に照らし、本件事故による避難生活に係る慰謝料が別途認められるべき

である旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、当審の認定する避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料）は、原審の

認定する自己決定権侵害慰謝料と、その実質が異なるものではないというべきであるから、原

審が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということにはならな

い。そして、一審原告４６らの避難につき、前記２の事実経過に照らし、本件事故との相当因

果関係は十分に首肯でき、同４６－２の体調を改善させるため避難したその判断に不合理な点

はなく、避難生活において一審原告４６らが被った苦痛は十分顧慮すべきであるが、慰謝料額

としては、元居住地の状況等による公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、福島

第一原発からの距離が近く避難指示が出された区域からの避難の場合と同様の額とすることは

困難である。そのような中で、中間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したも

のとして、原審の認定する慰謝料額は相当なものというべく、これをもって低額なものとはい

い難い。

　（イ）　一審原告４６らは、その自宅周辺の状況からみて、その生活基盤は破壊・変容され

たものであり、また、親族との間にできた溝や、本件事故への理解のない職場からの転職、同

４６－２が体調不良により就職先の幼稚園を退職するに至っていることなどに照らせば、原審

の認めた慰謝料額は、不十分である旨主張する。

　しかし、避難指示等がされた区域外の市町村の状況、残留放射線量等（原判決●２－１６９

頁２２行目～１７０頁２６行目、１７３頁１５行目～１７４頁４行目）に照らせば、一審原告

４６らが居住していた自宅の所在地であるｂｐ市について、その生活基盤が破壊・変容された

ものとまでは認められない。また、一審原告４６らが指摘するその余の事情についても十分顧

慮しつつ、中間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、原審の認

定する慰謝料額は相当なものというべきである。

　（ウ）　一審原告４６らは、ＡＤＲにおいて慰謝料２４万円の増額が認められているのに、

通常の額の慰謝料額しか認定しない原審の判断は、不当である旨主張する。

　しかし、一審原告４６らの個別の事情を考慮したとしてもなお、原審の慰謝料額についての
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判断が不当であるとはいえない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４６らが指摘する、同４６－２（長女）の健康への影響

に対する不安や、避難に伴う苦痛や不便については、既払金において十分考慮されており、こ

れを超える損害は発生していない旨主張する。

　しかし、一審原告４６らについては、同４６－２の健康への影響に対する不安等を考慮した

上、前記（１）説示のとおりの慰謝料額を認定するのが相当であり、既払金を超える損害が発

生していないということはできない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４６らが、福島県外への転居後、その転居生活を続けた

のは、その家庭内の事情や生活状況等を踏まえた判断の結果であるといえ、ａｈ市での生活の

継続が、本件事故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない旨主張する。

　しかし、一審原告４６らにおいて、ａｈ市での生活を続ける上での諸事情があったことを前

提としても、同人らが、前記説示のとおり、ｂｐ市の自宅で、仕事や学業を行いながら平穏な

生活を送っていたことに照らせば、本件事故により突然大きな影響を受けるに至ったその生活

の回復のためには、一定の期間を要したものというべきであり、少なくとも、本件事故によ

り、前記認定の慰謝料額に相当する損害が発生したというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告４６－１につき６０万円、同４６－２につき１００万円であ

るところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告

４６らに対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、一審原告４６－１につき１２万円、同

４６－２につき７２万円であることが認められる。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告４６－１につき、

４８万円に前記３（３）の３万８６５６円を加えた５１万８６５６円、同４６－２につき２８

万円であることが認められる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告４６－１につき５万円、同４６－２につき２万円が相当であると認められる。

　６　一審原告４６らの損害額のまとめ

　以上によれば、一審原告４６－１の請求は、５６万８６５６円及びこれに対する平成２３年

３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で

理由があり、その余は理由がなく、同４６－２の請求は、３０万円及びこれに対する同日から

支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、そ

の余は理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告４６ら及び一審被告東電

の控訴はいずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告４６－１につき、

　60万円－12万円＋３万8656円＋５万円＝56万8656円

一審原告４６－２につき、

　100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第４３　一審原告４７ら（一審原告４７－２、同４７－３）について

　１　控訴部分

　一審原告４７らの控訴部分は、一審原告４７－２、同４７－３のいずれも、慰謝料等各５０

０万円であり、一審被告東電の控訴部分は、一審原告４７－２、同４７－３のいずれも、原審

が認容した、慰謝料等各４９２万４０００円である。
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　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３４１頁１０行目から２６行目までに記載のとおり

であるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３４１頁１１行目の「甲個４７の１」の次に「、４７の１０の１～

３、４７の１４」を加える。

　（２）　原判決●３－３４１頁１２行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３４１頁２６行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告４７らは、ａｇ町の自宅で、豊かな自然や地域コミュニティの中で、同４

７－２（母）が華道を習い、庭で草花を育て、動物好きな同４７－３（高校生）が２頭の飼犬

の世話をするなど、平穏な暮らしを送っていた。しかし、一審原告４７らは、本件事故によ

り、避難所生活を経て、神奈川県に避難することを余儀なくされ、慣れない土地で、パートの

仕事（同４７－２）や高校への通学（同４７－３）をすることとなり、狭小な住環境のためプ

ライバシーもなく、飼犬の鳴き声や散歩等が近所迷惑とならないよう気疲れの連続となり、ま

た、周りの目を気にして自らの出身地等を明らかにしないなどの窮屈な生活となった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４７らは、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、一審

原告４７ら各自の避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万円の８５箇月分である８

５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であり、避難所生活を経たことなどの事情

を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告４７らは、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（居住制限区域）で、庭で草花を育て、

２頭の犬を飼うなど、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の地域社会、

生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６５頁９行目～

１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、このようなａｇ

町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざ

るを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現

れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審

原告４７らについて、それぞれ、４００万円が相当であると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告４７らの主張

　（ア）　一審原告４７らは、避難所への滞在の後、ｂｓ市のアパートで狭小な住環境の下、

飼犬が近所迷惑にならないよう気を遣い、パート勤務や高校生活を送る中、避難者の立場から

の気苦労が絶えず、先行きの不安を抱えながらの生活であったことなどに照らし、原審の認め

る避難生活に伴う慰謝料は不十分である旨主張する。

　この点、当審は、前記説示のとおり、本件事故直後における一審原告４７らの特に過酷な避

難状況等について顧慮するとともに、その後の生活等における多大な労苦について十分な考慮

を払い、これらを織り込んだものとして、前記（１）において説示のとおりの避難慰謝料を認

定したものである。

　（イ）　一審原告４７らは、同人らの自宅が帰還困難区域と至近の位置にあり、付近の区域

は帰還困難区域と生活圏として一体であることなどに照らし、同人らの被った精神的苦痛に関

しては、帰還困難区域からの避難と同様の慰謝料額が認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告４７らの指摘する上記事情を十分考慮しても、同人らの自宅は居住制限区
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域にあり、公平性・合理性の見地に照らせば、その慰謝料額は、前記説示のとおりの額とする

のが相当というべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４７らにおいては、居住歴のあるｂｓ市での家族生活を

通じ、避難生活上の苦痛は徐々に軽減されており、平成２７年５月、同市内に自宅を購入して

転居し、平穏な生活を取り戻していることに照らし、一審被告東電の既払金を超える慰謝料の

未払分はない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情を踏まえて検討しても、事柄の性質上、それは、

一審原告４７らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえ

ず、一審原告４７らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきであ

る。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４７－２の夫に対する分を含め、一審原告４７らに対

し、住居確保費用、就労不能損害、生命・身体的損害に係る支払をしており、これらは実損害

額を超える支払となっているから、他の費目や、同一世帯の他の者への弁済として充当すべき

である旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告４７らと一審被告東電との間において

も認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。また、前記説示のとお

り、同一世帯の他の者に対する支払が弁済として充当されることにもならないというべきであ

る。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告４７らにつき各１２８２万円であるところ、証

拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告４７らに対し

て支払った避難慰謝料名目の金員の額は各８５２万円であることが認められるから、一審被告

東電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告４７らにつき各４３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告４７らにつき各４３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４７らの各請求は、それぞれ、４７３万円及びこれに対する平成２

３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限

度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべき

こととなる。

（一審原告４７らにつき、それぞれ、

　882万円＋400万円－852万円＋43万円＝473万円）

第４４　一審原告４８ら（一審原告４８－１～同４８－４）について

　１　控訴部分

　一審原告４８らの控訴部分は、それぞれ、同４８－１～同４８－３につき慰謝料等各３８５

万円、同４８－４につき慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容

した、一審原告４８－４の慰謝料等１６５万円である（原審は、一審原告４８－１～同４８－

３の各請求をいずれも棄却したため、同人らに対する一審被告東電の各控訴はされていな

い。）。

　２　事実関係
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　次のとおり補正するほか、原判決●３－３４３頁９行目から３４４頁４行目までに記載のと

おりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３４３頁１０行目の「甲個４８の２」の次に「、４８の４、４８の

５」を加える。

　（２）　原判決●３－３４４頁４行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告４８－１（母）は、パートの仕事をしつつ、同４８－２（長女、中学３

年）、同４８－３（二女、中学１年）を育てながら、ａｆ市●●●の自宅で暮らしていた。ま

た、同４８－４（父）は、●●●に勤務し、●●●の同人の実家に居住し、休日等に、ａｆ市

の上記自宅に戻るという単身赴任の生活をしていた。

　（４）　しかし、本件事故により、同４８－１～同４８－３は、神奈川県への避難を余儀な

くされ、同４８－２（長女）は、内定していた福島の高校が再開せず同校に通学することがで

きなくなり、新しい環境で一から友人関係を構築するなど多大な努力をし、同４８－３（二

女）は、優秀な成績を修めており学業に集中できていた福島の中学校から、避難先の学級崩壊

状態の中学校に転校することとなり、いじめを受けて精神的に辛い毎日を送ることを余儀なく

され、同４８－１（母）は、避難先で仕事をしながら、上記のような状況の子供のサポートに

奔走する生活となった。

　（５）　一審原告４８－４（父）は、仕事への責任感から、●●●の仕事を継続することと

し、平成２３年６月以降、ａｆ市●●●の自宅に居住して上記の仕事を続けた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　ア　一審原告４８－１～同４８－３は、上記２の事実経過のとおり、ａｆ市ｂｅ区の自宅

（緊急時避難準備区域）から避難することにより、その日常生活を阻害されたものであり、そ

の慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１１日から平成２４年８月末まで、１

８箇月であると認められる。このことに照らすと、同人らの避難生活に伴う慰謝料は、それぞ

れ、１箇月１０万円の１８箇月分である各１８０万円をもって相当と認める。

　イ　また、一審原告４８－４については、上記２の事実経過のとおり、●●●の実家（居住

制限区域）に居住していたものの、平成２３年６月以降、同４８－１～同４８－３が既に退去

していたａｆ市●●●の自宅に居住して●●●での仕事を継続しているものであるが、これ

は、●●●の実家（居住制限区域）から避難することにより、その日常生活を阻害されたもの

と評価するのが相当であり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１１日

から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。そして、一審原告４８－４につい

ては、ａｆ市●●●の自宅に居住しつつも、●●●の仕事を、居住制限区域となった●●●で

続けざるを得なかったという事情があることに照らすと、その避難生活に伴う慰謝料は、１箇

月１０万円の８５箇月分である８５０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　ア　一審原告４８－１～同４８－３は、本件事故の際、ａｆ市●●●の自宅（緊急時避難準

備区域）に居住し、パートの仕事や学校生活を送りながら、平穏な生活を過ごしていたとこ

ろ、本件事故により、ａｆ市の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を一定程度変

容させられ（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行目～１９行

目）、ａｆ市での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、

精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を

併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告４８－１～同

４８－３それぞれについて、各１００万円が相当であると認められる。

　イ　また、一審原告４８－４については、本件事故の際、単身赴任のため、●●●の実家

（居住制限区域）に居住していたものであるが、その生活基盤は、●●●の実家（居住制限区
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域）ではなく、飽くまで妻子（一審原告４８－１～同４８－３）が居住するａｆ市●●●の自

宅（緊急時避難準備区域）にあったと評価すべきであるから、上記アの説示が当てはまり、同

人についても、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、１００万円が相当である

と認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告４８らの主張

　（ア）　一審原告４８らは、同４８－１～同４８－３（母子）が同４８－４（父）と離れて

避難生活を送り、同４８－３が避難先の中学校でいじめを受けるなど、家族で精神的苦痛を

被ったという実情に照らせば、同４８－１～同４８－３について、原審が認めた自己決定権侵

害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるべきである旨主張する。

　しかし、一審原告４８らが主張する上記事情について十分顧慮したとしても、その居住して

いたａｆ市（緊急時避難準備区域）の状況等（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５

行目、１７２頁１０行目～１９行目）に照らし、中間指針等を踏まえた上で一審原告４８－

１～同４８－３の個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、避難慰謝料の額としては、前

記のとおり認定するのが相当というべきである。

　なお、原審が認めた自己決定権侵害慰謝料とは別途、避難慰謝料が認められるということに

はならないことは、前記説示のとおりである。

　（イ）　一審原告４８らは、同４８－４は、仕事への責任感から●●●での勤務を続け、週

に５日、●●●への通勤を続けるという生活を送っており、放射線の影響に対する生活上の不

安は決して小さくはなく、これらの事情について評価した避難慰謝料が認められるべきである

旨主張する。

　この点、当審は、一審原告４８－４における個別事情を十分顧慮し、前記（１）イにおいて

説示したとおりの避難慰謝料を認定したものである。

　（ウ）　一審原告４８らは、同４８－２（中学３年）、同４８－３（中学１年）は、自己形

成にとって重要な時期に本件事故による避難を強いられ、福島での友人関係等を失っており、

原審が認めた慰謝料の額は相当でない旨主張する。

　この点、当審は、前記（１）及び（２）の各アにおいて説示したとおりの避難慰謝料（各１

８０万円）、生活基盤変容慰謝料（各１００万円）を認定しているところ、当該慰謝料の額

は、一審原告４８らが主張する上記事情の重要性についても十分考慮した上で算定しており、

相当なものというべきである。

　（エ）　一審原告４８らは、同４８－４の出身地は●●●であり、同人が、高校・大学の時

期を除いて４０年以上にわたり●●●に生活の本拠があり、●●●近辺に住む年配者のために

●●●で稼働してきたものであることに照らせば、他の●●●居住者と差をつけて慰謝料額を

認定するのは相当でない旨主張する。

　しかし、一審原告４８－４において、たとえ上記の事情があったとしても、前記説示のとお

り、本件事故当時、●●●の実家は単身赴任の居住先にすぎず、飽くまでその生活基盤は、妻

子の居住するａｆ市●●●の自宅に存していたというべきであることに変わりはないのである

から、そのことを前提として生活基盤変容慰謝料の額を定めることはやむを得ないものといわ

ざるを得ない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４８らにおいては、避難先で、同４８－１が就労し、同

４８－２、同４８－３が落ち着いた学生生活を送るなど、徐々に平穏な生活を回復したものと

考えられる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情を踏まえて検討しても、事柄の性質上、それは、

一審原告４８らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえ
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ず、一審原告４８らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきであ

る。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４８－４が、その程度はともかく、本件事故前後を通

じ、ａｆ市の自宅で過ごしていることに照らすと、同人が避難生活をしているものと評価する

ことはできず、一般的な避難者のような自宅以外の場所での滞在を余儀なくされた避難生活と

同等に評価することはできない旨主張する。

　しかし、前記説示のとおり、一審原告４８－４は、●●●の実家から避難することにより、

その日常生活を阻害されたものと評価するのが相当というべきであり、前記の慰謝料額（８５

０万円）の認定に、不合理な点はないというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告４８－１～同４８－３につき各２８０万円、同

４８－４につき９５０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によ

れば、一審被告東電が一審原告４８らに対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、一審原

告４８－１～同４８－３につき各３４１万円、同４８－４につき８５０万円であることが認め

られるから、一審原告４８－１～同４８－３については、一審被告東電の弁済を控除した損害

金の未払分があるとは認められず、同４８－４については、同未払分は１００万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告４８－４につき１０万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４８－１～同４８－３の各請求は、いずれも理由がなく、これと同

旨の原判決は相当であるから、同人らの各控訴はいずれも棄却すべきであり、また、同４８－

４の請求は、１１０万円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、

これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告４８－４につき、

　850万円＋100万円－850万円＋10万円＝110万円）

第４５　一審原告４９ら（一審原告４９－１～同４９－５）について

　１　控訴部分

　一審原告４９らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告４９－１、同４９－２については慰謝料等各５２万７０

００円、同４９－３～同４９－５については慰謝料等各３０万７０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３４５頁１５行目から３４６頁３行目まで、及び、

同３４６頁１４行目冒頭から１７行目の「強いられたということができる。」までに記載のと

おりであるから、これらを引用する。

　（１）　原判決●３－３４５頁１６行目の「甲個４９の１」の次に「、４９の４」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３４５頁１７行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３４６頁３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（２）　一審原告４９らは、ａｍ市の自宅に居住して、同４９－１（父）、同４９－２

（母）が、同４９－２の両親が経営する会社で稼働し、同４９－３（長女）が小学校に、同４

９－４（二女）、同４９－５（長男）が保育園にそれぞれ通い、夫婦の実家や親戚の多くがａ
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ｍ市内におり子育てがしやすい環境の下で生活していた。しかし、本件事故を受けて、一審原

告４９らは、自宅を出て避難することを決め、暖房等が十分でないｄｑ町（ｄｒ地方）の旅館

等への滞在を経て、同４９－１が、上記会社の経営維持のためａｍ市の自宅に戻り、同４９－

２～同４９－５が、神奈川県に転居した。その後、同４９－１も、上記会社の業務が、取引先

を失うなどして縮小されたため、平成２５年２月から、ａｍ市の上記自宅を出て、神奈川県で

同４９－２～同４９－５と同居するに至った。そして、同４９－１、同４９－２は神奈川県で

新しい仕事を探すことを余儀なくされ、また、同４９－３～同４９－５は、同４９－３が同級

生からの言葉に傷付き登校を嫌がり、また、同４９－４が薬を口にすることができなくなるな

ど、精神的に不安定な状態となることがあった。なお、同４９－１、同４９－２は、避難生活

を始めるに当たり、子供（同４９－３、同４９－４）に対し、避難生活を送る必要性（放射線

による将来の健康への不安）について説明していたことからも、ａｍ市への帰還はできないと

考え、神奈川県での生活を続けた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告４９らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｌに位置するａｍ市から避難所への滞

在に準じる態様を経て避難し、その後の避難生活を余儀なくされたものであり、その日常生活

を阻害されたものと認められ、その慰謝料は、本件に現れた一切の事情を勘案し、同４９－

１、同４９－２につき各６１万円、同４９－３～同４９－５につき各１０１万円とするのが相

当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告４９らの主張

　（ア）　一審原告４９らは、本件事故により、ａｍ市での安定した経済的基盤や会社を引き

継ぐという将来設計を失ったものであることに照らし、避難生活に係る慰謝料が別途認められ

るべきであり、慰謝料額も不十分である旨主張する。

　しかし、原審の認定する自己決定権侵害慰謝料の実質は、当審において認定する避難慰謝料

（日常生活阻害慰謝料）と同一のものであると解されるところ、前記認定の避難慰謝料は、一

審原告４９らの主張する上記の個別の事情をも十分顧慮し、一審原告４９らの自宅がａｍ市に

あり、政府による避難指示等がされた区域ではなく、その放射線量（原判決●２－１７３頁

８～１４行目）や、避難状況及び社会的活動の状況（原判決●２－１６９頁２２行目～１７０

頁１１行目、同頁２２行目～２６行目）などを踏まえたものであって、相当なものというべき

である。

　（イ）　一審原告４９らは、同４９－３～同４９－５において、避難生活の中で登校拒否や

夜尿症の症状等が出るなど、精神的な負担が大きく、放射線の健康への影響に対する不安から

ａｍ市への帰還も不可能であることなどに照らし、避難生活に係る慰謝料が別途認められるべ

きであり、慰謝料額も不十分である旨主張する。

　しかし、前記認定のとおり、一審原告４９－３～同４９－５の受けた精神的負担の大きさや

その健康への影響に対する不安など、一審原告４９らの主張する上記の個別の事情は十分顧慮

すべきであるが、前記認定の避難慰謝料は、これらの事情を踏まえてもなお、前記（ア）の説

示に照らし、前記説示のとおりの額を認定するのが相当であって、慰謝料額が不十分であると

はいえない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告４９－３～同４９－５の健康への影響に対する不安や一

審原告４９らの経済的基盤の喪失等については、少なくとも、一審被告東電の既払金によって

十分補填されている旨主張する。

　しかし、上記２の事実経過に照らし、一審原告４９らが避難生活により被った上記の点を含
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めた苦痛や不便の程度に鑑み、これらが上記既払金により既に補填されているということはで

きない。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告４９らは、避難後、いつでもａｍ市の自宅に帰ることが

できたのに、同人らの家庭内の事情や生活状況等を踏まえ、神奈川県での生活の継続を自ら判

断しており、これをもって本件事故により通常生ずべき損害に当たるとはいえない旨主張す

る。

　しかし、一審原告４９らにおいて、神奈川県での生活を継続する事情があったことを前提と

しても、前記説示のとおり、同人らが、ａｍ市の自宅で、同４９－２の両親の経営する会社で

稼働し、小学校や保育園に通うなどして、家族で平穏な生活を送っていたことに照らせば、本

件事故により突然大きな影響を受けるに至った生活の回復のためには、一定の期間を要したも

のというべきであり、少なくとも、本件事故により、前記認定の慰謝料額に相当する損害が発

生したというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、同４９－１、同４９－２につき各６１万円、同４９－３～同４９－５

につき各１０１万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、

一審被告東電が一審原告４９らに対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同４９－１、

同４９－２に対して各１２万円、同４９－３～同４９－５に対して各７２万円であることが認

められるから、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告４９－１、同４９

－２につき各４９万円、同４９－３～同４９－５につき各２９万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告４９－１、同４９－２につき各４万円、同４９－３～同４９－５につき各２万円が相当で

あると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告４９－１、同４９－２の各請求は、それぞれ、５３万円及びこれに

対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支

払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同４９－３～同４９－５の各請求は、そ

れぞれ、３１万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延

損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、

上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告４９－１、同４９－２につき

　61万円－12万円＋４万円＝53万円

一審原告４９－３～同４９－５につき

　101万円－72万円＋２万円＝31万円）

第４６　一審原告５０ら（一審原告５０－１～同５０－３）について

　１　控訴部分

　一審原告５０らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各１００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告５０－１については慰謝料等５２万円、同５０－２、同

５０－３については慰謝料等３０万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３４８頁１２行目から３４９頁４行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３４８頁１３行目の「甲個５０の１」の次に「、５０の４」を加え
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る。

　（２）　原判決●３－３４８頁１４行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３４９頁４行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告５０らは、●●●の自宅で、同５０－１（妻）が夫の家業である●●●を

手伝いながら、同５０－２（二男）、同５０－３（三男）の子育てをし、同５０－２は中学校

生活の中、シニアリーグ（硬式野球）に取り組み、同５０－３は小学校に通学し交友しなが

ら、生活していた。しかし、本件事故により、同５０－１は、平日は●●●で夫の家業を手伝

い、休日は子供の世話のため神奈川県で暮らす二重生活となり、また、子供（同５０－２、同

５０－３）を避難させたことでＰＴＡの会合の場などで誹謗中傷を受けるなど、心身に大きな

負担を受けた。さらに、同５０－２は、福島で続けていたシニアリーグ（硬式野球）を辞めざ

るを得ず、同５０－３は転校を繰り返し、福島から避難したことで同級生から心無い言葉を浴

びせられるなど、精神的な負担を受けた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５０らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｍの北部に位置する●●●から避難

し、その日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料は、本件に現れた一切の事情を勘

案し、同５０－１につき６０万円、同５０－２、同５０－３につき各１００万円とするのが相

当である。

　なお、原判決●３－３４９頁１４行目から１８行目までの説示のとおり、一審原告５０－１

は、養育すべき子供（同５０－２、同５０－３）と共に避難したものと同視できるというべき

である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告５０らの主張

　一審原告５０らは、同５０－１は、子供の健康を考えやむを得ず避難したが、その後の二重

生活に疲弊し、先行きの不安や誹謗中傷に苦しみ、同５０－３も級友からいじめを受けている

などの事情に照らし、避難生活に係る慰謝料が別途認められるべきであり、原審の認めた慰謝

料額も不十分である旨主張する。

　そこで検討すると、前記説示のとおり、原審が認めた自己決定権侵害による損害に係る慰謝

料の実質は、一審原告５０らの平穏な日常生活の阻害による、避難生活に伴う精神的損害に係

る慰謝料であると考えられる。そして、一審原告５０らの上記主張は、慰謝料額が不十分であ

る旨をいうものと解されるところ、前記２に認定した、同人らが避難生活において被った労苦

は、十分顧慮すべきであると考えられるが、他方、慰謝料額としては、元居住地の状況等によ

る公平性・合理性の見地からの制約を受けざるを得ず、一審原告５０らの自宅の所在する●●

●からの避難の場合と、福島第一原発からの距離が近く避難指示等が出された区域からの避難

の場合とでは、損害算定の基礎となる合理的な避難期間が異なり、損害を客観的見地から金銭

的に評価する上で程度の差が存することは否定できない。そして、そのような中で、中間指針

等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、前記説示の慰謝料額は相当な

ものというべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　一審被告東電は、一審原告５０らは、神奈川県での居住先や●●●への帰還について柔軟に

決定しており、同人らが神奈川県での生活を続けたのは、その家庭内の事情や生活状況をも踏

まえた判断の結果と考えられるから、一審被告東電の既払金を超えて、通常生ずべき損害は発

生していない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘に係る上記側面があることを考慮しても、前記説示のとおり、

一審原告５０－１が夫の家業である●●●を手伝い、同５０－２が硬式野球に励み、同５０－
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３が小学校に通学し交友するなどして、家族で平穏な生活を送っていたことに照らせば、本件

事故により突然大きな影響を受けるに至った生活の回復のためには、一定の期間を要したもの

というべきであり、少なくとも、本件事故により、前記認定の慰謝料額に相当する損害が発生

したというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、同５０－１につき６０万円、同５０－２、同５０－３につき各１００

万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が

一審原告５０らに対して支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同５０－１に対して１２万

円、同５０－２、同５０－３に対して各７２万円であることが認められるから、一審被告東電

の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告５０－１につき４８万円、同５０－２、同５０

－３につき各２８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告５０－１につき４万円、同５０－２、同５０－３につき各２万円が相当であると認められ

る。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５０－１の請求は、５２万円及びこれに対する平成２３年３月１１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、同５０－２、同５０－３の各請求は、それぞれ、３０万円及びこれ

に対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度

で理由があり、その余は理由がないから、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告５０ら

の各控訴と一審被告東電の各控訴は、いずれも棄却すべきこととなる。

（一審原告５０－１につき

　60万円－12万円＋４万円＝52万円

一審原告５０－２、同５０－３につき

　100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第４７　一審原告５１ら（一審原告５１－１～同５１－４）について

　１　控訴部分

　一審原告５１らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告５１－１、同５１－２については慰謝料等各８８万円、

同５１－３、同５１－４については慰謝料等各４４万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３５０頁２４行目から３５１頁９行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３５０頁２５行目の「甲個５１の１、」の次に「５１の１４、」を加

える。

　（２）　原判決●３－３５０頁２６行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３５１頁２行目に「と４人で」とあるのを「に、同５１－２の母を合

わせた５人で」と改める。

　（４）　原判決●３－３５１頁９行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告５１－１（父）は、同５１－２（母）と結婚して婿養子に入り、平成１８

年に広告業の会社を起業し、同５１－２も同会社で働き、夫婦で同５１－３（長男、中学

生）、同５１－４（二男、小学生）を育てながら、飼犬と共に、ａｆ市の自宅で生活してい
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た。しかし、本件事故により、神奈川県の狭小な賃貸住宅での避難生活を送ることとなり、上

記会社の再開の目途はつかなくなり、高校受験を控えていた同５１－３は、福島での進学とい

う進路の変更を余儀なくされ、同５１－４は、避難先で同級生から「福島へ帰れ。」などと言

われ、●●●の診断を受けるなど、いずれも精神的に負担を負いながらの生活となった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５１らは、上記２の事実経過で、ａｆ市による一時避難要請区域から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から同年１２月末まで、１０箇月であると認められる。このことに照らすと、同人らの

避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ１箇月１０万円の１０箇月分である１００万円となる。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告５１らの主張

　（ア）　一審原告５１らは、原審が形式的に避難指示等の区域割により賠償額の区別をした

ことは不合理であり、その地域コミュニティの範囲は、その生活圏等からして、居住地である

ａｆ市ｃｑ区に限られないことに照らし、原審の認定するほか、避難慰謝料が別途認められる

べきであり、慰謝料額も不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５１らがその避難生活の継続中に受けた精神的負担の大きさは、

他の避難者と変わるものではないものの、その避難慰謝料の終期については、一審原告５１ら

の自宅がａｆ市による一時避難要請区域にあり、政府による避難指示が出された区域ではない

ことを勘案せざるを得ず、その放射線量（原判決●２－１７２頁１０～１９行目）、その避難

状況や社会的活動の状況（原判決●２－１６７頁１４行目～２５行目）に照らし、上記（１）

において説示したとおりの避難慰謝料の額を認定したものである。

　（イ）　一審原告５１らは、本件事故のため、同５１－２の母や飼犬と別離し、夫婦の会社

の営業再開も不可能となり、子供についても健康への不安を払拭できず、進路変更を余儀なく

されるなど、その家族の関係や仕事・学校の関係等に影響を被っていることに照らし、原審の

認定する慰謝料額は不十分である旨主張する。

　この点、前記２に認定した、同人らが避難生活において被った労苦は、十分顧慮すべきであ

ると考えられるが、他方、同人らの自宅の所在するａｆ市は、政府による避難指示が出された

区域のように、当該区域全体として、多数の住民が長期間避難して、その後、地域社会等の再

形成が目指されるという経過を辿っているとまでは認め難く、避難指示が出された区域からの

避難の場合とは、損害算定の基礎とする合理的な避難期間が異なるから、損害を客観的見地か

ら金銭的に評価する上で程度の差が存することは否定できない。そして、そのような中で、中

間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り斟酌したものとして、前記説示の慰謝料額は

相当なものというべきである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５１らの居住地であったａｆ市による一時避難要請区域

は、政府による避難指示の対象外の区域であり、ふるさと喪失慰謝料は認められない旨主張す

るが、前記（１）において説示したとおりの避難慰謝料については、これを認めることができ

るものというべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５１らは、ａｆ市ｃｑ区の客観的状況にかかわらず、ａ

ｈ市での生活状況や学業を理由として、神奈川県での生活の継続を選択したものといえ、少な

くとも平成２３年４月２２日（避難要請解除日）には平穏な生活を取り戻していたものという

べきである旨主張する。

　しかし、一審原告５１らの自宅は、ａｆ市による一時避難要請区域に存しており、一審被告

東電の上記主張に係る側面があったことを前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審
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原告５１らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、慰

謝料額としては、本件に現れた一切の事情を勘案した、前記説示のとおりの額とするのが相当

である。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告５１らにつき、実損害額を超える支払があると主張する

が、仮に、一審被告東電において、実損害額を超える支払分があったとしても、前記説示に係

る本件黙示の合意が、一審原告５１らと一審被告東電との間においても認められるというべき

であるから、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異な

る損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、一審原告５１らにつき、いずれも１００万円であるところ、証拠（乙

共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金

員の額は、一審原告５１－１、同５１－２につき、各７０万円、同５１－３、同５１－４につ

き、各１１０万円であると認められるから、これを控除した損害金の未払分は、同５１－１、

同５１－２につき３０万円となり、同５１－３、同５１－４については、全額が弁済されてい

ることとなる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告５１－１、同５１－２につき、各３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５１－１、同５１－２の各請求は、それぞれ、３３万円及びこれに

対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支

払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、また、同５１－３及び同５１－４の各請

求は、いずれも理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり、変更すべきこととな

る。

（一審原告５１－１、同５１－２につき

100万円－70万円＋３万円＝33万円）

第４８　一審原告５２について

　１　控訴部分

　一審原告５２の控訴部分（請求拡張分を含む。）は、慰謝料等６００万円、就労不能損害等

１００万円（就労不能損害として、原審では、６３万２７４２円を請求していたが、当審で、

１６３万２７４２円（弁護士費用分を含む。）にその請求を拡張した。この請求拡張分が、１

００万円（９０万９０９１円に弁護士費用９万０９０９円を加えた額）である。）の計７００

万円、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、慰謝料、就労不能損害等の合計４１２万

８７４２円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３５２頁２６行目から３５４頁８行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３５４頁６行目～７行目の「平成２６年５月まで」を「平成２７年９

月まで」と、同行目の「通院した。」を「通院し、下記のｃｒ市への転居後も、隣の市の心療

内科に通院していた。」と、同行目の「甲個５２の６～５２の１１」を「甲個５２の７～５２

の１１、５２の２４～３３」とそれぞれ改める。

　（２）　原判決●３－３５４頁８行目の「岩手県」を「宮城県」と改める。

　（３）　原判決●３－３５４頁８行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。
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「（３）　一審原告５２は、妻や長男と共に、ａｒ町の自宅に居住し、夫婦の親戚も多く居住

する地域のコミュニティの中で、野菜作りなどをしながら、生活していた。しかし、本件事故

により、避難所生活を経て、神奈川県の長女宅に避難することとなり、上記の暮らしができな

くなった一方、生活のため、原発での仕事を続けざるを得ず、不安感、焦燥感を感じるように

なった。同人は、ａｍ営業所、新潟県のｄｓ事業所に転勤したが、上記のとおり、避難生活に

より不安障害を発症した旨の診断を受け、勤務先を退職してｃｓ市やｃｒ市で生活する中で

も、上記症状は改善しなかった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５２は、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その日

常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１

１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに、同人の精神疾患

の状況等を併せると、一審原告５２の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１１万円の８５箇月分

である９３５万円とした上、警戒区域からの特に過酷な避難であり、避難所生活を経たことな

どの事情を勘案して３２万円を加算し、９６７万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告５２は、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制限区域）で、親戚も多く居住する

地域のコミュニティの中で平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｒ町の地域社

会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変容させられ（原判決●２－１６６頁１２

行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行目）、突然の避難の後、このようなａｒ町での

生活への想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得

ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一

切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告５

２について、４００万円が相当であると認められる。

　（３）　就労不能損害について

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３５５頁１５行目から３５６頁４行目までの説示を

引用する。

　ア　原判決●３－３５５頁１９行目の「これを認めるに足りる的確な証拠がないところ、」

を削る。

　イ　原判決●３－３５５頁２１行目の「いることに照らすと、」を「いるところ、一審原告

５２のそれまでの就労状況やその職務の性質、同人の年齢（平成２４年６月時点（退職時点）

で６１歳）に鑑みると、本件事故がなければ、実際の退職時点の約３年後である平成２７年９

月３０日までは勤務を継続した蓋然性があるとみるのが合理的というべきであり、他方、その

翌月以降については、引き続き就業継続の蓋然性があったことを認めるに足りる的確な証拠が

ないことに照らすと、」と改める。

　よって、上記就労不能損害に関する拡張（当審）に係る請求は、後記１５３万１６３６円か

ら６３万２７４２円（原審認容分）を控除した８９万８８９４円に弁護士費用相当額を加えた

額の限度で認容すべきであり、その余は棄却を免れない。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告５２の主張

　（ア）　一審原告５２は、その避難による心理的抑圧により不安障害を発症し、ｃｓ市、ｃ

ｒ市の生活でも改善せず、同人の避難生活が影響して長女夫婦が離婚し長女が海外に移住する

に至っていることなどに照らし、原審の認めた慰謝料の額は不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５２の不安障害の症状が改善しないなど、同人の上記の個別の事

情を十分顧慮し、前記（１）において説示したとおりの避難慰謝料を認定したものである。
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　（イ）　一審原告５２は、一審被告東電によるＡＤＲを通じた支払（９８８万円）のうち１

３６万円分については増額慰謝料であるところ、原審が、その認定した慰謝料額から上記１３

６万円を既払金として控除しているのは不当である旨主張する。

　しかし、ＡＤＲにおける慰謝料増額分であっても、慰謝料としての支払であることに変わり

はなく、既払金として控除することを否定する合理的理由はないものというべきである。

　（ウ）　一審原告５２は、同人が月額３０万円の嘱託勤務を平成２４年６月３０日に辞めて

いることに照らし、その就労不能損害の額は、月額３０万円（合計６６０万円）と算定される

べきである旨主張する。

　しかし、補正引用する原判決説示のとおり、上記の月額３０万円は、嘱託勤務終了直前のも

のであって、その後も同額の収入を継続して得られたと認めるに足りる的確な証拠がないこと

に照らし、就労不能期間中の基礎収入は、月額１５万円と認めるのが相当である。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５２においては、時の経過により避難生活に伴う精神的

苦痛は徐々に緩和され、平成２７年９月、ｃｒ市に転居して夫婦での生活を開始したことによ

り避難生活を終了させており、その後のｃｒ市での生活の継続は同人の意思に基づくものであ

り、避難の継続とはいえない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

５２の避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、避難慰謝

料としては、前記（１）において説示したとおりの額とするのが相当である。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５２の就労不能損害につき、平成２７年９月までの分が

損害として認められるとの認定は誤りであり、また、生命身体障害についても、同人の不安障

害と本件事故との間で相当因果関係が認められない旨主張する。

　しかし、一審原告５２の就労不能損害については、補正引用に係る原判決説示のとおり、同

人のそれまでの就労状況やその職務の性質、同人の年齢に鑑みて、平成２７年９月３０日まで

の勤務の継続の蓋然性があるとみることができる。また、その生命身体障害（不安障害）につ

いては、診断書（甲個５２の７～５２の１１、５２の２４～３２）の「避難生活により発症・

受傷」の欄にチェックが入っているし、前記２の事実経過に照らしても、本件事故との間の相

当因果関係を認めるのが合理的かつ自然というべきである。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告５２に対し、ｃｓ市の賃貸住宅の賃料、住居確保費用の

支払をしており、また、その長男に対し、就労不能損害の支払をしているところ、これらの支

払分は全て実損害額を超える支払となっているから、一審原告５２の他の費目の未払分に弁済

として充当すべきである旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告５２と一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。また、前記説示のとお

り、同一世帯の他の者に対する支払が弁済として充当されることにもならないというべきであ

る。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　慰謝料については、前記３（１）、（２）の合計額は１３６７万円であり、就労不能損害に

ついては、前記３（３）のとおり３３０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び

弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は１０１８万円、

就労不能損害名目の金員の額は１７６万８３６４円であると認められるから、これを控除した

損害金の未払分は、慰謝料につき３４９万円、就労不能損害につき１５３万１６３６円とな
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り、その合計額は、５０２万１６３６円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、５０

万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５２の請求は、５５２万１６３６円及びこれに対する平成２３年３

月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきことと

なる。

（一審原告５２につき、

967万円＋400万円－1018万円＋330万円－176万8364円＋50万円＝552万1636円）

第４９　一審原告５３ら（一審原告５３－１～同５３－５）について

　１　控訴部分

　一審原告５３らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各４０万円であり、一審被告東電の控訴

部分は、原審が認容した、一審原告５３－１、同５３－２については慰謝料等各６１万円、同

５３－３～同５３－５については慰謝料等各７４万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３５８頁３行目から１１行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３５８頁４行目の「甲個５３の１、」の次に「、５３の３、５３の１

９、」を加える。

　（２）　原判決●３－３５８頁５行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３５８頁１１行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告５３らは、同５３－１（父）が、●●●、同５３－２（母）も●●●を手

伝い、豊かな自然の中で、小学生の同５３－３（長女）、同５３－４（長男）、保育園児の同

５３－５（二男）と共に、●●●との関係を大切にしながら、ａｍ市の自宅で、生活を送って

いた。しかし、一審原告５３らは、本件事故により、神奈川県に避難することを余儀なくさ

れ、狭い集合住宅で、子供（同５３－３～同５３－５）の生活音に苦情を言われ物音を控える

など、いずれも精神的負担の大きい生活となった。また、同５３－１は、●●●との関係か

ら、●●●のあるａｍ市と神奈川県とを往復する生活となったほか、放射線の影響についての

不安から様々な文献等を調べるなどし、同５３－３（長女）は、そうした不安感から、緊張し

て人と話せなくなる症状（場面緘黙症）を発症するなどし、同５３－２は、同５３－３の関係

で、医療機関やカウンセラーを求めて奔走し就業を断念せざるを得なかった。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５３らは、上記２の事実経過で、いわゆるｄｌに位置するａｍ市から避難したもの

であり、その日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料は、同５３－３の場面緘黙症

の発症や、同５３－２の同５３－３の関係での様々な対応等を含め、本件に現れた一切の事情

を勘案し、同５３－１につき６０万円、同５３－２につき７０万円、同５３－３につき１２０

万円、同５３－４、同５３－５につき、それぞれ１００万円とするのが相当である。

　（２）　当事者の主張について

　ア　一審原告５３らの主張

　（ア）　一審原告５３らは、放射線の影響により、同５３－１が●●●福島の山、大地、自

然が汚染され、同人らのふるさとが失われたことなどに鑑み、避難慰謝料が別途認められるべ

きであり、原審の認めた慰謝料額も不十分である旨主張する。
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　しかし、原審の認定する自己決定権侵害慰謝料の実質は、当審において認定する避難慰謝料

（日常生活阻害慰謝料）と同一のものであると解されるところ、その避難慰謝料の終期につい

ては、一審原告５３らの自宅がａｍ市にあり、政府による避難指示等が出された区域ではない

ことを勘案せざるを得ない。そして、その放射線量（原判決●２－１７３頁８～１４行目）、

その避難状況や社会的活動の状況（原判決●２－１６９頁２２行目～１７０頁１１行目、同頁

２２行目～２６行目）を踏まえつつ、当審は、一審原告５３らの個別の事情を十分考慮した上

で、前記（１）において説示したとおりの避難慰謝料を認定したものである。

　なお、一審原告５３らの自宅所在地は、避難指示等がされていない地域であり、政府による

避難指示等が出された区域のように、当該区域全体として、多数の住民が長期間避難して、そ

の後、地域社会等の再形成を目指すこととされるという経過を辿っているとまでは認め難く、

当審が、一審原告らの主張するふるさと喪失慰謝料に対応するものとして認めている生活基盤

喪失・変容慰謝料について、その発生を肯定することはできないというほかない。

　（イ）　一審原告５３らは、一審原告５３－１が、ａｈ市に避難した後もａｍ市に通うとい

う二重生活を余儀なくされ、同５３－３は場面緘黙症を発症し、同５３－２は医療機関等を奔

走し就業を断念せざるを得ないなど、様々な精神的苦痛を被っていることに照らし、原審の認

めた慰謝料額は不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５３らの個別の事情を十分考慮し、前記（１）において説示した

とおりの避難慰謝料を認定したものである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５３らにおいては、同５３－２の実家に避難しており、

避難後も、その放射線量に鑑み、いつでもａｍ市の自宅に帰ることができ、実際にも頻繁に帰

宅していることなどに照らし、一審原告５３らにおいて、既払金を超える慰謝料が発生すると

は認められない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記主張を前提としても、事柄の性質に照らし、それは、一審原告

５３らの避難生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえず、前記説

示のとおり、慰謝料額としては、本件に現れた一切の事情を勘案した前記説示の額とするのが

相当である。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５３らにおいては、同５３－３の場面緘黙症の治療や、

同５３－３～同５３－５が神奈川県での通学に馴染んできたことなど、家庭内の事情や生活状

況を踏まえて神奈川県での生活を継続しており、同生活の継続が本件事故により通常生ずべき

損害に当たるとはいえない旨主張する。

　しかし、一審原告５３らにおいて上記のような事情があったことを前提としても、同人ら

が、前記説示のとおり、●●●の手伝いなどをし、ａｍ市の小学校、保育園に通い、平穏な生

活を送っていたことに照らせば、本件事故により突然大きな影響を受けるに至った生活の回復

のためには、一定の期間を要したものというべきであり、少なくとも、本件事故により、前記

認定の慰謝料額に相当する損害が発生したというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）の額は、同５３－１につき６０万円、同５３－２につき７０万円、同５３－３

につき１２０万円、同５３－４、同５３－５につき各１００万円であるところ、証拠（乙共４

９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告５３らに対して支払った

避難慰謝料名目の金員の額は、同５３－１、同５３－２に対して各１２万円、同５３－３～同

５３－５に対して各７２万円であることが認められるから、一審被告東電の弁済を控除した損

害金の未払分は、一審原告５３－１、同５３－３につき各４８万円、同５３－２につき５８万
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円、同５３－４、同５３－５につき各２８万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告５３－１、同５３－３につき各４万円、同５３－２につき５万円、同５３－４、同５３－

５につき各２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５３－１、同５３－３の各請求は、それぞれ、５２万円及びこれに

対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支

払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同５３－２の請求は、６３万円及びこれ

に対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度

で理由があり、その余は理由がなく、同５３－４、同５３－５の各請求は、それぞれ、３０万

円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を

求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、いずれも、上記

のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告５３－１につき

　60万円－12万円＋４万円＝52万円

一審原告５３－２につき

　70万円－12万円＋５万円＝63万円

一審原告５３－３につき

　120万円－72万円＋４万円＝52万円

一審原告５３－４、同５３－５につき

　100万円－72万円＋２万円＝30万円）

第５０　一審原告５４について

　１　控訴部分

　一審原告５４の控訴部分は、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審

が認容した、慰謝料、借地権等に係る損害の計１８９万０６６３円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３６０頁２３行目から３６１頁１２行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３６０頁２４行目の「５４の１４」を「５４の７、５４の１０」と改

める。

　（２）　原判決●３－３６１頁９行目の「人」を「同人」と改める。

　（３）　原判決●３－３６１頁１２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告５４（本件事故時６４歳）は、ａｌ町の自宅（帰還困難区域）で、ａｌ町

内での清掃活動や、視覚障害者支援グループ等に参加し、フラダンスの講師をするなどして生

活しており、本件事故時には、ａｔ市の長女宅を日帰りで訪問していた。しかし、本件事故に

より、一審原告５４は、ａｔ市内の手狭な賃貸住宅での避難生活を余儀なくされ、家族ぐるみ

で付き合いのあった友人とも遠く離れ、福島にいた頃のような活動はできなくなり、ａｌ町に

墓地のある亡夫の供養もできず、精神的な負担を被った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５４は、上記２の事実経過で、ａｌ町の自宅（帰還困難区域）から避難し、その日

常生活を阻害されたものであり（同人は、本件事故時、ａｔ市の長女宅を一時的に訪問してい

たにすぎず、生活の本拠はａｌ町の自宅であり、上記避難をしたものと評価することができ

る。）、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１１日から平成３０年３月
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末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、同人の避難生活に伴う慰謝料

は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　一審原告５４は、本件事故の際、ａｌ町内の自宅（帰還困難区域）に居住し、地域の活動に

参加するなどして、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｌ町の地域社会、生

活インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６３頁４行目～１６４頁

１６行目、１７１頁１６～１９行目）、ａｌ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行き

の見通しの立たない生活を送り、ａｌ町に帰還することが叶わないという状況を受け入れざる

を得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れ

た一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失させられたことによる慰謝料の額は、一審原

告５４について、８００万円とするのが相当であると認められる。

　（３）　自宅土地（借地権）に係る損害について

　原審は、一審原告５４の自宅土地（借地権）につき、固定資産税評価額の３割の２倍に当た

る２３３万２４７８円である旨認定するところ、前記説示及び弁論の全趣旨に照らし、自宅土

地（借地権）の損害について、一審被告東電の既払額（１１１万１８１５円。原判決●３－３

６２頁１７行目～２１行目の説示を引用する。なお、借地権価格は、固定資産税評価額の２割

の１．４３倍とみるのが相当である。）は不合理とはいえず、これを超える損害が発生してい

るとは認められないから、原審が認容した上記損害額との差額については、本件事故による損

害とは認められない。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告５４の主張

　（ア）　一審原告５４は、見知らぬ土地での不自由な避難生活を余儀なくされ、飼猫とも約

３年間共に暮らせず、帰還の見通しが立たないことからａｔ市のマンションを購入して転居す

るなど精神的苦痛を受けており、避難慰謝料が別途認められるべきであり、原審の認定する慰

謝料額では不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５４が指摘する、本件事故により余儀なくされた避難生活におけ

る労苦について、十分な考慮を払い、これらを織り込んだものとして、前記（１）、（２）に

おいて説示したとおりの慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告５４は、本件事故による避難生活の継続により、フラダンスの講師、地域

の活動や亡夫の供養など、ａｌ町での生活や生きがいとなっていた活動の基盤が失われ、精神

的苦痛を受けており、原審の認定する慰謝料額では不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５４に係る上記事情も十分顧慮し、これらの事情を織り込んだも

のとして、前記（１）、（２）において説示したとおりの慰謝料を認定したものである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５４においては、本件事故時はａｔ市の長女宅にいて避

難行動をしておらず、本件事故後も長女と同居するなどした後、一定の広さのあるマンション

に転居して、フラダンスに関連する取組みも続けていることに照らし、既払金を超える損害は

発生していない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情のうち、一審原告５４が避難のための物理的移動

をしていない点は、着の身着のままでの過酷な避難に関する加算の対象としていないことによ

り反映済みであり、その他の事情は、一審原告５４の本件事故後の生活における大きな苦痛や

不便を直ちに消失させる事情とまではいえないというべきであるから、同人の慰謝料について

は、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５４につき、住居確保費用、家財に係る損害など実損害

額を超える支払をしているから、その支払分は、他の費目に弁済として充当すべきである旨主
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張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告５４と一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、１６５０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告５４に対して支払った避難慰謝料名

目の金員の額は、１４５０万円であることが認められる。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、２００万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、２０

万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５４の請求は、２２０万円及びこれに対する平成２３年３月１１日

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告５４につき、

　850万円＋800万円－1450万円＋20万円＝220万円）

第５１　一審原告５５について

　１　控訴部分

　一審原告５５の控訴部分は、慰謝料等５００万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審

が認容した、慰謝料、自宅土地、家財等に係る損害の計５２４万２１３０円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３６３頁１４行目から３６４頁９行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３６３頁１５行目の「甲個５５の１」の次に「、５５の６」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３６４頁９行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（４）　一審原告５５（本件事故時６８歳）は、ａｇ町の自宅に居住し、豊かな自然環境

の下、無農薬の野菜を作るなど、●●●平穏な暮らしを送っていた。しかし、本件事故によ

り、避難所生活を経て、神奈川県に転居することを余儀なくされ、●●●高齢となる中、経済

的な不安を抱える生活を送った。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５５は、上記２の事実経過で、ａｇ町の自宅（帰還困難区域）から避難したもので

あり、日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成

２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照ら

すと、一審原告５５の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１０万円の８５箇月分である８５０万

円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの事

情を勘案して３２万円を加算し、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　一審原告５５は、本件事故の際、ａｇ町内の自宅（帰還困難区域）で、豊かな自然環境の

下、無農薬の野菜を作るなど、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｇ町の地
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域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６５頁９行

目～１６６頁１１行目、１７１頁２４行目～１７２頁１行目）、突然の避難の後、ａｇ町での

暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ａｇ町に帰還する

ことが叶わないという状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。

これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失さ

せられたことによる慰謝料の額は、一審原告５５について、８００万円とするのが相当である

と認められる。

　（３）　自宅土地に係る損害について

　原審は、一審原告５５の自宅土地につき、固定資産税評価額（２０９万００６５円）の２倍

の４１８万０１３０円である旨認定するところ、前記説示及び本件に現れた一切の事情に照ら

し、自宅土地の損害額については、固定資産評価額の１．４３倍である２９８万８７９２円で

あると認めるのが相当であり、これを超える損害が発生しているとは認められない。

　（４）　家財に係る損害について

　一審原告５５の被った家財損害（１０万円）については、原判決●３－３６４頁２６行目か

ら３６５頁６行目の「１０万円を認める」までの説示を引用する。

　（５）　当事者の主張について

　ア　一審原告５５の主張

　一審原告５５は、避難生活において数々の苦難があり、●●●先行きの不安は大きく、ａｇ

町での豊かな自然環境や食生活に囲まれた暮らしを失ったことに照らし、原審の認めた慰謝料

額は不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５５が指摘する、避難生活における苦難や、ａｇ町での暮らしの

喪失などの事情について、十分な考慮を払い、これらを織り込んだものとして、前記（１）、

（２）において説示したとおりの慰謝料を認定したものである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５５においては、●●●また、時の経過によりその精神

的苦痛は徐々に軽減している旨主張する。

　しかし、●●●また、時の経過等をもって、一審原告５５の本件事故後の生活における大き

な苦痛や不便を消失させる事情とみることもできず、同人の慰謝料については、前記説示のと

おり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、不動産損害については、原審の算定に根拠はなく、家財損害につ

いては、立証を欠いている旨主張する。

　この点、不動産損害については、前記説示のとおり、経済産業省の公表した賠償基準の考え

方等に沿う、固定資産税評価額の１．４３倍と認めるのが相当である。また、家財損害につい

ては、民訴法２４８条により、弁論の全趣旨に基づき相当な損害額を算定するという観点から

すると、●●●原審の認定が不合理であるとまではいえない。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告５５に仮払金として１００万円を支払っているのに、原

審は、一審原告５５の未払分の損害との充当処理をしておらず、不当である旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告５５と一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められないというべきであり、この理

は、仮払金と慰謝料、自宅土地・家財に係る損害との間であっても、妥当するものといえる。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　慰謝料については、前記３（１）、（２）の合計額は１６８２万円であり、自宅土地に係る
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損害金は２９８万８７９２円、家財に係る損害金は１０万円であるところ、証拠（乙共４９

４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額

は１４５２万円であり、その他、自宅土地・家財に係る損害に対する支払があったとは認めら

れない。そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、慰謝料につき２３０

万円、自宅土地に係る損害金につき２９８万８７９２円、家財に係る損害につき１０万円とな

り、その合計額は、５３８万８７９２円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、５３

万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５５の請求は、５９１万８７９２円及びこれに対する平成２３年３

月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきことと

なる。

（一審原告５５につき、

　882万円＋800万円－1452万円＋298万8792円＋10万円＋53万円＝591万8792円）

第５２　一審原告５６ら（一審原告５６－１、同５６－２）について

　１　控訴部分

　一審原告５６らの控訴部分は、同５６－１が慰謝料等５００万円、同５６－２が慰謝料５０

０万円であり、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告５６－２に係る慰謝料

等５２万６０００円である（原審は、一審原告５６－１の請求を棄却したため、同人に係る一

審被告東電からの控訴はされていない。）。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３６５頁２５行目から３６６頁１１行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３６５頁２６行目の「甲個５６の１」の次に「、５６の７」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３６６頁１行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３６６頁１１行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告５６－１（夫、本件事故時８０歳）と同５６－２（妻、本件事故時７７

歳）は、ｂｒ町の自宅（帰還困難区域）に居住し、自然に囲まれた中、バイクに乗って親戚宅

を訪問し、野菜や魚を交換するなどしながら、生活していた。しかし、本件事故により、一審

原告５６らは、両名ともに、避難所生活を経て、神奈川県に避難することを余儀なくされ、狭

小な住環境となり体調が悪化し、平成２５年３月に要介護１の認定を、その後要介護３の認定

をそれぞれ受けるに至り、心身の状態が衰えた。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５６らは、上記２の事実経過で、ｂｒ町の自宅（帰還困難区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月

１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。そして、一審原告５６ら

が、高齢であり、避難生活を続ける中で要介護状態となったことなどに照らすと、同人らの避

難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１３万円の８５箇月分である各１１０５万円とした

上、警戒区域からの特に過酷な避難であり避難所生活を経たことなどの事情を勘案して３２万

円を加算し、各１１３７万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料
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　一審原告５６らは、本件事故の際、ｂｒ町内の自宅（帰還困難区域）に居住し、バイクに

乗って親戚宅を訪問するなどして、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ｂｒ町

の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６４頁１

７行目～１６５頁８行目、１７１頁２０～２３行目）、突然の避難の後、ｂｒ町での暮らしへ

の想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ｂｒ町に帰還することが叶

わないという状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。これに、

上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失させられた

ことによる慰謝料の額は、一審原告５６らについて、それぞれ８００万円とするのが相当であ

ると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告５６らの主張

　一審原告５６らは、避難生活を通じ、劣悪かつ慣れない環境の中で体力や気力が低下し、と

もに要介護状態となり、その自宅も解体され帰還が不可能になり混乱する気持ちであることな

どに照らし、原審の認めた慰謝料額は不十分であり、また、増額分として支払われた分は、既

払金として控除されるべきでない旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５６らが指摘する、体力・気力の低下や要介護状態への移行、自

宅の解体と気持ちの混乱などの事情についても、十分な考慮を払い、これらを織り込んだもの

として、前記（１）、（２）において説示したとおりの慰謝料を認定したものである。なお、

増額分として支払われた分であっても、慰謝料として支払われたものであることに変わりはな

い以上、既払金として控除できないとする合理的な理由はないというほかない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５６らが居住していたｂｒ町は本件津波による甚大な被

害を受けており、本件事故がなくても、同人らは一定の避難を余儀なくされ、地域一体のコ

ミュニティの変容も相当程度あったと考えられる旨主張する。

　しかし、一審被告東電の上記指摘を考慮しても、本件事故が一審原告５６らの避難及び避難

生活の継続や、地域一体のコミュニティの喪失に大きく寄与していることを否定することはで

きず、同人らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５６らにおいては、本件事故後、ほどなく長女家族との

同居生活となり、その後、長女家族と共に、家庭菜園ができる庭付きの新居に転居して、落ち

着いた生活を送っていることに照らし、既払金を超える慰謝料が発生するとは認められない旨

主張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する上記事情を考慮したとしても、事柄の性質に照らし、それ

らが、一審原告５６らの本件事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情

とみることはできず、同人らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべ

きである。

　なお、一審被告東電は、一審原告５６らが放射線に係る健康への不安を抱いていた事実はそ

の陳述書（甲個５６の１、５６の７）に記載がない旨主張するが、同人らが、本件事故によ

り、その日常生活を阻害され、生活基盤を喪失したことにより精神的苦痛を被った事実は、上

記陳述書からも優に認定することができる。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告５６らにおいては、住居確保費用など実損害額を超える

賠償がされ、また、自宅不動産の財物賠償、慰謝料増額分など、十分な支払を受けている旨主

張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する上記の各支払の事実は、一審原告５６らの本件事故後の生

活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情となるものではない。なお、たとえ住居

確保費用など実損害額を超える賠償がされていたとしても、前記説示に係る本件黙示の合意
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は、一審原告５６らと一審被告東電との間においても認められ、上記支払は当該合意に基づい

て当該損害項目に対してされたものであって、異なる損害項目に融通（充当）する旨の合意ま

でされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告５６－１、同５６－２につき、それぞれ、各１

９３７万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告

東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、一審原告５６－１につき１６７７万６０００

円、同５６－２につき１４５２万円であると認められる。そうすると、一審被告東電の弁済を

控除した損害金の未払分は、一審原告５６－１につき２５９万４０００円、同５６－２につき

４８５万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告５６－１につき２５万円、同５６－２につき４８万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５６－１の請求は、２８４万４０００円及びこれに対する平成２３

年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度

で理由があり、その余は理由がなく、同５６－２の請求は、５３３万円及びこれに対する同日

から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告５６－１につき、

　1137万円＋800万円－1677万6000円＋25万円＝284万4000円

一審原告５６－２につき、

　1137万円＋800万円－1452万円＋48万円＝533万円）

第５３　一審原告５７ら（一審原告５７－１～同５７－５）について

　１　控訴部分

　一審原告５７らの控訴部分・請求拡張分は、同５７－１につき、控訴部分が慰謝料、土地等

に係る損害の合計１２７９万０６０３円、請求拡張分が平成３０年８月以降の賃料等５５６万

４４３１円であり、同５７－２につき、控訴部分が慰謝料等５５０万円、請求拡張分が土地等

に係る損害１４５０万円であり、同５７－３～同５７－５については、控訴部分は、それぞ

れ、慰謝料等各５００万円である。

　他方、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告５７－１に係る慰謝料、土地

等に係る損害の計２５７万６５２５円、同５７－２に係る慰謝料、土地等に係る損害の計１４

８５万６０００円、同５７－３に係る慰謝料等３８５万６０００円、同５７－４に係る慰謝料

等２８１万円、同５７－５に係る慰謝料等３４３万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３６７頁１７行目から３６８頁２６行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３６７頁１８行目の「甲個５７の１」の次に「、５７の１８、当審に

おける一審原告５７－１本人尋問の結果」を加える。

　（２）　原判決●３－３６８頁２６行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（３）　一審原告５７らは、同５７－２（妻）の実家のすぐ近くにあるａｆ市ｂｄ区の自宅

（避難指示解除準備区域）で、豊かな自然の中、地域の人々と助け合いながら、飼犬と共に、

生活を送っていた。なお、本件事故時、同５７－１（夫）は海外出張中であり、同５７－３
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（長男）は中学校の卒業式の直後であった。また、同５７－４（長女）は、平成２３年４月か

ら●●●の病院に看護師として勤務することになっており、上記自宅から通勤する予定であ

り、同５７－５（二女）は、埼玉県の会社に就職する予定であった。

　しかし、本件事故により、同５７－２（妻）と子供（同５７－３～同５７－５）は、実家の

両親と共に、避難所を転々とする生活を余儀なくされ、海外出張を早期に切り上げて帰国した

同５７－１とは、ｄｔ市の避難所で合流した。そして、同避難所から、同５７－４（長女）

は、上記病院に通勤するために見つけた●●●の住居へ、同５７－５（二女）は、埼玉県の会

社の寮へ移ることとなり、同５７－１～同５７－３は、飼犬をｄｔ市の知人に預け、同５７－

１の勤務先の営業所のある神奈川県に避難することとした。同５７－１～同５７－３の避難先

は、集合住宅であり、湿気など住環境が悪く、同５７－３は見知らぬ土地でバスと電車を乗り

継いで工業高校に通学することとなり、いずれも、精神的負担を負いながらの生活を続け

た。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５７らは、上記２の事実経過で、ａｆ市ｂｄ区の自宅（避難指示解除準備区域）か

ら避難し、その日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料算定の対象となる避難期間

は、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる（なお、

同５７－１は、本件事故時、海外出張中であったが、上記２の事実経過に照らし、その生活の

本拠は上記自宅にあり、海外出張を早期に切り上げ、ｄｔ市の避難所で家族と合流しているこ

とに鑑み、同人についても、同様に、物理的移動という意味も含め、避難をしたものと評価す

るのが相当である。）。

　このことに照らすと、一審原告５７らの避難生活に伴う慰謝料は、それぞれ、１箇月１０万

円の８５箇月分である８５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、

長い避難所生活を送ったことなどの事情を勘案して同５７－１については３５万円を、同５７

－２～同５７－５については各４０万円を加算し、同５７－１については８８５万円、同５７

－２～同５７－５については各８９０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告５７らは、本件事故の際、ａｆ市内の自宅（避難指示解除準備区域）で、同５７－

２の実家のすぐ近くで、地域の人々と助け合いながら、平穏な生活を送っていたところ、本件

事故により、ａｆ市の居住地での地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大きく変

容させられ（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行目～１９行

目）、突然の避難の後、このようなａｆ市での生活への想いを断ち切れないまま先行きの見通

しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。こ

れに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、避難生活に伴う精神

的損害以外の慰謝料（生活基盤変容慰謝料）の額は、一審原告５７らについて、各４００万円

が相当であると認められる。

　（３）　その他について

　ア　一審原告５７－１について

　（ア）　土地等に係る損害について

　原審は、一審原告５７－１の自宅土地につき、固定資産税評価額（３０１万０９１７円。甲

個５７の５）の１．５倍の４５１万６３７６円である旨認定するところ、前記説示及び本件に

現れた一切の事情に照らし、上記土地については、一審被告東電が同土地に係る損害として支

払った額（４３０万５６１１円）を超える損害が発生しているとは認められないから、原審が

認容した上記損害額との差額については、本件事故による損害とは認められない。

　（イ）　新規の自宅取得に関する損害について
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　一審原告５７－１は、令和３年９月に●●●内に不動産を購入し、合計３１４８万９６１３

円を支出したところ、これから既払金等を差し引いた額（６５８万０６０３円）は、本件事故

により生じた損害といえる旨主張する。

　しかし、本件事故後、新たに不動産を購入したとしても、社会通念に照らし、当然に、本件

事故との間に相当因果関係があるとは認められず、所有不動産の価値下落分とは別個に、上記

購入費用をもって、本件事故により生じた損害ということはできない。

　（ウ）　平成３０年８月以降の賃料等５５６万４４３１円について（一審原告５７－１の請

求拡張分）

　一審原告５７－１は、平成３１年３月に借上住宅の無償提供が打ち切られることを受けて、

平成３０年８月以降、ａｈ市内の賃貸住宅に転居して避難生活を続けたものであり、これによ

り支出した賃料等の合計５５６万４４３１円は、本件事故により生じた損害というべきである

とする。

　しかし、前記説示のとおり、本件事故によりその日常生活が阻害されたといえる避難期間

は、平成２３年３月１１日から平成３０年３月末までの８５箇月と認められるものであり、一

審原告５７－１が主張する、同年８月以降の賃料等の支出につき、本件事故との間で相当因果

関係を認めることはできず、これをもって、本件事故により生じた損害ということはできな

い。

　よって、上記賃料等に関する同５７－１の拡張に係る請求は、棄却を免れない。

　イ　一審原告５７－２の所有土地に係る損害１４５０万円について（同５７－２の請求拡張

分）

　原審は、一審原告５７－２の所有土地につき、固定資産税評価額（１８４９万９６６３円、

甲個５７の７、５７の８）の１．５倍の２７７４万９４９５円である旨認定するところ、前記

説示及び本件に現れた一切の事情に照らし、上記土地の損害額については、固定資産税評価額

の１．４３倍である２６４５万４５１８円に、弁論の全趣旨に照らし、補正係数として６０／

７２を乗じた額である２２０４万５４３１円であると認めるのが相当であり、これを超える損

害が発生しているとは認められない。

　よって、上記土地に関する同５７－２の拡張に係る請求は、上記２２０４万５４３１円から

後記８６３万４５７８円（弁済額）を控除した額（１３４１万０８５３円）から、更に、原審

が認容した１０００万円を控除した額である、３４１万０８５３円に、弁護士費用相当額を加

えた額の限度で認容すべきであり、その余は棄却を免れない。

　（４）　当事者の主張について

　ア　一審原告５７らの主張

　（ア）　一審原告５７らは、劣悪な環境下の避難所を転々とすることを余儀なくされ、同５

７－４、同５７－５は避難直後の平成２３年４月から新生活を始めざるを得ず、同５７－３は

見知らぬ土地で高校に通い、同５７－１は家族との合流まで不安な時間を過ごしたなどの事情

に照らし、原審の認めた避難慰謝料は不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５７らが指摘する、長期間にわたる苦しい避難所生活や、同５７

－１の家族との合流までの不安感、その後の事情についても、十分な考慮を払い、これらを織

り込んだものとして、前記（１）において説示したとおりの慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告５７らは、地域の人々との繋がりのあるｂｄにおける人生そのものを失

い、一家がバラバラになってしまい、山に囲まれた自宅付近の除染の効果への不安、インフラ

整備の不十分さなどから、現実的に帰還することもできない状況であることに照らし、原審の

認めたふるさと喪失慰謝料は不十分である旨主張する。

　この点、一審原告５７らにおいて、ａｆ市ｂｄ区の自宅における平穏な生活の基盤が動揺さ

せられ、家族が別々に暮らすこととなり、帰還についても消極に考えざるを得なかったことな
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どの上記事情について十分に顧慮して検討したとしてもなお、上記の避難慰謝料（日常生活阻

害慰謝料）に加えて、当審で認定する生活基盤変容慰謝料としては、前記（２）のとおりの額

を認定するのが相当というべきである。

　（ウ）　一審原告５７－１は、その所有に係る自宅土地については、原審の認定した損害額

（４５１万６３７６円）は低額にすぎ、フラット３５全国平均を基準として、１３６８万８０

００円の賠償がされるべきである旨主張する。

　しかし、本件事故により生じた土地に係る損害については、仮に本件事故が発生しなかった

とした場合の当該土地の価値と、本件事故後の当該土地の価値との差額分であると評価するの

が合理的であり、フラット３５全国平均を基準として損害額を算定することは、独自の見解と

いうべきであって、採用することができない。

　（エ）　一審原告５７－２は、その所有に係る土地については、原審の認定した損害額（２

７７４万９４９５円）は低額にすぎ、フラット３５全国平均を基準として、１億４４９２万９

６１２円の賠償がされるべきである旨主張する。

　しかし、上記（ウ）の説示と同様に、フラット３５全国平均を基準として損害額を算定する

ことは、独自の見解というべきであって、採用することができない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５７－４及び同５７－５については、平成２３年４月以

降、従前からの予定どおり、就職に伴って●●●及び埼玉県で社会人生活を開始したことによ

り、その避難生活は終了している旨主張する。

　しかし、一審原告５７－４及び同５７－５が、従前からの予定どおり、平成２３年４月から

就職し社会人生活を開始したものであるとしても、同人らの損害は、本件事故により家族での

平穏な生活が阻害され生活基盤が変容されたことにより発生したものであり、一審被告東電が

指摘する上記の就職による社会人生活の開始の事実が、一審原告５７－４及び同５７－５の本

件事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情となるものではないという

べきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５７－１～同５７－３も、ａｈ市の借上住宅での生活を

する中で、その後の時の経過によってその精神的苦痛は徐々に緩和されており、とりわけ同５

７－３は、平成２８年４月以降、就職に伴って社会人生活を開始したことにより、その避難生

活は終了している旨主張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する上記事情を考慮したとしても、それらが、一審原告５７－

１～同５７－３の本件事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とみる

ことはできず、同人らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきであ

る。

　（ウ）　一審被告東電は、原審は、一審原告５７らが主張する不動産損害の額を算定するに

当たり、特段の立証もないのに不動産を全損と扱っており、誤っている旨主張する。

　この点、本件事故と相当因果関係のある不動産の損害額としては、本件事故の規模や性質・

内容に照らし、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　慰謝料については、前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告５７－１につき１２８５万

円、同５７－２～同５７－５につき各１２９０万円であり、同５７－２の所有土地に係る損害

は２２０４万５４３１円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）及び弁論の全趣旨によれ

ば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同５７－１につき９８６万６００

０円、同５７－２、同５７－３につき、それぞれ８５４万円、同５７－４につき９４８万円、
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同５７－５につき８９２万円であり、一審被告東電が支払った同５７－２の土地に係る金員の

額は８６３万４５７８円であると認められる。

　そうすると、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、慰謝料につき、一審原告５

７－１が２９８万４０００円、同５７－２、同５７－３につき、各４３６万円、同５７－４に

つき３４２万円、同５７－５が３９８万円となり、また、同５７－２の所有土地に係る損害に

つき１３４１万０８５３円（同人につき、慰謝料との合計額は、１７７７万０８５３円）とな

る。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告５７－１につき２９万円、同５７－２につき１７７万円、同５７－３につき４３万円、同

５７－４につき３４万円、同５７－５につき３９万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５７らの請求は、同５７－１につき、３２７万４０００円及びこれ

に対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同５７－２につき、１９５４万０８５

３円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払

を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、同５７－３につき、４７９万円及びこれに

対する同日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で

理由があり、その余は理由がなく、同５７－４につき、３７６万円及びこれに対する同日から

支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、そ

の余は理由がなく、同５７－５につき、４３７万円及びこれに対する同日から支払済みまで同

法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がな

いから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告５７－１につき、

　885万円＋400万円－986万6000円＋29万円＝327万4000円

一審原告５７－２につき、

　890万円＋400万円－854万円＋2204万5431円－863万4578円＋177万円＝1954万0853円

一審原告５７－３につき、

　890万円＋400万円－854万円＋43万円＝479万円

一審原告５７－４につき、

　890万円＋400万円－948万円＋34万円＝376万円

一審原告５７－５につき、

　890万円＋400万円－892万円＋39万円＝437万円）

第５４　一審原告５８ら（一審原告５８－１～同５８－５）について

　１　控訴部分

　一審原告５８らの控訴部分は、同５８－１～同５８－５につき、それぞれ、慰謝料等各５０

０万円であり、他方、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、一審原告５８－１に係る

慰謝料等１５４万４０００円、同５８－２～同５８－５に係る慰謝料等各７１５万４０００円

である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３７３頁３行目から２３行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３７３頁４行目の「甲個５８の１」の次に「、５８の５、当審におけ

る一審原告５８－１本人尋問の結果」を加える。

　（２）　原判決●３－３７３頁５行目冒頭に「（１）　」を加える。
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　（３）　原判決●３－３７３頁２３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（２）　一審原告５８らにおいては、ａｒ町の自宅に居住して、同５８－２（夫）がａｇ

町に本社がある建設業等を営む会社の取締役として稼働し、同５８－１（妻）がＰＴＡ活動に

取り組み学習塾を開いて子供に勉強を教え、音楽大学を卒業した同５８－３（長女）が自宅で

音楽教室を開いて子供にピアノを教え、大学卒業を間近に控えた同５８－４（二女）が平成２

３年４月から自宅でグラフィックデザインの仕事をすべく準備をし、高校生であった同５８－

５（三女）が音楽大学への進学を目指してピアノの練習に熱心に取り組むなど、それぞれ、地

域の人々との繋がりを大切にしつつ、自分のやりたいことに打ち込みながら生活していた。

　しかるに、本件事故により、一審原告５８らは、飼犬と共に、ａｒ町の自宅から車中泊を経

るなどの避難をすることを余儀なくされ、平成２３年５月から、ａｈ市内のマンションで暮ら

すようになった。しかし、同５８－２が失職し、同５８－１、同５８－４も上記の仕事ができ

なくなり、同５８－３、同５８－５はピアノの練習が十分にできない環境が続き、いずれも、

ストレスから心身の状態が悪化するなどした。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５８らは、上記２の事実経過で、ａｒ町の自宅（居住制限区域）から避難し、その

日常生活を阻害されたものと認められ、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年

３月１１日から平成３０年３月末まで、８５箇月であると認められる。このことに照らすと、

一審原告５８らについての避難生活に伴う慰謝料額は、１箇月１０万円の８５箇月分である８

５０万円となるが、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、車中泊を経たことなどの

事情を勘案して３２万円を加算し、それぞれ、８８２万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告５８らは、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（居住制限区域）で、それぞれ、地域の

人々との繋がりを大切にしつつ、仕事やピアノなどに打ち込みながら、平穏な生活を送ってい

たところ、本件事故により、ａｒ町の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を大き

く変容させられ（原判決●２－１６６頁１２行目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行

目）、突然の避難の後、このようなａｒ町での暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見

通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。

これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を変容さ

せられたことによる慰謝料の額は、一審原告５８らについて、各４００万円が相当であると認

められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告５８らの主張

　（ア）　一審原告５８らは、苦しい避難生活を送る中で、義父母との軋轢、取締役からの解

任や失職、ピアノの練習が十分にできないことによる苦痛、健康状態の悪化や精神状態の不安

定が生じたことなどに照らし、原審の認めた慰謝料額は、不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５８らの、本件事故直後における特に過酷な避難状況等について

顧慮するとともに、その後の生活等における様々な苦難について十分な考慮を払い、これらを

織り込んだものとして、前記（１）において説示のとおりの避難慰謝料を認定したものであ

る。

　（イ）　一審原告５８らは、その生活歴や生活圏を考慮すると、同人らの生活は、帰還困難

区域（ｂｒ町、ａｌ町）を含むより広範な地域をふるさととするものとなっており、また、ふ

るさと喪失の実態は、帰還困難区域と変わらない以上、区域割による賠償額の区別は不合理で

ある旨主張する。

　しかし、一審原告５８らの指摘する上記事情があったとしても、同人らの自宅が居住制限区

244/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



域にあったことに変わりはなく、公平性・合理性の見地に照らし、その慰謝料額は、前記説示

のとおりの額とするのが相当というべきである。また、前記説示に照らし、居住制限区域は、

生活基盤の変容にとどまり、生活基盤の喪失を来たした帰還困難区域とは、質的な違いがある

ものといわざるを得ない。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５８らは、ピアノ教室の再開や、自分に合った職場への

就職、音楽大学への進学の実現など、ａｈ市内での生活を通じて徐々に生活の平穏を取り戻

し、平成２７年４月、同５８－２の実家もあるａｈ市内の自宅を取得しており、同自宅に転居

した時点で、避難を終了している旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、事柄の性質に照らし、一審原告５８らの本件

事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえないというべき

であり、同人らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５８－４（大学４年生）については、本件事故時、ａｒ

町の自宅に一時的に滞在していたものの、実際は、埼玉県ｃｔ市の賃貸マンションに居住し、

生活の本拠を有していたものであり、本件事故直後の避難やその後の生活において本件事故に

より精神的苦痛を被ったとは認められない旨主張する。

　しかし、前記２の事実経過によれば、一審原告５８－４は、ｃｔ市のマンションに居住して

いたものの、そこから通学していた大学については、卒業を間近に控えており、平成２３年４

月からは、自宅でグラフィックデザインの仕事をすべく、同自宅に戻って準備をしている。ま

た、同人は、本件事故を受けて、他の一審原告５８らと共に避難し、その後も、避難生活の苦

難を共にしており、家族らと別に、ｃｔ市のマンションで単身居住を継続した事情は認められ

ない。これらに照らせば、一審原告５８－４の生活の本拠は、本件事故時、ａｒ町の自宅に存

していたものと評価するのが相当であり、その後の避難生活等によって、同人においても、精

神的苦痛を被ったものと認められる。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、各１２８２万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告５８らに対して支払った避難慰謝料

名目の金員の額は、同５８－１～同５８－５につき、各７５２万円であることが認められるか

ら、一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分は、一審原告５８－１～同５８－５につ

き、各５３０万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告５８らにつき、各５３万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５８－１～同５８－５の各請求は、それぞれ、５８３万円及びこれ

に対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、いずれ

も、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告５８－１～同５８－５につき、それぞれ、

　882万円＋400万円－752万円＋53万円＝583万円）

第５５　一審原告５９について

　１　控訴部分

　一審原告５９の控訴部分は、慰謝料等５００万円であり、他方、一審被告東電の控訴部分
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は、原審が認容した、慰謝料等２万５０００円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３７５頁２６行目から３７６頁１７行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３７６頁１行目の「甲個５９の１」の次に「、５９の４」を加える。

　（２）　原判決●３－３７６頁２行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３７６頁１７行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

　「（２）　一審原告５９（本件事故時７０歳）は、ａｒ町の自宅に居住して、米や野菜を栽

培しながら、地域の人々との繋がりの中で、夫（本件事故時７６歳）や実母（本件事故時９１

歳）と共に、平穏な生活を送っていた。しかし、一審原告５９は、本件事故により、夫や実母

と共に、避難することを余儀なくされ、寒くプライバシーのない避難所での生活や、慣れない

ａｈ市での二男宅での生活等を経て、平成２３年８月からｂｐ市の仮設住宅で、平成２９年１

月から●●●で生活するようになった。一審原告５９は、そのような生活の中でも、●●●へ

の入居の前頃から認知症の症状が出てきた●●●（平成２８年１１月死亡）の徘徊への注意や

介護、徐々に歩けなくなってきた夫の世話などをしなければならず、その心身に大きな負担が

かかり、●●●の進行など、自身の健康状態も悪化した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告５９は、上記２の事実経過で、その平穏な生活が継続できなくなり、ａｒ町の自宅

（帰還困難区域）から避難したものであり、本件事故によりその日常生活を阻害されたものと

認められ、その慰謝料算定の対象となる避難期間は、平成２３年３月１１日から平成３０年３

月末まで、８５箇月であると認められる。このことに、一審原告５９が、認知症を発症した高

齢の●●●（平成２８年１１月死亡）の介護を余儀なくされたことなどの事情を併せると、一

審原告５９についての避難生活に伴う慰謝料額は、１箇月１３万円の６９箇月分（平成２３年

３月から平成２８年１１月まで）である８９７万円に、１箇月１０万円の１６箇月分（平成２

８年１２月から平成３０年３月まで）である１６０万円を加えた１０５７万円とした上、警戒

区域からの特に過酷な避難であったことや、避難所生活を経たことなどの事情を勘案して４０

万円を加算し、１０９７万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤喪失慰謝料

　一審原告５９は、本件事故の際、ａｒ町内の自宅（帰還困難限区域）で、地域の人々との繋

がりの中で、夫や実母と共に、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、ａｒ町の地

域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を喪失させられ（原判決●２－１６６頁１２行

目～１６７頁８行目、１７２頁２行目～５行目）、突然の避難の後、このようなａｒ町での暮

らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、ａｒ町に帰還するこ

とが叶わないという状況を受け入れざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったものといえる。こ

れに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生活基盤を喪失させ

られたことによる慰謝料の額は、一審原告５９について、８００万円が相当であると認められ

る。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告５９の主張

　（ア）　一審原告５９は、辛い避難所での生活や、認知症の実母の介護等による心労がかさ

み、●●●も悪化し、高齢での転居も精神的、身体的に負担になるなど、避難生活においてそ

の心身に大きな負担がかかっていたことなどに照らし、原審の認めた慰謝料額は、不十分であ

る旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５９（本件事故時７０歳）の苦しい避難生活において、認知症の
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実母の介護等のため、同人に多大な負担がかかっていたことなどを含めて、その避難生活にお

ける様々な苦難について十分な考慮を払い、これらを織り込んだものとして、前記（１）にお

いて説示したとおりの避難慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告５９は、生まれ育ったａｒ町の豊かな自然の中で、農業を基盤とした生活

を送ってきたのに、本件事故により、地元の農家、親戚、農協等との密接な交流や、豊作祈願

の祭りなどが行われていた地域のコミュニティが存在しなくなったことなどに照らし、原審の

認めた慰謝料額は、不十分である旨主張する。

　この点、当審は、一審原告５９のａｒ町での生活の基盤となっていた地域のコミュニティが

喪失するに至ったことなどの上記事情について十分に顧慮し、これらを織り込んだものとし

て、前記（２）において説示したとおりの生活基盤喪失慰謝料を認定したものである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、一審原告５９は、平成２３年８月から夫や実母と共にｂｐ市の仮

設住宅で生活を続ける中で、時の経過によりその精神的苦痛が徐々に軽減したと考えられる旨

主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、事柄の性質に照らし、一審原告５９の本件事

故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえないというべきで

あり、同人の慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告５９に対し、その所有する不動産（公民館敷地）の賃料

収入に係る逸失利益の支払や、生命・身体的損害に係る支払をしているところ、これらの支払

分はいずれも実損害額を超える支払となっているから、慰謝料等に弁済として充当すべきであ

る旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告５９と一審被告東電との間においても

認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異なる

損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、１８９７万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が一審原告５９に対して支払った避難慰謝料名

目の金員の額は、１５０３万円であることが認められるから、一審被告東電の弁済額を控除し

た損害金の未払分は、３９４万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告５９につき３９万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告５９の請求は、４３３万円及びこれに対する平成２３年３月１１日

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がないから、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこととなる。

（一審原告５９につき、

　1097万円＋800万円－1503万円＋39万円＝433万円）

第５６　一審原告６０ら（承継前一審原告６０、一審原告６０－２）について

　１　控訴部分

　一審原告６０－２は、承継前一審原告６０を単独で相続し訴訟承継したものであるところ、

かかる一審原告６０－２の控訴部分は、承継前一審原告６０に係る慰謝料等５００万円であ

り、他方、一審被告東電の控訴部分は、原審が認容した、承継前一審原告６０に係る慰謝料等
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３３９万円である。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３７８頁３行目から１５行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３７８頁４行目の「甲個６０の１」の次に「、６０の６」を加える。

　（２）　原判決●３－３７８頁５行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３７８頁１５行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　承継前一審原告６０（本件事故時８１歳）は、足が悪く杖をついていたものの、ａ

ｆ市ｂｄ区の自宅（避難指示解除準備区域）に単身で居住して、友人や近所の人との会話を楽

しむなどしながら生活を送っていた。しかし、本件事故により、承継前一審原告６０は、隣家

の人に車椅子に乗せてもらって高校の体育館に避難し、その後、寒さの中、新潟県内の体育館

に至るまで、１１日間にわたり避難所での生活を余儀なくされた。その後、承継前一審原告６

０は、連絡がついた長女（一審原告６０－２）に引き取られ、神奈川県で避難生活を続けた

が、周りに友人もおらず次第に元気がなくなり、移動は専ら車椅子となり、ほとんど寝たきり

の状態となって、入退院を繰り返した。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　承継前一審原告６０は、上記２の事実経過で、ａｆ市ｂｄ区の自宅（避難指示解除準備区

域）から避難し、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象となる避難期

間は、平成２３年３月１１日から平成２９年６月（承継前一審原告６０の死亡した月）まで７

６箇月であると認められる。このことに、同人が高齢（８１歳）で足が悪かったこと等の事情

を併せると、同人の避難生活に伴う慰謝料は、１箇月１３万円の７６箇月分である９８８万円

とした上、警戒区域からの特に過酷な避難であったことや、高齢で足が悪い同人が新潟県の体

育館に至るまでの１１日間にわたる避難所生活を経たことなどの事情を勘案して４２万円を加

算し、１０３０万円をもって相当と認める。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　承継前一審原告６０は、本件事故の際、ａｆ市ｂｄ区の自宅（避難指示解除準備区域）に単

身で居住して、友人や近所の人との会話を楽しむなどしながら、平穏な生活を送っていたとこ

ろ、本件事故により、ａｆ市の居住地での地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を

大きく変容させられ（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行

目～１９行目）、突然の避難の後、このようなａｆ市での暮らしへの想いを断ち切れないまま

先行きの見通しの立たない生活を送ることとならざるを得ず、多大な精神的苦痛を被ったもの

といえる。このことに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、生

活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、承継前一審原告６０について、４００万円

が相当であると認められる。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告６０－２の主張

　（ア）　一審原告６０－２は、高齢の承継前一審原告６０が、避難所で過酷な生活を送り、

福島での友人との交流も途絶えて寝たきりの状態になり、福島での生活が回復されないまま死

亡するに至っていることなどに照らし、原審が認容した慰謝料の額は、不十分である旨主張す

る。

　この点、当審は、一審原告６０－２が指摘する、承継前一審原告６０に関する上記事情につ

いても十分考慮し、これらを織り込んだものとして、前記（１）、（２）において説示したと

おりの慰謝料を認定したものである。

　（イ）　一審原告６０－２は、原審が、居住地域に基づく一律の慰謝料額しか認めていない
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のは失当であり、承継前一審原告６０の生活状況等に鑑みて、増額した慰謝料が認められるべ

きである旨主張する。

　この点、当審は、前記（１）において説示したとおり、承継前一審原告６０の生活状況を含

めた一切の事情を考慮して、同人の日常生活阻害に係る慰謝料の額については、１箇月１３万

円と認定し、これに所定の月数を乗じて算定したところである。

　イ　一審被告東電の主張

　（ア）　一審被告東電は、承継前一審原告６０においては、本件事故後、遠く離れて暮らし

ていた一審原告６０－２（長女）と同居し、単身生活より安心感のある生活環境となっている

ことなどに照らし、時の経過によってその精神的苦痛は軽減されたと考えられる旨主張する。

　しかし、一審被告東電が指摘する上記事情を踏まえたとしても、前記２の各事実に照らす

と、承継前一審原告６０は、ａｆ市の自宅で、友人や近所の人との会話を楽しむなどしなが

ら、平穏な生活を送っていたところ、本件事故により、その継続ができなくなったものであ

り、その後の同人の生活状況等に照らし、その精神的苦痛の程度は大きかったものといわざる

を得ず、同人の慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、承継前一審原告６０が高齢であり、平成２４年４月に乳がんの手

術を受けていることなどに照らせば、同人は、本件事故がなくても長女と共にｃｉ市内で同居

することになった蓋然性が高い旨主張する。

　しかし、前記２の各事実に照らすと、承継前一審原告６０は、高齢での単身生活ではあって

も、ａｆ市の自宅で、友人と交流するなど平穏な生活を送っていたにもかかわらず、突然の避

難を余儀なくされたものであるといえ、一審被告東電が指摘する長女との同居についての蓋然

性が一定程度あったとしても、前記説示のとおり認定した慰謝料の額が、左右されるものでは

ない。

　この点、一審被告東電は、承継前一審原告６０の生活状況や精神的苦痛について、同人の本

人尋問も行われていないのに同６０－２の陳述書（甲個６０の１、６０の６）の記載のとおり

に認定するのは相当でない旨主張するが、上記陳述書に記載される承継前一審原告６０の生活

状況等については、その記載内容に照らし、基本的に誤りがあるとはにわかには考え難く、前

記２の限度で、合理的に認定することができるというべきである。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、１４３０万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２

０）及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、９０

２万円であると認められる（一審被告東電は、承継前一審原告６０の死亡後である平成２９年

７月から平成３０年３月までの慰謝料の名目で９０万円を支払っていることが認められるとこ

ろ、上記９０万円についても、上記名目上の期間にかかわらず、承継前一審原告６０に対する

慰謝料の支払とみるのが相当である。）から、これを控除した損害金の未払分は、５２８万円

となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、承継

前一審原告６０につき５２万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、承継前一審原告６０の請求は、５８０万円及びこれに対する平成２３年３月

１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由

があり、その余は理由がない。

　そして、一審原告６０－２は、これを承継したものであるから、同人の請求についても、上
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記のとおりであると判断することができ、これと異なる原判決を、上記のとおり変更すべきこ

ととなる。

（一審原告６０－２（承継前一審原告６０を承継）につき、

　1030万円＋400万円－902万円＋52万円＝580万円）

第５７　一審原告６１ら（一審原告６１－１～同６１－５）について

　１　控訴部分

　一審原告６１らの控訴部分は、それぞれ、慰謝料等各５００万円であり、一審被告東電の控

訴部分は、原審が認容した、一審原告６１－１、同６１－２の慰謝料等各７７万円である。な

お、原審は、同６１－３～同６１－５の各請求をいずれも棄却したため、一審被告東電から同

６１－３～同６１－５に対する各控訴はされていない。

　２　事実関係

　次のとおり補正するほか、原判決●３－３７９頁２４行目から３８０頁１３行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。

　（１）　原判決●３－３７９頁２５行目の「甲個６１の１」の次に「、６１の４」を加え

る。

　（２）　原判決●３－３７９頁２６行目冒頭に「（１）　」を加える。

　（３）　原判決●３－３８０頁１３行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「（２）　一審原告６１－１～同６１－４は、平成２３年２月まで暮らしていた同６１－２

（妻）の実家近くのａｆ市の自宅（緊急時避難準備区域）に居住して、同６１－１（夫）が市

内の会社に勤め、同６１－２（妻）と共に、同６１－３（長男、幼稚園児）、同６１－４（二

男、３歳）を育て、家族４人で平穏な生活を過ごしていた。しかし、一審原告６１－１～同６

１－４は、本件事故により、上記自宅からの避難を余儀なくされ、親類宅を転々とし、ｂｓ市

でも転居を重ね、ａｆ市の自宅と比べ、狭い部屋での暮らしとなり、また、ａｆ市での仕事や

交友関係などが失われ、避難者であることにより周囲の視線を感じるなど、ストレスを感じな

がらの生活となった（なお、一審原告６１らは、平成２９年１２月から、ａｆ市に転居して同

市で生活している。また、同６１－５は、本件事故後である平成２６年（以下略）に出生して

いる。）。」

　３　損害額の認定

　（１）　避難生活に伴う精神的損害に係る慰謝料（日常生活阻害慰謝料）

　一審原告６１－１～同６１－４は、上記２の事実経過で、ａｆ市の自宅（緊急時避難準備区

域）から避難することにより、その日常生活を阻害されたものであり、その慰謝料算定の対象

となる避難期間は、平成２３年３月１１日から平成２４年８月末まで、１８箇月であると認め

られる。このことに照らすと、一審原告６１らの避難生活に伴う慰謝料は、同６１－１、同６

１－３及び同６１－４については、それぞれ、１箇月１０万円の１８箇月分である各１８０万

円をもって相当と認め、また、同６１－２については、同６１－３、同６１－４の世話を行い

ながらの避難であったことなどの事情を勘案して、平成２３年３月１１日から平成２４年２月

末まで（１２箇月分）の１箇月１２万円（１４４万円）に、その後の６箇月分の１箇月１０万

円（６０万円）を加算した２０４万円をもって相当と認める。なお、同６１－５（三男）につ

いては、平成２６年（以下略）に出生したものであり、本件事故によりその日常生活を阻害さ

れたものということはできず、慰謝料の発生は認められない。

　（２）　生活基盤変容慰謝料

　一審原告６１－１～同６１－４は、本件事故の際、ａｆ市の自宅（緊急時避難準備区域）に

居住し、仕事や育児をするなどしながら、平穏な生活を過ごしていたところ、本件事故によ

り、ａｆ市の地域社会、生活インフラ、自然環境等の生活基盤を一定程度変容させられ（原判

決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目、１７２頁１０行目～１９行目）、ａｆ市での
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暮らしへの想いを断ち切れないまま先行きの見通しの立たない生活を送り、精神的苦痛を被っ

たものといえる。これに、上記２の各事実その他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、

生活基盤を変容させられたことによる慰謝料の額は、一審原告６１－１～同６１－４それぞれ

について、各１００万円が相当であると認められる。なお、同６１－５（三男）については、

平成２６年（以下略）に神奈川県で出生したものであり、本件事故によりその生活基盤を変容

させられたものということはできず、慰謝料の発生は認められない。

　（３）　当事者の主張について

　ア　一審原告６１らの主張

　（ア）　一審原告６１らは、ａｆ市の自宅は、避難指示等対象区域まで１．５ｋｍという近

接した距離にあるのに、避難指示の有無により機械的に線引きがされ、低額な慰謝料しか認め

られないのは不合理である旨主張する。

　しかし、一審原告６１らの自宅の所在するａｆ市は、前記第３節の第４の１の説示に照ら

し、政府による避難指示が出された区域のように、当該区域全体として、多数の住民が長期間

避難して、その後、地域社会等の再形成を目指すこととされるという経過を辿っているとまで

は認め難く、避難指示が出された区域からの避難の場合とは、損害算定の基礎とする合理的な

避難期間が異なるから、損害を客観的見地から金銭的に評価する上で程度の差が存することは

否定できない。そして、そのような中で、中間指針等を踏まえた上で個別の事情を可能な限り

斟酌したものとして、前記説示の慰謝料額は相当なものというべきである。

　（イ）　一審原告６１らは、本件事故による避難のため、各親類宅を転々とし、ｂｓ市でも

転居を重ね、経済的な出費もかさみ、先行きの不安から強いストレスを感じながらの生活とな

り、身体的な不調も生じていたことなどに照らし、原審の慰謝料額の認定は誤っている旨主張

する。

　この点、当審は、一審原告６１－１～同６１－４が避難生活において被った労苦を十分顧慮

し、これらを織り込んだものとして、前記（１）において説示したとおりの避難慰謝料を認定

したものであるが、避難慰謝料の終期については、前記第３節の第４の１の説示に照らし、同

人らの自宅がａｆ市の緊急時避難準備区域にあり、政府による避難指示が出された区域ではな

いことを勘案せざるを得ず、その放射線量（原判決●２－１７２頁１０～１９行目）、ａｆ市

の住民の避難状況や社会的活動の状況（原判決●２－１６７頁１４行目～１６８頁１５行目）

に照らし、その慰謝料額を認定せざるを得ない。

　（ウ）　一審原告６１らは、平成２９年１２月、ａｆ市の従前の居住地の近くで生活を再開

したが、近隣住民の多くは帰還しておらず、除染も十分でなく、地域のコミュニティは奪われ

たままであることなどに照らし、原審の慰謝料額の認定は誤っている旨主張する。

　この点、一審原告６１－１～同６１－４が、平成２９年１２月からａｆ市で生活を再開した

自らの実体験に基づき、上記のような認識を抱いていることを前提としたとしても、前記説示

のとおり、同人らの自宅がａｆ市の緊急時避難準備区域にあることなどに照らせば、同人らの

生活基盤変容慰謝料は前記（２）において説示したとおりの額を認定するのが相当である。

　（エ）　一審原告６１らは、同６１－５（三男）については、本件事故後の平成２６年に出

生しているが、他の一審原告６１ら家族と同様に、ふるさとにおける包括的生活基盤を失って

いるとともに、避難生活の継続に伴う精神的苦痛を受けていることに変わりはなく、同人に対

しても慰謝料が認められるべきである旨主張する。

　しかし、同６１－５は、前記説示のとおり、本件事故後である平成２６年（以下略）に出生

している以上、本件事故によりその日常生活を阻害されたものということはできず、また、本

件事故によりその生活基盤が変容されたものということもできないのであって、慰謝料の発生

は認められない。

　イ　一審被告東電の主張
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　（ア）　一審被告東電は、一審原告６１らの自宅所在地は、強制的な避難指示はされておら

ず、社会活動や市民活動は継続され、放射線量も避難指示の対象となった年間積算２０ｍＳＶ

を大きく下回っていたことに照らし、同人らにつき既払金を超える慰謝料は発生していない旨

主張する。

　しかし、一審被告東電の上記指摘を前提としたとしても、一審原告６１ら（同６１－５を除

く。）が、同６１－２の実家近くの自宅において、前記２のとおり平穏な生活を送っていたこ

とに照らせば、本件事故により突然大きな影響を受けるに至ったその生活の回復のためには、

一定の期間を要したものというべきであり、少なくとも、前記認定の慰謝料額は左右されない

というべきである。

　（イ）　一審被告東電は、一審原告６１－１においてはｂｓ市の移転先で就職して安定した

生活をし、同６１－２についてはＳＮＳ上の複数の投稿から友人に恵まれた充実した平穏な生

活を送っている旨がうかがえることなどに照らし、同人らにつき既払金を超える慰謝料は発生

していない旨主張する。

　しかし、一審被告東電の指摘する上記事情は、事柄の性質に照らし、上記一審原告らの本件

事故後の生活における大きな苦痛や不便を直ちに消失させる事情とまではいえないというべき

であり、同人らの慰謝料については、前記説示のとおり認めるのが相当というべきである。

　（ウ）　一審被告東電は、一審原告６１－１に対して支払った就労不能損害、家財・物品道

具購入費用は、実損害額を上回っているから、当該支払分は、慰謝料に弁済として充当すべき

である旨主張する。

　しかし、前記説示に係る本件黙示の合意は、一審原告６１－１と一審被告東電との間におい

ても認められ、上記支払は当該合意に基づいて当該損害項目に対してされたものであって、異

なる損害項目に融通（充当）する旨の合意までされたとは認められない。

　ウ　その他、当事者は種々主張するが、その主張内容を慎重に検討しても、前記説示に照ら

し、いずれも採用することができない。

　４　一審被告東電の弁済を控除した損害金の未払分

　前記３（１）、（２）の合計額は、一審原告６１－１、同６１－３及び同６１－４につきそ

れぞれ２８０万円、同６１－２につき３０４万円であるところ、証拠（乙共４９４、５２０）

及び弁論の全趣旨によれば、一審被告東電が支払った避難慰謝料名目の金員の額は、同６１－

１、同６１－２につき各１８０万円、同６１－３、同６１－４につき各２６３万円であると認

められるから、これを控除した損害金の未払分は、同６１－１につき１００万円、同６１－２

につき１２４万円、同６１－３、同６１－４につき各１７万円となる。

　５　弁護士費用

　弁護士費用については、上記認容額及び本件訴訟の難易、主張立証の状況等に照らし、一審

原告６１－１につき１０万円、同６１－２につき１２万円、同６１－３、同６１－４につき各

１万円が相当であると認められる。

　６　まとめ

　以上によれば、一審原告６１－１の請求は、１１０万円及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

あり、その余は理由がなく、同６１－２の請求は、１３６万円及びこれに対する同日から支払

済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余

は理由がなく、同６１－３、同６１－４の各請求は、それぞれ、１８万円及びこれに対する同

日から支払済みまで同法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

り、その余は理由がなく、同６１－５の請求は理由がない。したがって、同６１－１～同６１

－４については、上記と異なる原判決を上記のとおり変更すべきこととなり、同６１－５につ

いては、これと同旨の原判決は相当であり、その控訴は棄却すべきこととなる。
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（一審原告６１－１につき

180万円＋100万円－180万円＋10万円＝110万円

一審原告６１－２につき

204万円＋100万円－180万円＋12万円＝136万円

一審原告６１－３、同６１－４につき

180万円＋100万円－263万円＋１万円＝18万円）

第５節　結論

　以上によれば、一審原告らの一審被告東電に対する選択的請求のうち原賠法３条１項に基づ

く請求は、別紙認容額等一覧表の「当審認容額（元本）」欄記載の各金額（「０円」とされて

いるものを除く。）の限度で理由があるから認容し、その余の同請求は理由がないからこれを

棄却し、別紙認容額等一覧表の「当審認容額（元本）」欄に「０円」との記載のある一審原告

らについては、同一審原告らに係る上記請求は理由がないから棄却し、また、一審原告らの一

審被告東電に対する選択的請求のうち不法行為に基づく請求（原賠法３条１項に基づく請求を

理由がないとして棄却した部分に係るもの）は、いずれも理由がないからこれを棄却するのが

相当である。さらに、一審原告らの一審被告国に対する請求も、いずれも理由がないから棄却

するのが相当である。

　したがって、一審原告らの各控訴又は各附帯控訴、一審被告国及び一審被告東電の各控訴に

基づき、原判決が上記判断と異なる一審原告らに関しては、原判決を、上記のとおり変更し、

原判決が上記判断と同一である一審原告らに関しては、原判決は相当であるから、同一審原告

らに係る、上記各控訴、各附帯控訴をいずれも棄却することとする。なお、仮執行宣言（主文

第１項、第２項、第５項及び第７項の各（２）に係る部分）については、この判決が一審被告

東電に送達された日から１４日が経過したときは、仮に執行することができ、ただし、一審被

告東電が、同部分に係る別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の一審原告らに対し、同一

審原告らに係る同表の「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは、一審被告東電は、当

該一審原告との関係で、その仮執行を免れることができるものとすることが相当である。

　よって、主文のとおり判決する。

第１民事部

　（裁判官　田中孝一　裁判官　吉田純一郎　裁判長裁判官志田原信三は、退官のため署名押

印することができない。裁判官　田中孝一）

（別紙）

　　当事者目録１

●●●

　　上記１６８名訴訟代理人弁護士　水地啓子

　　同　本間豊

　　同　山﨑健一

　　同　黒澤知弘

　　同　青木亜也

　　同　青木大地

　　同　青木康郎

　　同　天野康代

　　同　飯田学史

　　同　池田京子

　　同　池田哲也

　　同　井澤秀昭

253/257第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/11/28 11:44
（審71）2-1-5



　　同　石井真奈美

　　同　石川裕一

　　同　石塚陽子

　　同　石畑晶彦

　　同　石森加奈子

　　同　井田治子

　　同　今井史郎

　　同　岩井知大

　　同　宇野真由美

　　同　海野千宏

　　同　浦田修志

　　同　惠崎和則

　　同　榎本吾郎

　　同　海老名毅

　　同　大滝和幸

　　同　大野美樹

　　同　小笠原憲介

　　同　岡田健太郎

　　同　岡本秀雄

　　同　岡安知巳

　　同　小澤敦史

　　同　織田慎二

　　同　小花和史

　　同　貝原吉記

　　同　笠間圭一郎

　　同　金子祐子

　　同　川岸卓哉

　　同　川添啓明

　　同　菅野善夫

　　同　神原元

　　同　木島麻子

　　同　北村亮典

　　同　姜文江

　　同　工藤昇

　　同　國方実

　　同　栗山博史

　　同　河野雄太

　　同　小賀坂徹

　　同　小谷馨

　　同　古西達夫

　　同　小林賢一

　　同　小宮玲子

　　同　齋藤宙也

　　同　齊藤道子
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　　同　佐伯剛

　　同　坂本智哉

　　同　櫻井みぎわ

　　同　佐々木好一

　　同　佐々木敏尚

　　同　佐々木博征

　　同　佐藤克洋

　　同　志田なや子

　　同　島崎友樹

　　同　城田孝子

　　同　鈴木啓示

　　同　鈴木健

　　同　鈴木英彦

　　同　関口英紀

　　同　瀬口朋英

　　同　田井勝

　　同　高橋暁子

　　同　髙橋瑞穗

　　同　高栁良作

　　同　滝本太郎

　　同　竹中由重

　　同　竹本香織

　　同　田島宏峰

　　同　田中栄樹

　　同　田畑淳

　　同　田渕大輔

　　同　堤直史

　　同　德田晃一郎

　　同　徳久京子

　　同　戸張雄哉

　　同　中尾繁行

　　同　中尾容子

　　同　中山雅博

　　同　鍋島泰樹

　　同　西井伸顕

　　同　西田智行

　　同　橋本乃亜

　　同　長谷川康

　　同　服部政克

　　同　林裕介

　　同　彦坂敏之

　　同　飛田桂

　　同　平井佑治

　　同　平岡路子
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　　同　平賀孝治

　　同　保科綾

　　同　細江智洋

　　同　本田正男

　　同　本田幸充

　　同　町川智康

　　同　松浦ひとみ

　　同　松田道佐

　　同　馬奈木幹

　　同　真船裕之

　　同　三澤太雅

　　同　三嶋健

　　同　水野博之

　　同　宮澤廣幸

　　同　向川純平

　　同　矢口統一

　　同　矢澤夏子

　　同　彌重仁也

　　同　山野健一郎

　　同　山森良一

　　同　横田朋佳

　　同　渡邉諭

　　同　渡辺登代美

　　同　渡邊寛一

　　同　渡部英明

　　同訴訟復代理人弁護士　中込竜司

　　同　菊池遼

　　以上

（別紙）

　　当事者目録２

　東京都（以下略）

　　控訴人兼被控訴人兼附帯被控訴人　東京電力ホールディングス株式会社（以下「一審被告

東電」という。）

　　同代表者代表執行役　Ｅ

　　同訴訟代理人弁護士　南敏文

　　同　岡内真哉

　　同　棚村友博

　　同　田汲幸弘

　　同　朝田規与至

　　同　田中秀幸

　　同　中川明子

　　同　古川和典

　　同　長木裕史
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　　同　奥原靖裕

　　同　永岡秀一

　　同　青木翔太郎

　　同　伊藤彩華

　　同　川島郁

　　同　小林優嗣

　　同　長井沙希

　　同　河西薫子

　　同　塚本弥石

　　同訴訟復代理人弁護士　中嶋乃扶子

　　以上

（別紙）

　　当事者目録３

　　東京都（以下略）

　　控訴人兼被控訴人兼附帯被控訴人　国（以下「一審被告国」という。）

　　同代表者法務大臣　Ｆ

　　同指定代理人（省略）

　　以上

（別紙）
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